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全日本民医連第４６回定期総会

運　動　方　針運　動　方　針

はじめに

２ 年前の４５回総会が開催される前日、ロシア
によるウクライナ侵略が始まり、私たち民医連
は、断固たる抗議を総会の特別決議として採択
しました。その第４５回総会は、運動方針で、人
権と公正、個人の尊厳、ジェンダー平等をあら

ゆる実践に貫くこと、いのちとケアを大切にす
る社会の実現を目標に活動することを明確にし
ました。
この ２年間、私たちはどのような人びとの困
難に向き合ってきたでしょうか。コロナ禍で受

■本文中の（※）については用語解説を載せています

第４６回総会スローガン

● 平和的生存権・人間の尊厳を守る立場で、国連憲章・国際法に反する暴力・戦争を止めるた
めに行動しよう。
● 大軍拡を止め、多様性の尊重・ジェンダー平等といのち第一の政治を実現するために、共同
組織とともに、地域から人権・公正の波を起こそう。
● ７０年の歴史を力に、「ケアの倫理」を深め、「 ２つの柱」の全面実践で、「人権の砦」たる民
医連事業所を守り、発展させよう。

２０２４年 ２ 月２４日　全日本民医連第４６回定期総会
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第 １章　�全日本民医連結成７０年今後へ何を引

き継ぐか～この１０年の時代と民医連
の奮闘をふり返る～

　第 １節 　この１０年間はどういう時代だった
か

　第 ２節 　１０年間の綱領実践の特徴と今後に
引き継ぐべき教訓

第 ２章　今日の情勢をどうみるか
　第 １節 　平和と人権保障をめぐる世界と日

本の情勢
　第 ２節 　いっそう拡大する格差と貧困、戦

争する国づくりによるさらなる社会
保障の切りすて

第 ３章　�ケアの視点で「非戦・人権・くらし」
を高く掲げ、平和で公正な社会を実
現しよう

　第 １節 　平和とくらしを守り、人権として
の社会保障を

　第 ２節 　一人ひとりの尊厳を大切にする医
療・介護活動の発展を

　第 ３節 　断固として経営困難を乗り越え、
事業と経営を守り抜こう
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員の確保・育成の前進を

　第 ５節 　私たちのあらゆる活動のパートナ
ー、共同組織の前進を

　第 ６節 　民医連の組織的な強みに確信を持
ち進化させよう
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け入れ病院が見つからない人、搬送してもらえ
なかった高齢者、酷暑のなか経済的困窮から体
調を崩した人、医療にアクセス困難な外国籍の
人や性的マイノリティーの人など、社会から周
縁化された人びと（※注）。一方で私たち自身は、
国が「経済優先」で感染コントロールを緩和し
たために、激増した新型コロナウイルス感染症
患者に全力で向き合ってきました。現場での人
手不足、自らの感染予防と体調管理、診療報酬
抑制のもとでの経営困難などのなか、職場や共
同組織の仲間、家族・友人とささえ合い、苦悩
しながらも民医連の医療と介護の現場に立ち続
けました。
感染拡大期に救急医療体制がなかば崩壊し、
特に高齢者のいのちが差別的に扱われる現実に
も直面するなかで、議会や行政に要求を提出し、
たたかってきましたが、できなかったこと、悔
しかったことは少なくありません。日常の医療
・介護活動および身近な生活に政治が直結する
ことを強く感じ、長期にわたる失政を意識せざ
るを得ない ２年間でした。そしていま、新型コ
ロナウイルス感染症の ５類移行を経て、感染対
策は継続しつつ、研修や会議の持ち方、地域で
の活動など、いろいろな場面で直接の対面も再
開され、コロナ禍をくぐった新しい局面に向か
いつつあります。
「無差別・平等の医療と福祉の実現をめざす
組織」（民医連綱領）である私たちが、医療・
介護の現場で、「誰も置き去りにしない」、「そ
の人をその人として大切にする」、「患者・利用
者といっしょに考え行動する」実践をするとき、
そこにある人権の担い手としての倫理は、医療

・介護の根本であり、戦争を含むあらゆる暴力
を阻む力でもある「ケアの倫理」（※注）に通
じています。ウクライナで、ガザで、殺りくと
破壊と人権の蹂躙（じゅうりん）が今もなお続
けられ、国内では岸田政権が国民の合意もない
約束をアメリカに表明し、４３兆円を戦争の準備
につぎ込もうとしています。そのような一人ひ
とりのかけがえのない、いのちと自由と尊厳を
奪っていく戦争の対極に、私たちは医療・介護
従事者として立っています。そしてその立ち位
置は、国の内外で、経済格差の是正、気候危機
への抜本的対策、平和と核兵器の廃絶、人種や
ジェンダーをはじめ、さまざまな差別の根絶を
求めて立ち上がり前進している人たちとつなが
っています。
民医連は結成７０年となり、今回、沖縄で４６回
総会を開催しました。
辺野古新基地建設に県民の意志として幾度も
ＮＯを示してもなお、司法制度の濫用まで行い
工事を強行する国に対して、粘り強くたたかい
つづけている沖縄県民、沖縄民医連の仲間と強
く連帯しながら、これから ２年間の私たち民医
連の活動方針を練り上げる総会となりました。
第４６回定期総会は、第 １に前総会からの総括
と４６期運動方針、時代認識と民医連の役割、私
たちの到達点を深め、２０２０年代中盤へ向けた民
医連運動前進の方針の決定、第 ２に４５期決算の
承認と４６期予算の決定、第 ３に全日本民医連会
費基準改定の決定、第 ４に４６期運動方針実践に
責任を持つ役員を信任しました。
すべての県連・法人・事業所で方針を学び具
体化し、団結して実践をはかりましょう。

全日本民医連結成７０年　今後へ何を引き継ぐか
～この１０年の時代と民医連の奮闘をふり返る～

第 １章

全日本民医連は２０２３年 ６ 月 ７ 日、結成７０周年
を迎えました。民医連綱領のもと無差別・平等
の旗を掲げ、人権の尊重と平和のために力を合
わせて奮闘してきた７０年は、「日本に、民医連
があってよかった」（※注）と評される信頼を
築いてきた歴史です。

全日本民医連は２０１０年の第３９回総会で、半世
紀ぶりに綱領を改定しました。新しい綱領の最
大の特徴は、日本国憲法に依拠して平和と人権
の実現をめざすことを自らの基本的立場に位置
づけたことでした。それは、新自由主義、すな
わち大企業の利益のために権利としての社会保
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障を否定して、国民に競争と自己責任を強いる
政治の台頭のなかで、民医連の今日的なありか
たを探求した成果でした。
その後、２０１１年の東日本大震災と原発事故、
２０２０年からの新型コロナウイルス・パンデミッ
ク、２０２２年からのロシアによるウクライナ侵略
など、社会のありかたや人びとの価値観を大き
く揺り動かす出来事があい次ぎましたが、ぶれ
ずに「いのちの平等」を貫いてきました。民医
連は新しい綱領を力に、各地で貧困打開や原発
ゼロなど、いろいろなテーマで市民の協力した
運動が発展するなか、共同を促す架け橋の役割
を果たして奮闘しました。
２０１２年１２月の総選挙で、自民党・公明党が ３
分の ２の議席を獲得して第 ２次安倍晋三内閣が
発足しました。それは、「大企業が世界一活躍

しやすい国づくり」（安倍氏）および「戦争す
る国づくり」を本格的にめざす政治のスタート
になりました。
社会保障の分野では２０１２年に、権利としての
社会保障を否定し国民に自己責任を押しつける
社会保障制度改革推進法が成立しました。憲法
２５条の解釈改憲であるこの社会保障の理念の変
質は、今日まで引き継がれています。これに対
して民医連は、「人権としての医療・介護保障
をめざす提言」を策定し（２０１３年１２月）、ある
べき社会保障について財源論を含めて発信しま
した。
この章では、結成６０年（２０１３年）以降の１０年
間の時代の特徴と民医連の奮闘について、いの
ち・憲法・綱領の視点でふり返ります。

第 １節　この１０年間はどういう時代だったか

（ １）�軍事大国化・新自由主義政治と憲法を守
り生かす国民運動

〈いのちとくらしの困難、平和の危機とその原因〉
この１０年、日本社会では貧困と格差が拡大し
社会保障の機能が弱まるなか、多くの国民にと
ってくらしの困難が深刻なものになりました。
「失われた３０年」といわれるように、日本経済
が長期にわたる停滞と衰退に陥り、希望が見え
ない閉

へいそく

塞した状況が続いています。
また、アメリカとの軍事面での協力の拡大、
日本の軍事力の強化が近隣諸国との緊張を高め、
日本がアメリカの戦争に巻き込まれる危険性が
高まっています。
これらの原因が、 ７年間の安倍内閣、それを
継いだ菅義偉・岸田文雄内閣による、日本国憲
法を踏みにじる軍事大国化と新自由主義の政治
にあることは明らかです。自民公明政権がおし
すすめた政治の特徴は、次のとおりです。
第 １に、大企業が利益を上げればやがてその
富が国民にも届くというトリクルダウンの経済
政策で、徹底的に大企業の負担軽減ともうけの
拡大をはかる一方、国民の生活困窮を放置し、
社会保障・社会福祉を削減したことです。
株価つり上げのための異次元の金融緩和や優
遇税制などで、大企業の利益のためこみ（内部

留保）はこの１０年間で１８０兆円近く増え、５１０兆
円にふくれあがりました。一方で国民には、消
費税増税（ ５％から、２０１４年に ８％、２０１９年に
１０％）や、生活保護費の削減（２０１２年から１０％
引き下げ）をはじめとする年金・医療・介護で
の負担増と給付の削減、労働者の ４割にまでひ
ろがった非正規雇用などが押しつけられました。
医療機関・介護事業所も、診療報酬の ６回連続
の引き下げ（２０１４年度改定の消費税増税対応の
プラス分除く）、介護報酬のマイナス改定によ
って、経営困難と現場の疲弊が深刻になりまし
た。地域医療構想で急性期病床の削減がすすめ
られ、それはコロナ禍での医療崩壊にもつなが
りました。
第 ２に、憲法の平和的生存権を投げ捨てて、
「戦争する国づくり」をすすめたことです。
２０１５年の安保法制（戦争法）での集団的自衛
権の行使容認、２０２２年の安保 ３文書での敵基地
攻撃能力の保有と大軍拡は、憲法 ９条とはまっ
たく相いれないものです。
第 ３に、民主主義をないがしろにしてきたこ
とです。
数の力を背景とした国会の論議の軽視、多数
の民意に背き地方自治の本旨をもないがしろに
する辺野古新基地建設や原発推進、教育やメデ
ィアへの介入、日本学術会議会員任命拒否や経
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済優先のコロナ対策などにみられる学問・科学
の軽視、森友・加計問題や「桜を見る会」問題
にあらわれた国政の私物化、数々のジェンダー
差別発言などの人権無視、日本のアジアへの侵
略戦争の事実を認めようとしない歴史修正主義、
カルト集団である旧統一協会との癒着、政治と
カネの問題など、枚挙にいとまがありません。
軍事大国化（改憲）と新自由主義の推進は、「第
２自民党」と党代表が自らを規定する日本維新
の会などの一部野党の基本政策でもあり、その
ような補完勢力の協力によってすすめられてき
たことも重大です。

〈国民の連帯・共同の前進、新しい市民運動の
発展〉
このような政治に対して、多くの市民が主権
者として、平和・人権・民主主義をめざして連
帯・共同の運動をつくり出し対

たいじ

峙してきました。
特に２０１５年の安保法制の強行を契機に、女性や
青年学生、学者、文化人など多彩な分野で新し
い市民運動がひろがりました。民医連はこうし
た共同の輪に加わり、運動をひろげる役割を担
いました。
２０１０年代前半、基地のない沖縄をめざす「オ
ール沖縄」の運動、岩手県では２０２３年に ５度目
の達

たっそ

増拓也知事当選を勝ち取るなど、経済界も
含む「オール岩手」の運動が前進、一連の国政
選挙でも日本共産党など憲法を守る勢力が躍進
しました。
市民運動の発展は市民と野党の共闘を生み出
し、２０１６年の参院選以降、立憲主義にもとづき
憲法の理念を具体化する共通政策をかかげた野
党統一候補が、多くの １人区で勝利しました。
特に２０１９年の参院選では、改憲勢力の ３分の ２
割れを実現しました。
２０２１年の総選挙では、史上初めて市民と野党
の共闘が政権交代に挑み善戦しました。一方、
権力を失う危機感を抱いた支配層が、組織をあ
げた市民と野党の共闘への攻撃をくりひろげて、
各選挙区で「際どい勝利」（自民党幹部）をお
さめ、小選挙区制中心の民意を反映しにくい選
挙制度により、改憲勢力が ３分の ２以上を占め
る結果になりました。２０２２年の参院選でも、改
憲勢力が議席を伸ばしました。

〈国際的な平和と人権保障の発展〉
世界ではこの１０年、平和と人権保障をめぐる
市民の運動が大きく発展しました。
核兵器禁止条約の採択（２０１７年）とその発効
（２０２１年）は、人類史上初めて核兵器の非人道
性を認め違法化し、日本の被爆者をはじめ「核
兵器のない世界」を求める人びとの多年にわた
る共同のとりくみが結実した歴史的壮挙でした。
また各地で起こる紛争を解決するために、大
国中心の軍事力強化や軍事ブロックという枠組
みではない平和の国際的な協力が発展していま
す。特に東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）（※
注）では、紛争の平和的解決を掲げた条約を土
台に平和の地域共同体がつくられ、アジア・太
平洋地域全体にひろげる動きが強まっています。
こうしたなか、２０２２年からのロシアによるウ
クライナ侵略、２０２３年のイスラエルによるガザ
攻撃など、世界の平和と人権、社会進歩への深
刻な逆流があらわれました。これらに対しても、
国連総会で侵略を許さず停戦を求める決議がか
つてない圧倒的多数の賛成で議決されるなど、
国連憲章（※注）と国際法にもとづく世界の協
力と団結がすすんでいます。
人権の面では、特に多様性の尊重、ジェンダ
ー平等を求める巨大なうねりが起きています。
男女賃金格差の解消、性暴力の根絶、セクシュ
アル・リプロダクティブ・ヘルス＆ライツ（性
と生殖に関する健康と権利）、性的マイノリテ
ィーへの差別禁止などの運動が、世界的規模で
発展しています。

〈憲法が生きる社会への転換期、変革期〉
軍事大国化と新自由主義の継続か、それとも
憲法にもとづき平和と人権・いのちが輝く社会
への転換か、日本におけるこのたたかいは今後
もいっそうの激しさをともなって続くでしょう。
重要なことは、平和と人権保障の発展という
世界的な流れからみても、日本にとって大局的
には憲法が生きる社会への転換期、変革期にあ
るということです。今の政治と国民のくらしと
の矛盾はいよいよ限界点に達しており、この政
治が続く限り問題を解決することはできません。
憲法を守り生かす国民的な共同の運動を大きく
前進させることが決定的に重要であり、そこに
こそ未来への展望があります。
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（ ２）新型コロナ・パンデミックと「ケアの倫理」

〈コロナ禍、私たちはいかに奮闘したか〉
２０２０年からの新型コロナ・パンデミックは、
長年の社会保障切りすて政策による救急医療シ
ステムや保健所の機能不全、国民の医療にアク
セスする権利の侵害、経済優先の「Go to キャ
ンペーン」や東京オリンピックの強行開催など、
新自由主義の害悪を深刻なかたちで明らかにし
ました。
特にオミクロン株に置き換わった２０２２年 １ 月
以降の第 ６波から第 ８波では、重症化率の低下
にもかかわらず、爆発的な感染拡大により流行
のたびに過去最大の死者を生み出しました。医
療・介護職員自身の感染、病院・施設内クラス
ターの多発による診療の限界も各地で経験しま
した。そういうなかでの２０２３年 ５ 月の感染症法
５類への移行には、専門家会議の中心的メンバ
ーからも「慎重さが必要」などの懸念が表明さ
れました。
民医連は感染拡大のなか、多くのいのちが失
われ、一部にそれはやむを得ないものだという
風潮もひろがるなか、倫理的なジレンマに苦悩
しながらも、一人ひとりのいのちに寄り添うと
いう姿勢を貫いてきました。医療資源の枯渇な
どの事態にも直面するなか、知恵と力をふりし
ぼり、患者・利用者・地域の人びとの受療権を
守るため「医療・介護活動の ２つの柱」（※注
　以下、「 ２つの柱」）を実践してきました。そ
して地域の人びととともに「なんでも相談会」
や食糧支援などを行い、東京オリンピックの中
止を求める横断幕などによるアピール、さまざ
まな記者会見や国会での参考人意見陳述など、
現場の問題を世に問い働きかける多彩な活動を
すすめました。
これらを通して、感染対策をはじめとする医

療・介護の質の向上や多職種協働、地域のさま
ざまな個人・組織との協力と連携、全国組織と
しての支援など機能発揮と相互連帯が大きくす
すみました。
また民医連は、政府が医療・介護従事者に犠
牲を強いるようなコロナ対策を続けるなか、患
者・利用者を守ることと同じように、職員を守
ることを第一義的課題として位置づけ、メンタ
ルヘルスをはじめさまざまなとりくみを発展さ
せました。
新興感染症は今後も起こります。 ４年以上に
およぶコロナ禍での活動をしっかり教訓化しま
しょう。

〈ケア労働の重要性と「ケアの倫理」〉
コロナ禍のもとで、人びとの生命・安全・生
活に直接かかわる対人的な仕事である、ケア労
働（※注）の重要性が誰の目にも明らかになり
ました。同時に、ジェンダー差別を背景として、
ケア労働の社会的地位や労働条件が極めて低い
状態に置かれている問題も浮かび上がりました。
そして今、ケアといういとなみの倫理的な特
徴が注目され、それを社会のありかたの基本に
据えるべきだという考えがひろがっています。
「ケアの倫理」は、人と人との関係性の倫理
として、一人ひとりが人間として尊重され依存
し合い、共感と信頼によって相互作用するとい
うものです。したがって、新自由主義の競争的
価値観や自己責任論とは対極にあり、それを乗
り越えていく上でも大きな力になります。そし
て「ケアの倫理」は、いっさいの暴力や戦争を
許さない、公正で平和な社会づくりにもつなが
っています。
私たちは、こうした「ケアの倫理」について
大いに学び深め、日々の仕事はもちろん、政治
や社会に実践的に生かしていくことが大事です。

第 ２節　１０年間の綱領実践の特徴と今後に引き継ぐべき
教訓

〈憲法を生かすことを中心に据えた綱領の全面
実践〉
私たちはこの激動の１０年、憲法を生かすこと
を中心に据えた綱領の実践で存在意義を高め前
進してきました。加盟事業所数は２０１３年の１４３

病院含む１８０６事業所から、２０２３年１１月現在、
１４３病院含む１７３３事業所、職員数は ７万７４５６人
から ８万２１５４人、共同組織は３５９万７７８４世帯（人）
から３５２万８０７０世帯（人）になっています。
医療・介護活動では、「生活と労働の視点（※
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注）」「共同のいとなみ（※注）」「民主的集団医
療」などの理念と実践を発展させ、その内容が
国連を中心とした世界の健康権実現のとりくみ
（「すべての人に健康を」「健康の社会的決定要
因（ＳＤＨ）（※注）」「ヘルスプロモーション（※
注）」など）と響き合うことを確認し、確信に
してきました。特にＳＤＨについての学びを深
め、４２回総会（２０１６年）で「 ２つの柱」を提起
し、多職種協働や地域連携を充実させつつ、各
地で豊かに実践してきました。
そして、手遅れ死亡事例など現場の事実の重
みにもとづく社保活動、地域の個人・団体との
共同によるまちづくり・平和活動や政治を変え
る運動、高い倫理観と変革の視点を育む専門職
の確保・育成、特に医学生への働きかけや研修
の充実・民医連運動を担う医師の養成、地域の
共有財産としての経営を管理するしくみと力量
の強化など、民医連組織の強み（あらゆる活動
のパートナーとしての共同組織、県連・地協・
全国機能）を生かして奮闘し、貴重な到達を築
いてきました。
また私たちは、この間の災害支援、とりわけ
熊本地震の被災者支援活動を通して、医療・介
護従事者としての職員の心身の健康を守ること
が、地域の医療・介護を守り継続させるために
不可欠であるという認識を深め、その経験と教
訓をコロナ禍で生かしてきました。
なお全日本民医連は２０２２年 ２ 月、『旧優生保
護法下における強制不妊手術問題に対する見
解』を発表し、半世紀近くも続いた重大な人権
問題を組織として認識できず、社会問題として
とりくめなかったことに重い責任を自覚し、被
害当事者および関係者のみなさんに謝罪しまし
た。そして自らの弱点として、当事者との結び
つきの弱さやパターナリズムなど、人権意識・
倫理観の不十分さなどについて自己分析。今後、
こうした問題をくり返さないために社会進歩と
自己変革の視点から「学び続け」、私たちの倫
理規範として「共同のいとなみで個人の尊厳を
守ることに最大の価値をおく」決意を表明しま
した。
２０１３年１２月に長野民医連・特養あずみの里で
おやつを食べた入所者が死亡し、近くにいた職
員が業務上過失致死罪で起訴されるという重大
事態が起こりました。全日本民医連は現地の「無

罪を勝ち取る会」とともに ６年 ７カ月に及ぶ刑
事裁判支援闘争を行い、２０２０年 ７ 月２８日に東京
高裁で逆転無罪を勝ち取りました。「日本の介
護の未来がかかった裁判」として各方面に支援
の輪が大きく広がり、被告とされた仲間の名誉
を守りぬき、食の重要性を含む特養でのケアの
あり方を示す画期的な勝利になりました。

〈今後に何を引き継ぐか〉
民医連７０年の歴史、特にこの１０年をふり返っ
て、今後に引き継ぐべき教訓は次のとおりです。
第 １、いのちに寄りそう医療・介護活動。
パンデミックや戦争など「いのちの重み」が
ないがしろにされる状況を絶対に認めず、患者
・利用者一人ひとりの尊厳を守り、いのちに寄
り添い、そのくらしをささえることに専門職と
しての最大の矜

きょうじ

持をもって知と技術を駆使して
きたことです。そして「 ２つの柱」を明確にし、
各地で豊かに実践してきたことです。
第 ２、「たましい」としての社保・平和活動、
政治を変える運動。
「人びとの苦難あるところに民医連あり」「た
たかいあるところに民医連あり」という伝統を
継承し、日常的な医療・介護活動と一体に、「民
医連運動のたましい」と言われる社会保障活動
や平和活動、政治を変える活動に一貫してとり
くんできたことです。日本での軍事大国化の動
きが強まるなか、創立以来の「いっさいの戦争
政策に反対する」立場を断固として貫き、非戦
の旗を掲げ続けてきたことは私たちの誇りです。
第 ３、職員の成長と健康を守る活動を土台に。
綱領、憲法、人権を要とした職員の学習と日
々の実践、それを通した成長を、民医連運動の
維持・発展の土台として重視してきたことです。
また、職員の心身の健康を守る活動の位置づけ
を高め、とりくみを発展させてきたことです。
高い倫理観と変革の視点を育む職員育成と、健
康で働き続けられる事業所・職場づくりが大切
です。
第 ４、非営利の事業と全国的結集・団結。
科学的で民主的な管理と運営に努力し、非営
利の事業・経営を継続させてきたことです。ま
た、いろいろな組織的困難を全国の連帯の力で
乗り越えてきたことです。特に経営の困難は、
民医連の存亡にかかわる課題として認識を共有
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し、県連・地協・全日本の機能を高めつつ、結
集と団結の強化をはかってきたことが重要です。
第 ５、「共同のいとなみ」をあらゆる活動に。
医療・介護活動や運動課題などすべての活動
で、患者・利用者・地域の人びととの「共同の
いとなみ」を大切にして貫いてきたことです。

民医連運動にとって不可欠の存在、あらゆる活
動のパートナーである共同組織と力を合わせ、
また、さまざまな個人・団体との連帯・連携を
大きくひろげてきました。そのなかで私たち自
身が大いに学びながら成長し、組織を発展させ
てきたことに確信を深めましょう。

今日の情勢をどうみるか

第 ２章

第 １節　平和と人権保障をめぐる世界と日本の情勢

（ １）�すべての国は国連憲章と国際法を守り、
戦争の停止を

２ 度にわたる世界大戦の教訓から戦争をくり
返さないと決めた国連憲章を踏みにじり、国際
人道法（※注）をはじめ、決して越えてはなら
ないはずの人道上の危機が進行しています。
ロシアのウクライナ侵略（２０２２年 ２ 月２４日～）
は終わりが見通せず、戦争の惨禍は拡大してい
ます。イスラエルがガザ地区へ凄

せいさん

惨極まる軍事
攻撃を続けています（２０２３年１０月 ７ 日～）。
国連は、総会で２０２２年、２０２３年に ４回ロシア
の行動を「国連憲章に違反する行為」として厳
しく非難し、ウクライナからの即時の撤退を求
める決議を行いました。２０２３年 ９ 月には、Ｇ２０
（金融・世界経済に関する首脳会合）でロシア
を含め、この国連総会決議を再確認する首脳宣
言が採択されました。
イスラエル軍によるガザ地区の医療機関、学
校を含む大規模な破壊がすすめられ、住民の南
部地域への移動の強制や多くのいのちが奪われ
ています。１０月 ７ 日以降の ２カ月で、パレスチ
ナ側の死者は １万６０００人を超え、死者のうち子
どもは７０００人以上です。これらは武力紛争の事
態にあっても人道を基本原則として紛争当事者
の行為を規制する国際人道法に違反する戦争犯
罪であり、殺戮の規模と残虐さから禁じられて
いる集団殺害（１９４８年ジェノサイド条約）に該
当する可能性も指摘されています。直接の契機

となった１０月 ７ 日のガザ地区のイスラム原理主
義集団ハマス（※注）による民間人の無差別殺
害、拉致が国際法違反であることは明確です。
しかしガザ地区は１９６７年の第 ３次中東戦争でイ
スラエル軍が占領した地域の一つで、２００７年に
はガザ地区を封鎖する政策を実行し、たびたび
の空爆を行い、多くのパレスチナ人の虐殺をす
すめながら領土拡大が続けられてきた背景があ
ります。
１２月１２日、国連総会の緊急特別会合の人道目
的の即時停戦を求める決議案は、反対がアメリ
カやイスラエルなど１０カ国に対し、賛成は日本
を含む１５３カ国という圧倒的賛成多数で採択さ
れました。ガザ地区に攻撃を続けるイスラエル
と、イスラエルを擁護するアメリカが孤立し、
国際社会の総意が即時停戦にあることが示され
ました。
ウクライナ侵略とガザ危機という問題に対し、
アメリカは、ロシアによるウクライナ侵略を国
際法違反と非難しながら、イスラエルの国際法
違反の行為を容認、「自衛権行使」の名のもと
で擁護しています。ロシアは自国のウクライナ
侵略を正当化しながら、イスラエルの行動を国
際法違反と非難しています。こうした、アメリ
カとロシアの自国に都合のいいダブルスタンダ
ード（二つの基準）で対応することは許されま
せん。
多数の民間人を犠牲にする戦争はあってはな
らないと多くの市民がウクライナ侵略、ガザ攻
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撃の即時停止を求めて声をあげています。
どんな国であっても、覇権主義（※注）は許
されず、国連憲章と国際法を守る一点で、対話
を通じて争いを解決することこそ平和を実現す
る道です。

（ ２）�核兵器禁止条約第 ２回締約国会議の成果、
平和に向かう国際的地域協力

２０２１年 １ 月２２日の核兵器禁止条約（以下、禁
止条約）の発効は核兵器が国際法により違法化
される新たな時代の幕開けとなりました。今日、
禁止条約の実行力が発揮され、核兵器のない平
和で公正な世界へ向け前進しています。
２０２３年１２月 １ 日に開かれた核兵器禁止条約
（ＴＰＮＷ）（※注）第 ２回締約国会議は、「人
類の存亡にかかわる核兵器の脅威に対処し、禁
止と廃絶に向けて確固たる決意でとりくむ」と
の政治宣言（以下、宣言）を採択し閉幕しまし
た。宣言は人類は「世界的な核の破局」に近づ
き「核抑止論（※注）の正当化」は核の拡散の
リスクを危険なほど高めており、核による威嚇
は国際法に違反し世界の平和と安全を損なうだ
けと「核抑止力論」「核兵器使用の威嚇」を厳
しく非難しました。その上で、現在と未来の世
代のために、核なき世界の実現に向けたたゆま
ぬ努力を続けるとし、各国に対して核兵器禁止
条約への参加を呼びかけました。
この会議には、５９カ国・地域のほかに、北大
西洋条約機構（ＮＡＴＯ）加盟国のドイツ、ノ
ルウェー、ベルギーがオブザーバー参加。日本
からは広島や長崎の被爆者が、自身の体験にも
とづいた核兵器の非人道性を国際社会に訴えま
した。唯一の戦争被爆国としての重要な役割を
果たすべき日本政府は、「核保有国が参加して
おらず、その道筋もみえていない」として、第
１回会議に続き今回も参加を見送りました。
世界では平和のための地域協力がすすんでい
ます。１０カ国が加盟する東南アジア諸国連合（Ａ
ＳＥＡＮ）が、紛争を平和的な話し合いで解決
することを義務とした東南アジア友好協力条約
（ＴＡＣ）（※注）を締結、北朝鮮、中国も加
盟するこの枠組みで対話を積み重ね、分断と敵
対から平和と協力の地域へと変化させています。
２０１９年には東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）
首脳会議の合意による「ＡＳＥＡＮインド太平

洋構想（ＡＯＩＰ）（※注）」が打ち出され平和
の地域協力をインド・太平洋という広大な地域
にひろげ、将来的に東アジア規模での友好協力
条約となるよう実践が始まっています。すでに、
２０２３年 ９ 月の東アジアサミットでは、ＡＯＩＰ
の実践とあらゆる政策に反映させ、ひろめてい
くことを支持する共同声明がまとめられました。
東アジアを戦争のない地域としていくことは可
能であり、憲法 ９条を生かした外交努力のでき
る日本の役割は大きなものがあります。

（ ３）�気候危機の打開、脱炭素・脱原発～地球
と人類を守るために

気温の急上昇、洪水、森林火災、熱波、干ば
つなど、気候危機が地球を襲い、人類のくらし
を脅かし、たくさんのいのちを奪っています。
気温上昇によって海面の上昇を引き起こし、環
境、生態系に影響し、農業、漁業へも大きな影
響を与えています。国際社会は、世界平均気温
上昇を産業革命前に比べ１.５度に抑えることを
共通の目標としています。
国連環境計画（ＵＮＥＰ）が２０２３年１１月２０日
に発表した温暖化対策についての報告書では、
「各国が２０３０年に向けて掲げた温室効果ガス目
標を達成しても、今世紀末までに世界の平均気
温が約 ３度上昇する」との見通しを示しました。
また、２０２３年の地球全体の平均気温は、観測史
上最高となっています。まさに「地球沸騰化の
時代（国連事務総長）」です。気候危機に歯止
めをかけるとりくみに猶予はなく、温室温暖化
ガスの排出の削減を確実で抜本的に強化、加速
することが不可欠です。
国連気候変動枠組条約第２８回締約国会議ＣＯ
Ｐ２８は、「化石燃料の段階的廃止」という文言
をめぐって成果文書が合意されず、会期が延長
されるという異例の展開となりましたが、最終
的には「化石燃料からの脱却」で採択されまし
た。今回、世界の再生可能エネルギーの設備容
量を２０３０年までに ３倍にすることに日本も含む
１００カ国以上が賛同するという前進面がある一
方で、２０５０年までに世界全体の原子力発電の設
備容量を ３倍にすることをめざす宣言に、日本
を含む２２カ国が賛同するなど、複雑な逆風が存
在することが明らかになりました。
気候危機にわが国のとるべき打開策は、脱炭
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素をすすめ、再生可能エネルギーへとエネルギ
ー政策を転換することです。
２０２３年 ２ 月、岸田政権は「ＧＸ（グリーント
ランスフォーメーション）基本方針」を閣議決
定し、「ＧＸ脱炭素電源法」を強行しました。
それは、原発の６０年超運転を可能とし、原発の
新増設にも踏み込む、原子力依存、推進への大
転換です。現在、老朽原発の再稼働が次々とす
すめられようとしています。
東京電力福島第一原発事故から１３年が経とう
としていますが、いまだ ２万 ７千人もの人びと
が避難生活を強いられています。避難指示地域
の医療機関や学校などが十分に再開せず、同地
域の居住者数は事故前に比べて低いままで、生
業の復興も道半ばです。福島第一原発のＡＬＰ
Ｓ処理水（※注）放出は、政府が地元の合意な
しには行わないという自ら結んだ最低限の約束
も反

ほ ご

故にし、強行しています。
北海道寿都町と神恵内村、山口県上関への核
のゴミの押しつけ問題や、青森県六ケ所核燃再
処理施設の稼働の動きに注視するとともに、住
民運動で核のゴミ処分場誘致をはね返した長崎
県対馬市の経験に学びながら、様々な課題で原
発推進政策に対峙していくことが求められます。

さらに気候変動の大きな要因である石炭火力
について、火力発電のＬＮＧや石炭を水素、ア
ンモニアに置き換えれば「ＣＯ ２を出さない火
力発電」が可能と説明、「脱炭素化」して使い
続けると強弁しています。しかし計画は、海外
で天然ガス、石炭を改質し、水素、アンモニア
をつくるとなっており、その製造や、タンカー
での輸送の段階で大量にＣＯ ２を出します。国
際社会では２０５０年代までに世界で全廃、特に先
進国は３０年までに全廃することが必要とされて
いるときに、この流れにまったく逆行し再生可
能エネルギーへの転換を妨げる政策となってい
ます。
ＣＯＰ２８で日本は、国際環境団体が気候変動
対策に消極的な国に贈る、不名誉な「化石賞（※
注）」を ４年連続で受賞しました。

（ ４）�人権、個人の尊厳、ジェンダー平等、多
様性が尊重される社会をめざす運動の前
進

世界では、男女賃金格差の完全な解消をめざ
すＥＵの動き、同性婚の法制化、性的マイノリ
ティーへの差別禁止、中絶の禁止の動きに対し、
セクシャル・リプロダクティブ・ヘルス＆ライ
ツ（性と生殖に関する健康と権利）の保障、女
性・子どもへの暴力根絶など、人権、ジェンダ
ー平等、多様性が尊重される社会をめざす運動
が大きく前進し、各国の政治を動かしています。
２０２０年アメリカで起こったＢＬＭの運動（※注）
を契機に、オランダ、ドイツ、メキシコ、オー
ストラリアなどで、奴隷制度や先住民への虐待
への謝罪などの動きがあり、世界的にひろがっ
ています。
国内でも各地で性暴力に抗議し、その根絶を
求めるフラワーデモがひろがり、また自治体で
のパートナーシップ制度は全国での人口カバー
率が７０％を超えました。同性婚を認めていない
現行法に対する違憲判決があい次いで出され、
性別変更における手術の強制は最高裁で違憲判
決が確定しました。
中核的人権条約を補完する選択議定書（※注）
の早期批准を求める声、ジェンダーや多様性な
どへの理解をすすめるため、「国際セクシュア
リティ教育ガイダンス」にもとづく包括的性教
育（※注）の実施を求める運動もひろがってい
ます。
世界経済フォーラムが発表した２０２３年の日本
のジェンダーギャップ指数は、１４６カ国中１２５位
と過去最低となりました。２００６年時点では８０位
でしたが徐々に低下、２０１５年以降、安倍政権（当
時）のもとで急速にその順位を下げていること
も特徴です。賃金の男女格差、女性管理職の少
なさなど労働分野でのジェンダーギャップの大
きさ、政治分野での女性割合（衆議院１０％、参
議院２７％、女性首相が誕生したことがない）が
大きく影響しています。賃金格差の実態は、平
均年収で男性５６３万円、女性３１４万円。さらに非
正規雇用の増大により、もっとも多い階層が男
性では４００万円～５００万円に対し、女性は１００万
円～２００万円と大きな差が生じています。
また、岸田政権は、２１１通常国会での「ＬＧ
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ＢＴＱ理解増進法」（※注）、「入管法」改悪（※
注）など人権問題へのとりくみを大きく後退さ
せています。各界で長年にわたり起きていた性
加害やハラスメントが顕在化しています。力あ
る者の業界支配、個人の人権がないがしろにさ
れていることが見逃され、自浄作用が働かない
まま総括されないことは、日本社会における人
権保障の後進性が修正されないことにもつなが
り、看過できないものです。
２０２２年 ９ 月、国連障害者権利委員会は、障害
者権利条約に沿った日本の施策の進ちょく状況
を審査し、総括所見（勧告）を公表しました。
そこでは障害者の人権をめぐり、世界標準と日
本との大きなギャップを改善するよう、多方面

の勧告が出されました。法律・政策の基本的な
考え方を医学モデルから社会モデル・人権モデ
ルへ転換すること、そして政策などの意思決定
過程に多様な障害者の代表を参加させること、
「自立した生活と地域社会への参加」として、
障害児を含む障害者の施設収容を廃止し、地域
で自立して生活できるような支援を行うこと、
精神科病院の強制入院を障害にもとづく差別と
して、自由を奪っている法令の廃止などを求め
ています。社会にひろがる優生思想や能力主義
の撲滅と、旧優生保護法のもとで優生手術を受
けた被害者に一時金を支給するという対応を変
え、すべての被害者に謝罪と救済を求めていま
す。

第 ２節　いっそう拡大する格差と貧困、戦争する国づく
りによるさらなる社会保障の切りすて

（ １）�市民生活の困窮の拡大～その原因を断ち
切ろう

〈市民生活の困窮の現実とひろがる格差〉
日本での貧困のひろがりを見ると、年収２００
万円以下のいわゆるワーキングプアが非正規雇
用を中心に１１２６万人（２１.４％）、１６年連続で
１０００万人を超え、高水準のまま推移し、女性労
働者で約４０％、男性で約１０％を占め、同時に年
収４００万円以上の「中間層」の減少が顕著です（図
１、 ２）。
高齢者の安心できる生活をささえる公的年金

制度は、１９８６年の基礎年金の導入以降大幅な引
き下げが続き、２０年以上の間、実質支給額が引
き下げられ、年金だけではくらしが成り立たた
ない実態となっています（図 ３）。こうしたな
かで、安倍政権以降、「生涯現役社会の実現」
の掛け声のもと、高齢者雇用は３００万人以上拡
大しましたが、実態は低年金・無年金、労働力
不足を補わされ、賃金の低い非正規雇用制度に
より、高齢者の生活困窮は拡大しています。
子どもが家事や介護をささえるヤングケアラ
ーが社会問題となっています。子どもの貧困率
は１１.５％に達し、就学援助の利用は１２９万人
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図３　65歳以上の単身無職世帯の家計収入
　　（2022年）

資料：総務省「家計調査報告（家計収支編）」（2022年平均）
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（１４.５％）、貯蓄ゼロの世帯は単身で３５％、二
人以上世帯で２３％となっています。内閣府の調
査でも、ひとり親世帯の１０％が「週に朝食をほ
とんど食べない」と回答、親の貧困と子どもの
生活困難の連鎖が顕著にうかがわれる結果が表
れています（図 ４）。
労働者の実質賃金は１０年間で年間２４万１０００円
減少し、四半世紀で史上最低にとなる一方、大
企業（資本金１０億円以上）の内部留保金は増え
続け、２０２２年で５１１兆４０００億円、１０年間で１８０兆
円増加、格差がひろがり続けています（図 ５）。

〈物価高騰のもとでくらしの危機をもたらした
要因、つくられた困窮〉
こうした状況の根本的要因は、新自由主義的
政策によって、企業の利潤のみを追求し、労働
法制の規制緩和、低賃金を固定化し、税制と社
会保障制度を改悪し負担増と給付削減をくり返
してきた政治にあります。
法人税率の引き下げとセットで消費税率を連
続的に引き上げた結果、税収は史上最高となる
なかで、逆進性の強い消費税が一番多い税収と
いう姿となり、税金の持つ応能負担の原則と富
の再分配という役割（※注）が果たせなくなっ
ています。
こうした政策に、コロナ禍、物価高騰が襲い、
家賃、食費、学費などの日常の支払いに困って
いる人への融資はコロナ前（２０１９年）の２.８倍
となる（生活サポート基金調査、２０２２年）など、
市民生活は塗

とたん

炭の苦しみとなっています。
私たちのとりくんでいる「コロナ禍の生活困
窮調査」「経済的事由による手遅れ死亡事例調
査」「歯科酷書」など、健康権を侵害している
困窮の事実を明らかにし、可視化する活動や、
「 ２つの柱」の実践がますます重要です。

（ ２）�岸田政権の政策動向～ ９条、２５条の解体
を実行するいのち軽視の社会

〈憲法違反の大軍拡の強行〉
２０２２年１２月に「安保 ３文書（国家安全保障戦
略、国家防衛戦略、防衛力整備計画）」が、国
会で審議されることなく閣議決定されました。
「安保 ３文書」の最大の問題は、憲法にもと
づく専守防衛を取り去り、「台湾有事」を想定
した「敵基地攻撃能力（反撃能力）」を保有す

ることです。それにより台湾でアメリカと中国
の軍事的衝突があれば、それを「日本有事」と
みなし「安保法制（戦争法）」にもとづく集団
的自衛権を行使、中国に先制攻撃を行う、その
ために軍事力の増大（大軍拡）を行うとしたこ
とです。
岸田政権はこの大転換に伴い、安倍政権を超
える大軍拡に踏み込み、日本の防衛費＝軍事費
を、 ５年間で総額４３兆円、ＮＡＴＯ基準のＧＤ
Ｐ（国民総生産）比 ２％にし、アメリカ、中国
に続く世界第 ３位の軍事大国をめざしています。
この背景には、アメリカのトランプ政権、バ
イデン政権が、対テロを掲げた戦争戦略から急
速に台頭した中国への対決方針へ政策転換した
ことがあります。中国の武力行使による台湾の
統一強要の危険性を指摘、アメリカと中国の武
力衝突を想定したものです。もっとも軍事的に
重視されるのが、フィリピンから台湾、沖縄、
南西諸島、馬毛島までの地域であり、自衛隊の
戦闘参加も前提となっています。
自衛隊は、アメリカの世界戦略、中国敵視の
政策に組み込まれ、アメリカ軍の指揮のもと、
憲法違反の敵基地攻撃能力を持ち、集団的自衛
権を行使することにより、戦争する軍隊につく
り変えられつつあります。そのための防衛費の
拡大は、社会保障をはじめ、くらしに必要な財
源を削減することでしか実現しません。

〈強まった改憲の動きと阻止してきた運動の力〉
敵基地攻撃能力や大軍拡による戦争の準備は、
不戦と戦力不保持を定めた憲法に違反する事態
です。岸田首相は、２０２４年 ９ 月までの自民党総
裁任期中の改憲を明言しており、自民党、公明
党、日本維新の会は憲法への自衛隊の明記、緊
急事態条項の創設をめざしています。 ９条に自
衛隊を明記すれば、戦力不保持・交戦権否認の
規定が空文化し、自衛隊が何の制約もなく海外
での戦争に参加できます。緊急事態条項の創設
は、国民の人権を制限するもので、戦争する国
づくりが目的です。しかし、国民世論は、岸田
首相の在任中の改憲を行うことについて、「賛
成」は３５％で、「反対」が４７％と、 １年前の調
査と比べて反対が賛成を逆転しました（２０２３年
４ 月、毎日新聞調査）。改憲を止めてきたのは
市民の運動の力であり、多くの国民が改憲を望



15月刊民医連資料　別冊（２０2４年 4 月）

まず、憲法を変えるより、憲法を守り生かすこ
とを求めています。

〈辺野古新基地建設強行〉
沖縄県名護市辺野古の米軍新基地建設は、大
浦湾側の軟弱地盤の存在によって工期が当初の
５年から１２年以上に延び、費用も当初の約２.７
倍の９３００億円にふくらみ、それ以上かかること
が確実となっています。国が申請した軟弱地盤
の改良工事の設計変更に対して、新基地建設に
反対する県は不承認としました。ところが国は、
県が上告中でも埋め立てできるように「代執行
（※注）」という方法で強権的に基地建設を強
行しました。しかし計画通りに工事がすすんで
も施設の供用開始まで１２年かかり、その間、米
軍は普天間基地を使い続け、政府の言う「普天
間基地の危険性を一刻も早く取り除く」という
説明は完全に破たんしています。普天間基地の
即時閉鎖、無条件の撤去こそ「危険性」を取り
除く唯一の方法です。
２０２３年１１月、鹿児島県屋久島沖で米軍ＣＶオ
スプレイが墜落し、米軍が所有するオスプレイ
の事故では過去最多にあたる ８人の犠牲者を出
し、米軍はオスプレイ全機の運用停止を発表し
ました。オスプレイは開発段階から事故をくり
返し、構造的な欠陥機と言われてきた軍用機で
す。日本には、アメリカ以外で最多の４４機が配
備され、自衛隊への配備まで行われています。
墜落事故後に日本政府はアメリカ側に「安全が
確認されてから飛行」するよう求めるだけで、
事故後 １週間、日本国内でオスプレイは飛行を
続けました。運用停止にとどまらず、全機撤去
が求められます。
辺野古新基地建設とオスプレイ配備に共通す
るのは、日本政府のアメリカ言いなりの姿勢で
す。その根底には日米安全保障条約（１９５２年発
効、１９６０年改訂）（※注）によって、米軍基地
の恒久化（全土基地方式）、米軍駐留費の負担（思
いやり予算）、日米共同作戦（アメリカの戦争
への参戦義務）などを内容とする軍事同盟と、
この条約にもとづき米軍、米兵に特権を与えて
いる日米地位協定（※注）があります。

〈異次元の大軍拡をまかなうための社会保障費
削減、大増税、国民負担増、そして生活破壊〉
「防衛力整備計画」にもとづく「防衛力整備
事業」は、２０２２年から２０２７年までに総額４３兆円
（ＧＤＰ比 ２％）となります。２０２８年度以降に
支払う後年度負担額が１６兆円あり、総額５９兆円
を超える規模となります。
こうした莫大な財源を生み出すため、２０２３年
の２１１国会では「防衛力強化資金」を強行可決
で創設し、税外収入（ ４兆６０００億～ ５ 兆円）、
決算剰余金（ ３兆５０００億円）、歳出改革（ ３兆円）、
残りを所得税・法人税・タバコ税の増税で１４兆
６０００億円程度を補うこととしました。歳出改革
の大半は社会保障費の削減です。２０２２年１２月、
全世代型社会保障構築会議の報告書「全世代で
支え合い、人口減少・超高齢社会の課題を克服
する」（以下、報告書）が出され、２１１国会では、
「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構
築するための健康保険法等の一部を改正する法
律」を強行、大軍拡財源を安全保障財源と言い
換え、それを確保するため社会保障費の歳出改
革＝削減をすすめるとされました。医療・介護
を高齢者向けの社会保障とあおり、若い世代・
子育て世代と対立させ、医療・介護の給付を削
減し、負担を増加させるものです。

〈医療・介護制度改悪のプラン〉
医療・介護の提供体制について２０２４年度から
いっせいに開始される第 ８次医療計画の策定、
第 ４期医療費適正化計画の策定、第１０次高齢者
保健福祉計画および第 ９期介護保険事業計画の
策定へ向けた作業がすすめられ、全体として提
供体制の縮小、負担増の路線がつくられようと
しています。

①医療提供体制
第 ８次医療計画の策定は、コロナ禍を踏まえ
た体制の充実をはかる方向ではなく、公的医療
費抑制策の手段としてすすめられています。公
立・公的病院の再編・統合、 ２次医療圏をより
広域化しての再編・統合も検討され、コロナ対
応で重要な役割を果たしてきた公立病院は「公
立病院経営強化ガイドライン」によりいっそう
の再編・統合をすすめるなど、さまざまな病床
削減がすすめられようとしています。２０２４年か
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ら始まる絶対的医師不足の解消抜きの医師の働
き方改革がすすめば、医療提供体制の縮小を加
速させる可能性があります。
２０２４年診療報酬改定は、安倍政権以降続いて
いる本体のアップが ０％台、薬価の引き下げの
まま、 ６回連続でマイナス改定となりました
（２０１４年改訂のみ消費税増税対応のためプラス
１.３％改定）。厚生労働省の調査で、２０２２年度の
一般病院の利益率はマイナス６.６％、コロナ禍
で非常に悪化した前年と比べてもさらに１.２％
の悪化です。診療所の利益率も、コロナ前とコ
ロナ後は改善どころか横ばいとなっています。
コロナ対応への財政支援が大幅に縮小されたた
め、２０２３年度は利益率の大幅な悪化、資金面で
も危機に陥る医療機関の増加が予想されていま
す。
政府による公平に行き渡らない処遇改善策と
各事業所の経営困難の拡大は、人材確保の厳し
さを拡大し、医療機関の入職超過率（入職率―
離職率）は、２０１７年から２０１９年の平均１.８％か
ら２０２２年は ０％にまで落ち込んでいます。

②介護保険、第 ９期をめぐる情勢
２０２２年秋、政府は要介護 １、 ２のサービス削
減、ケアプラン有料化など「史上最悪」とも称
された制度見直し案を提案しましたが、広範な
反対世論を前に全面実施は先送りとなり、さら
に検討が継続されていた利用料 ２割負担の対象
拡大についても今回は見送られました。
２０２４年度介護報酬改定は１.５９％のプラス改定
となりました。率としては過去 ２番目に高い引
き上げであり、報酬の底上げを粘り強く求めて
きた運動を反映したものです。しかし、全産業
平均給与と月額約 ７万円の隔たりを解消する引
き上げ水準とは到底いえません。この間の物価
上昇に見合ったものではなく、実質的にマイナ
ス改定といってよい水準です。訪問介護系の基
本報酬を軒並み引き下げたことは断じて許すこ
とはできません。さらに改定のなかで、福祉用
具の貸与・購入選択制の導入、テクノロジー機
器の使用を要件とした人員配置基準の切り下げ
などの制度改悪が盛り込まれました。施設多床
室の室料については、一部老健（「その他型」「療
養型」）と介護医療院（「Ⅱ型」）において、８㎡
／人以上の居室面積の場合を対象に、月額８０００

円相当を徴収することが確認されました（低所
得者を除く）。介護保険料は、決して「高所得」
とはいえない「年収４２０万円以上」の高齢者を
対象に引き上げられることになりました。
現場の人手不足は年々深刻化しています。ヘ
ルパーの有効求人倍率は１５倍を超え、事業の存
続自体が危ぶまれています。２０２２年度は初めて
介護職全体の就業率を離職率が上回るなど、他
分野への人材流出も進行しており、このままで
は事業の継続はおろか、介護保険制度そのもの
が維持できなくなる事態が生じかねません。し
かし、政府は大幅な処遇改善・増員ではなく、
少ない体制でケアを担わせる「生産性の向上」
「効率化」を本格化させる方針です。
こうしたなかで、２０２５年度には今回見送りに
なったケアプラン有料化などの改悪案の審議が
開始されます。巨額の軍事費を聖域化した上で、
新たな少子化対策の財源を確保するための徹底
的な歳出改革がねらわれるなか、介護・社会保
障給付に対する削減圧力が格段に強まることが
予測されます。
各自治体では２０２４年度から第 ９期の介護保険
事業計画がスタートします。この土台とされて
いるのが１０年ぶりに見直された医療介護総合確
保方針であり、「ポスト２０２５年の医療・介護提
供体制」を示し、基本的な方向として、「地域
完結型医療・介護提供体制の構築」、「人材の確
保と働き方改革」、「デジタル化・データヘルス
の推進」、「地域共生社会の実現」の ４点をあげ
ています。２０４０年に向けた今後の高齢者の増加、
生産年齢人口の減少を前提に、地域の実情や要
求を反映している側面はありますが、全体とし
て介護給付費のさらなる抑制、提供体制の集約
化、「生産性の向上」の名による効率化をいっ
そう強めていく方向です。地域共生社会を２０４０
年に向けた実現目標として掲げており、地域包
括ケアはそのための中核的な基盤として位置づ
けられていることが特徴です。

③�少子化対策を社会保障削減と保険料の増額で
まかなう
２０２３年１２月 ５ 日全世代型社会保障構築会議は、
少子化対策の財源確保を口実として社会保障削
減の工程案を示しました。２０２４年度に介護利用
料の ２割負担の対象拡大、入院時食事療養費負
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担の値上げ、２０２８年までに、医療・介護の ３割
負担の対象拡大、高額療養費の自己負担限度額
の見直し、ケアマネジメントの有料化導入の実
施検討・決定などを求めています。
さらに新たに「支援金制度（仮）」を構築す
るとして、月額一人５００円程度、本人と企業同
額負担で １兆円をまかなうとし、社会保険料の
負担増を打ち出しています。社会保険料の増加
は、医療・介護の充実のための負担であり、そ
の保険料を目的の違う少子化対策に使用するこ
とは、原則から逸脱した無法な行為です。

（ ３）政府のＤＸ政策とマイナンバーカード問題

現在、岸田政権が強力に推進しているのが「医
療ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）」
（社会保障ＤＸ）であり、その柱とされている
のが「全国医療情報プラットフォーム」の構築
です。患者、利用者の医療・介護情報を収集し
て医療機関、介護事業所での共有化をはかる仕
組みであり、医療・介護の質の向上や連携の強
化に資するとともに、患者、利用者が自らの医
療・介護情報にアクセスすることを可能とする
ものです。しかし、政府が運用するマイナポー
タルとマイナンバーカードを活用することが前
提とされており、本来任意とされているマイナ
ンバーカードの取得を強制するために、マイナ
ンバーカードとの一元化による健康保険証の廃
止がねらわれていることは重大です。受療権や
フリーアクセスに対する許しがたい侵害である
とともに、カードの保管、更新手続きなどに対
応せざるを得ない介護施設・事業所に、過大な
負担とリスクを強いるものです。さらに、自分
の情報を自らコントロールする権利を憲法上の
権利として認めていないなど、システム運用の
大前提となる個人情報保護に対する考え方や規
定の整備も極めて不十分であり、欧州の保護水
準から決定的に遅れている実態があります。
マイナ保険証をめぐっては、情報の誤登録や
ひも付けの誤りなどのトラブルが多発しており、
医療機関で保険資格の確認にマイナ保険証が使
用された比率は毎月減少し続け、２０２３年１２月現
在、全体の ５％を切っているありさまです。岸
田政権は保険診療を大混乱させた反省もないま
ま、２０２４年１２月 ２ 日をもって現在の医療保険証
を廃止することを明言しています。保険証廃止

後はマイナ保険証をもたない人全員に資格確認
書を交付するとしていますが、そもそも現行の
保険証を存続させれば不要です。巨額の予算と
人手をかけて、欠陥だらけのマイナ保険証に一
本化するのは愚策というしかありません。
岸田政権が推進しているＤＸ政策の背景には、
個人情報を企業活動に活用したい財界の強い意
向があります。本来、ＤＸは日常生活上の利便
性の向上や健康増進、社会参加や民主主義の推
進などに資すると考えられますが、こうした目
的を達成する「社会ためのＤＸ」ではなく、人
権を軽視し、利益の確保を目的とする「企業の
ためのＤＸ」として展開されている点に、日本
のＤＸ政策の根本的な問題・矛盾があります。

（ ４）人口減少と地域課題

日本の総人口は２００８年の １億２８０８万人をピー
クに減少に転じています。出生率（合計特殊出
生率）は１９７０年代半ばから鈍化し始め、その後
年々低下し、２０２２年は１.２６（人口維持可能な出
生率は２.０７）、出生数７７万人といずれも統計開
始以来最低の水準となりました。２０２３年 ４ 月、
国立社会保障・人口問題研究所が公表した新た
な将来人口推計では、総人口は２０５６年に １億人
を切り、２０７０年は現状から ３割減の８７００万人、
出生数は５０万人まで落ち込み、高齢化率は ４割
弱に達すると予測されています。日本は、人口
規模の縮小が急速な少子化と高齢化を伴う形
（人口構成）で進展しています。
第 ２次安倍政権は、「５０年後も人口 １億人程
度を維持」という目標をあげ、さまざまな政策
を掲げましたが、出生数の低下傾向が反転する
ことはありませんでした。政府の人口減少・少
子化政策の土台に据えられたのは、２０～３９歳の
女性人口の減少を根拠に、２０４０年までに自治体
の半数が消滅すると提言した「増田レポート」
（２０１４年）です。政府は新自由主義政治を徹底
するなか、「自治体消滅論」で危機感をあおり、
都市部への資源の集中、自治体再編、公共施設
・交通機関の統廃合などを推進してきました。
その結果、地方の人口減少・過疎化が加速し、
地域の疲弊・困難がいっそうひろがっています。
岸田首相は「２０３０年までが少子化克服のラスト
チャンス」とのべ、２０２３年 ６ 月、「異次元の少
子化対策」を打ち出しましたが、政策の中身も
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財政規模も不十分な内容であり、人口減を前提
とした将来像を示すものとはなっていません。
子どもを「産む、産まない」の選択は、個人
の自由な選択に委ねられるべきものであり、そ
れを前提にしながら、人口減少・少子化をもた
らしている要因を明らかにし、それを取り除く
抜本的な政策が求められます。出産・育児や子
育て環境の整備、教育の無償化、家族の形成を
可能にする雇用保障、多様なカップルによる出
産・育児の保障など、経済成長を優先させてき
た新自由主義政治を転換し、ジェンダー格差の
打開をはかることが必要です。
少子化、「超」高齢化が進展していくなか、
地域の医療・福祉体制の確立は不可欠な課題で
す。現在、政府がすすめている地域医療構想に
もとづく医療体制（入院病床と医師をはじめと
する医療従事者）の集約化は、人口減少をいっ
そう加速させ、住めない地域をつくり出すもの
です。人口減少は医療・福祉政策を縮小させる
理由にはなりません。それぞれの地域の実情に

見合った医療・福祉の保障体制を当事者、住民
参加のもとで築いていくことが求められており、
国はそのことに責任を果たさなければなりませ
ん。
総人口の減少が回避できないなか、人口増を
前提にした高度経済成長時代の「成功体験」に
もとづく、従来型の経済成長政策から早期に脱
却しなければなりません。医療・福祉ニーズが
いっそう高まっていくなか、ケアを中軸に据え
た産業構造・就業構造への転換を含め、人口減
を踏まえた新たな社会ビジョンをつくりあげ、
それにもとづいて政治・経済、社会のありかた
を抜本的に見直していくことが求められていま
す。
一人ひとりの人権が守られ、住み慣れた地域、
本人が望む場所で豊かにくらせる社会をつくる
ことが課題です。人口減少社会にどう向き合う
のか、この点においても日本は重要な転換点に
あります。

ケアの視点で「非戦・人権・くらし」を高
く掲げ、平和で公正な社会を実現しよう

第 ３章

４４回総会で私たちは、２０２０年代の ４つの課題
をまとめました。
（ １） 平和、地球環境、人権を守る運動を現場

から地域へ、そして世界に
（ ２） 健康格差の克服に挑む医療・介護の創造

と社会保障制度の改善
（ ３） 生活と人生に寄り添う切れ目のない医療

・介護の体系と方略づくり
（ ４） 高い倫理観と変革の視点を養う職員育成

の前進
その後私たちは、コロナ禍に全面的に立ち向
かい、ウクライナ、ガザでの人権侵害に対して
停戦・平和を求め連日街頭に立ち、国連憲章と
憲法 ９条の重要性を訴え続けました。
新型コロナウイルスに対し、科学的根拠に乏
しい「 ５類化」にいのち第一の姿勢で臨み、補
助金が打ち切られる状況下でも感染対策の基本
を貫き奮闘しました。感染拡大や経済格差に苦

しむ国民の実態に迫る、手遅れ死亡事例調査や
後期高齢者アンケートなどにとりくみ、実態を
社会に告発し、改善方向を示しました。２０２３年
からは、感染対策を継続しつつ、諸活動の軸を
「対面」に戻しはじめ、原水禁世界大会、学術
・運動交流集会、辺野古支援連帯行動、７０周年
記念事業など重要な全国行事を実施しました。
２０２２年参議院選挙、２０２３統一地方選に際して、
コロナ禍での経験を踏まえ、社会保障とくらし、
ジェンダー平等、地球環境保全などの要求を掲
げ奮闘しました。
『旧優生保護法下における強制不妊手術問題
に対する見解』を踏まえ、人権・倫理について
専門的に扱う体制を確立するため「人権と倫理
センター」を立ち上げました。全国的な学習や
倫理問題の検討などをすすめ、「ＳＯＧＩＥコ
ミュニティ」が発足し、学術・運動交流集会で
セッションを行うなど、個人の尊厳と多様性を
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尊重する組織に発展するための実践が具体的に
開始されています。こうした４５期の実践は、私
たち民医連を一回り成長させました。２０２０年代
の中間点に立つ今、あらためて第４４回総会で示
した ４つの課題の視点で現状を評価し、これか
らの ２年間に臨みます。
４６期は、人間の尊厳を断固守り、ジェンダー
平等・ケアの視点で「非戦・人権・くらし」を
高く掲げて、平和で公正な社会の実現に向け、
大きく前進しましょう。活動の重点は、①日本
国憲法の理念のもと、国連憲章に反する戦争や
市民への暴力を止めさせ、日本の戦争国家づく
りを断固阻止するために行動すること、②社会

保障改悪を止め、地域で共同をひろげ、いのち
第一のまちづくりと政治変革に挑むこと、③「 ２
つの柱」を全面実践し、「人権の砦（とりで）」
としての民医連事業所の事業と経営を守り抜く
こと、④個人の尊厳・多様性を尊重する組織風
土を確立するとともに、人権・倫理を重視した
職員育成をすすめ、医師増員を勝ち取り、個人
も地域も守られる働き方を実現すること、です。
これらすべてのとりくみを共同組織とともにす
すめます。
以下、分野ごとに、４５期のまとめと４６期の方
針を提起します。

第 １節　平和とくらしを守り、人権としての社会保障を
４５期は、「かつてない憲法の危機という認識
のもと、平和憲法を守り抜くこと」を最大の課
題として位置づけ、全力でとりくむとともに、
憲法を生かし、人権としての社会保障の実現め
ざし、ソーシャルアクション（※注）にとりく
もうと提起し、地域からの運動を重視しました。
２０２１年総選挙、２０２２年参院選で改憲勢力が大き
く議席を伸ばしても、市民と野党の共闘の力で
改憲を阻止してきました。軍事大国化と新自由
主義の継続か、それとも憲法にもとづき平和と
人権が輝く社会か、日本におけるこの ２つの道
の対決は、今後もいっそうの激しさを伴って続
きます。
４６期も、ひきつづき平和憲法を守り抜くこと
を最重要課題として、改憲を許さず、平和で公
正な社会の実現をめざして全国で奮闘しましょ
う。
自民党の派閥による「政治資金パーティーの
裏金事件」が明るみに出て、自民党政治を終わ
らせようと国民の怒りがひろがっています。岸
田政権は国民の信頼を失い、さらに自民党その
ものの支持率は１４.６％（２０２４年 １ 月、時事通信
調査）と急落しています。現職大臣 ４人の更迭、
自民党の中心幹部も交代し、今も検察の捜索が
続く前代未聞の事態に直面しています。その自
民党岸田政権が、さらなる国民負担増、大増税、
大軍拡を押しつけ、社会保障を削減しさらに国
民生活を壊そうとすることは、到底認められま
せん。岸田政権の退陣にとどまらず、自民党政

治の転換が求められます。
第４６期は２０２５年 ７ 月に参議院選挙、衆議院解
散がなくても１０月には任期満了で総選挙になり
ます。これらの選挙は、「非戦・人権・くらし」
を掲げ、いのち優先の社会を実現する絶好のチ
ャンスです。患者・利用者、国民のいのちと人
権を守り社会保障を拡充させるとともに、大き
なウエーブをつくり始めた医師増員、ナース・
アクション、介護ウエーブ、保険でよい歯科医
療など、運動のいっそうの飛躍につなげましょ
う。
２０２３年１２月に「安保法制の廃止と立憲主義の
回復を求める市民連合」が、立憲民主党、日本
共産党、れいわ新選組、社民党、参院会派「沖
縄の風」の ５党派に野党の共通政策（※注）を
提起しました。「憲法にもとづく政治」への転
換を柱にしたこの共通政策を生かし、市民と野
党の共闘を力に、憲法を守り生かし、いのち守
る政治への転換をめざして、幅ひろい連帯をひ
ろげましょう。
４５期、民医連の医療・介護保障提言プロジェ
クトで、社会保障政策全般を視野に入れつつ、
特に、医療・介護における課題を中心に検討を
重ねてきました。これをとりまとめ、全日本民
医連としての、「日本の医療・介護制度への新
しい提案（仮称）」を発表します。大いに運動
に活用しましょう。また、４５期にまとめた民医
連の選挙要求に、各地の要求や、国際的な人権
の視点も反映させ、「民医連の要求（共通要求）」
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として総選挙要求を提起します。

（ １）憲法、平和を守る運動

〈改憲を許さないたたかい〉
４５期は、「憲法改悪を許さない全国署名」を
中心に多彩なとりくみを展開し、全日本民医連
憲法闘争本部会議で各地協の実践を共有し、い
きいきとした豊かな経験に学びながら、運動を
すすめました。憲法川柳・かるた、ポスター作
成や平和の写真など、職員が継続して憲法を身
近に引き寄せて学び考える工夫を凝らしました。
街頭署名・宣伝にもとりくみ、長崎、熊本では
商店街の大型ビジョンで憲法アニメも上映しま
した。「憲法改悪を許さない決起集会」を ４回
開催しました。
４６期も、全日本民医連憲法闘争本部を設置し
ます。ひきつづき、各県連も憲法闘争本部を継
続し、改憲阻止、絶対に戦争させない運動に全
力を尽くしましょう。軍事大国化と戦争は、社
会保障抑制、いのちや人権の軽視・無視につな
がります。いのちに向き合う民医連だからこそ、
辺野古支援連帯行動や、地元の基地や戦跡のフ
ィールドワーク、被爆体験や戦争体験の聞き取
り、映像・書籍の活用など、五感に訴える平和
学習を重視しながら、共同組織とともに、平和
憲法の学習を継続しましょう。共同組織や地域
の人びととともに憲法と平和を守る運動の輪を
ひろげ、 ９条の会医療者の会や、職場・職種の
９条の会、地域の ９条の会との協力・協同した
とりくみも重視します。

〈辺野古支援連帯行動〉
２０２３年 ５ 月、コロナ禍で中断していた辺野古
支援連帯行動を再開しました。１０月の辺野古支
援連帯行動では、５０次を記念して沖縄県の協力
で平和祈念公園に「民医連平和の樹」を植樹し
て記念プレートを設置し、記念式典も開催しま
した。辺野古支援連帯行動には、２００４年開始か
ら５０次までに全国から２７２１人が参加しており、
これまでのあゆみを動画にまとめました。
辺野古新基地建設は国による地方自治の否定
であり、沖縄の基地問題にとどまらず、民主主
義の破壊につながる全国に共通する問題で、「代
執行」問題も含めた学習とたたかいが求められ
ます。ひきつづき辺野古支援連帯行動にとりく

み、沖縄民医連と連帯してたたかっていきます。

〈核兵器廃絶をめざすとりくみ〉
原水爆禁止２０２２年世界大会はオンラインで学
習交流会を開催（３１４人参加）しました。２０２３
年は ４年ぶりに長崎で現地開催し、開会集会に
は全国の民医連から５６４人が参加、長崎民医連
の青年による平和ガイドツアーのとりくみを集
会で報告しました。
２０２３年１１月に、「日本政府に核兵器禁止条約
の署名・批准を求める署名」１４１万７３９９筆（う
ち民医連は約２４万筆）を外務省へ提出しました。
２０２３年１１月２７日から１２月 ２ 日までニューヨーク
の国連本部で開かれた第 ２回核兵器禁止条約締
約国会議に、全日本民医連理事会は代表を派遣
し、青年医師 ２人をはじめ、香川など各県から
民医連職員も参加しました。ひきつづき日本政
府が条約を批准し、核廃絶に向けた実効性のあ
るとりくみを行うよう運動を強めます。
２０２４年 ３ 月にはマーシャル諸島への代表団派
遣、日韓政府を核兵器禁止条約に参加させるキ
ャンペーンへの協力なども要請されており、民
医連に求められる役割を積極的に果たしていき
ます。

（ ２）�人権としての社会保障実現をめざすとり
くみ

４５期は、コロナ禍で困難だった社保運動の再
開、再構築をすすめました。全地協で地協社保
委員会が立ち上がり、地協内の実践交流が県連
社保委員会の活性化につながりました。各県連
の社保学校や平和学校も再開し始めました。
受療権を守る活動では、国保の制度改善、後
期高齢者窓口負担 ２倍化反対の運動、無料低額
診療事業（※注）の周知や利用拡大、無権利状
態におかれた非正規滞在の外国人（※注）の受
療権保障などにとりくみました。手遅れ死亡事
例、コロナ禍の困窮事例、７５歳以上窓口負担 ２
割化実施後アンケート、外国人医療の事例など
各種調査にとりくんで、記者会見での告発や制
度改善の要求などにつなげました。県連や法人
でも、マイナ保険証をめぐる現場の事例など、
受療権侵害のさまざまな事例をまとめて記者会
見し、自治体に要請するとりくみがすすみまし
た。コロナ禍でつながった地域の医療機関や介
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護事業所へのアンケート協力の呼びかけなど、
民医連外への働きかけ、協力・共同がひろがり
つつあることは大きな前進です。
歯科の分野では、４５期、人権としての歯科医
療実現に向けて大きな国民世論をつくりだし、
保険でより良い歯科医療を求める署名運動を前
進させました。この署名は、２０２４年診療報酬改
定に、より大きな影響を持たせるために、２０２３
年通常国会中の ６月に、集会も開催して国会に
提出しました。目標２０万筆に対し１２万８３３８筆の
到達でしたが、全日本民医連の社保運動重点課
題のひとつと位置づけ、全県連的とりくみとし
て提起したことで、１２県連が目標を超え、各県
連で立てた目標（１２万１９４８筆）を達成し、歯科
事業所の目標達成率も１０８.９％（前回８７.９％）
でした。提出した署名は、衆参の厚生労働委員
会にて審議されましたが、自民党、公明党が窓
口負担の軽減の項目を理由に保留したため、審
査未了の取扱いとなりました。
また、地域へのアウトリーチも徐々にすすみ、
フードバンクや青空相談会など、地域アンケー
ト調査でつかんだ事例や実態を改善要求の運動
に結びつけた県連や法人もありました。ソーシ
ャルアクションとして、社保協などとともに行
う自治体キャラバンも重視しました。子ども医
療費窓口負担無料化や学校給食費無償化、生活
保護行政の改善と「生活保護基準引下げ違憲訴
訟（いのちのとりで裁判）」（※注）への支援、
年金制度改善、高齢者の聞こえと社会参加の機
会を保障する補聴器助成の運動など、さまざま
な団体と協力しながら前進させました。
２０２２年は社保委員長会議、２０２３年は人権とし
ての社保運動交流集会を開催し、改憲阻止、軍
事大国化反対と、人権としての社会保障運動を
統合した運動の推進を提起しました。県連、法
人の社保委員長や社保委員の日常的な学習や経
験交流、社保課題の提起を目的に、社保委員長
学習交流会を ３回開催しました。「人権として
の社保セミナー」では、各地協社保委員会の協
力を得て地協ごとのフィールドワークを企画し、
その実践を持ち寄って、アウトリーチ、ソーシ
ャルアクションの大切さを学び合いました。学
術・運動交流集会では、第 ３セッション「人権
しゃべり場㏌石川～ social actionやるんやよ～」
で、ソーシャルアクションの重要性を学び合い

ました。
４６期、いのちと人権、受療権を守る課題では、
第 １に、マイナ保険証の強要と健康保険証の廃
止ストップの課題に全力でとりくみます。保険
証廃止は受診へのアクセスを阻害し、国際人権
規約にも違反する重大な人権侵害です。「現行
の健康保険証を残せ」の世論をさらにひろげて
いきます。２０２４年は国保運営方針の改定の年で
す。国保保険料の統一化がすすめば、保険料が
いっそう引き上げられます。全国知事会も求め
ている国庫負担の １兆円の投入により、子ども
の保険料無料化をはじめとした国保料引き下げ
の運動が急務です。国保４４条、７７条の活用（※
注）、後期高齢者医療の負担増ストップ、子ど
も医療費無料化や補聴器助成を国の制度にして
いく運動を重視します。保険でより良い歯科医
療を求める運動も「保険でよい歯科医療を」全
国連絡会とともに、２０２５年の通常国会提出をめ
ざして、保険でより良い歯科署名に旺盛にとり
くみます。
第 ２に無料低額診療事業の拡充です。政府の
抑制方針撤回をめざし、制度改善にとりくみま
す。実施医療機関への必要な財政支援、公立病
院・公的病院も含め、どの地域でも必要な医療
を受けられるよう実施事業所を増やすこと、保
険薬局では無料低額診療事業を利用できない問
題の解消など、政府に向けた改善を求める運動
と、各都道府県での要請行動を強めます。
第 ３に、人権学習をすすめながら、在留資格
がなく無権利状態におかれた外国人に対する国
の責任による医療保障、ジェンダー平等の実現、
ＬＧＢＴＱや障害者への差別撤廃のとりくみも
重視します。「いのちのとりで裁判」支援など
生活保護制度の改善、最低年金保障の確立の運
動にも連帯してとりくみます。
第 ４に各県連、法人・事業所での地域の個別
課題や、実践の積み重ねを重視します。県社保
協、地域社保協とともに自治体キャラバンにも
旺盛にとりくみながら、民医連事業所があるす
べての地域で、地域社保協結成をめざしましょ
う。全日本民医連の「民医連の要求（共通要求）」
に、各県連や法人で地域要求も盛り込み、自治
体要請・キャラバンにも反映させて活用しなが
ら、市民と野党の共闘強化、地方選挙で要求実
現もめざしましょう。
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日常の医療・介護現場からとりくむ社保活動
として、現場の事実の重みから出発し、事例や
当事者の声にもとづく実態の告発と、その改善
に向けた提案型の活動を重視します。現場の気
づきを日常的に職場で共有し、職場会議などで
自治体や国に向けた制度改善の課題を検討し、
可視化、政策化しましょう。４５期第 ３回評議員
会で提起された「 １職場 １アウトリーチ」を全
職場で具体化しましょう。全日本民医連として、
職場からの社保運動や気づきからはじめるソー
シャルアクションの実践例を共有・交流する企
画や「実践集」を作成します。県連、法人・事
業所の社保委員会で、ソーシャルアクション・
プランを作成する力を高めましょう。
また、職員育成の課題と社保運動を結び付け
た学習やフィールドワーク活動をすすめましょ
う。４５期の憲法を守る各地のとりくみも参考に
して、職員が楽しく参加しやすい社保運動をめ
ざしましょう。全日本民医連「人権としての社
保セミナー」を開催します。
共同組織とともに、地域での相談活動と、共
同組織の居場所づくりを結び付け、のぼり旗 １
つで気軽にできる〝地域のしゃべり場〟づくり
を提起します。そこでつかんだ地域の要求や困
難をソーシャルアクションにつなげましょう。
これらの活動を地協全体で共有し、ひろげて
いくためにも地協社保委員会を定期開催してい
きます。

（ ３）�いのちとケア優先の社会をめざし、住民
本位の医療提供体制の拡充を

第４５期は、総会運動方針で掲げた「人権を守
り公正でいのちとケアが大切にされる社会の実
現」をめざし、ナース・アクションや介護ウエ
ーブに、全国各地で旺盛にとりくみました。
医療費抑制のための地域医療構想ではなく、
地域住民や医療機関の声で見直しさせ、公立・
公的病院の機械的な統廃合の撤回はじめ、住民
本位の医療提供体制の拡充を求めましょう。
２０２３年１２月、絶対的医師不足の解消めざす「医
師増員を求める医師・医学生署名」がスタート
しました。全職員が共同組織とともに医師増員
の運動の意義を学習し、医師と医局集団を先頭
に、「医師増やせ」を大きな国民世論に押し上げ、
署名の目標達成をめざしましょう。歯科分野で

も、歯科技工士をめぐってさまざまな深刻な課
題があり、日本の歯科技工士の存続を求める運
動が急がれます。保険で良い歯科医療の運動と
ともに、とりくみを強めていきます。

〈ナース・アクション「全ての看護職員の処遇
改善」と「高等教育無償化」のとりくみ〉
２０２２年１０月の診療報酬改定で、新型コロナウ
イルス感染症の対応などで一定の役割を担う病
院に勤務する看護職員の処遇改善を目的に、「看
護職員処遇改善評価料」が新設されました。し
かし、対象が就業中の看護職員約１６８万人のう
ち３５％程度に限られたため、施設間や職種間で
の不公平が生じました。
全日本民医連は、２０２３年 ２ 月理事会で、「全
ての看護職員の処遇改善を求める請願署名」を
提起し、医療・看護・介護団体などとの懇談な
ど、幅ひろい共同行動を呼びかけました。いち
早く福岡・東京が独自のアンケート調査や県議
会への要請にとりくみ、全日本民医連も全国調
査を実施しました。 ４月１７日に３５都道府県６９６
事業所の看護管理者アンケート結果と署名第一
次分 ３万筆余りを持って厚労省交渉と記者会見
を行いました。 ５月１３日の看護の日には全国い
っせいナース・アクションデーを呼びかけ、 ５
月３０日の白衣の国会要請行動には全国から１００
人を超える看護師が参加し、約１１万筆の署名を
提出しました。紹介議員は超党派４３人、団体署
名は６１１筆となり、公的医療機関などからも寄
せられました。衆参とも厚生労働委員会で審査
未了となりましたが、その後も各県の看護協会
との懇談や記者会見をはじめ、とりくみが続い
ています。
また、「お金の心配なく看護師になりたい」と、
コロナ禍で緊急給付金の支給などを訴えてきた
看護学生支援の運動は、「高等教育無償化を求
める請願署名」へと発展しました。看護学生委
員会のアンケートには、「夜遅くまでアルバイ
トのため授業で眠ってしまう」など、学生の過
酷な実態と声が多数寄せられました。日本政府
も批准している国際人権規約による国際標準は、
学費無償化です。
２つの署名をナース・アクションとしてとり

くみ、２０２４年度通常国会へ向けて各３０万筆をめ
ざします。ひきつづき、すべての看護職員の処
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遇改善や高等教育無償化を求めて運動をひろげ
ます。各都道府県連で看護協会や自治体との懇
談・交渉を続け、記者会見などで看護の現場や
看護学生の深刻な実態を社会へ発信しましょう。

〈介護ウエーブのとりくみ〉
介護ウエーブでは、政府が提案した抜本的な
改悪案に対して、各地域で反対世論を大きくひ
ろげ、全面実施を撤回させ、審議が継続されて
いた利用料 ２割負担の対象拡大も中止させるこ
とができました。全世代型社会保障改革そのも
のを押し戻す大きな成果です。
コロナ禍でさまざまな困難がありながらも、
「民医連丸ごと」「地域まるごと」「ケア丸ごと」
の ３つのウエーブを旺盛にすすめ、２０２２年秋か
らとりくんだ請願署名では、過去最多となる２３
万筆を集約しました。職員一人ひとりが改悪内
容を自分の言葉で伝え、新たなひろがりをつく
り出してきたことも特徴です。各地で実態調査
や記者会見、自治体要請などが旺盛にとりくま
れ、国への意見書採択を実現させたところもあ
りました。
ひきつづき制度改悪の中止、介護報酬引き上
げ、大幅な処遇改善、制度の抜本改善を基本要
求として掲げ、実現をめざします。各自治体は
２０２４年度から第 ９期に入ります。介護保険料の
引き下げや基盤整備の拡充をはかることを、重
ねて要請します。来年２０２５年は先送りとされた
要介護 １・ ２のサービスの削減をはじめとする
改悪案の審議が開始されることが確実視されま
す。改悪案の提案阻止に向けて、出足早く反対
の声をひろげていきましょう。
介護保険は「介護の社会化」を掲げてスター
トしました。しかし、あい次ぐ制度改悪によっ
て、逆に「介護の再家族化・市場化」の流れが
強まり、介護保険自体が「機能不全」「人手不足」
「財政破たん」の ３つの制度的危機に直面して
います。介護保険財政における国庫負担割合の
引き上げを柱に、「必要充足」「応能負担」原則
を貫いた制度の建て直し・抜本的改善を求めて
いきましょう。介護従事者の低賃金の背景には、
介護は女性による家庭内無償労働であり、職業
化しても家計の補助労働にすぎないという根深
い考え方（ジェンダー規範）があります。現在
の介護保険の給付水準も家族（女性）介護の存

在を前提として制度設計されています。介護従
事者の給与を早急に全産業平均水準に引き上げ
ること、介護保険を改善し公的ケアを拡充する
ことはジェンダー平等実現への大きな一歩とな
ります。具体的な政策提言を民医連としてとり
まとめます。
私たちは、昨年来のとりくみを通して、世論
と運動をひろげることが制度改善、改悪中止を
実現する具体的な力になることをあらためて確
信しました。ひきつづき共同組織とも協力しな
がら、 ３つの「丸ごと」ウエーブを推進しまし
ょう。ナース・アクション、医師増員を求める
署名運動との連携や、保育・障害分野をはじめ
地域のさまざまな当事者団体との新たな共同を
追求しましょう。ケアを顧みない新自由主義政
治が続くなか、日本は公的ケアが著しく不足す
る社会になっています。世代にかかわらず、ケ
アする人、ケアを受ける人がともに大切にされ
る制度・社会の実現をめざすケアウエーブとし
て、大きくひろげていきましょう。

（ ４）環境を守る活動

第４５回総会運動方針では、地域で環境問題に
とりくんでいる先進例に学び、民医連内外の個
人・団体と連携し、共同組織の仲間とともに多
様な活動のありかたの模索を呼びかけました。
全日本民医連では、２０２３年 ７ 月 １ ～ ２ 日開催
の第１８回被ばく問題交流集会で、気候危機と原
発をテーマにセッションを企画し、環境問題Ｎ
ＧＯのＦｏＥ　ＪＡＰＡＮの学習講演と各地の
とりくみ報告を受けました。２０２２年参議院選挙、
２０２３年統一地方選挙では、「気候正義の実現、
エネルギー政策の転換で地球環境の保全」を要
求の一つに掲げました。「原発再稼働、老朽化
原発の運転、原発の新増設の中止」「原発ゼロ
基本法（※注）のすみやかな制定」「温室効果
ガス排出削減、特に石炭火力発電所増設中止」
「大量生産、大量廃棄の経済活動からの転換」
などを政策へ反映するよう、候補者や政党に申
し入れる活動にとりくみました。
島根・出雲医療生協では、共同組織とともに
地元の海岸清掃にとりくみ、身近な環境問題に
とどまらず、大量のゴミを生み出す社会構造に
まで目を向けることにつながった実践が行われ
るなど、各地域で他団体や行政、地元企業など
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とつながりながら、少しずつとりくみが始まっ
ています。
ひきつづき先進例に学びながら、民医連外の
個人・団体とも連携し、共同組織の仲間ととも
に多様な環境問題の活動を模索していきましょ
う。若い世代の問題意識も大事にして、積極的
な提案も呼びかけましょう。全日本民医連とし
て、そうした実践を集約してさまざまな機会を
活用して全国にひろげていきます。
原発をめぐっては、岸田政権は、ＧＸ推進法
の強行で、再び原発推進に方針を転換しました。
こうした動きに対峙する大きな運動が求められ
ます。ＡＬＰＳ処理水の海洋放出は、２０２３年 ８

月２４日の放出決定から、 １カ月足らずで１５万の
反対署名が集まり、地元合意のないまま強行し
た強権政治に対する怒りの声がひろがっていま
す。全日本民医連も、各地の老朽原発の再稼働
を許さないたたかいや、ＡＬＰＳ処理水海洋放
出に反対し、署名や宣伝行動で奮闘しました。
４６期も原発をなくす全国連絡会に結集し、提
起される署名や宣伝行動などにとりくむととも
に、福島に連帯し、避難者訴訟や原発をめぐる
裁判支援を継続します。また、全日本民医連と
して被災地に寄り添うとりくみとともに、各地
で実施している避難者検診（※注）の継続など
を行います。

第 ２節　一人ひとりの尊厳を大切にする医療・介護活動
の発展を

（ １）�医科・歯科・介護を一体ですすめ、ケア
が大切にされる社会をめざそう

①�複合ニーズに応え、「 ２つの柱」のいっそう
の深化を
全日本民医連は２０００年以降、健康権やヘルス
プロモーション、健康の社会的決定要因（ＳＤ
Ｈ）などの概念に触れ、それらがそれまで積み
重ねられてきた民医連の実践と響き合うことに
確信を深めました。１９８０年代からの公的医療・
介護抑制政策とたたかいつつ、日々の臨床現場
では、安全、倫理、ＱＩ活動、チーム医療など
総合的な質向上のとりくみが行われました。そ
うした経緯を踏まえ、民医連がその医療・介護
活動を推進する基本姿勢として確立した「 ２つ
の柱」（第４２回総会、２０１６年）は、自公政権で
の社会保障改悪やコロナ禍に対してもその力を
発揮し、当事者運動や「ケアの倫理」などから
も学び、さらに進化・深化を続けています。
現在、多くの地域で人口減少、少子高齢化、
単身高齢者の増加、社会的孤立の拡大、ライフ
スタイルの変化などにより、人びとの医療・介
護要求は多様化しています。そのようななか、
医療ニーズは微増ののち減少に転じること、介
護ニーズは上昇を続けることが予想されていま
す。今後 ２年間では、政策的な受診抑制への誘
導で、見かけ上医療ニーズが減少する場面があ
るかも知れませんが、提供できるサービスの量

と質を維持していくことは重要です。地域のニ
ーズは複合的で複雑であり、医療と介護は今後
ますます相互乗り入れやオーバーラップする領
域が拡大し、事業所や法人を超えた多職種協働
が必須となる時代です。社会的背景も含めた複
合ニーズに応えるためには、医療・介護事業に
まちづくりを加えた総合的な活動が求められま
す。診療面での総合性に加えて、歯科医療、介
護、ソーシャルワークなどを通じて国際生活機
能分類（ＩＣＦ）（※注）の中心的概念である「生
活機能」をささえ、社保・平和活動も含めた大
きな枠組みで私たちの活動の未来を展望するこ
とが必要です。
情勢の変化にふさわしく「 ２つの柱」を発展
させ、民医連の総合力を全面的に発揮して前進
しましょう。

②�無差別・平等の地域包括ケア実現のため、力
を発揮しよう
地域で安心してくらすには、急性期医療を含
めた無差別・平等の地域包括ケアが、人権の視
点で機能していることが必要です。
急性期病院が集約化されるなか、高齢化によ
る（医療・介護・生活支援の）複合ニーズの高
まりや、医療から介護、病院から在宅への政策
誘導もあり、一定の医療機能を持つ介護系事業
所（介護医療院、老人保健施設、看護小規模多
機能型居宅介護など）に求められる役割が、こ
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れまで以上に高まることが予想されます。また、
中小病院の多くは、高齢者救急やリハビリ、在
宅支援などの機能を備えた病院（いわゆる「地
域密着型多機能病院」（※注））として、地域包
括ケアのなかでその役割が期待されています。
民医連の中小病院が存分にその力を発揮できる
可能性が高く、積極的な検討が求められます。
在宅医療の需要が今後ますます高まることは
間違いなく、地域包括ケアの成否を左右する分
野とも言えます。都市部では複数医師体制を備
え２４時間３６５日対応する在宅専門クリニックの
進出で、高齢一人所長で踏ん張る民医連診療所
の在宅部門が苦戦する例があり、逆に地方では
訪問診療を担う事業所が少なく、民医連診療所
の負担が重くなるところもみられます。在宅医
療をめぐる状況を正確に捉え、地域の実情を踏
まえた対応が必要です。民医連在宅医療がこれ
まで培ってきた〝面倒見の良さ〟や無差別・平
等であること、歯科や介護との連携の取りやす
さなどの長所を生かし、事業所間連携で担当医
の複数配置をはかるなど、持続可能性を担保す
る仕組みを構築することが重要です。
政府は地域包括ケアシステムの上位概念とし
て「地域共生社会」を唱え、行政の役割を「プ
ラットフォーム・ビルダー」と、その主体的責
任を放棄し、医療・介護のみならず、福祉や教
育、貧困対策までも自助・互助を基本に地域完
結ですすめることを求めています。行政に公的
責任を果たさせるため、地方政治への働きかけ
も重要です。
長年地域で医療・介護事業に携わってきた民
医連には、連携を深め、医療・介護を一体的に
展開する好条件と役割があります。無差別・平
等の地域包括ケア実現に向け、これまでの経験
を力にして実践を強化しましょう。

③�医科・歯科・介護の一体的提供を通じて「食」
への総合的支援を
医科・歯科・介護の一体的提供の典型例とし
て「地域で食にこだわる活動」があります。食
べることは生活に直結しています。病院では、
病棟への歯科衛生士や介護福祉士の配置を通じ
て、入院早期から地域に戻った時の生活を意識
した支援に努めましょう。入院中から口

こうくう

腔リハ
ビリテーション、歯科医療の介入、栄養管理を

積極的に行い、後方病院や介護施設、在宅に戻
っても切れ目なくサービスが受けられるような
支援チームが必要です。在宅医療分野では、
嚥
えんげ

下内視鏡が普及し始めており、生活の場面で
の嚥下機能評価にもとづいた摂食嚥下指導や栄
養指導が行われています。また、経済格差は口
腔格差となって現れやすく、援助者すべてが口
腔ケアに積極的に関与することが求められてい
ます。地域の食を支援するためには医師、歯科
医師だけでなく、看護師、リハビリ技術者、介
護福祉士、歯科衛生士、栄養士、調理師など多
職種で構成されるチームが必須です。実現可能
な地域から挑戦していきましょう。
「『食』への総合支援」には、子ども食堂や
困窮者へのフードパントリーなど、社会的な要
請にもとづく活動も含まれます。これらの総合
的なとりくみは特色あるまちづくりにもつなが
ることが期待されます。

④�ヘルスプロモーション活動としてのまちづく
り
民医連はまちづくりを一つの重要なヘルスプ
ロモーション活動と捉えています。医療的側面
からは、在宅での治療を継続するために社会環
境の整備が必要であり、社会的孤立に対しては
地域資源を利用した社会的処方が必要となりま
す。健康的な地域をつくっていくことは、ヘル
スプロモーションの重点活動分野でもあります。
生活をささえる介護の側面からは、女性や子ど
も、高齢者・認知症、障害のある人たち、性的
マイノリティー、外国人に優しい地域社会が必
要です。
今後は経営課題にも配慮しつつ戦略的に地域
にかかわっていくことが求められます。これま
での共同組織や職員のとりくみに加えて、各地
域の「まちづくり協議会」への参加や、さらに
ひろい視野で地域分析や営業活動など総合的な
地域戦略を担当できる部署を設けることも検討
課題です。
そして、住み続けられるまちづくりには行政
の力が欠かせません。健康的な公共政策づくり
はヘルスプロモーションの重点活動分野の一つ
です。地方自治の中心に「ケア」が位置づけら
れるよう働きかけを強めましょう。
２０２４年度から始まる国の健康政策「健康日本
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２１（第三次）」では、その基本方針に「健康寿
命の延伸と健康格差の解消」を掲げ、そのため
に「社会環境の質の向上」が必要とのべていま
す。それを実現し得る政策が重要であることは
言うまでもありません。民医連は共同組織とと
もに活動することにより、ライフコースに寄り
添った長期の支援や、社会環境への働きかけ、
個人の健康づくり活動まで貢献することができ
ます。より健康的な社会の実現のために力を尽
くしていきましょう。
２０２４年１１月に広島でＨＰＨ国際カンファレン
スが開催されます。組織委員会顧問には、日本
医師会会長や全国医学部長病院長会議会長など、
医療界の重鎮が名を連ねています。民医連がこ
の運動にかかわって１０年以上が経過しましたが、
初の日本開催をその運営側として迎えることは、
私たちのヘルスプロモーション活動にとってさ
らなる飛躍の機会と言えます。成功のため奮闘
しましょう。

（ ２）医科分野のまとめと活動方針

〈４５期のまとめ〉
４５期は人権と公正を重視した医療・介護活動
を展開する ２年間と位置づけ実践を重ねました。
コロナ禍で経済的困窮と健康格差が以前にも
増して深刻化するなか、「 ２つの柱」を地域で
より豊かに実践すること、地域のニーズをしっ
かりと受け止め、医療・福祉複合体としての真
価を発揮し、「ケアの倫理」に根ざした無差別
・平等の医療・介護サービスを一体的に提供す
ることをめざし奮闘しました。各民医連事業所
は、コロナ禍で傷んだ地域において、医療、介
護、生活支援、居場所づくり、保健予防活動な
ど、総合的な役割を担う「人権の砦」としてそ
の役割を果たしました。また、自らの事業所内
で多様性を認め合い、みんなにとって働きやす
い職場環境になっているか、障害者やＬＧＢＴ
Ｑ、高齢者や認知症患者とその家族、外国人を
含む社会経済的に困難を抱える人びとにとって、
利用しやすい環境が提供できているかなど、私
たちの現状を評価し、組織として人権の感度を
高めていく課題にも挑戦してきました。
「 ２つの柱」を進化・深化させるとりくみと
して、 ８つの分野でとりくみを強めてきました。
具体的には、①感染対策の再点検、徹底、強化、

②コロナ後の医療活動を見据える、③医科・歯
科・介護の一体的な実践で、「口腔保健」を改
善し、地域の「食」を総合的に支援する、④地
域での連携と共同を強め、社会的処方を推進し、
組織としてソーシャルワーク機能を発揮する、
⑤すべての事業所で、まちづくりやヘルスプロ
モーションなど地域を志向した活動にとりくむ、
⑥気候危機など新たな課題にとりくむ、⑦労働
者の健康を守るとりくみ、⑧認知症のとりくみ
です。
また、民医連事業所の役割について病院委員
会、診療所委員会、１０年ぶりに開催した訪問看
護ステーション交流集会などで交流、討議を行
いました。

〈４６期の活動方針〉
―「人権の砦」としての役割を発揮し、「 ２
つの柱」をさらに進化させよう―
人権のアンテナを高く掲げ、人権と公正の視
点で活動を見直し、共同のいとなみで無差別・
平等の医療・介護を実践しましょう。

①�患者の受療権を守り、医療・介護へのアクセ
ス保障にとりくもう
コロナ禍を通じて医療・介護から遠のいてし
まった人や困窮のなかで医療にアクセスできな
い人のアクセス保障にとりくまなければなりま
せん。無料低額診療事業、まちかど相談会や訪
問活動など、受療権を守るアウトリーチ活動を
ひきつづき継続、発展させていきましょう。各
種メディアや他団体との連携による宣伝活動に
もとりくみましょう。
外来医療のありかたについての見直しも必要
です。安全・感染対策、ジェンダーなど人権へ
の配慮、接遇、交通手段がなくて通院できない
人の送迎など、利用者の立場に立ったものにな
っているか、ふり返りを行いましょう。また「慢
性疾患管理」の内容を点検し、がん検診の推奨
など、生活実態に寄り添った内容に発展させま
しょう。
コロナ禍や選定療養費（※注）を課す政策の
影響もあり、医療機関、特に病院の外来を受診
しにくい状況がつくられています。今後の外来
活動は、アクセスの容易さとともに、日常生活
の一部のような気軽さで受診できるような工夫
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も必要です。病院や診療所の外来の存在や職員
の顔をひろく知ってもらうことも重要であり、
まちづくり活動や地域のイベント・行事への参
加などを通じて地域になじむ活動が求められま
す。

②民医連病院の急性期機能を輝かそう
２０２４年の診療報酬改定では、急性期医療に対
して、政府の「良し」とする急性期医療（内科
系ではカテーテル治療や内視鏡手術、がんの化
学療法、外科系であれば全身麻酔手術や鏡視下
手術）の実施の多さを要件として、振り落とし
が始まります。現状の継続では、高齢者の急性
期医療を多く担っている民医連病院の経営は、
今まで以上の困難に陥ることが懸念されます。
運動を通じて診療報酬の改善を求める一方で、
地域情勢や医療を取り巻く環境などを客観的に
判断して、ふさわしい事業計画を策定する必要
があります。人口減少、在院日数の減少などか
ら、地域で必要なベッド数は減少していくと予
想されており、リニューアル時期にあたる病院
では、今後の医療ニーズを考慮してベッド数を
減らすことや、病院機能の転換を選択する場合
もあると思われます。自らの経営体力も十分考
慮しながら慎重な判断が求められます。重要な
ことは、自らが地域の医療・介護活動に根拠と
やりがいを持っていきいきととりくんでいなけ
れば、患者・利用者も後継者も集まらず、経営
もついてこないということです。全職員参加の
医療構想づくり、中長期計画づくりが望まれま
す。
一方で、急性期医療を無差別・平等、公正、
ケアの視点で行うことは、地域包括ケアを人権
の視点で発展させる上で重要な意義があり、民
医連病院の果たす役割は大変大きいと言えます。
常に地域での立ち位置を確認しながら、主体的
力量を勘案しつつ、適切なポジショニングを探
る努力を続けましょう。ポジショニングの選択
のなかで、選定療養費が診療報酬本体に導入さ
れています。そこでのジレンマを放置せず、受
療権を守る運動につなげることが民医連の役割
です。
医師臨床研修制度や専門医制度への対応、同
時に、看護師や各メディカルスタッフの教育・
研修にとって、急性期医療の果たす役割は絶大

です。事業所間連携や県連間協力も進化させつ
つ、後継者育成の場としての病院の役割につい
てもさらに重視し、その強化をはかっていきま
しょう。

③診療所の役割を発揮しよう
全国各地の民医連診療所では、地域住民の要
求に応え、発熱外来や訪問診療、ワクチン接種
活動などにとりくみ、 ８割が診療・検査医療機
関として届出し、奮闘してきました。在宅や介
護施設で療養が迫られるなかで、保健所や病院
と連携し、いのちと健康を守る実践をすすめま
した。フードバンクなど生活支援活動もとりく
まれ、無料低額診療事業を行っている診療所は
６割となり、さまざまな課題での自治体への要
請も行われました。地域での新たなつながりや、
まちづくりの実践は、今後の診療所の医療・介
護、経営活動の前進に向けた土台となるもので
す。
民医連医師を育てる上でも、診療所は重要な
役割を果たしています。高校生・医系学生の見
学・実習受け入れは ６割、初期研修医の受け入
れは ４割、医師の後期研修プログラム登録は ２
割の診療所となっています。
全国的な診療所数の増加傾向と異なり、民医
連の医科診療所は減少傾向にあり４７８所（２０２３
年１０月現在）となっています。診療所への医師
をはじめ職員の配置が困難な状況が続き、コロ
ナ禍前の事業収益、患者数には回復しておらず
経営的にも厳しい状況です。
全日本民医連として、 ２年に １回開催してい
る診療所交流集会の他に、オンラインで５００人
が参加し第 １回診療所実践交流集会（２０２３年 ２
月）を開催しました。４６期は役職者と対象とす
る診療所交流集会、全職員を対象とする実践交
流集会を開催予定です。「民医連の診療所活動
ミニマム」（１９９９年１１月発表）はより実践的な
内容への改訂に着手しており、地域包括ケア・
まちづくりの時代にふさわしい診療所活動の手
引きを作成します。
２０４０年代を展望して、民医連診療所として共
同組織とともに人権とケアが大切にされるまち
づくりにかかわり、地域の困難に寄り添い、か
かりつけ医療機関としての役割・ポジションを
常に確認しながら、歩みをすすめていかなけれ
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ばなりません。直面している医師をはじめとす
る職員の確保と配置、経営課題については、法
人・県連として打開していくとりくみを重視し
ます。

④認知症のとりくみ
４５期はコロナ禍も後半に入り、認知症ケアチ
ームの設置、認知症サポータ養成講座、診療・
介護報酬の加算への対応、ＶＲを活用した職員
研修、県連・法人主催での学習会やセミナーの
開催など、認知症へのとりくみの強化が各地で
はかられてきました。コロナ感染症の状況をみ
ながら、認知症班会や認知症カフェの開催、ネ
ットワークづくりなどの地域活動もひろがりを
みせています。法人グループとして認知症方針
を改定したところもありました。全日本民医連
認知症委員会として「認知症実践セミナー」を
２０２２年１０月に開催し、ユマニチュード（Ｒ）に
ついて学びました。２０２３年 ９ 月、 ４年ぶりに第
１０回認知症懇話会（主管・奈良民医連）が、「こ
ころの声を聴き、光る想いをみつけたい―人に
よりそう、人とともに生きる」をテーマにオン
ライン開催され、全国から３９７人が参加しました。
分科会では７９演題が発表され、ＢＰＳＤ（認知
症の行動・心理症状）への対応や環境づくり、
病院、施設、在宅でのとりくみ、家族支援をは
じめ、この間の各地の実践を豊かに交流しまし
た。
２０２３年 ６ 月、認知症基本法（共生社会の実現
を推進するための認知症基本法）が成立しまし
た。２０２５年には認知症をもつ人が全国で７００万人、
高齢者の ５人に １人を占めると推計されている
なか、認知症の人が尊厳を保ち希望をもってく
らせるよう、基本理念として認知症の人の意見
表明や社会参加の機会の確保、良質かつ適切な
保健医療・福祉サービスの提供、家族支援の推
進などを掲げています。理念に沿った具体的施
策や予算措置の実現を政府、自治体に求めてい
くことが必要です。日常の医療・介護、まちづ
くりのなかで、認知症の人とその家族に寄り添
った実践をひきつづきすすめます。法人・県連
として認知症に対する総合的な方針・政策をも
ち、各地の経験を学び合いながらとりくみ全体
を強めていきましょう。

⑤環境分野のとりくみ
１）ＰＦＡＳ
ＰＦＡＳとは有機フッ素化合物の総称で、Ｐ
ＦＡＳのうち「ＰＦＯＳ」と「ＰＦＯＡ」は水
や油をはじき熱に対し安定的な特性があること
から、消火剤、フライパンのコーティング剤、
包装紙、スキーのワックス、半導体や金属メッ
キの製造過程などにひろく使われてきました。
自然界で分解しにくく水などに蓄積することが
わかったほか、腎がんや脂質異常症、低体重児
など、人への毒性が明らかとなり、国際条約で
廃絶や使用制限が行われ、国内でも製造と輸入
が禁止されました。環境省は２０２０年、水道水や
環境中のＰＦＯＳ＋ＰＦＯＡの濃度が １リット
ルあたり５０ナノグラム以下という暫定目標値を
設けました。アメリカの環境保護局は２０２３年 ３
月、基準を厳格化し、ＰＦＯＳとＰＦＯＡの基
準値をいずれも １リットルあたり ４ナノグラム
としました。
２０２３年１２月、世界保健機関（ＷＨＯ）は、Ｐ
ＦＯＡを ４段階ある分類のうち、もっとも高い
「発がん性がある」に位置づけ、喫煙やアスベ
ストと並ぶ危険な物質と認定しました。ＰＦＯ
Ｓについては、上から ３番目の「発がん性があ
る可能性がある」に位置づけられています。国
や自治体による調査では、２０２３年 １ 月までに全
国の１３９地点で暫定目標値を超える値が検出さ
れました。環境省はＰＦＡＳの健康影響につい
て、国内での被害事例は確認されておらず確定
的な知見はないとしていますが、地域住民の不
安が高まり、環境調査や住民の健康調査を求め
る運動が各地で起こっており、民医連の多くの
事業所が協力しています。東京、愛知、岐阜、
大阪の各県連ではＰＦＡＳ相談外来を開始し、
東京民医連では県連の検査センターである病体
生理研究所にＰＦＡＳ測定装置の設置を決めま
した。環境汚染の原因と想定されているのは米
軍や自衛隊の基地、精密機器製造工場、産業廃
棄物処理場などです。全日本民医連は、国や自
治体の責任として環境モニタリングと住民の健
康管理を行うことと、農業などの地場産業に対
する風評被害対策を行うよう求めていきます。

２ ）アスベスト問題についてのとりくみ
第４５期労働者健康問題委員会では、全日本民
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医連のホームページにある「アスベスト関連疾
患診断支援サイト」の更新を行い、『民医連医療』
に「全てのアスベスト被害者に救済を」という
連載を２０２２年 ５ 月から２０２４年 ２ 月まで計１６回行
いました。
また、各団体と共同して、「建設アスベスト
給付金制度についての関係団体懇談会」を ４回
開催し、意見交換を行いました。今後の課題と
して、①後継者の確保と養成、②各団体との共
同をさらにすすめること、③新たなアスベスト
被害を防ぐことがあげられます。

３ ）水俣病
メチル水銀曝露による水俣病は、多くの患者
が存在しながらも環境省や日本神経学会理事会
がそれを無視・放置してきましたが、民医連の
事業所と全国の民医連の医師・スタッフ集団は、
多くの被害者の診療を行い、患者の立場に立っ
て水俣病裁判をささえてきました。
２０１９年 ３ 月３１日からは、チーム・ミナマタ（※
注）として会議が始まり、これまで ２回のシン
ポジウムを行い、実際の裁判でも、意見書提出
や医師証人としての証言などを通じて水俣病の
医学的知見を明らかにし、２０２３年 ９ 月２７日の近
畿訴訟（大阪地裁）では、医師団の提出した共
通診断書（※注）の信用性を認め、原告の全員
勝訴につながりました。２０２４年は、 ３月２２日に
熊本地裁と ４月１８日に新潟地裁で判決が出る予
定になっていますが、これらの裁判においても、
民医連の医師・スタッフは重要な役割を果たし
てきました。
多くの化学汚染物質などによる健康被害から
国民を守るという点で、水俣病は日本国民の将
来にかかわる問題です。世界では小規模金採掘
などによって水銀汚染の被害がひろがっている
状況に歯止めをかける必要があり、国内外での
民医連の果たす役割はますます大きくなってい
ます。

４ ）振動障害についてのとりくみ
第３６回振動病交流集会を２０２３年 ３ 月に開催し
ました。そのなかで、民医連の事業所を対象と
した「全日本民医連振動障害診療実績調査」の
概要が報告されました。民医連の事業所におい
て、多くの医師が振動障害の診療に関わってい

ます。また他の医療機関に比べて、民医連の事
業所では多くの労働者の診療を行っている一方
で、検診の実施数は少ないという結果でした。
関東圏では、振動病の診療ができる施設はしば
らくありませんでしたが、その医療要求を受け
て、神奈川民医連で検診や診療を行う準備がす
すめられ、２０２０年 １ 月に神奈川・汐田総合病院
で振動病検診を初めて開催しました。２０２４年 ３
月には第３７回振動病交流集会を神奈川で開催し
ます。

（ ３）介護分野のまとめと活動方針

コロナ感染症が急拡大し、過去に経験したこ
とのない過酷な事態に直面するなか、各地の介
護施設・事業所では、職員を守り、利用者・家
族の生活と療養を必死にささえてきました。こ
うした状況のなかで介護・福祉分野のとりくみ
の前進がはかられ、特に介護ウエーブでは「史
上最悪」と称された制度改悪案の全面実施を先
送りさせることができました。高齢化の進展と
格差・貧困の拡大、困難の多重化・世帯化で、
介護や生活支援への要求はいっそう切実化して
おり、民医連の介護・福祉事業に対する期待が
一段と高まっています。政府による新たな制度
改革の動きを踏まえ、地域の要求にさらに応え
ていくために、「民医連の介護・福祉の理念」（※
注）をひきつづき土台に据え、制度改善を求め
る介護ウエーブ、質の向上、経営と事業活動、
職員の確保・養成を総合的・一体的にすすめて
いきましょう。

①介護実践
２０２４年度報酬改定は、トリプル改定のもとで
質の向上や医療との連携をいっそう強化してい
く方向を打ち出しました。介護職と医療職の相
互理解、職種間の権威勾配のない心理的安全性
が担保された関係性の構築などが、あらためて
重要な課題となっています。重点とされている
「リハビリ、口腔、栄養」の一体的提供や看取
り、中重度、認知症ケアなど、個々の事例を通
して課題を共有し、連携を強めていきましょう。
病院で働く介護職の役割、専門性の明確化とそ
の発揮が求められます。それにふさわしい制度
上の呼称や診療報酬上の位置づけについても、
見直しを求めていく必要があります。
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「自立支援」の名のもとに、必要なサービス
・支援を削減する政策的な流れが強まっていま
す。本来の自立とは、政府が言う「介護が不要
な状態」ではなく、必要な介護を受けることで、
いつまでもその人らしく生きることです。この
自立に対する捉え方は、他者の存在・ケアを前
提とする「ケアの倫理」とも響き合うものです。
自立に対する誤った見方は、介護の質の評価に
も持ち込まれています。私たちが実践的に追求
する介護の質とは、政府が求めている生産性の
向上につながる効率性や要介護度の改善をめざ
す一面的なものではなく、その人に寄り添い、
その人らしく生き抜くことをささえることであ
り、一人ひとりを大切に、それぞれに合った介
護の「個別性」を多様に実践していくことにこ
そ、介護の専門性があります。介護の質をめぐ
る議論や評価が一面的にならないよう事例を大
切にし、現場のなかにあるより良い介護の質を
明らかにして発信し、共通言語としていくこと
が大切です。
さまざまな療養・生活上の困難・課題を抱え
る高齢者が、地域で増えています。介護・福祉
の現場では、「まずみる・寄り添う、支援する、
なんとかする」の視点で、無差別・平等の実践
をすすめていきましょう。これは、「利用者の
実態と生活要求から出発する」「共同のいとな
みの視点を貫く」「利用者の生活と権利を守る
ために実践しともにたたかう」という「民医連
の介護・福祉の理念」が掲げる ３つの視点に根
ざしたものです。

②事業基盤の強化
低く据え置かれた介護報酬、コロナ感染症の
拡大、物価高騰のもとで、介護事業経営はこれ
までにない厳しい状況におかれています。当面
の重点は２０２４年度改定報酬への対応です。今回
は ４度目のトリプル改定であり、介護・障害、
医療の連携をいっそう評価する内容となってい
ます。加算の算定を通して質の向上、医療との
連携強化をはかり、経営改善につなげていきま
しょう。時機を逸しない対応が重要であり、医
療現場といっしょに検討することが必要です。
新たな報酬のもとで、必要利益にもとづく予算
・方針をつくり、「全職員参加型」でとりくみ
をすすめましょう。法人として、現在の介護・

福祉事業の内容が、地域要求や主体的力量に見
合っているのかあらためて検証し、職員の再配
置、新規事業の開設、事業の再編成を含めた、
思い切った対策を検討することも必要です。
前回総会以降、看多機（※注）などの地域密
着型サービス事業所をはじめ、新たな事業が展
開されており、第 ９期に新規開設を計画してい
る法人もあります。４６期は２０２０年代の折り返し
地点にあたり、「生活と人生に寄り添う切れ目
のない医療・介護の体系と方略づくり」に向け
て、高齢化の進展と生産年齢人口の減少、地域
ニーズの変化、政府の新たな政策動向や自治体
の基盤整備方針などを見据え、各法人・県連の
介護・福祉事業、まちづくりの構想をさらに深
化させ、推進していくことが必要です。介護・
医療の複合ニーズをもつ利用者・患者の増加が
見込まれるなか、同一法人または県連内法人グ
ループの各事業所群では、事業展開や日常の経
営管理において、介護・医療を一体的にすすめ
ることが要請されています。各エリア・圏域に
おいて、複数の法人がかかわる場合を含めて構
想段階から共同して検討する仕組みをつくり、
新たな介護・福祉事業の展開や病院、診療所の
ありかたなどについて、具体的に検討すること
が必要です。最適な介護・医療の提供が適宜可
能となるよう、情報共有をはじめとする日常的
な連携と一体的な管理運営・経営管理が求めら
れます。

③職員の確保と養成
職員確保の困難は、今後も続くことが見込ま
れます。ひきつづき法人・県連の総力をあげ、
確保にあらゆる手立てを尽くしましょう。職員
や共同組織での紹介活動、養成校との関係強化
による経年的な新卒受け入れなど、実績を生み
出している法人もあります。「介護の魅力」や
法人の特徴をアピールするとともに、ＳＮＳの
有効活用など情報発進力を高めていくことも必
要です。各県連・法人でのさまざまな経験を共
有しながら、職員確保のとりくみを強めていき
ましょう。
ケアマネジャーの不足が、ここ数年深刻化し
ています。生活上のさまざまな困難がひろがる
なか、利用者の生活と権利をささえるケアマネ
ジャーに、大きな期待が寄せられています。ケ
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アマネジャーの現状、民医連ケアマネジャーの
役割をあらためて確認・共有しながら、確保と
養成、ケアマネジメントの質の向上、制度改善
を求める運動を総合的にすすめていくために、
県連・法人が方針・政策を明らかにすることが
必要です。
民医連内での外国人介護職の受け入れは年々
増加傾向にあり、今後検討する法人も増えてい
ます。受け入れの際は、介護職員であると同時
に生活者として対応することが必要であり、習
慣や文化（宗教）の違いをお互いに理解し、包
摂していく環境を整えることが重要です。有料
職業紹介事業者（紹介会社）の多額の手数料負
担が、事業経営に大きな影響をおよぼしていま
す。手数料の上限設定などの社会的規制の強化
や、公的紹介事業の拡充を政府に重ねて求めま
す。
介護・福祉分野では、これまで民医連綱領、「民
医連の介護・福祉の理念」を自分の言葉で語る
ことができる職員の養成をめざしてきました。
ひきつづき日常のさまざまな活動を職員養成の
機会として捉え、「職員育成指針２０２１年版」に
もとづき、とりくみを前進させきましょう。「辞
めない」職場づくり、「健康で働き続けられる」
職場づくりをすすめます。ノーリフティングケ
アを先進的な経験に学び推進します。子育て世
代、高齢世代の状況に合わせて、業務分担や勤
務形態の見直しなど多様な働き方を追求します。
ＩＣＴ機器を積極的に活用し、人員削減や労働
強化につながらないよう留意しながら業務の効
率化をはかります。県連、地協で管理者の養成
を推進しましょう。前期にひきつづき全日本民
医連医として「法人介護・福祉責任者研修会」
の開催を検討します。

④�「民医連の介護・福祉の理念」をすべての活
動の土台に据えて実践しよう
「民医連の介護・福祉の理念」は、日常の介
護実践や職員の確保・養成、介護ウエーブなど
介護・福祉分野の活動の礎になってきました。
「理念」をあらためて学び直し、介護のさらな
る質の向上をめざしていきましょう。政府によ
る「自立」理念の転換や、データやアウトカム
重視の流れのなかで、介護の根本があらためて
問われています。介護の質とは何か、本来の自

立とは何か、介護に求められる専門性とは何か、
「理念」に照らして日々の実践を通してまとめ、
現場から発信していきましょう。

（ ４）歯科分野のとりくみと方針

①人権としての歯科医療の実践の課題
口腔保健法の改正に伴い、その「基本的な方
針」として「歯・口腔に関する健康格差の縮小」
が位置づけられました。また、歯科口腔保健は、
「健康で質の高い生活を営む上で基礎的かつ重
要な役割を果たしており、健全な食生活の実現
や社会生活等の質の向上等に寄与している」と
され、その重要性が強調されています。
民医連が告発してきた口腔崩壊を根本的に解
決するためには、歯科医療・口腔保健が健康権
であり、人権として位置づけられる必要があり
ます。民医連歯科部では、『歯科酷書（※注）
第 ４弾』を発行しました。厚生労働省記者会で
記者会見を行い（２０２２年 ６ 月 ２ 日）、コロナ禍
で「健康・経済格差の拡大」がいっそう進行し
たことにより社会的困難を抱えた１９事例を通し
て、口腔の健康に大きな影響を与えたことを報
告しました。歯科酷書は、法人・事業所内のさ
まざまな集会や、共同組織の班会などでも学習
会の題材となり、歯科部として学習会用資料を
作成しました。
民医連歯科が、地域の歯科口腔保健の改善に
とりくむことは、アウトリーチなどを通じて歯
科受診が困難な人びとへのアプローチをすすめ
ることです。無料低額診療事業などで、人権と
しての歯科医療を実践していきましょう。
ＷＨＯ総会での「口腔保健」決議を受けて、
韓国の健康社会のための歯科医師会との懇談も
とりくみました。今後、東アジアでの口腔保健
改善のためのとりくみを交流していきます。

②�「保険で良い歯科医療を」全国連絡会のとり
くみ
全国連絡会では「保険でより良い歯科医療を
求める」請願署名のとりくみの他に、歯科技工
士問題について歯科技工士シンポジウム（２０２２
年１０月２９日）を開催しました。現場の声の高ま
りに対し、厚労省も歯科技工関係の検討会を開
催しましたが、デジタル化、合理化などの問題
かのような論点に終始し、問題の根源である歯



32 月刊民医連資料　別冊（２０2４年 4 月）

科医療費抑制政策のもとでの低歯科技工料問題
の議論は、いっさいされていません。患者、国
民を巻き込んだ、さらに大きな運動にしていく
ことが重要となっています。
また、「子どもの歯科矯正治療に保険適用の
拡大」を求めるとりくみでは、２０２３年１１月１０日
に日本矯正歯科学会との懇談が行われ、学校歯
科検診で指摘される「不正咬合」への対応につ
いて、意見交換と情報共有されました。
民医連としても、これらのとりくみについて、
さらなる運動の拡大をすすめていきます。

③歯科学運交のとりくみ
第２３回全日本民医連歯科学術・運動交流集会
（テーマ「つなげよう、つながろう～私たちの
役割と可能性～」２０２３年 ４ 月２９日開催）は、近
畿東海北陸地協歯科委員会が主管となり、今回
初めてＷＥＢ形式での開催となりました。記念
講演のほかに、実行委員会が優秀演題として選
出した ８演題の報告・質疑や、歯科医療活動調
査・経営調査の結果にもとづき民医連歯科の特
徴をまとめ報告するオンライン交流会などを行
いました。全体の参加者数は事前に５２０人を超
える参加申込があり、当日は全国から３６０を超
えるアクセスで大きく成功しました。

④�歯科医師をはじめとした職員の確保と育成の
課題
歯科奨学生会議（２０２３年 ６ 月１９日）をＷＥＢ
で開催し交流しました。今回、初めて歯科衛生
士学生、歯学生の奨学生が合同の歯科奨学生会
議を実施し、実習などでの悩みを共有して歯科
奨学生の一員として、民医連歯科の役割などへ
の理解やつながりを深める機会となりました。
青年歯科医師会議（２０２３年 ７ 月 ８ ～ ９ 日）は
長崎で開催。フィールドワークを行い、原爆の
悲惨さと平和の尊さを学び、日頃の悩みや医療
活動・技術の課題で交流し、青年歯科医師のつ
ながりを構築する機会となりました。
中堅歯科医師交流集会（２０２３年１０月 ７ ～ ８ 日）
は福島県で開催。フィールドワークと日々の悩
み、中堅としての役割などについてグループデ
ィスカッションを行いました。
歯科医師支援では、北関東・甲信越地協で新
潟民医連のかえつ歯科へ、２０２３年 ６ ～１０月まで

の ５カ月間の歯科医師支援を行いました。
「民医連歯科衛生士の基本となるもの」は、
４５期第 ２回理事会で報告し、たくさんの意見や
期待が寄せられ、多職種との連携を前進させる
ための工夫などの議論を行いました。
歯科技工士は、この ２年間で２０２１年度１７９.５
人（常勤１４９.３人、非常勤３０.２人）、２０２２年度
１７０人（常勤１４２.７人、２７.３人）と推移していま
す。養成の問題としては、あい次ぐ育成機関の
廃校と志願者の定員割れに歯止めはかからず、
有資格者の離職も続いています。歯科事業所で
は、具体的に確保にとりくむところと、前進で
きずにいるところの二極化がすすんでいます。
医科法人が展開する歯科事業所の事務職員は、
事務長ひとりが複数の歯科事業所や医科診療所、
介護事業所の業務を兼務することもあり、方針
の遂行、歯科医師をはじめとする後継者対策、
経営だけにとどまらない幅ひろい役割が求めら
れます。事務の人員を含めた経営計画とともに、
事務養成にかかわる研修への参加機会の確保な
どが必要です。
日本の歯科医師養成の現状は、歯科医師数「抑
制政策」のもとで歯科医師国家試験合格率が６０
％となり、合格実数２０００人以下の過去最低とな
っています。しかし歯科医師の管理者の年代は
６０代が最大となり、３６％（歯科医師全体の平均
年齢は５２.４歳（２０２０年））、管理者の継承も「予
定なし」が半数以上（５２.５％）と、今後歯科医
師は不足する方向に向かっていくと思われます。
すべての県連、法人、事業所が地域の歯科医療
を守り、人権としての歯科医療を実践するため
には、全日本民医連全体で歯科医師養成の意義
を確認し、とりくみを強化することが求められ
ます。その前提として、民医連歯科全事業所の
参加による歯科医師養成と育成の議論を開始し
ましょう。現在ある事業を維持していくための
臨床研修医の確保と ２年目以降の定着、民医連
歯科医療の中心を担う、中堅歯科医師の結集を
はかるとりくみが求められています。また、奨
学生、臨床研修医、臨床研修修了者、中堅中途
採用者などの目標を設定したとりくみが必要と
なっています。
民医連歯科衛生士は、歯科標榜のない病院や
老健などにも配置され、医療・介護の現場で口
腔に関する専門家としての役割が期待されてい
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ます。しかし、歯科衛生士は依然として離職後
の復職率が低く、養成校の定員割れなど歯科衛
生士をめざす人材は不足している状況となって
います。このようななかで、養成校訪問をはじ
め高校生の歯科医療体験会や奨学金制度の導入
など、歯科衛生士を増やすとりくみを各地です
すめましょう。「民医連歯科衛生士の基本とな
るもの」は、２０２４年 ４ 月の歯科衛生士全国交流
集会で学習や活用につながる企画を通し、完成
させることを計画しています。
歯科技工士は、「保険で良い歯科医療を」全
国連絡会と連携を取りながら、歯科技工問題に
ついて歯科医療費抑制の抜本的な改善をはかり、
運動をひろげていきます。確保と育成の課題で
は、新卒の確保は今後さらに厳しくなることが
予想され、当面の課題は、現在の院内歯科技工
士を維持することが重要となります。そのため
に事業所ごとに歯科技工士の役割を再確認し、
歯科技工士の確保と育成にとりくみましょう。

⑤�「民医連歯科読本」の改定と「全県に歯科を」
のとりくみの課題
「民医連歯科読本」改定は、歯科部の各職種
から構成されたプロジェクトメンバーの選定が
行われ、２０２３年１０月から始動しました。民医連
歯科の実践は、この１５年間で大きく変化してい
ます。『歯科酷書』の発表、保険で良い歯科医
療のとりくみなど、人権としての歯科医療の実
践や全歯科事業所黒字化のとりくみである「 ３
つの転換」、超高齢社会への対応や医科・歯科
・介護の一体的な提供とフレイルなど共同のヘ
ルスプロモーションの実践は、社会的な大きな
共感とひろがりを示しています。民医連歯科の
軌跡と方向性、課題をプロジェクトで確認、論
議し、国際的な情勢の変化を加味しながら、あ
らためて民医連歯科のポジショニングなど、今
後の方向にかかわる改定を目標とし「全県に歯
科を」のとりくみにつなぐことをめざします。

第 ３節　断固として経営困難を乗り越え、事業と経営を
守り抜こう

民医連医科法人の経営は、かつて経験したこ
とのない「経営危機」に直面しています。長期
にわたる困難のなかで、こうした状況は民医連
に限ったことではありません。２０２３年度の全国
の医療機関、介護事業所の状況は、このままで
は事業の継続が危ぶまれる状況であり、まさに
医療・介護の提供体制は危機に直面しています。
保険薬局法人も、処方せん枚数減少による技術
料収益の減少、薬価改定による薬価差益の減少
で、２０２２年度は７５法人中２７法人が赤字決算とな
りました。また、社会福祉法人（４９法人）は、
２０２２年度の経常増減差額率（経常利益率）が過
去 ２番目に低い平均１.０５％となっており、資金
繰りに困難を生じている法人も少なくありませ
ん。歯科合計は、２０２２年度経常利益 ８億４０００万
円の黒字（予算達成率１２９％）ですが、新患数
をはじめとしたのべ患者数は減少傾向となって
います。
根本的原因のひとつは、政府による社会保障
抑制政策と患者・利用者の自己負担増による受
診抑制などです。診療報酬、介護報酬の大幅な
引き上げを求めるとともに、民医連事業所への

期待と信頼を今まで以上に生かしきり、民医連
経営の最大の強みである「全職員参加の経営」
と自分事としてささえ合う「全国組織の連帯と
団結」の力を発揮することが求められています。
さまざまな運動が生まれ、蓄積されているこ
とに目と耳を澄ませて、共同をひろげ、地域の
医療機関、介護事業所とともに「オール地域」
の視点で国民の「いのちと健康」を守り、地域
の財産としての医療・介護経営を守り抜きまし
ょう。私たちの事業と経営は「社会的共通資本
（コモン）」（※注）です。地域の人びとの要求
があり、存在意義が明確である限り、「経営危機」
はどんな困難があろうともかならず突破できま
す。

（ １）�経営危機を乗り越えるために確認すべき
基本点

経営困難打開の基本方針は、①全日本民医連
が提起する医療・介護活動方針に沿って活動の
質・量の充実をめざすこと、②経営の改善は管
理の改善であることを掲げて、経営管理の力量
を学習と討議実践を通じて大きく引き上げるこ
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と、③経営の視点からも多様な連携をすすめ、
地域全体の医療・介護の事業を守り抜き、「た
たかい」の前進で診療報酬、介護報酬の大幅引
き上げを実現すること（第４５期全日本民医連運
動方針）です。また、民医連綱領に掲げた ６つ
の目標実現をめざしたとりくみの前進こそが、
経営改善の力となります。
私たちの事業と経営は、民医連綱領に掲げた
無差別・平等の医療と福祉の実現という目標の
ために、必要不可欠な条件であり手段です。ま
た、私たちの経営は利益を目的とせず、非営利
・協同をその理念としています。一方、私たち
の目的の実現のためには、必要な利益を確保し
なければなりません。必要な利益を獲得できな
い状況が継続すれば、地域住民の財産であり、
医療・介護の最後の拠り所としてのかけがえの
ない民医連事業所を失うことになります。民医
連の事業と経営の破たんや後退は、地域の人び
との「いのちと健康」を脅かす事態を招くこと
を意味するとともに、地域経済やまちづくりに
もマイナスの影響を与え、職員の生活にも重大
な困難をもたらすことになります。
事業と経営の維持発展に求められる利益（必
要利益）は、①医療・介護活動の水準を維持向
上させるため、②職員の生活保障、労働条件の
向上のため、③安定的経営基盤、中長期の医療、
介護構想実現のためのものであり、断固として
「必要利益」を確保し、事業と経営を維持・発
展させなければなりません。

（ ２）民医連経営の現状

〈コロナ禍の経営環境の厳しさと特殊性〉
医科法人の２０２２年度決算の経常利益率は４.６
％、２０２１年度６.２％、２０２０年度２.９％と、コロナ
禍での空床確保料などの補助金や診療報酬特例
加算、ワクチン接種などにより、過去最高の利
益となりました。事業キャッシュ率も２０２２年度
８ ％、２０２１年度１０.２％、２０２０年度６.６％となっ
ており、過去にない高い水準となりました。特
殊な状況下での「改善」に加えて、コロナ禍で
の緊急融資による運転資金の借り入れ（医科法
人合計３３９億円）も加わり、２０２２年度末時点で
の医科法人の現預金残高合計も過去最高水準と
なっています。こうした結果は、空床確保料な
どの多額の補助金を獲得した法人による影響を

受けています。コロナ禍 ３年間の結果だけみれ
ば、今まで経験したことのない、利益と事業キ
ャッシュを獲得した法人がある一方で、事業キ
ャッシュ ２％未満と極めて低水準の法人も１７法
人あります。１７法人の多くがコロナ関連補助金
をほとんど受けていない法人となっていますが、
最高で収益比１６.８％と多額の補助金を含めても
事業キャッシュが少額となっている法人もあり
ます。コロナ関連補助金は、 ３年間で３７５億円、
収益比 ８％にもなります。一方で、一定積み上
がっているはずの資金が２０２２年度までに流出し
ている法人、２０２３年度の大幅な赤字により急速
に資金流出してしまっている法人が少なくあり
ません。コロナ関連補助金を除く経常利益率は、
２０２２年度は過去最低のマイナス２.３％、２０２１年
度マイナス０.７％、２０２０年度マイナス１.２％と大
幅な赤字です。コロナ関連補助金を除く事業キ
ャッシュ率は、２０２２年度２.２％、２０２１年度５.３％、
２０２０年度３.５％と、機会損失への補てんがなけ
れば、経営の維持が困難となる水準でした。

〈岐路に立つ民医連経営〉
コロナ禍の ３年間は、患者・利用者減少、電
気・ガス料金、食材費などの急激な物価高騰に
より、実態としての収支構造が大きく悪化して
いることは明らかです。また、そもそもコロナ
禍前の２０１９年度時点で、 ７年連続して経常利益
率が１.０％に届かないという到達点でした。コ
ロナ禍での複雑で困難な経営環境のなか、従来
から課題となっていた改善課題の着実な実践や、
コロナ禍後の出口戦略の論議と確立の不十分さ
を抱えたままで、２０２３年度を迎えることとなり
ました。２０２３年度上半期集計結果は、さらに深
刻な状況となっています。まさにこのまま破た
んへの道に突きすすむのか否かの大きな岐路に
立っています。モニター法人調査対象２８法人の
コロナ関連補助金を含めた上半期決算合計では、
経常利益率マイナス１.７％（予算マイナス １％）
で、赤字決算法人は２０法人（７１.４％）、償却前
経常利益で３.２％（予算３.７％）しかありません。
予算そのものが「必要利益」に届いていない法
人が多数ななか、補助金込みでも予算利益にす
ら届いていません。地協経営委員会で月次にて
集計可能な１３０法人の上半期決算でも、経常利
益マイナスが７３法人（５６.２％）、償却前経常利
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益でもマイナスとなっている法人が３４法人
（２６.３％）あります。このままでは２０２３年度に
は大幅な資金流出となる状況です。
２０２３年度地協県連経営委員長・経営幹部会議
の問題提起では、医科法人の２０１９年度実績の事
業キャッシュ額をベースに２０２７年までのキャッ
シュフローシミュレーションを提示しています。
結果は２０２７年度末までに資金残高が月商倍率
０.７倍を下回り、経営破たんとなる可能性の高
い法人が２６.９％となる衝撃的内容となっていま
す。現実には２０２３年度は、２０１９年度並の事業キ
ャッシュから大幅に後退している法人も少なく
ない状況であり、事態はより深刻です。保険薬
局法人、社会福祉法人も過去最低水準の経営実
態となっています。とりわけ、資金流出構造と
なっている法人は、中長期の利益・資金の見通
しを確認し、必要な手立てを早急に打つ必要が
あります。

（ ３）困難打開に向けて思い切った実践を

①�診療報酬・介護報酬の大幅引き上げは絶対的
条件
本来、コロナ禍の ３年間程度の事業キャッシ
ュが通常の状態でなければ、安定した経営の維
持はできません。この点からは、診療報酬・介
護報酬の不足はおおむねコロナ関連補助金額に
匹敵する、ともみることができます。経営の危
機は、不合理な診療報酬、介護報酬に最大の原
因があります。診療報酬の改定率は、１９９６年を
１００とした場合、本体のみでみても、２０２２年度
改定までの２６年間の伸び率１０６.９５％と年平均わ
ずか０.２７％しかありません。必要な設備投資す
ら困難になっており、職員の賃金・労働条件改
善を実施する経営的余裕はまったくなくなって
います。「たたかう経営」の真価を今こそ大い
に発揮し、「オール地域」の視点で、地域の医
療・介護を守り抜く強い決意を固め、２０２４年ト
リプル改定以降も再改定を要求し声をあげまし
ょう。

②�変革の立場とリアリズムの視点で、経営管理
力量の強化を
２０２３年度予算目標にしている経常利益そのも
のが、本来の「必要利益」に届いていない法人
（中長期の資金計画にもとづく必要利益の認識

が持てていない法人もあり）が多数です。２０２３
年度決算は、その予算にすら届かない法人も多
数となる見込みです。このような状況は、残念
ながら今に始まったことではありません。この
間の地協・県連経営委員長、経営幹部会議の問
題提起や福島・郡山医療生協、長野・東信医療
生協の経営対策委員会総括などをどう受け止め、
何を学び実践してきたかが問われています。と
りわけ経営幹部は、自らの経営実態を「リアル」
に捉えること、そして「変革の立場」で自法人
の改善・改革をすすめる強い決意と覚悟を持つ
ことが求められます。
民医連統一会計基準にもとづく財務会計・管
理会計制度や中長期経営計画など「基礎的課題」
（※注）の整備と確立は、この間くり返し提起
してきた課題です。しかし、経営困難法人をは
じめ、十分なとりくみとなっていない状況が見
受けられます。「基礎的課題」は、全職員参加
の経営のための前提条件です。そもそも中長期
経営計画（利益・資金計画）（※注）なしに、
単年度の「必要利益」は認識できません。
とりわけ、今後の事業キャッシュ獲得の見通
しとあわせて、中長期の利益・資金計画はこの
点からもあいまいにできない課題です。医科法
人に比べても、薬局法人・社会福祉法人の「基
礎的課題」の整備は遅れています。厳しい経営
状況を乗り切るための前提として、早急に力量
を強化することが求められています。「保険薬
局法人要対策項目」「社会福祉法人の経営指標」
などの内容をきちんと理解し、自己点検もすす
めましょう。

③検討・実践の求められる課題
経営を取り巻く情勢の変化と多面的な困難が、
一気に私たちに降りかかっています。ここでは、
いくつかの課題の検討・実践すべき方向につい
て提起します。とりわけ、２０２３年度、２０２２年度
の地協・県連経営委員長、経営幹部会議（２０２２
年度は理事長・専務も招集）から、ヒントをつ
かみ取ることを重視しましょう。
次々と打ち出される政策や議論を、適切に捉
えることのできる力を強化するための方策を具
体化しなければなりません。情報の収集と分析
のできる体制の確立とスキルの構築、ＤＸなど
への対応促進など課題は山積みです。デジタル
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ツールを医療や介護の場で活用していくために、
職員のデジタルツールに対する知識やスキルを
含め、地協・県連・法人でこうした課題への対
応力を引き上げるとりくみを重視し、具体化を
はかりましょう。全日本民医連としてのとりく
みの具体化もすすめます。
資金困難打開には、なによりも損益の改善を
実現しなければなりません。とりわけ、多年に
わたり赤字構造を続けている事業所の経営改善
は重要です。病院の大きな赤字を診療所など他
の事業所でささえることでなんとか経営を維持
する収支構造の民医連医科法人も少なくありま
せん。事業所には、改善に向けていくつもの障
害があります。思い切った改革に伴う決断と実
行は、これ以上避けて通れない課題です。経営
改善とその裏付けとなる医療・介護活動は一体
的・総合的に検討することが重要です。生活と
人生に寄り添う切れ目のない医療・介護の体系
づくりを通じて、地域ニーズに応えることが、
経営改善はもちろん事業活動の維持・発展につ
ながります。
すべての事業所・法人・県連のリポジショニ
ングと経営戦略の見直しを確実にすすめましょ
う。リポジショニングをきちんと実施するため
には、まず現在果たしている医療機能を、地域
全体の医療・介護提供体制のデータなども含め
て確認することが必要です。その上で、今後の
需要予測・人口動態予測、地域医療構想、病床
機能報告、外来機能報告などでの位置を踏まえ
て、中長期的にどういう機能と役割を果たして
いくか、目標を明確にしましょう。２０２４年度か
ら「医療機能情報提供制度の全国統一システム」
がスタートします。データの活用と自らの地域
への情報公開のありかたで踏み込んだとりくみ
が求められます。
外来患者数の減少は、地域との結びつきや地
域の人びととの接点が少なくなっているとも言
えます。通院患者、在宅患者に留まらず、地域
との多面的な結びつきを強めつつ（外来機能の
総合的強化）、患者・利用者の確保にもつなげ
るとりくみを、大きく飛躍させることが求めら
れます。地域の「まちづくり運動」や「多様な
市民運動」などとの新たな連携のなかで、「安
心して住み続けられるまちづくり」に向けたネ
ットワーク（網の目）を構築するための、プラ

ットホームづくりにも努力するなど、ダイナミ
ックな活動をめざしましょう。自己完結型から
地域完結型へ、大きく転換するためのとりくみ
も重要課題です。患者・利用者増が経営改善の
基本です。経営の基礎データとして、地域医療
機関、介護施設との連携状況、重視すべき連携
点数算定状況など、外来機能の総合的強化の到
達点把握のための整備も大きな課題です。
これまでになく情勢も複雑であり、法人の枠
を超えた県連、地域ブロックとしての構想、戦
略なしには解決できないケースも覚悟しなけれ
ばなりません。法人単独の努力では、現局面で
の経営困難打開が難しくなっている県連・法人
も少なくありません。経営危機の局面では、県
連、地域ブロックでの民医連加盟事業所を持つ
法人全体の経営実態の把握分析にもとづく戦略
の確立と、その具体化が強く求められています。
社会福祉法人、保険薬局法人も含めて、法人経
営幹部が自法人の枠を超えて、民医連運動の陣
地を守り発展させる立場での議論・検討ができ
るか、県連がその役割を十分発揮できるかが鍵
です。県連経営委員会の体制・機能の強化の具
体化が求められます。全日本民医連経営部、地
協経営委員会も危機認識に対応した体制・機能
の強化をはかります。「経営危機」対応は、通
常の「経営改善」のとりくみと同列ではありま
せん。スピード感を持ってなんらかの打開策を
決断・確立し、効果的な対策を実行しなければ
なりません。民医連の「連帯と団結」の力をい
かんなく発揮しましょう。
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第 ４節　高い倫理観と変革の視点を育む職員の確保・育
成の前進を

（ １）職員育成

〈「職員育成活動２０２１年版」の論議・具体化の
特徴〉
「職員育成指針２０２１年版」（以下、「育成指針」）
が各地で大いに歓迎され、論議と具体化がすす
んでいます。
その第 １の特徴は、民医連運動の基盤として
育成活動の重要性が深められ、多くの県連・法
人で育成方針や教育要綱の見直しや改定に着手
して、７つの具体的指針（「育成指針」第 ２章」）
が総合的、相乗的に実践されていることです。
職員育成委員会の役割を明確にし、県連と法
人の整合性ある制度教育要綱への充実がはから
れています。他の委員会と協力し、職員育成を
基本に運動課題や多職種協働などの発展をめざ
すとりくみも行われています。専任の担当者の
配置、県連担当者や職員育成委員会による各法
人・事業所のとりくみの把握と経験交流、困難
なところへの援助などがすすんでいます。管理
メンバーを中心にした推進体制が各地で整備さ
れ、共同組織の役員も委員に加わった法人もあ
ります。地協単位でも、北関東・甲信越、近畿、
中国・四国地協で育成責任者（担当者）の定例
会議が開催され、九州・沖縄地協で育成活動交
流集会が開かれました。
第 ２の特徴は、組織文化醸成の基本的な場、
育成活動の拠点として、育ち合いの職場づくり
が重視されていることです。職場づくりをテー
マにした学習会や実践交流集会の開催、「育ち
あいの職場づくりに必要な ８つの視点」（※注）
を踏まえた自主点検シートの作成・活用などの
とりくみがひろがっています。職場づくりで大
切にされていることは、①「職場管理者の ５つ
の大切」（※注）に沿ったていねいなとりくみ。
②月 １回以上の職場会議や朝会を成長の場とし
て重視、③心理的安全性の学習や職場運営のル
ールづくり。④育成面接を位置づけることなど
です。
第 ３の特徴は、コロナ禍で集合や対面、地域
でのとりくみが一定制限されたなかでも、オン

ラインの活用をはじめ、活動を後退させない懸
命な努力がされたことです。そして、コロナ禍
を経て、「育成指針」にもとづき活動のバージ
ョンアップがはかられていることです。

〈「育成指針」第 ２章の具体的課題のとりくみ
および学習運動〉
指針の第 ２章で提起した重点課題のうち、多
職種協働や各職種の育成では、中堅職員対象の
多職種協働教育（京都）、多職種参加による一
職場一事例報告会（山形）、職種ごとの「大切
文書」づくり（長野）、職種政策やラダーの見
直し・改定が行われています。
制度教育では、綱領、憲法、人権、健康の社
会的決定要因（ＳＤＨ）などのテーマが重視さ
れ、障害者、ＬＧＢＴＱの当事者の話を聞く企
画も持たれています。心理的安全性（※注）、
ハラスメント、マイクロ・アグレッション（※
注）、ヘルスケア、経営・会計、共同組織論な
どを内容とした研修がひろがっています。
地域へのアウトリーチの実践を制度研修に位
置づけ（鳥取など）、職責者が励ましの言葉を
添えてレポ―トを返す（広島）などの工夫もさ
れています。
共同組織の班会参加や地域訪問活動をはじめ、
フードバンク、子ども食堂、何でも相談会、気
になる患者訪問、災害公営住宅訪問調査（宮城、
熊本）、震災被災地訪問（岩手）、ＳＤＧｓを実
践する農場見学（埼玉）、水俣病フィールド（新
潟、熊本）、海岸清掃や地域のお祭り参加（島根）、
島の居場所見学（香川）などが育成の視点で位
置づけられています。
青年職員の育成では、人権と平和を学ぶ体験
的連続学習会、平和ゼミ、平和学校などが活発
に行われ、職員育成委員会や青年委員会による
ＪＢ活動の位置づけが強化されるなど、ていね
いな組織的援助によって青年の自主性・自発性
が生かされています。４０回目の民医連全国青年
ジャンボリーは２０２３年１１月にサテライト会場を
オンラインでつないで開催され、約９００人の青
年と助言者（青年援助者）が参加しました。「会
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って話そう　つながって学ぼう～あらためて知
りたい４７都道府県みんなのこと」のスローガン
のもと、記念講演「私たちの社会は私たちの手
でつくっていこう～核も戦争もない世界を目指
して」をはじめ、 ８セッションで学び交流を深
めました。コロナ禍でもつながりを大切にした
青年自身の努力と、それをささえる県連や地協
の青年担当者との共同で未来を語る集会となり
ました。
『旧優生保護法下における強制不妊手術問題
に対する見解』や『にじのかけはし／すべての
民医連職員のためのＬＧＢＴＱ基礎知識』の学
習運動が全国で継続されています。個人の尊厳
と多様性を尊重する文化を深く根づかせる上で、
極めて重要なとりくみです。
各地でジェンダー委員会やＳＯＧＩプロジェ
クトなどがつくられ、学習会や環境整備などの
活動がすすめられています。

〈あらためて「職員育成指針２０２１年版」の今日
的意義〉
「これまでの民医連の歴史において、民医連
運動を主体的に担う、綱領で団結した職員集団
の育成の成否が民医連の存在を左右するものと
して認識され、職員育成活動は民医連運動の基
盤となる活動として特別に位置づけられ、実践
されてきました」（「育成指針」）。「育成指針」は、
その歴史と教訓を継承し、「競争と自己責任の
社会から、いのちと人間の尊厳が大切にされる
社会へ」（同）の変革を国民とともにめざす時
代に、どういう職員育成をすすめるかを明らか
にしたものです。
その核心は、人権の尊重と共同のいとなみを
大切にする組織文化をいっそう発展させて、高
い倫理観と変革の視点を育む職員育成活動を前
進させることです。

〈綱領、憲法、人権の学習、知の獲得と深化を〉
民医連運動の輝きの土台に、綱領や憲法と人
権についての職員の学習があります。
綱領になぜそのことが書かれているかを歴史
や憲法との関係で学ぶことは、民医連運動をさ
らに前進させ、民医連職員として成長していく
上での根幹です。『学習ブックレット／民医連
の綱領と歴史・なんのために・誰のために』を

活用しましょう。
また、「世界人権宣言」（１９４８年）や国際人権
規約をはじめ国際的な人権保障の発展の内容、
旧優生保護法下『見解』や『ＬＧＢＴＱ基礎知
識』をひきつづき学習しましょう。
２０２４年 ３ ～ ６ 月、第４６回定期総会運動方針学
習月間にとりくみましょう。

〈トップ幹部と担当者が役割を果たし ７つの具
体的指針の具体化を〉
「育成指針」は、ベテラン職員も含めてあら
ゆる世代が「専門職として、民医連職員として、
市民・主権者として」相乗的、一体的に成長す
ることへの支援を強調しています。「人が育つ
組織」の特徴として ５点（※注）を明らかにし、
育成で重視すべき基本点として示しています。
その上で、 ７つの具体的指針（※注）を提起し
ています。ひきつづき、育成指針の論議と具体
化をすすめ、特に、職員育成活動への医師の参
加を追求しましょう。
地協単位での職員育成委員会の設置や活動の
交流をすすめましょう。全日本民医連職員育成
部として、各地のとりくみの経験・教訓を把握
し普及する活動を強めつつ、期に １回以上、実
践交流会を計画します。
「職員育成は自然発生的にすすむものではな
く、職場を基礎に多彩なあらゆる活動を職員の
成長に生かす目的意識的なとりくみが必要です。
職員育成活動が組織全体のとりくみであること
がトップ幹部により認識され、どういう組織を
つくっていくか、そのためにどのように職員育
成をすすめるかといった組織的な論議」（「育成
指針」）が求められます。
学び成長することは一人ひとりの職員の要求
です。それはまた市民・主権者としての生涯教
育の一環でもあり、常勤職員はもちろん非常勤
職員、中途採用者を含め、すべての職員の権利
として位置づけることが大事です。あらためて
トップ幹部先頭に、役職者と担当者（委員会）
が「育成指針」と全国の経験・教訓を学び深め、
活動を推進しましょう。

（ ２）健康で働き続けられる職場づくり

今期、１０年ぶりに『健康で働きつづけられる
職場づくり』パンフレットを改訂しました（以
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下、『改訂健康パンフ』）。医療・介護現場では、
コロナ禍前から心身ともにストレスが多く、メ
ンタルヘルスの悪化がみられていました。ぎり
ぎりの医療・介護体制の上にパンデミックによ
る破たん、倫理的ジレンマなども加わり、スト
レスはいっそう深刻となりました。
これらのことも踏まえ、改訂では主に次の点
を整理しました。①労働安全衛生の基本（そも
そも論）にあらためて言及、②小規模事業所お
よび介護事業所、在宅分野での安全衛生活動、
管理職の健康管理への言及、③「ノーリフト」
から「ノーリフティングケア」に（福祉機器な
どの活用で介護の安全性と質を高め総合的な腰
痛予防を提起）、④医師の働き方改革への言及、
⑤職員のメンタルヘルス対策、ストレスチェッ
ク制度の現状と活用の考察、⑥心理的安全性の
高い職場づくりが職員のメンタルヘルス維持に
重要であること、⑦暴言・暴力・ハラスメント
への対応、⑧多様性などに配慮したヘルスケア
（新たに障害のある人、新入職員、ＬＧＢＴＱ、
高齢労働者へ言及）、⑨コロナ禍など長期の災
害時のヘルスケア、などです。
労働安全衛生法は職場の健康管理の責任が
「事業者」にあると明確に位置づけ、「安全配
慮義務」を課しています。「安全文化」「予防文
化」を職場に根づかせることは経営にも直結し
ます。各県連、法人・事業所トップの責任で、『改
訂健康パンフ』の普及と活用をすすめましょう。
医師や看護師をはじめ、医療労働者が労基法を
守る働き方で経営が成り立つ診療・介護報酬を
求めることも重要です。また、労働安全衛生 ５
管理（①労働安全衛生体制の確立、②作業環境
管理、③作業管理、④健康管理（健康診断）、
⑤労働者教育）にもとづき、すべての県連・法
人・事業所で衛生管理者・衛生推進者を決める
よう呼びかけます。小規模事業所での衛生推進
者の配置、介護事業所での安全対策体制整備を
はじめ、事業継続計画（ＢＣＰ）（※注）の作
成なども大切です。
メンタルヘルス対応は、職員を大切にする組
織風土づくりにおける眼目のひとつです。心理
的安全性の保障によりコミュニケーションが活
発になり、医療事故リスクや離職の減少、業務
の効率化などにつながります。組織のトップに
よるメンタルヘルス対策推進の宣言や対策部署

の設置、規定や指針、マニュアルの明文化にと
りくみましょう。また、 ４つのケア（セルフケ
ア、ラインケア、事業場内産業保健スタッフな
どによるケア、事業所外資源によるケア）を実
践しましょう。新入職員への支援をはじめピア
・サポート（仲間同士のささえ合い）も大切で
す。２０２２年 ４ 月から中小企業を含め全企業でパ
ワハラ対策が義務化され、自治体の動きもひろ
がっています。民医連であればなおのこと、ハ
ラスメントを起こさない実践が必要です。
ＬＧＢＴＱなど多様性に配慮したヘルスケア
は、健康の社会的決定要因（ＳＤＨ）の健康格
差 ７原則のうち「弱者集団アプローチとして特
に手厚く対策を取るべき」とされています。ア
ライ宣言（マイノリティーを支援する立場の表
明）やＳＯＧＩ（「性的指向」「性自認」を表す
言葉）ハラスメントを許さないとりくみなどを
すすめましょう。また、民医連の事業所で働く
職員の約７０％が女性です。女性特有の健康課題
についてすべての職員が理解することは、誰も
が働きやすい職場づくりにつながります。さら
に高齢労働者の労災防止、発達的な特性や心身
の障害への合理的配慮、病気治療しながら働く
職員への両立支援などにとりくみましょう。
コロナ禍も続き、また災害がくり返し起こる
なか、災害時の職員の健康を守るとりくみもひ
きつづき重要です。全日本民医連は、『新型コ
ロナウイルス感染症に関する職員のヘルスケア
指針』（増補改訂版）、「職員のみなさんのセル
フケアのための１０のヒント」とあわせ、動画配
信や集会などで全国の知恵と経験を共有してき
ました。『改訂健康パンフ』とあわせ、「大災害
の時こそ職員の健康を守るとりくみが民医連の
文化」となるよう、とりくみを続けましょう。
感染後の療養者への対応、職務上による感染の
労災対応へも考慮しましょう。
４５期は、労働安全衛生そもそもセミナーを毎
年開催し、ヘルスケアチーム実践交流セミナー
や公認心理師・臨床心理士交流会を初めて開催、
第１１回職員の健康を守る交流集会で実践を共有
しました。
４６期は、『健康で働きつづけられる職場づく
り』（２０２４年改定版）の学習会や実践交流会を
計画します。
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（ ３）医師の確保と養成

〈真の医師の働き方改革、医師増員を求める署
名運動〉
①�政府の医師偏在対策、働き方改革（※注）を
めぐる問題
日本の医師数は、ＯＥＣＤ平均値と比較して
１３万人不足する絶対的医師不足の状態にありま
す。しかし政府は偏在対策に終始し、さまざま
な問題が生じています。たとえば、一部地域で
の医学部地域枠プログラム辞退者への高額な違
約金制度（※注）、マッチング定数削減による
アンマッチの増加、専門医制度での都道府県ご
との専攻医採用定員数の上限設定など、医学生
の将来や研修医・専攻医の選択の自由を奪うも
のになっています。
また２０２４年 ４ 月からスタートする医師の働き
方改革を前に、専攻医の過労死事件、実際には
働いているにもかかわらず労働時間にカウント
されない名ばかり宿日直許可の乱発、大学病院
からの派遣医師の引き揚げによる地域の医療提
供体制縮小や医療機関の再編統合、医学教育や
研究機会の減少など、さまざまな問題が浮かび
上がっています。
医師増員のない働き方改革は、国の医療費抑
制政策と病床削減の一環でしかありません。医
師の人権と地域医療が守れるか、重大な局面を
迎えています。絶対的医師不足の解消の声を今
あげなければ、名ばかりの宿日直や過労死水準
の ２倍の時間外労働を是認し、国の施策を後押
しすることにしかなりません。一方で、対応で
きなければ医師の確保や養成もできず、医療機
関がさらなる経営困難に陥り、地域医療崩壊を
招くだけです。これまで医療界は、自己犠牲的
な長時間労働を容認し、女性やケアを担う人の
犠牲を見過ごしてきました。患者の受療権を医
療従事者の犠牲で守りささえることは、すでに
限界を超えています。患者の人権と同様に、医
療従事者の人権も同じ守るべき権利という視点
が必要です。「ケアの倫理」と人権を守る視点
を貫いて、医師増員を求める運動の飛躍と、課
題への対応をすすめていきましょう。

②医師増員を求める署名のとりくみ
２０２３年１２月に提起された「医師増員を求める

医師・医学生署名」にとりくみます。地協・県
連を軸にシンポジウム、医師会・連携事業所・
行政などとの懇談をすすめましょう。各地で、
医師を中心とした大宣伝行動や医師による街頭
でのリレートーク、地域の医療機関に署名を送
付するなど、具体的な行動がひろがっています。
先進的・教訓的なとりくみを共有し、全国の仲
間の知恵と連帯の力で、４６期を医師増員の分岐
点とする大きな運動をつくります。
日本弁護士連合会は２０２３年１０月、「人権とし
ての『医療へのアクセス』が保障される社会の
実現を目指す決議（※注）」を発出しました。
日弁連から声があがったように、人権、社会保
障という共通の課題で、より広範な人たちと手
を結べる展望が見えています。
運動をつくるためには、当事者である医師が
先頭に立って、現場の実情を共同組織・地域住
民に伝える必要があります。医師労働を改善す
ることが、医療現場全体の労働環境の改善にも
つながります。さまざまな学習機会をつくり、
個人の意識改革、民医連の組織変革、そして日
本の社会変革をいっしょにすすめ、政府の分断
策動を許さず、地域のなかから国民的な世論を
巻き起こしていきましょう。

〈２０２４年春に５００―２００―１００の実現をめざす活動
（※注）の到達点と４６期の重点〉
①�奨学生５００、新卒医師受け入れ２００の目標につ
いて
２０２３年１２月現在、 １年生の奨学生決意は過去
３０年で最小の３０人となり、奨学生全体数は３９４
人（前年同時期比マイナス４８人）、２０２４年卒研
修医マッチング結果はこの１０年で最低の１５５人
です。
コロナ禍での医学生をささえるエール飯や、
学びの要求に応える活動など、医学生担当者の
奮闘はあるものの、厳しい結果の要因として、
コロナ禍で医学生との深いつながりづくりや奨
学生の集団化のとりくみが制限されたことがあ
ります。それに加え、医学生担当者の約半数が
コロナ禍前から交代し、これまで行ってきた密
な活動が十分継承されず、さらに事務職員の不
足や組織的な位置づけの弱まりにより、２０１８年
比で全国の担当者が１８％（３９人）減少、他の業
務を兼任する担当者も増加（全体の２２％）して
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います。また、連続してフルマッチしている病
院の一部にはその結果から、奨学生確保と育成
を軽視する声もあります。
６年ぶりに開催した医学生委員長会議では、

奨学生はともに民医連の未来をつくっていく仲
間と提起するとともに、①奨学生 １・ ２・ ３大
作戦（※注）、②奨学生の多様性の尊重と「骨太」
の奨学生育成、③密な活動を取り戻すことを呼
びかけました。あらためて、多くの医学生に働
きかけ、そのなかで奨学生を確保し育成するこ
との重要性を確認することが大事です。
医学生運動は、医学生の学ぶ要求を実現する
場である全国医学生ゼミナール（医ゼミ）をは
じめ発展しています。２０２２年の和歌山県立医科
大学に続き、２０２３年は大阪公立大学と ２年連続
近畿で医ゼミが開催され、医ゼミを経験した医
師が協力・共同の立場で支援を行いました。
４６期は、「奨学生 １・ ２・ ３ 大作戦」で成果
をあげられるようとりくみ、 １学年の奨学生 ０
人県連の克服と奨学生の集団づくりをめざしま
す。奨学生５００人確保の目標を掲げた際、それ
を可能とし維持できる組織づくりを行うことを
あわせて提起しました。医学生担当者や研修担
当事務は、医学生や研修医に寄り添い、自らも
学びを深めるなかでともに成長しています。医
師をささえる医局事務集団の役割も重要性を増
しています。医学生にかかわる活動の抜本的な
再構築と飛躍、医局づくりの前進のために医学
生・初期後期研修・医局にかかわる事務の配置
と育成をはかることは、幹部集団の位置づけと
構えの問題です。
特に医学生に直接かかわる担当者については、
「早急に求められる医学対担当者の育成と集団
化のために」（２０１４年理事会）に立ち返り、①
幹部が自らの重要課題であるとの認識を深め、
県連・法人あげて、まず担当者の配置を行うこ
と、②地協を軸に、医学生担当者と研修担当事
務、医局事務集団の相互交流と育成をすすめる
こと、③医学生に寄り添いともに学び育ち合う
担当者の成長を組織的に援助する体制づくり、
④医師政策・医療構想のなかで医師の後継者づ
くりの方針を位置づけ、全職員で共有すること、
⑤医師のみならず幹部を先頭に全職員、県連・
事業所でとりくむ課題であることの位置づけを
再度確認します。

②民医連らしい初期研修が後継者確保のカギ
初期研修医は ２次募集も含めて、目標の２００
人に近い一定の到達を築いています。この間継
続して実施している初期研修医満足度調査では、
民医連医療、そして社保・平和などの運動への
共感が高まっている一方で、実際に運動参加の
経験は低い結果となっています。４５期の特徴的
なとりくみとして、奨学生であった初期研修医
を中心としての、ロシアによるウクライナ侵略
を許さない戦争反対の運動や、選挙に行くこと
を呼びかける動画の作成など、青年医師が社会
に訴える活動に、多くの職員が励まされました。
また自治体キャラバンに研修医もいっしょに参
加するとりくみをはじめた県連もあります。各
地の経験に学びながら、運動への参加を促すと
りくみが求められます。
４年ぶりに研修委員長・プログラム責任者会

議を開催し、「民医連の研修」と「民医連らし
い研修」をあらためて確認し、研修の改善や、
基幹型臨床研修病院を持たない県連の医師受け
入れと養成の推進など１１のアクション（※注）
を提案しました。臨床研修定数確保のたたかい
では、大阪などで研修の質を高め訴えることで
定数増を勝ち取り、兵庫では研修病院維持の運
動を継続しています。２０２５年まですすめられる
初期研修医定員削減に対し、ひきつづき全国的
に貴重な民医連の臨床研修定員を守るたたかい
と、増員も視野に入れたとりくみが重要です。
オール民医連・オール地協での定員削減への対
抗、民医連の後継者を生み出すことのふたつの
軸で、フルマッチをめざします。２０２６年から、
医師多数県の募集定員の ５％程度を医師少数県
や少数区域に所在する臨床研修病院で半年以上
研修を行う「広域連携型プログラム枠（仮称）
案」に充てることが、厚労省臨床研修部会で提
起されており、今後の動向を注視します。
専門医取得のために外部研修にすすんだ専攻
医の、研修後の帰任率は ７～ ８割であることが、
医師部の調査で明らかになりました。このこと
からも、民医連らしい初期研修の具体化と実践
が、後継者育成のためのカギであると言えます。
すべての研修医に「患者と地域の視点から社会
をとらえ医療を行うこと」「患者のかかえる問
題の真の解決のためには地域、行政、政治がつ
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ながっていること」を実感できるような研修を、
多職種協働と共同組織の力でつくり出すことが
必要です。そのために民医連医療を実践と語り
を通し研修医に伝え指導する指導医の養成をす
すめ、プログラムと指導の向上をはかりましょ
う。また、職員育成の視点が貫かれた心理的安
全性の高い職場と多職種でともに成長する集団
づくりをすすめましょう。気候危機への研修の
取り入れをひきつづきすすめます。

③�多くの専攻医の合流をめざした後期研修づく
り
専攻医１００人の目標は、修了後に民医連への
帰任予定の医師を含めると達成しています。奨
学生は ７割前後が、民医連内や民医連とつなが
りのある後期研修にすすんでいます（奨学生で
なかった研修医は ３割）。このことからも、奨
学生の確保・育成と初期臨床研修が、後継者の
獲得に非常に重要と言えます。
後期研修では、「オール民医連」と「地域連
携のなかで進める研修」の ２つの位置づけをあ
らためて確認します。ひきつづき基幹施設の要
件に手の届く分野について、積極的にプログラ
ム認定をめざします。この間認定が増えている
内科領域について、委員会の立ち上げを検討し
ます。高齢化と医療構造転換のなかで、今後、
社会的ニーズが高まる総合診療プログラムは多
くの基幹施設をもつことから、マッチングを増
やすためにプログラムの質の向上をはかるとり
くみをいっそうすすめます。ＴＹ（トランジシ
ョナルイヤー）研修について、言語化・ブラン
ド化と合流しやすい位置づけが必要です。サブ
スペシャリティ領域のプログラムへの参加状況
について調査をすすめます。２０１０年に提起され
た民医連の専門医像について、あらためて議論
し提起します。あわせて専門医制度に対する評
価と提言を行います。

〈医師委員長会議で提起したこと〉
４５期は ３年ぶりに医師委員長会議を開催しま
した。第 １回は２０２２年 ９ 月に開催し、大切文書
の議論を通して医師政策への結実を呼びかけ、
作成に向けてのポイントとして、①どんな医療
を行うのか、医学生・研修医も未来を描ける医
療構想、②医療活動・技術建設も含めての民医

連運動、③リポジショニング（中長期経営計画
とのリンク）の ３点を提起しました。各県から
のグッドプラクティス報告は、強い共感をもっ
て受け止められ、特に山梨がとりくんだ「自己
紹介カード」から共通項を導き出す医師政策づ
くりは、参加者を励まし、複数の県連において、
その内容を生かした医師政策づくりがすすみま
した。２０２３年 ７ 月には、政策づくりの進ちょく
と実践を確認し交流することを目的に第 ２回を
開催し、この会議で、医師の健康と経営、国民
のいのちと健康を守る視点で医師増員を求める
運動を提起しました。この到達を受け、第 ３回
評議員会方針で提起した、医師増員を求める運
動と人権の視点を持って業務構造の見直しをす
すめるために、パターナリズム、男性中心の権
威勾配とジェンダー差別を乗り越える意識改革
と組織改革が必要との訴えは、特にケア労働を
担いながら医療実践を行っている女性医師に、
強い共感をもって受け止められました。
４６期は、幹部と医師集団が何を大切にするの
か、くり返し議論し、医師政策づくりと改定を
すすめます。医療構想や中長期経営計画のなか
での位置づけが重要です。自己犠牲的な働き方
を是認する業務構造の転換をどうはかるか、継
続して議論していきましょう。あらためて、「ケ
アの倫理」の視点で、多様な世代や立場の声を
聞き、誰も犠牲にすることのない働き方や、女
性医師のキャリア支援、ジェンダーバランスの
均衡をめざすことなど、医師も労働者としての
権利を有していることを共通の認識にしていく
ことが必要です。
全日本民医連の医師数（２０２２年度）は、新卒
・既卒の入職が増えていることを受け３６１０人と、
２０２０年度調査より１３４人増加しました。しかし、
キャリアアップ・専門医・認定医取得のための
退職が増加し、特に２９歳までの退職が最多とな
っています。既卒医師の確保も必要であり、常
勤医師確保のための全国会議のなかで議論を深
めます。あわせて医局事務交流集会を開催し、
事務集団をはじめ全職種とともに医局集団づく
りをすすめます。
医師の確保と養成の課題は、４４期運動方針の
２０２０年代の課題のなかで、「綱領を実践する民
医連組織として打開が急がれる課題」であると
位置づけられました。この課題で、大きく前進
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するためには、２０２０年代の折り返しとなる４６期
の ２年間が非常に重要です。民医連運動の発展
にとっての最重要課題であることを再度確認し、
医師の後継者対策を抜本的に強化しましょう。

〈領域別委員会のとりくみ〉
外科医療委員会では、外科懇話会を開催し、
①人事交流、②後継者育成、③他施設研究につ
いて継続的な議論と実践をすすめています。委
員会の議論を通じて、民医連の多くの病院が参
加する外科専門プログラムを沖縄協同病院で準
備し、認可を受けました。
精神医療委員会は、精神科病院代表者会議、
第２４回精神医療・福祉交流集会を開催するとと
もに、２０２３年 ７ 月末から精神科医が不在となっ
ている北海道・勤医協中央病院への医師支援を
行いました。
産婦人科医療委員会では、ＨＰＶワクチンや
旧優生保護法に関する継続討議をはじめ、セク
シャル・リプロダクティブ・ヘルス＆ライツや
ＬＧＢＴＱ、生理の貧困、健康の権利について
活動目標を設定しました。性教育が身近な人権
の学習になることから、「人権尊重に繋がる性
教育」を企画し、職種の枠を超えた学習会を開
催しています。
小児医療委員会は、これからの民医連小児科
のありかたを小児科医だけでなく、職員や共同
組織も含めて考えてもらうための「民医連の小
児医療の発展に向けて」をまとめ、発信しまし
た。
整形外科医療委員会は、整形外科リウマチ懇
話会をＷＥＢ開催しました。
総合診療はネットワークとして、ＳＮＳでの
グループを立ち上げ、交流を開始しています。

（ ４）各職種の活動

ここでは、全日本民医連に委員会がある職種
について記述します。
①看護
新型コロナウイルス感染症への対応では、全
国から沖縄への看護支援を実施、地協や県連内
でも支援を通して連帯の輪がひろがりました。
５類移行の対応に向け、「感染管理認定看護師
・感染制御実践看護師（ＩＣＮ）ＷＥＢ交流会」
を開催。ＩＣＮの専門性と経験を交流し、感染

症への対策強化につながりました。また、コロ
ナ禍における全国各地の看護の貴重な実践を歴
史に残すため、『未来にのこしたい　コロナ禍
のキラッと看護介護実践集』の制作にとりくみ
ました。
新卒確保は、２０２２年、２０２３年ともに１０００人超
となり、１２年連続で目標を達成しました。しか
し達成率の低下や、奨学生確保に苦慮している
現状もあります。また、４４期から継続している
看護学生実態調査では、経済的困難による看護
学生の厳しい生活実態がより深刻になっている
ことがわかりました。学生のなかにも「高等教
育無償化を求める請願署名」がひろがっていま
す。
看護管理実態調査による２０２２年度の離職率は、
正規雇用看護職員９.６％（前年９.９％、全国１１.６
％）、新卒採用者 ７％（前年９.６％、全国１０.３％）、
既卒採用者１０.２％（前年１６.７％、全国１６.８％）
と全体的に低く、コロナ禍による大きな影響は
見られませんでした。一方、既卒採用において
は、多くの法人が人材紹介会社に頼らざるを得
ないなど、状況は深刻です。とりわけ病棟夜勤
者や訪問看護ステーションでの確保は厳しく、
多様な働き方や一人ひとりの状況を踏まえた新
たな発想での体制・業務形態など、働き続けら
れる職場環境の整備が求められます。看護理事
会議では、夜勤・交代制勤務の負担軽減に向け
た学習会や、多様性に配慮した実習受け入れの
ための「ＬＧＢＴＱ講座」などを開催しました。
また、ＳＮＳ活用促進セミナーを開催し、民医
連看護のホームページ「きらり看護」の活用が
すすんでいます。
４５期、１０年ぶりとなる訪問看護ステーション
交流集会を開催しました。医療・介護複合ニー
ズの増大や、在宅分野の総合的な強化に向けて
期待される訪問看護ステーションの役割を明ら
かにし、事業方針として位置づける重要性を確
認しました。
特定行為（※注）については、４４回総会運動
方針（２０２０年）で、法人・事業所の医療活動の
なかで実施する必要性や方針をもつことが提起
されています。この間、民医連のなかでも特定
行為研修受講者は増加し、特定行為の実施にと
りくむ法人もあります。協力研修機関も増え、
民医連初となる指定研修機関登録施設の準備を
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すすめている法人もあります。診療報酬改定で
特定行為研修修了者がチーム加算などの要件に
追加されたことも後押ししています。県連・法
人・事業所では、全日本民医連が把握する全国
の情報を参考にしながら継続的な検討をすすめ、
特定行為研修の受講と修了後の活用などについ
て組織的に合意形成をはかっていくことが必要
です。同時に、看護本来の業務に専念できる環
境づくりや、医師・看護師不足解消を国に求め
たナース・アクションのとりくみが重要となっ
ています。
４６期も、看護職員の確保と養成、働き続けら
れる職場環境の保障は最重要課題です。ひきつ
づき、新卒確保１０００人以上の達成、看護学生実
態調査や卒 １アンケート調査を実施します。看
護学生委員会活動マニュアルを改定し、学生一
人ひとりの背景をていねいにつかみ、地協の看
護学生のつどいなど、学び合いの場につなげる
ことを重視します。卒後研修のあり方や職場で
の育成活動などの経験交流もすすめます。看護
の働き方改革や多様な勤務体制、訪問看護など
の在宅分野での新卒看護師・新任看護師の育成
にも積極的にとりくみましょう。
大学のみならず、民医連の看護専門学校への
入学者が減少しています。紹介運動にとりくむ
など、県連・地協をはじめ関係する組織が一体
となって民医連の看護学校を守りましょう。
民医連の看護の継承とさらなる発展に向け
『民医連のめざす看護とその基本となるもの』
ブックレットを改定します。看護の専門性とケ
アへの追求、各地の豊かな実践を盛り込みます。
４６期も看護幹部研修会を開催し、民医連の看
護を継承し新たな時代を切り開く看護幹部の育
成をめざすとともに、経営をリアルに捉える力
量を高め、経営改善にも積極的にとりくみます。
第１６回看護介護活動研究交流集会は、２０２４年
１０月に熊本で開催します。メインテーマは、「憲
法でアクション‼ケアこそ未来を切り拓く」で
す。民医連の看護・介護の豊かな実践を持ち寄
り、ケアに満ちた社会へ向けて交流しましょう。

②薬剤
２０１９年末からの長期にわたる医薬品の供給不
足は、毎年の薬価改定など、政府の医療費抑制
政策に原因の一端があります。供給不足に対し、

厚労省は有効な対応をすることができず、国民
のいのちを守る医薬品の供給が滞るという問題
となっています。薬剤師は医薬品確保に忙殺さ
れ、本来業務に影響が出ています。患者に必要
な医薬品が提供できるよう、国に早急な対策を
求めていきます。
厚労省による新薬メーカーのイノベーション
推進は、新薬に高額な薬価をつけ、長期収載品
の患者自己負担増をすすめ、患者に経済的な困
難を与えます。民医連薬剤師は、経済的な理由
で薬物療法が困難になることがないよう、格差
と貧困に立ち向かい、いのちとくらし、受療権
を守る薬剤活動にとりくみます。
病院薬剤師は、体制が厳しいなかでもチーム
医療への参画がすすんでいます。病院薬局長同
士が相談できる環境やつながりを実感できる場
として、オンラインの病院薬局長交流集会や病
院薬局長オンラインサロンを開催しました。
保険薬局は、これまでの地域での薬剤活動の
実践から「地域連携薬局」の認定取得がすすみ、
対物から対人業務へ大きく評価が変わった調剤
報酬への対応を行ってきました。「健康サポー
ト薬局」（※注）の取得で、地域の健康づくり
へのとりくみもすすんでいます。
かかりつけ薬局の機能の強化と、オンライン
服薬指導・電子処方箋など医療ＤＸへの対応が
求められます。
病院薬剤師、保険薬局薬剤師ともに、医療・
介護活動に大きな役割を果たしていますが、診
療報酬・調剤報酬でかならずしも十分な評価が
されているとは言えません。特に病院薬剤師の
処遇改善が求められます。安全で有効で経済的
な薬物療法を提供できる医薬品政策と、薬剤師
への適正な評価を求める運動（ファーマウエー
ブ）へのとりくみをすすめていきます。
新型コロナ治療薬などの緊急承認制度の問題
など、薬剤の有効性や安全性について迅速に評
価が求められています。新型コロナワクチンの
健康被害も注意が必要です。新薬評価モニター、
副作用モニターを強化していきます。
２０２０年から病院・保険薬局どちらも新卒入職
数が大きく減少しています。厚労省の全国調査
では、薬剤師偏在指数が保険薬局１.０８に対し、
病院薬剤師は０.８となっています。病院薬剤師
の確保は喫緊の課題です。世代交代もすすむな
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か、後継者の養成と民医連薬剤師として成長で
きる職場づくりにとりくみます。
改訂された薬学教育モデル・コア・カリキュ
ラムでは、求められる基本的な資質・能力に「総
合的に患者・生活者をみる姿勢」が追加されま
した。健康の社会的決定要因（ＳＤＨ）の視点
にもとづいた民医連薬剤師の活動を生かして、
育てる薬学対にとりくみます。

③事務
４４回総会運動方針で、事務職員は「民医連運
動の発展に重要な意味を持つ多職種協働のコー
ディネーターでありその当事者である」と位置
づけました。事務職員は、患者・利用者と医療
・介護、専門職種間、現場と制度や行政、地域
の事業所間などを結びつける重要な役割をもっ
ています。
４５期は事務育成に関して ２つの全国集会を行
いました。おおむね１０年目以下を対象とした民
医連事務集団「 ３つの役割」（※注）実践交流
集会には約１７０人の若手職員が参加し、「 ３つの
役割」に沿って持ち寄られた５０本の演題では、
事務同士の学び合いから地域活動や経営改善の
工夫まで、多様な場面での実践とそのなかでの
自身の奮闘がいきいきと語られました。民医連
事務としての確信が深まった、モチベーション
が上がったとの感想が多数寄せられました。「多
職種と共に育ちあう事務育成実践交流集会」に
は育成にかかわる約１４０人が参加し、多様な工夫、
県連的な枠組みの模索など交流し、今後の具体
的行動目標も確認し合いました。いずれも、「民
医連事務」育成における到達と現状の課題を整
理し、次の展望を探る重要な機会となりました。
「 ３つの役割」を身近に引き寄せながら育ち
合うとりくみは全国ですすめられていますが、
集団化や次世代を担う幹部候補の育成にはまだ
不十分です。確保の困難は共通した課題ですが、
世代交代や事務に求められる重要な役割を鑑み
れば、具体的な確保戦略と従前とは違うとりく
みが求められ、経営的背景のみを理由とした採
用控えなどには留意が必要です。また、民医連
の存続を左右する厳しい医師体制克服につなげ
るためにも、医学生担当者を積極的に人選、配
置するような県連的討議がくり返し求められま
す。あらゆる民医連のフィールドで活躍し、民

医連綱領実現の要としての役割を担う事務職員
の確保と、多職種協働のなかでの「 ３つの役割」
に沿う実践・経験を通した体系的な育成を最重
要課題と位置づけましょう。
事務委員長アンケートによれば、ブラッシュ
アップを呼びかけた事務政策が「ある」３７県連
のうち、 ６県連は４５期中の策定です。また ９県
連が改定論議に着手、「ない」のうち ４県連が
策定論議に着手しています。法人人事政策とも
連動させた中長期的な民医連事務の採用と育成
をセットで盛り込むことも念頭に、すべての県
連で事務政策の策定または改定をめざしましょ
う。
県連や地協主催の事務幹部養成学校はコロナ
禍を経て再開、定着してきています。内容のさ
らなる向上や各地・各階層の研修にも生かして
いくことが求められます。全国的視野を持つ事
務幹部養成も待ったなしの課題であることから、
多職種構成型ＰＪにて「全日本民医連事務幹部
養成アカデミア」を準備、開催しました。４０県
連から５３人が受講し、民医連運動の理念や各分
野の理論を学習し、幹部としての姿勢やかまえ
について考え、全国的な仲間の集団形成と団結
をはかりました。事前事後の机上課題に加え、
受講生自らが地域の諸問題に向き合う通年テー
マを設定し、約 １年かけて仲間を組織しながら
実践課題にとりくみました。次代の事務幹部を
育成するためには、自覚的学びはもちろん、現
場での多職種協働や地域とのかかわり、県連・
法人の位置づけと日常的なフォローが大切であ
り、それらを通して次を担いうる構えが醸成さ
れます。ひきつづき「 ３つの役割」の実践、多
職種のなかでの職場実践や階層別教育、そして
法人や県連を越えた学び合いを重視していきま
しょう。
４６期は、第 ２回「 ３つの役割」実践交流集会
および事務幹部養成アカデミア第 １回受講生の
フォローアップと第 ２回の開催、「民医連事務」
育成指針の作成を検討します。

④ソーシャルワーカー
ＳＷ委員会では、各地のとりくみや事例を「あ
の街この街かわら版」で発信し、地協・県連を
越えた相互交流を深めました。全国の生存権裁
判（「いのちのとりで」裁判）の進ちょく状況
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や判決の情報、生活保護行政のローカルルール
をめぐる実態なども、地協の委員会などを通し
て全国で共有してきました。どの県連でも課題
となっているＳＷの採用・育成の課題、先進事
例の情報交換も行いました。
全国企画として２０２３年 ６ 月、オンラインの中
堅研修会を開催し、「人権のにない手として―
社会保障・社会福祉、健康権とソーシャルワー
カー」をテーマに、井上英夫さん（金沢大学名
誉教授）が講演しました。また、２０２４年 １ 月、
第４５期ＳＷ県連代表者会議・指導者研修会を現
地集合形式で開催し、安田菜津紀さん（フォト
ジャーナリスト）の「ウクライナ情勢から平和
や民主主義」、増田剛会長の「民医連ＳＷに期
待すること」などの学習講演、今期の総括と来
期への課題の討議を行いました。
４６期は、憲法２５条の理念にもとづき、人権の
担い手、福祉専門職のＳＷとして、患者や利用
者の人権、社会保障制度を守り、さらに拡充さ
せていきます。そして、いのちと人権が否定さ
れる戦争への道、憲法改悪を許さないとりくみ
をすすめます。
政府の医療費抑制政策のもと、診療報酬など
で誘導され、ＳＷの業務も細分化がすすんでい
ます。そうしたなかで、県連ＳＷ部会への結集
や参加が厳しい現状があります。県連ＳＷ部会
や地協ＳＷ代表者会議を通して、民医連ＳＷの
集団づくりを意識的に行います。またＳＷ部会
のない県連は、地協で課題を共有しささえてい
きます。県連のＳＷ政策づくり、職能団体への
加入と研修、活動への積極的な参加も位置づけ
てとりくみます。

⑤リハビリテーション
コロナ禍の感染拡大が続くなか、特に高齢者
を中心とした低活動や閉じこもり、廃用症候群
の進行は社会問題としても取り上げられ、各地
でセラピストが共同組織活動の一環に積極的に
かかわるなど、リハビリの活動がひろがった ２
年間でした。
２０２２年の診療報酬改定では、運動機器導入加
算によるＤＸなどの対応で実践に踏み出した事
業所がありました。また、透析リハビリ加算が
新設され、各地で多職種連携による運動療法の
導入も試みられています。介護分野ではひきつ

づき、ＬＩＦＥ（※注）の対応や、リハマネ加
算の充実、リハビリと機能訓練・口腔・栄養の
充実に向けたとりくみがすすんでいます。
リハビリ技術者委員会では、多職種連携を踏
まえたセラピストの働き方に関する議論や管理
運営に関する調査と分析を行い、急速に増加し
たセラピスト集団の管理運営について、組織に
みあった階層的な管理機構の整備や管理者研修
などの課題を共有しました。４２期、４３期に開催
した幹部講座参加者のフォローアップ研修を実
施し、地協での中堅研修を再開して、職員育成
を推進しました。２０２３年１２月の県連・法人代表
者会議では、医療・介護人材が減少するなかで
のセラピストの働き方のふり返り、管理運営に
関する情報共有と組織整備の課題を中心に議論
しました。
４６期の実践課題として、①急性期３６５日リハ
ビリの実践と普及、②在宅リハビリの強化、③
がん・予防・産業領域への業務拡大、④小児リ
ハビリを含む障害児者のリハビリの情報収集、
⑤多職種や地域連携のハブとしての役割強化、
⑥世代交代を含めた管理者・経営幹部の養成、
⑦職責者研修、などをとりくんでいきます。

⑥放射線
４４期に放射線部門の ３つの課題（人材確保、
人事育成、医療安全）を中心に全日本民医連放
射線部門委員会の役割を整理し、「地協からの
情報共有」「インシデントレポートの構築」「技
師政策の改訂」などをめざしましたが、コロナ
禍による会議の延期やＷＥＢによる制限で十分
な論議が困難となりました。
４５期中盤から集合開催が可能となり、より積
極的な意見交換や論議がすすみました。しかし、
コロナ禍による人びとのつながりの希薄化や生
活様式の変化が職場運営や技術研修、運動課題
への参画や人事交流に影響したこともあり、「 ３
つの課題」をめぐり、さらに困難な状況を抱え
る県連・法人も少なくありません。また、診療
放射線技師の法律改正により業務範囲の見直し
に伴う告示研修の受講が義務づけられました。
研修受講の困難事例や受講後の業務内容の変化
への対応が課題となっています。さらに医師の
働き方改革をすすめるためのタスク・シフト／
シェアの推進とも相まって、放射線部門は大き
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な変革期を迎えています。
４６期は、ひきつづき「 ３つの課題」（人材確保、
人事育成、医療安全）を整理し前進させます。
また「技師政策の改定」「地協・県連との連携
強化」「告示研修受講と運用」を重要事項とし
とりくみます。全日本民医連放射線部門代表者
会議を開催し、活発な意見交換と情報共有を通
して、これからの民医連放射線技師としての羅
針盤となる場にしていきます。

⑦検査
コロナ禍、全日本および地協レベルでさまざ
まなとりくみが交流・共有され、ＰＣＲ検査や
発熱外来など、その時々で変化するコロナ対策
に検査部門として大きな役割を果たしてきまし
た。医師の働き方改革にかかわって、タスクシ
フトについては、一般社団法人日本臨床衛生検
査技師会の設立母体別会議に結集しつつ、民医
連としてまとまった要望を技師会として反映さ
せるよう努めました。民医連のなかでは、タス
クシフトで必要な検査技師の資格拡大のための
講座受講も積極的に呼びかけてきました。すべ
ての事業所で積極的にとりくむまでには至って
いませんが、ひきつづき推進をはかっていくこ
とが求められます。
２００１年に策定された民医連における検査技師
活動指針は、２０１６年から見直し作業が始まり、
「 ２つの柱」を実践することで技術・技能を向
上させ社会的な使命の自覚を高めることをめざ
してきました。そして、２０２１年に新しい活動指
針として改定され、４５期に ２期ぶりに広島で開
催された対面での検査部門全国交流集会で報告
・議論されました。検査技師として「 ２つの柱」
のとりくみをどう発展させるか、チーム医療の
なかで検査技師としての役割をどう拡大してい
くか、民医連の後継者育成をどうすすめるかな
ど、ひきつづき検討していきます。４６期の検査
部門交流集会は熊本で開催します。

⑧栄養
第４５期は、食材料費や水光熱費の高騰、そし
て人手不足問題がとりくむべき重要課題になり
ました。調理師の離職防止を目的に、民医連運
動と調理師の仕事の意義についてオンライン学
習会を開催し、グループ交流で仲間意識を高め

合うことができました。食材料費高騰問題では、
約３０年間不変の入院時食事療養費を改定する要
望書を厚労省へ提出し、早急な対策を国に求め
ました。あわせて、改定されても患者負担増の
ないよう強く訴えました。多職種連携が重視さ
れるなか、学術・運動交流集会の食に関する多
職種セッションに調理師が参加して、栄養部門
の活動を知ってもらう機会となりました。
第４６期は、嚥下調整食の向上を前期からの継
続課題としつつ、①魅力ある職場づくりと職員
育成、②在宅を見据えた多職種連携、③診療・
介護報酬改善に向けたとりくみの ３点を重点課
題とします。栄養部門活動の他部署へのアピー
ルも重視していきます。

⑨保育
医療・介護の現場で働く保護者の就労をささ
えるために、院内保育所の存在は不可欠です。
院内保育は、待機児童の受け皿機能、保護者の
勤務時間（夜間・休日含む）に対応した柔軟な
受け入れ、病児・病後児保育など多くの役割が
あります。２０２３年度民医連内保育実態調査によ
ると、運営形態は認可外が ７割（企業主導型含
む）を占め、そのうち「認可外保育施設監督基
準を満たす旨の証明書」の保有率は５６％、夜間
保育も７５％と高い実施率です。認可外の保育所
は、国による運営費や補助金、保育士の処遇改
善事業の対象外です。保育士確保も５６％が苦慮
していると回答しています。
第４５期保育交流集会では、「病院の経営や少
子化の影響に不安を感じながら運営しているが、
つながりを大切に、学びながら困難に立ち向か
いたい」「子どもを真ん中に、工夫しながら安
全な保育をすすめたい」などの感想が寄せられ
ました。また、２０２３年度社会福祉法人専務・事
務局長・施設長会議では、社会福祉事業におけ
る保育事業のとりくみと経営について議論され
ました。
子どもの人権が真に保障されるためにも、保
育士処遇改善、配置基準の改善を求め、保護者
を社会全体でささえていけるよう運動をひろげ
ます。
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第 ５節　私たちのあらゆる活動のパートナー、共同組織
の前進を

４５期、地域で「ひとりぼっちにさせない」「〝困
った〟に寄り添う」とりくみを通じて共同組織
の真骨頂を発揮し、人と人をつなぐ共同組織の
存在の重要性が改めて鮮明になりました。コロ
ナ禍でもオンラインの活用など工夫してつなが
りを継続し、各地でフードバンクなどにもとり
くみながら徐々に訪問や班会、サークル活動な
ども再開させました。
２０２３年 ６ 月に開催した４５期共同組織委員長会
議では、コロナ禍でも地域の「困った」に向き
合い、今こそ共同組織の役割を存分に発揮しよ
う、共同組織の「 ５つの特徴・役割」を念頭に
置いて活動を進化させようと提起しました。新
たな班会や支部づくり、法人・事業所や共同組
織の計画への「居場所づくり」の位置づけ重視
も呼びかけました。
４５期の共同組織拡大強化月間では、コロナ禍
でもつながりを絶やさず、声をかけ合うとりく
みを重視しながら、 ５万の仲間増やしと １万の
『いつでも元気』読者、職員の購読率５０％の目
標を呼びかけました。２０２２年は、地域に足を踏
み出し、地域からの期待を実感して励まされた
県連・法人があった一方で、なかなか外に足を
踏み出せなかったところもありました。２０２３年
は全国で積極的に「外へ」と踏み出しました。「減
らさず増やして純増」をめざすとりくみ、新規
加入を意識した共同組織の秋のイベントへのお
誘い、健康相談会やまちかど健康チェックでの
加入訴えなどの奮闘で、１０月は１３７８人、１１月は
３０４２人の純増の到達になりました。マイナ保険
証問題の学習や署名活動と結びつけた『いつで
も元気』普及、体操教室の案内といっしょに『い
つでも元気』購読チラシを配布するなど、減誌
が続いていた『いつでも元気』は、１０月は９７部
増になりました。また、月間中に手配り協力者を
募り、担い手づくりにつなげる工夫もありました。
４６期は、一層地域に出る行動を広げ、共同組
織とともに地域で求められる役割を果たしてい
きましょう。
第 １に、「民医連のあらゆる活動のパートナ
ー」、「民医連の方針と密接に結びついて、地域

の要求を実現する自立した地域住民組織」であ
る共同組織の前進をはかる ２年間にしましょう。
会員拡大や『いつでも元気』読者拡大について
しっかり議論し、目標と計画を立てましょう。
日本全体が人口減少に向かうなかで、共同組織
だけが右肩上がりには増えないという意見や、
活動の中心的な担い手の高齢化の指摘もありま
す。安心して住み続けられるまちづくりに、共
同組織の存在は不可欠です。会員自身の要求の
実現をもっとも大切にしながら、地域でその存
在意義を輝かせる共同組織として前進すること
が、いのち守る社会への転換をすすめる力にな
ります。
第 ２に、地域に出て、幅広い団体・個人とつ
ながり、地域の要求に応えるとりくみをすすめ
ましょう。各地でまちかど健康チェック、イベ
ントやサークル活動も再開して軌道に乗り始め
ています。コロナ禍に続く物価高騰のもと、地
域の生活実態も深刻です。物価高騰からくらし
を守るとりくみも重視します。
コロナ禍でも食糧支援や地域での相談活動を
通じて、さまざまな団体や個人、行政や民間企
業も含めて新しい人たちとのつながりがひろが
りました。楽しい活動への参加を呼びかけ共同
組織を理解してもらう、地域で分断された人び
との思いを聞いて受け止める、今までつながり
のなかった人たちにも、新しい方法で工夫して
働きかける。こうした各地の実践から学び、地
域の要求に応えながら、新しい人と出会ってつ
ながる地域戦略を立てましょう。そのなかで、
仲間増やし、『いつでも元気』読者拡大も意識
的にすすめましょう。
第 ３に、職員の共同組織活動への参加を重視
します。全日本民医連として『学習パンフレッ
ト共同組織とともに』を改定し、職員学習を呼
びかけます。また、職場で『いつでも元気』を
活用しながら、職員の『いつでも元気』購読率
５０％も早急に達成しましょう。
第 ４に、これらのとりくみの前進の要となる
共同組織担当者の育成は重要な課題です。地域
で共同組織担当者が求められる役割は多様です。
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共同組織担当者が集団で課題を話し合える機会
づくり、さまざまな分野の学習や情報共有も必
要です。県連、法人、事業所で育成方針を立て、
育成の「戦略と計画」をつくって具体化しまし
ょう。

〈共同組織活動交流集会〉
２０２２年第１５回共同組織活動交流集会は、「富
士のふもとに思いをはせ、コロナ禍に立ち向か
い　つながり広げる共同の〝わ〟　～憲法・平
和・いのち・人権を大切に　誰ひとり取り残さ
ないまちづくりを！～」を集会テーマに、山梨
での現地参加１４４人、３３００人にＷＥＢ配信で開
催しました。
記念講演「貧困・格差による健康問題と共同
組織の役割」（近藤尚己さん、京都大学大学院

教授）は、共同組織の活動にあらためて確信を
持てる内容でした。また、１９分科会１６７演題の
発表を行いました。山梨開催にあたり、実行委
員会の意向を踏まえて、共同組織の発展を促す
契機となった山梨勤医協の倒産問題を学ぶ動画
「いのち燃えて　山梨勤医協倒産と再建」を作
成して当日も視聴し、大きな感動を呼びました。
第１６回共同組織活動交流集会は、２０２４年 ９ 月、
５年ぶりに岡山現地開催で準備がすすんでいま
す。テーマは「地域の中からつながり広げ、平
和・いのち・人権が大切にされる世界へ～あら
たな担い手とともに、誰ひとり取り残さないま
ちづくりを～」です。全国各地の創意工夫を凝
らした多彩な実践、活動のひろがりを交流し、
共同組織の役割を確認し合う集会として大きく
成功させましょう。

第 ６節　民医連の組織的な強みに確信を持ち進化させよう

（ １）�全日本民医連のとりくみと県連・地協活
動の機能の強化

①災害対策強化のとりくみ
１）�令和 ６年（２０２４年）能登半島地震へのとり
くみ
２０２４年 １ 月 １ 日午後 ４時１０分、石川県能登地
方を震源とする最大震度 ７の地震（令和 ６年能
登半島地震）が発生、石川、新潟、富山で家屋
倒壊、火災、津波の被害が広範囲にわたり、石
川県内での被害は日を追って明らかになってい
ます（図 ６）。
石川民医連は、発災当日に対策本部を設置し、
職員の安否確認、被害状況の把握にあたり、全
日本民医連役員とＭＭＡＴ（※注）委員の参加
（ＷＥＢ）で、合同の対策会議を行いました。
現地対策本部へ １月 ４日よりＭＭＡＴ委員、事
務幹部の支援、つづいて薬剤師、心理士の支援
を開始しました。医師、看護師の支援も準備に
入りました。また、各地のＤＭＡＴ（※注）チ
ームから民医連の職員も奥能登地域へ支援に駆
け付けています。
羽咋診療所は １月 ２日から訪問スタッフによ
り備蓄飲料水を配りながら訪問を継続し、 １月
３日当番医から通常診療を行っています。
輪島診療所は、市内全域の道路の損傷が激し

く通院が困難な状況となるもとで、安全確保し
ながら利用者への訪問、電話対応・避難所への
訪問にとりくみました。幹線道路及びライフラ
インが寸断され、患者・利用者の多くは、金沢
などへ１.５次、 ２ 次避難しました。対策本部は
金沢から１１０ｋｍ離れた輪島に １月１２日より定
期的な支援往復便の派遣を開始しました。
災害の度にくり返される避難所の劣悪な衛生
環境の改善、避難中感染症患者のプライバシー
と受療権が守られる療養環境確保、被災者の入
院時食事療養費免除など、喫緊の課題にとりく
みながら、生活再建に向けた権利の保障を含む
長期の災害支援、被災によって損なわれた人権
の回復をめざすとりくみを全国災対連や他団体
と協力し続けていきます。長期におよぶ支援と
なりますが、被災地の困難に寄り添い、ひきつ
づき全国の連帯でとりくんでいきます。
今回の地震で、地震大国の日本に原発がある
限り再び過酷事故を引き起こす危険性が露にな
りました。志賀（しか）原発（※注）の地震被
害の全容と原因は明確でなく、原子力規制庁が
調査を指示した段階です。「志賀原発」は、福
島事故後に策定された再稼働の前提となる新規
制基準に適合していません。今回、設計の想定
以上の揺れが原発で観測され、外部電源の一時
停止、変圧器の配管破損、使用済み核燃料プー
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ルで水の飛散など深刻な事態となりました。あ
らためて福島原発事故前の見込みの甘さが露呈
しました。原子力災害時の基本的避難ルートは、
「国道、県道などの主要な幹線道路」となって
いますが、幹線道路が寸断された能登半島地震
によって、避難計画は絵に描いた餅となってい
ます。事故による避難が出来ない原発は廃炉し
かありません。

２ ）�自然災害の新たな状況を踏まえＢＣＰ（事
業継続計画）を整備し地域と民医連の事業
を守ろう
全事業所がＢＣＰ作成を行えるよう作成支援
を行い、全国規模の医療・介護の団体のとりく
みとして災害医療学会では、優秀演題として学
会誌に掲載されました。震度 ５弱以上の地震が
２０２２年１５回（２０１６年熊本地震以来の頻度で発生）、
２０２３年 ９ 回（２０２３年１１月末まで）、福島沖地震
（２０２２年 ３ 月）能登地震（２０２２年 ６ 月）での震
度 ６規模の地震が発生、ひきつづき地震活動が
活発となっています。群発地震の増加で液状化
による住宅損傷が震源から遠方でも発生してい
ます。気候変動の影響で、全国各地で線状降水

帯の頻発などにより下水道などの排水施設の能
力を超え、雨水が排水できなくなり浸水する「内
水氾濫」が頻発しました。医療・介護施設への
浸水により多くの被害が発生しています。
想定される南海トラフ地震、首都直下型地震
など大規模災害にとどまらず、頻発する規模の
大きな地震、台風の巨大化、豪雨災害・内水氾
濫の頻発など、新しい災害がひろがっています。
最新の事業所周辺のハザードマップの確認、Ｂ
ＣＰの策定と更新は、これまで以上に重要です。
ＢＣＰをもとに災害訓練を実施し、くり返し見
直しを続けていきましょう。共同組織、地域住
民とともに、減災をめざしまちづくりの課題と
して運動化していくことも必要です。
ＢＣＰの策定や災害訓練は、少人数の事業所
などで実施困難な悩みや課題も寄せられていま
す。県連、法人単位で各事業所のＢＣＰに関す
るとりくみの交流をすすめ課題を解決していき
ましょう。ＢＣＰ策定が２０２４年 ４ 月から義務化
となる介護施設では、民医連版のひな形の活用
などとりくみをすすめていきましょう。

能登半島地震　 ３県の被害状況（消防庁情報： ２月２２日１４時００分現在）
死者 行方不明者 全壊 半壊 避難所 避難者

石川県 ２４１ ８，７８３ ９，７０２ ４９６ １２，２８０
新潟県 １０２ ２，５９７ ２ １３
富山県 １６６ ５１０

医療機関の被害状況（厚生労働省　 ２月２２日１２時現在）
能登半島地震による最大被害施設数　（　 ）内は現在数

最大被災施設数 最大浸水施設数 最大停電施設数 最大断水施設数 医療ガス使用�
不可施設数

石川県 １９（ ９ ） ０（ ０ ） ３（ ０ ） １６（ ９ ） ７（ ０ ）
新潟県 ２（ ０ ） ０（ ０ ） ０（ ０ ） ２（ ０） ０（ ０）
富山県 ５（ ０ ） ０（ ０ ） ０（ ０ ） ５（ ０） ０（ ０）

高齢者福祉施設等の被害状況（厚生労働省　 ２月２２日１４時現在）
能登半島地震による最大被害施設数　（　 ）内は現在数

最大被災施設数 最大浸水施設数 最大停電施設数 最大断水施設数
石川県 １５７（１３１） ０（ ０ ） ２９（－） １４８（７３）
新潟県 ２５（２５） －（－） －（－） －（－）
富山県 ２２（１５） －（－） １（－） １３（－）
石川県　 ６施設が建物の被害（うち、 １施設においては建物全焼）
新潟県　２５施設に建物被害
富山県　 ８施設に建物被害あり、 ２施設が他施設に避難中

図 ６
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②民医連の組織改善
「人権と倫理センター」は、４５期①人権と倫
理にかかわる情報の整理・発信をする、②民医
連の構成員・各委員会・各部などのハブ的な存
在となり、各所での問題意識を可能な限り把握
し、組織としての活動につながるような時には
それを支援していくという ２点を主な役割とし、
ニュースを作成して全国に情報発信しています。
また自らの組織状況を認識するため、全法人向
けに「ジェンダーとりくみ状況アンケート」を
発送し、報告書を公開しました。４６期の課題は、
センターの横断的な性格を生かした活動をひろ
め、各部・委員会（特に医療介護倫理委員会）
とのコラボレーションを具体化し、他のコミュ
ニティーが立ち上がることを支援すること、ま
た国際的な人権規約やそれにもとづく法律など
について学習をすすめ、センターとしての理論
的基盤をつくることの ２点を強めていきます。
センターの認知度を高め、全国の仲間の倫理と
人権に関するもやもや、問題意識を受け止める
力量をさらにつけ、民医連の人権と倫理観をア
ップデートしていきます。
全日本民医連４６期役員選出の方針では、「結
成７０年を経た全日本民医連の活動をいっそう豊
かに総合的に発展させていくうえで、女性役員
の比率を遠くない将来、４０％、５０％をめざして
いく必要があります」「各県連・法人の幹部構
成においても、ジェンダー平等の観点から方針
を明確にし努力されることを期待します」と呼
びかけました。
役員選出の方針を受け、全日本民医連は初の
試みとして当事者である女性の理事の懇談会を
オンラインで開催し、交流しました。４６期全日
本民医連役員推薦名簿の女性比率は３２.６％です。
今期、ハイブリットの運営をコロナ対応にと
どまらず活用し、夜間、休日の会議開催を可能
な限り減少させるなど、参加しやすい環境整備
にとりくみます。それらは役員の健康管理の上
でも必須です。また、実際の活動方針をつくり
あげる上で多様な当事者の参加を促進していく
こと、参加しやすい環境づくりをすすめます。
各職種の幹部養成研修でのジェンダーバラン
スは県連によって大きく異なっています。選出
段階でのバランスの改善を呼びかけます。

③全国的な視点を持つ幹部養成、病院長会議
全国的な視点を持つ幹部養成をすすめるため、
幹部研修、交流にひきつづきとりくみます。理
事長、病院長、看護部長、専務など、法人・事
業所のトップ幹部研修、経営幹部の育成、集団
づくりをひきつづき、各専門部の共同で企画し
とりくみます。
第４５期病院委員会は、それぞれの病院の民医
連病院として発展をめざした病院三役へのエン
パワーメント、診療報酬制度など国の病院政策、
地域医療構想、働き方改革など眼前の課題につ
いてのたたかいと対応の促進、を目的に、全国
の病院長会議を初めて定期開催しました。合計
６回の会議を開催し、通算で約９０％の病院、８５
％の病院長が参加しました。病院長が直接民医
連の全国方針を受け止め議論することができた、
さまざまな病院の実践交流で横のつながりが深
まった、病院長および三役にとって深い学びと
活力を生む機会となった、など大変意義のある
とりくみとなりました。対面で ４年ぶりに開催
された２０２３年 ６ 月の病院長会議では、民医連病
院が、 １）地域の健康権の担い手として、ソー
シャルワーク機能を実装した「地域密着型多機
能病院」としてまちづくりの実践のなかで発展
すること、 ２）平和と人権を掲げて、事業所か
ら地域、世界へととりくむこと、を確認しまし
た。また新たに、民医連病院長の交流サイトを
開設し、病院長会議の講演や報告の共有、日常
的な情報交換と交流の場となりました。
４６期には、全国の病院長から寄せられている
さまざまな意見、感想を踏まえて、さらに参加
しやすく参加しがいのある病院長会議の開催と、
日常的な交流の促進を軸に活動を発展させてい
きます。民医連病院に求められ実践する課題は、
人権・健康権、ジェンダー平等、医療の質、医
療技術獲得と実践、職場づくりと職員育成、ポ
ジショニング・事業継続・経営、まちづくり、
平和・気候危機など多岐のジャンルにわたり、
それぞれの民医連病院における豊かな実践と前
進が重要です。とりわけ重大な局面を迎えてい
る経営課題、本格化する医師の働き方改革と医
師増やせ運動、医師確保・養成など、全国の民
医連病院の知恵と力を結集するとりくみをめざ
します。
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④県連、地協機能の強化
１）民医連運動における県連
全日本民医連は、民医連綱領、規約を承認す
る県連を基本単位として成り立つ組織です。各
県連はそれぞれに歴史的な特徴を持ち発展して
きましたが、共通する役割として重要なことは、
全加盟事業所が結集し、無差別・平等の医療と
福祉の実現をめざし活動すること、各都道府県
で民医連運動のセンターとして、代表して他団
体や個人との共同のとりくみを発展させること
です。それにふさわしい県連理事会と事務局体
制を確立し運営をはかることが必要です。

２ ）県連機能の発揮とその強化
全日本民医連は、第３５期第 ２回評議員会で県
連活動の柱として①全国方針の討議・具体化、
理事会機能と機構の整備、②県連長期計画の策
定、経営の掌握と指導・援助、共同事業の推進、
③県を代表する運動組織、④共同組織の拡大交
流、『いつでも元気』の普及、⑤職員育成、教
育事業の推進、⑥医師問題での前進、医師養成
の地協的共同、⑦民医連組織を守る、をミニマ
ム案として提起し実践を強めてきました。また、
経営課題に対しても県連経営委員会のミニマム、
地協経営委員会ミニマムを方針として確認し県
連、地協で改善をはかってきました。
今日、２０２０年代の課題（平和、地球環境、人
権を守る運動を現場から地域へ、そして世界に
・健康格差の克服に挑む医療・介護の創造と社
会保障制度の改善・生活と人生に寄り添う切れ
目のない医療・介護の体系と方略づくり・高い
倫理観と変革の視点を養う職員育成の前進）を
さらにすすめる上で、県連活動の強化は必須で
す。すべての県連が標準的に確立する機能とし
て県連機能ミニマム（案）を「県連の備えるべ
き ７つの役割」として各県連の機能強化の方針
とします。
県連機能強化にとって会長・事務局長の研修
機会を保障していく事が重要です。ひきつづき
県連会長研修、事務局長研修、新任事務局長研
修会を実施します。県連事務局員の学習を充分
に保障しましょう。県連事務局員研修を全地協
単位で開催することをめざします。全日本民医
連事務局への出向を各県連の人事政策に位置づ
けるなど、育成の機会として積極的にとりくみ

ましょう。

３ ）�全日本民医連理事会の機能としての地協の
強化
１９９７年に発生した大阪・同仁会の経営危機の
教訓から全日本民医連理事会として各県連内の
状況把握をより現場際で早期に行うため第３３回
定期総会で「理事会機構としての地方協議会の
設置」を決定、規約改正しました。医師養成の
推進、経営問題の把握による対策、医療・介護
活動の交流などにもとりくんでいます。全日本
民医連理事会の機能として地協の役割を強化し、
それを通じて県連機能を強化することも含め、
理事会と地協運営委員会を軸にとりくみを強め
ます。

⑤全日本民医連創立７０周年記念事業
「コロナ禍を乗り越えて、今つながろう！　
行動しよう！　いのちと人権が守られる平和・
公正な未来へ」をスローガンに、創立７０周年記
念事業にとりくみました。①つながり・つなげ
る（全国、県連、法人・事業所、歴史、未来な
ど）、②楽しく、元気になるように職員、共同
組織がいっしょに参加する、③歴史、民医連綱
領を学ぶ（たたかい、いのちをまもる、憲法を
まもるなど）の ３点を事業の柱にしてきました。
７０周年記念レセプションは、２０２３年 ８ 月１９日に
東京ドームホテルで行い、海外来賓を含め３６０
人が参加しました。当日は２１人の来賓があいさ
つし、川嶋みどりさんが「歴史の岐路に立って
平和と人権を守り抜く責務」をテーマに記念講
演をしました。『無差別・平等の医療をめざして』
『学習ブックレット民医連の綱領と歴史』の追
補を行います。

（ ２）共済会・退職者慰労会

コロナ禍のためスポーツ全国大会はひきつづ
き中止しました。全国スポーツ大会の開催に向
けて整備を行い、ピースリレー、モルック、フ
ットサル、ボウリング、野球、バレーボール ６
つの競技を ３年毎に行うことを決定しました。
新たに採用したモルックの普及にも力を入れま
した。２０２３年度にゲリラ豪雨による水害が多数
発生しました。被害を受けた職員に見舞金を支
給しています。同性婚・事実婚への共済給付に
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ついて検討します。ＬＧＢＴＱの対応としてサ
ポートを考える視点から、共済給付の約款を見
直します。全国スポーツ大会の実施に向けて各
スポーツ委員会を開催していきます。共済活動
交流集会やブロック実務研などをＷＥＢ会議で
の開催から集合しての開催へと切り替えていき
ます。各県支部、ブロックでの積極的な参加を
お願いします。
２０２２年 ４ 月より退職者慰労金制度改定を行い
ました。長く民医連で働く職員が増えているこ
と、職員数が現状維持から減少傾向になったこ
とが原因です。ひきつづき退職慰労金制度存続
のためのシミュレーションを続けていきます。

（ ３）乳腺外科医師冤罪事件の全国支援

乳腺外科医師冤罪事件では、２２年 ２ 月に最高
裁判所は ２審の有罪判決を破棄、東京高等裁判
所に差し戻しました。今年、高等裁判所で公判
が開始されれば早期に判決が出される可能性が
予想されます。無罪判決を求める署名は ４万筆
提出されています。外科医師は無罪です。医師
とその家族の人権を守り、医療現場の萎縮を招
かないために、外科医師を守る会への支援を一
層強化し、無罪を勝ち取りましょう。

（ ４）国際活動

２５の声明、要請書を世界に発信をしました。
『歯科酷書第 ４弾』の英訳版を作成しました。
国際交流では、キューバ大使館よりＩＣＡＰ
（キューバ諸国民友好協会）創立６０周年を記念
したメダルが授与されました。「公共医療と社

会保障のノート」を主管するリムーザン医師（保
健センター養成および医療実践評価全国連盟：
フランス）より民医連のコロナに関するとりく
みのレポートを依頼され、雑誌に掲載されまし
た。韓国からは７４人が来日し、交流を再開しま
した。民医連７０周年レセプションに参加をした
健康社会のための歯科医師会（健歯）と民医連
歯科部にて日韓の歯科医療について懇談を行い
ました。また、緑色病院は２０周年を迎え日本か
ら記念式典に参加しています。
非核化・平和のための国際交流、国連経済社
会理事会（ＥＣＯＳＯＣ）（※注）への事業報
告を準備します。世界的な格差と貧困のひろが
り、そのなかでの経済大国である日本の現場か
ら、民医連の各種の調査活動について知らせる
活動は極めて大きな意義を持ちます。ひきつづ
き声明や調査報告を英訳し発信をしていきます。
国際交流は、緑色病院、韓国社医連などの交流
やこれまでの友好団体・個人と豊かにとりくみ
ます。フィールド学習の場として、医療視察、
平和と戦争の歴史を学ぶ企画をひきつづきとり
くみます。

（ ５）広報の改善

民医連の活動、方針を内外に知らせるため公
式Ｘ、Facebook、インスタグラムを開設して情
報発信、ホームページ改善にも着手しました。
記者発表を１６回行いました。各県連で独自に行
った記者会見が地元テレビ、新聞で報道される
ことも増えました。ひきつづきＳＮＳ発信の強
化、記者会見の援助などにとりくみます。
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おわりに

岩手県旧沢内村は、１９６０年に日本で初めて高
齢者医療を無料化、翌年にはその年齢を引き下
げるとともに、乳幼児医療無料化を実施しまし
た。故深沢晟

まさ お

雄村長の言葉です。「本来、国民
の生命を守るのは国の責任です。しかし、国が
やらないのなら、わたしがやりましょう。国は
必ず後からついてきますよ」。合併し西和賀町
となった今も、収入により医療費の自己負担を
無料にするなど、旧沢内村の生命尊重の精神は
受け継がれています。次回の第４７回総会はその
岩手県で開催します。
平和でいのちが大切にされる社会のために、
憲法の理念の実現が今ほど求められているとき
はありません。川嶋みどりさん（日本赤十字看
護大学名誉教授）は、全日本民医連７０周年記念

の講演でこう語りかけました。「誰もが尊厳あ
る生をまっとうして生きぬくために、医療・看
護・介護は、その知と技術を駆使すべきです。
いのちとくらしを脅かす健康障害、自然災害、
感染症パンデミック、そして最大最悪の戦争、
そのすべてに直面している今だからこそ、私た
ちに何ができるか真剣に問われているのです。
平和と人権のために憲法を守りぬき、民医連綱
領の目標を普及することが人びとの尊厳あるい
のちとくらしの実現に通じる道です」。
憲法の理念を生かす社会をめざし、民医連７０
年の歴史を確信に、仲間を大切にし、共同を大
きくひろげ、前にすすんでいきましょう。

 以　上
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用 語 解 説用 語 解 説

第４６回定期総会運動方針

はじめに

周縁化された人びと

女性、高齢者、障害者、外国人、性的マイノ
リティーなど、社会的・経済的に疎外された状
態にある人びとのこと。差別や偏見にさらされ、
政治システムからも追いやられて、雇用や教育、
医療に平等につながる機会を奪われてしまう。
周縁化とは、英語の marginalizedの日本語訳で、
語源は margin（「余白」の意）。

「ケアの倫理」

人は誰もが生きていく上で他者のケアを必要
とする存在であるという視点から、ケアのしく
みをはじめ、社会や政治・経済、民主主義のあ
りかたなどを根本的に見直すことをめざす考え
方。

第 １章

「日本に、民医連があってよかった」

全日本民医連の７０周年に寄せて、武田裕子さ
ん（順天堂大学大学院教授）から寄せられたメ
ッセージのなかの言葉。大学で健康の社会的決
定要因（ＳＤＨ）を教育するとき、その意義が
説得力をもって伝わるのは、路上生活者や仮放
免の外国人に無料低額診療事業で向き合い、「気
になる患者訪問」で中断患者も親身に支援する
民医連の存在があるからだ、と激励を受けた。
『民医連医療』№６０９／２０２３年 ６ 月号に全文掲載。

東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）

１９６７年に結成された、東南アジア１０カ国から
なる地域協力機構。かつて加盟国がベトナム戦
争で戦い合った深い反省のもと、年間１０００回以
上の話し合いを積み重ね、東南アジアを戦争の
心配のない平和の共同体へと変えてきた。

国連憲章

第二次世界大戦による惨害を終わらせるため
に１９４５年 ６ 月２６日、サンフランシスコで開かれ
た「国際機関に関する連合国会議」に集まった
５０カ国の代表が署名したもので、国際平和と安
全の維持を第一に掲げる国連の基本文書。国際
連合加盟国の権利や義務を規定するとともに、
国連の主要機関や手続きを定めており、前文と
全１９章、１１１条からなる。

「医療・介護活動の ２つの柱」

第 １の柱：「貧困と格差、超高齢社会に立ち
向かう無差別・平等の医療・介護の実践」、第
２の柱：「安全、倫理、共同のいとなみを軸と
した総合的な医療・介護の質の向上」。この ２
つの柱を具体化し、日常的に実践していくこと
が求められている。

ケア労働

家事、育児、医療・介護などのケアにかかわ
る労働をさす言葉。ケア労働は圧倒的に女性が
担っており、その多くは賃金、労働条件など低
く抑えられ、ジェンダー平等の視点からも改善
が求められる。家庭内においても家事や育児、
介護などの役割の多くは女性が担っている現状
がある。

生活と労働の視点

疾病には個人の生物学的要因のみならず、社
会的要因が大きくはたらいている。家庭の経済
状態や住宅、家族との関係をはじめ、住んでい
る地域の環境、職場の労働実態や労働条件など
が、疾病の原因や治療の条件を大きく左右する。
民医連は、患者を「生活と労働の場」でとらえ、
患者とともに治療や療養の条件を狭めるあらゆ
る要因を取り除く「目とかまえ」を大事にして
きた。

共同のいとなみ

医療・福祉における権利の主体は患者・住民
にあり、その権利（健康権）を全面的に行使す
ることを医療・介護・福祉従事者が専門的に援
助し、患者、家族がいっしょに疾病とたたかう
ことと、そうした医療を保障するためにともに
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運動をすすめるという、 ２つの意味がある。

健康の社会的決定要因（ＳＤＨ）

Social Determinants of Healthの略。健康は、
遺伝子や生活習慣だけでなく、その人の社会経
済的な地位をはじめとする社会的要因によって
も決定されている。世界保健機関欧州地域事務
局は、１９９８年に「Solid Facts（確かな事実）」を
公表し、２００３年には第 ２ 版を出した。「Solid 
Facts」では社会的決定要因として、▽社会格差、
▽ストレス、▽幼少期、▽社会的排除、▽労働、
▽失業、▽社会的支援、▽薬物依存、▽食品、
▽交通をあげ、それらが健康に与える影響を説
明している。

ヘルスプロモーション

ヘルスプロモーションとは、「人びとが、自
らの健康とその決定要因をコントロールし改善
できるようにするプロセス」（ＷＨＯ・バンコ
ク憲章、２００５年）。生活や職場、教育、病院な
どあらゆる場面で住民や地域社会、企業、ＮＰ
Ｏ、自治体などとともに健康なまちづくりを推
進することが求められている。

第 ２章

国際人道法

武力紛争の際に適用される原則や規則を網羅
したもので、そうした事態にあっても人道を基
本原則として掲げ、紛争当事者の行為を規制す
る。文民、負傷者や病人、戦争捕虜のような人
びとの保護について規定し、また軍事作戦を行
う際の手段や方法を規制する。主要な文書とし
ては、１９４９年の「戦争犠牲者の保護のためのジ
ュネーブ諸条約」と１９７７年に締結された二つの
追加議定書がある。

ハマス

イスラム主義のパレスチナ人組織。イスラエ
ルによって軍事封鎖されているガザ地区を統治
している。２０２３年１０月 ７ 日に「パレスチナ人と
聖地の解放」の名目のもと、イスラエルへの大
規模攻撃を行った。現在、イスラエルによる報
復攻撃によって、ガザは人道危機に陥っている。

覇権主義

自国の影響力拡大のために、軍事的、経済的、
政治的に強大な力にものを言わせて他国に介入
し、他国の主権を侵害・支配すること。人類は、
二つの世界大戦の悲惨な体験から１９４５年に国際
連合を創設し、平和の国際秩序の建設を世界的
な目標として提起した。

核兵器禁止条約（ＴＰＮＷ）

２０１７年 ７ 月 ７ 日１２２カ国の賛成で採択された
条約。２０２０年１０月２４日に、批准国が５０カ国に達
した２０２１年 １ 月２２日に発効。２０２４年 １ 月１５日時
点で署名９３カ国批准７０カ国となっている。前文
は核兵器の使用も国際人道法に違反し、二度と
使用されないよう保証するための唯一の方法は、
核兵器の完全廃絶であるとのべている。日本政
府は、アメリカの核抑止が必要という立場に固
執し、署名・批准しない姿勢をとっている。

核抑止論

壊滅的な被害が予想される核兵器を「使うぞ」
と言って脅すことにより、相手に攻撃を思いと
どまらせるという理論。

東南アジア友好協力条約（ＴＡＣ）

ＡＳＥＡＮが提唱し、主権尊重・内政不干渉
・武力による威嚇または武力の行使の放棄・紛
争の平和的手段による解決を目的とした条約。
今日のＡＳＥＡＮ平和外交の基軸となっている。

「ＡＳＥＡＮインド太平洋構想�
� （ＡＯＩＰ）」

ＴＡＣの主権尊重・紛争の平和的解決といっ
た原則を、ＡＳＥＡＮと各国の間にとどめず、
東アジアの全域にひろげ、さらには中国とアメ
リカ、ロシアと日本など ８カ国同士のあいだに
つくりあげようとする平和構想。

ＡＬＰＳ処理水

福島第一原発事故で溶け落ちた核燃料（デブ
リ）の冷却で使用した放射能汚染水から、放射
性物質を除去する多核種除去装置で処理した水
のこと。ただしトリチウム（放射性水素）は除
去不可能で、その他基準値以下とされる６２核種
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の放射性物質も含んだまま海洋放出されている。

「化石賞」

環境ＮＧＯ気候行動ネットワークが、国連気
候変動枠組み条約締結国会議（ＣＯＰ）の会期
中、地球温暖化対策に消極的な国に対し、非難
や皮肉を込めて授与する賞のこと。２０２３年のＣ
ＯＰ２８において日本は、２０３０年まで石炭火力を
電源構成比１９％も使い続け、石炭火力の廃止期
限も示されていないと指摘され、 ２度目の受賞
となった。

ＢＬＭの運動

ＢＬＭとは「Black Lives Matter」の略語。日
本語ではさまざまに訳されているが、おおむね
「黒人のいのちは大事だ」という意味で、
Livesという語には、いのちだけでなく生活や
生きることを含んで訳されることもある。２０２０
年 ５ 月、 １人の黒人男性が複数の警察官から暴
行され死亡した事件から、ＢＬＭの運動が全世
界で沸き上がった。黒人に対する暴力や人種差
別に反対する運動として、世界各地でＢＬＭに
賛同する人びとが、デモやＳＮＳで＃
blacklivesmatterを付けて発信している。

中核的人権条約を補完する選択議定書

世界人権宣言採択後、国際社会は３０以上もの
人権条約をつくった。国連は、そのうち国際人
権規約と ７つの条約（人種差別撤廃条約、女性
差別撤廃条約、拷問禁止条約、子どもの権利条
約、移住労働者権利条約、障害者権利条約、強
制失踪条約）をあわせて、中核的人権条約と呼
んでいる。条約を補完するための選択議定書に
規定されている個人通報制度は、加盟国の国民
が国内で救済されなかった場合に国連に直接通
報し審査を依頼できる制度で、国連は審査結果
を公表して、加盟国に条約を守るよう呼びかけ
ることができる。日本はこの選択議定書につい
て、いずれも批准していない。

「国際セクシュアリティ教育ガイダン
ス」にもとづく包括的性教育

ユネスコの同ガイダンスが掲げている ８つの
キーコンセプト（①人間関係、②価値観、権利、
文化、セクシュアリティー、③ジェンダーの理

解、④暴力と安全確保、⑤健康と幸福のための
スキル、⑥人間のからだと発達、⑦セクシュア
リティーと性的行動、⑧性と生殖に関する健康）
を、くり返し学び続けていくのが「包括的性教
育」。年齢・成長に即し、科学的・人権的・包
括的でジェンダー平等を基盤とし、徐々に進展
して変化をもたらし、健康的な選択のためのラ
イフスキルを発達させる内容が経年的に提供さ
れる。「健康とウェルビーイング（幸福や喜び）、
尊厳を実現すること、個々が尊重された社会的、
性的関係を育てていくこと、自分自身の選択が
他者のウェルビーイングにどう影響するのかを
考えること、生涯を通じて権利を守るというこ
とを理解し励ますこと」を目的とする。

「ＬＧＢＴＱ理解増進法」

自民党、公明党案に日本維新の会、国民民主
党による修正で第１２条「すべての国民が安心し
て生活することができることとなるよう、留意
するものとする。この場合において、政府は、
その運用に必要な指針を策定するものとする」
と書き加えられた。これは、多数者の理解が得
られないことを理由に、差別や偏見に苦しむ少
数者の権利保護を後退させることにつながる。

「入管法」改悪

３ 回目以降の難民申請者を原則、送還可能に
すること、退去命令に従わない、逃亡した場合
に刑事罰を科すことなどが盛り込まれ、送還先
で迫害や拘束、いのちを奪われる懸念などが拡
大している。

税金の持つ応能負担の原則と富の再分
配という役割

憲法が定める法の下の平等により、納税の義
務も経済的な能力に応じて税を負担する「応能
負担原則」が日本の税制上の大原則。また、税
は本来、富の再分配の機能を持ち、政府が大企
業や富裕層などに応分の負担を求め、社会保障
の拡充など必要な政策を通じて総所得金額の低
い世帯へと再分配することで、社会的格差を是
正し、貧富の格差を緩和させ、社会的な公平と
活力をもたらす役割を持つ。これらは、憲法２５
条にのっとった「健康で文化的な最低限度の生
活」を実現する役割を持つ。



58 月刊民医連資料　別冊（２０2４年 ４ 月）

「代執行」

地方自治体の事務を国が代わって行う手続き
で、国と地方の関係を「協力・対等」とした
２０００年の改正地方自治法で施行。国のかかわり
が大きい法定受託事務に限って適用される。県
民の民意にもとづき辺野古新基地建設の設計変
更を不承認とした沖縄県の判断を、福岡高裁は、
国の判断こそ公益という論理で地方自治法の本
旨を踏みにじり、国による辺野古新基地建設の
代執行を認める不当判決を出した。

日米安全保障条約（１９５２年発効、１９６０
年改訂）

米軍によるアジア軍事拠点の確保を目的に、
１９５１年サンフランシスコ平和条約と同時に締結。
１９６０年改定時は全国的な反対運動に発展した。
これにより国内に１３４カ所の米軍基地が住宅密
集地につくられ、深刻な住民被害が生じている。
日本の米軍基地から出動する部隊は、ベトナム
戦争やイラク攻撃の拠点となり、世界でも大変
危険な存在となっている。

「日米地位協定」

日米安保条約にもとづいて設置された米軍・
米軍人などの法的地位や、米軍基地運用のあり
かたを定めた協定。本来、憲法を頂点として国
が治められるべきだが、これとは異質な「安保
法体系」というもう一つの法体系が存在してお
り、これが日本の政治の基本的ありかたを左右
している。

第 ３章

ソーシャルアクション

「社会的に弱い立場にある人の権利擁護を主
体に、その必要に対する社会資源の創出、社会
参加の促進、社会環境の改善、政策形成など、
ソーシャルワーク過程の重要な援助および支援
方法の一つである（現代社会福祉辞典、有斐閣
２００３年）」とされている。民医連では第４５回総
会で「『職場からの社保運動』を重視し、人権
を守るソーシャルアクションを」と提起。現場
での「気づき」を出発点として、ＳＤＨの視点
で事例から学びながら、当事者や家族、地域住

民、共同組織、地域の医療機関や介護事業所な
どと連携、協同し、国や自治体への要請や自治
体キャラバン行動などを通して、人権としての
社会保障制度への改善、拡充にとりくんでいる。

共通政策（安保法制の廃止と立憲主義
の回復を求める市民連合）

市民連合は野党 ５党派と政策要望会を開き、
（ １）憲法も国民生活も無視する軍拡は許さな
い、（ ２）市民の生活を守る経済政策、（ ３）ジ
ェンダー平等・人権保障の実現、（ ４）気候変
動対策強化、エネルギー転換の推進、（ ５）立
憲主義にもとづく公正で開かれた政治―の ５項
目を次期衆院選挙に向けた野党の共通政策とす
るよう要望。最大野党の立憲民主党・岡田克也
幹事長は「かねてから次期衆院選に向けて野党
議席の最大化のために各野党と連携し力を合わ
せていくことは何度も表明しており、今回の市
民連合による会合もその趣旨に沿うものだとし
て、今後も参加していく考えだ」とのべている。

無料低額診療事業

低所得者などが経済的な理由により必要な医
療を受ける機会を制限されることのないよう、
医療機関が無料または低額な料金によって診療
を行う事業。社会福祉法にもとづく第二種社会
福祉事業として実施するものと、法人税法の基
準にもとづいて実施するものがある。病院や診
療所の設置主体にかかわらず、第二種社会福祉
事業の届け出を行い、都道府県知事などが受理
をすればこの事業を実施することができる。国
がすすめてきた「医薬分業」の結果、保険薬局
は無料低額診療事業の対象外となり、無料低額
診療事業の利用者でも保険薬局窓口で一部負担
金が発生する。運動によって、無料低額診療事
業の利用者への薬代の助成を実現した自治体も
ある。

無権利状態におかれた非正規滞在の外
国人

何らかの事情により在留資格がなくなった外
国人は、基本的に国民皆保険制度や生活保護制
度などのあらゆる社会保障制度から除外され、
基本的人権が保障されていない。また、いっさ
いの就労や入管施設の許可がない県外への移動
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なども禁止されている。そのため、体調を崩し、
医療が必要となった場合には、医療費の支払い
が困難となり、いのちを落としかねない危機に
常にさらされている。また、母国に帰国すれば、
内戦や宗教上の理由でいのちを落としかねない
ケースや、すでに日本に長期間滞在し母国に生
活基盤がないケースなど、帰国したくてもでき
ないさまざまな事情をかかえている。

「生活保護基準引下げ違憲訴訟（いの
ちのとりで裁判）」

政府は、２０１３年 ８ 月から ３回にわたり生活扶
助基準（生活保護基準のうち生活費部分）につ
いて平均６.５％、最大１０％の引き下げを強行した。
これに対して、憲法が保障する健康で文化的な
最低限度の生活を保障する憲法２５条に違反する
として、全国２９都道府県で１０００人を超える人が
裁判を起こした。これまで、全国１３の地裁・高
裁で生活保護基準引き下げは憲法違反との判決
が出されている。また、２０２３年１１月には、名古
屋高裁で初の国家賠償を命じる判決が出された。
原告には高齢者・傷病者が多く、一刻も早い解
決が求められている。

国保４４条、７７条の活用

国民健康保険法第４４条では、「保険者は、特
別の理由がある被保険者で、（中略）一部負担
金を支払うことが困難であると認められるもの
に対し、」病院などでの一部負担金の免除、減額、
徴収猶予の措置を取れると規定されている。災
害による世帯主の死亡や資産の損害、農作物の
不作や不漁による収入減、事業の休廃止、失業
等による収入減などで減免されるが、基準や条
件は自治体が独自に要項を作成し運営する。担
当者の制度への認識不足、手続きの煩雑さ、恒
常的な困窮での適用が認められないなど、現状
では利用しづらく改善が求められる。
また、国民健康保険法第７７条は、「市町村は、
条例又は規約の定めるところにより、特別の理
由がある者に対し、保険料を減免し、又はその
徴収を猶予することができる」と定めている。
この規定に基づいて、一般会計からの法定外繰
入を使って、低所得者世帯、子ども、ひとり親、
障害者などを対象とした減免制度を実施してい
る自治体や、国保会計に積み立てられた基金や

剰余金を使って減免制度を実施している自治体
もある。

原発ゼロ基本法

２０１８年に立憲民主党・共産党・社民党などが
「原発廃止・エネルギー転換を実現するための
改革基本法案」を衆議院に提出。原発事故の反
省から、国の原発政策の誤りを認め、原発廃止、
省エネや再生可能エネルギーへの転換による持
続可能な社会を実現する責務があると明記。そ
して原発廃止・エネルギー政策転換の実現は、
未来への希望であると宣言した。しかし自民党
と公明党が難色を示し、一度も審議されること
なく廃案となった。

避難者検診

東京電力福島第一原発事故により避難した人
たちの健康被害や被ばくの不安、避難生活の困
難に応えるとりくみとして、全国各地で実施。
甲状腺エコー検診をはじめ、さまざまな相談に
乗り、原発事故避難者に寄り添う活動を展開。
全日本民医連は、福島県の双葉町と浪江町から
避難者検診を受託し、とりくんでいる。

国際生活機能分類（ＩＣＦ）

国 際 生 活 機 能 分 類（ICF：International 
Classification of Functioning, Disability and 
Health）は、２００１年 ５ 月にＷＨＯ総会で採択さ
れた。ＩＣＦの前身であるＩＣＩＤＨ（国際障
害分類、１９８０）が「疾病の帰結（結果）に関す
る分類」であったのに対し、ＩＣＦは「健康の
構成要素に関する分類」であり、新しい健康観
を提起するものとなった。生活機能上の問題は
誰にでも起こりうるものなので、ＩＣＦは特定
の人びとのためのものではなく、「すべての人
に関する分類」である。ＩＣＦの目的：「生き
ることの全体像」についての「共通言語」ＩＣ
Ｆの目的を一言でいえば、「〝生きることの全体
像〟を示す〝共通言語〟」である。生きること
の全体像を示す「生活機能モデル」を共通の考
え方として、さまざまな専門分野や異なった立
場の人びとの間の共通理解に役立つことをめざ
している。
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「地域密着型多機能病院」

もともとは日本病院会の造語。また、日本慢
性期医療協会前会長の武久洋三氏なども提言し
ている。２０４０年に向けて中小病院が地域の入院
医療の中核となり、かつ地域包括ケアシステム
においても中心的な役割を果たすべきであると
提言している。

選定療養費

健康保険法の一部を改正する法律において、
２００６年１０月より従前の特定療養費制度が見直さ
れ、保険診療との併用が認められる保険外併用
療養費制度が創設された。「選定療養」はその
一つである。「選定療養」の種類には差額ベッ
ド代、予約診療、時間外診療などがある。なか
でも大病院の初再診にかかる選定療養について
は、２０１５年に紹介状なしで特定機能病院および
５００床以上の病院を受診する場合などには、原
則的に定額負担を求めるとされた。その後２０２２
年には２００床以上の地域医療支援病院と紹介受
診重点医療機関にも対象がひろげられ、定額負
担額も引き上げられた。

チーム・ミナマタ

全日本民医連四役直轄の委員会として２０１９年
３ 月にチーム・ミナマタが発足した。発足に至
る経過として、学術団体である日本神経学会が
環境省の求めに応じた「メチル水銀中毒症に係
る神経学的知見に関する意見照会に対する回
答」の内容が、神経症候の変動や遅発性発症な
どを否定し、医学的根拠なく国の主張を擁護し
たことへの撤回要求が始まり。民医連が行って
きた長年の現地調査で得られた疫学調査の結果
や実際の水俣病患者の診療の事実とは大きくか
け離れた内容であったことに対して、民医連内
の神経内科医師および水俣病の診療にかかわっ
てきた医師とそのスタッフを中心に構成された
メンバーが、水俣病をはじめとするメチル水銀
中毒症の事実の追求とその患者救済のとりくみ
を支援している。

共通診断書

水俣病患者の治療や研究に長くかかわってき
た原田正純医師（故人）、藤野糺医師や高岡滋

医師（チーム・ミナマタ委員長）らを中心に作
成された。神経内科診察の基本や標準的な医学
診断の手続きにのっとりつつも、これまでに積
み重ねられてきた水俣病研究の成果などから得
られた慢性水俣病の特徴を踏まえて、迅速かつ
正確に水俣病の病態の有無と程度を記述し、他
疾患に関する考慮も反映できるように整理され
ている。共通診断書ができたことにより、検診
項目が限定されると同時に患者の負担が軽減さ
れ、診断書の記載項目が統一されて診断の公平
性もはかられるようになった。ノーモア・ミナ
マタ国賠訴訟の １次訴訟や ２次訴訟でも証拠と
して採用されている。

「民医連の介護・福祉の理念」

２０１２年１２月の理事会で確認されて以降、日常
のケア実践や職員養成のとりくみ、介護ウエー
ブなどをはじめ、介護・福祉分野の活動の礎と
なってきた。綱領の実現と憲法が輝く社会をつ
くるために、地域に生きる利用者に寄り添い、
その生活の再生と創造、継続をめざすことを掲
げ、「利用者のおかれている実態と生活要求か
ら出発する」、「利用者と介護者、専門職、地域
との共同のいとなみの視点をつらぬく」、「利用
者の生活と権利を守るために実践し、ともにた
たかう」という「 ３つの視点」を土台に、「無
差別・平等の追求」、「個別性の追求」、「総合性
の追求」、「専門性と科学性の追求」、「まちづく
りの追求」の「 ５つの目標」を示している。

看多機

看護小規模多機能型居宅介護。市町村が管轄
する地域密着型サービスのひとつ。訪問看護と
小多機（小規模多機能型居宅介護）を組み合わ
せたサービス事業で、「通い」「泊まり」「訪問
介護」「訪問看護」の機能を備えている。看護
・介護を一体的に２４時間３６５日提供することで、
住み慣れた自宅での療養をささえる。

歯科酷書

全日本民医連歯科部では、リーマンショック
をきっかけとした格差と貧困の拡大が口腔に影
響をおよぼした状態を「口腔崩壊」と表現し、
口から見える格差と貧困を『歯科酷書』として
２００９年に歯科酷書第 １弾を発行した。その後も
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２０１２年に『格差と貧困が生み出した口腔崩壊（歯
科酷書第 ２弾）』、２０１８年に『なぜ「口腔崩壊」
は減らないのか口腔崩壊の社会的責任と問う
（歯科酷書第 ３弾）』、２０２２年に『口腔崩壊は自
己責任ですか？コロナ禍での、つながる、つな
げる、人権としての歯科医療（歯科酷書第 ４弾）』
を発行し、口から見える格差と貧困の実態とな
くならない健康格差を訴えてきた。

「社会的共通資本（コモン）」

宇沢弘文氏（東京大学教授）が提唱した概念。
「社会的共通資本（Social Common Capital）」は、
地球環境や社会環境を、誰かのものではなく人
類の共有財産＝公共財（コモン）と捉える。病
院や介護事業所も公共財（コモン）であり、公
共財の役割と力を取り戻すことが、豊かな経済
生活をいとなみ、優れた文化を展開し、人間的
に魅力ある社会を安定的に維持することを可能
にする。

「基礎的課題」

基礎的課題とは①民医連統一会計基準への準
拠、②民医連事業所独立会計制度の確立と実践、
③中長期の利益・資金計画の確立とそれにもと
づく必要利益認識をさす。

中長期経営計画（利益・資金計画）

おおむね ５～１０年程度の将来的な経営見通し
を客観的な数値で示し、作成した計画。「中長
期経営計画」は経営の羅針盤として、経営実績
の評価や分析、予算編成の考え方、将来的な経
営見通しなど、常に根本に据えるべきものであ
る。医療・介護の事業構想と結びついたもので
なければならず、事業構想のない経営計画・予
算ではまったく実効性がない。事業構想と中長
期経営計画が有機的に結びつき、双方向から相
互検証されてこそ、現実の経営に生かされるも
のとなる。詳細は「予算管理テキスト」を参照
のこと。

「育ちあいの職場づくりに必要な ８つ
の視点」

①いつも患者・利用者、人権を守ることが中
心にすわっている。事例からの学びを大切にし
ている職場である、②職場の使命や目標が明確

になっている。職場の誰に聞いても目標や課題
について共通の認識を持っている、③決めたこ
とをやり抜くことが重視され、やったことがき
ちんと評価される、④地域、職場、現場の状況
や出来事がリアルかつタイムリーに共有され話
題になっている、⑤現状変革の志がある、一人
ひとりの職員に「もっと～したい」「～を良く
したい」という思いがある、⑥思いやりと率直
な相互批判にもとづく信頼と規律がある、⑦個
人の責任と集団の責任が明確になっている、⑧
学習が重視されている、絶えず学ぶ雰囲気があ
り、一人ひとりの成長に向けて援助し励まし合
っている。

「職場管理者の ５つの大切」

①職場づくりの「夢をかたちに」（「育ちあい
の職場づくり ８つの視点」（※別途解説）を基
本に中期的構想、年度方針と目標をもつなど）、
②学ぶ機会の保障、③職場会議の開催と充実、
④学習と民医連新聞の活用、⑤管理者の集団化
と団結（情報と課題の共有や意思統一など）。

心理的安全性

「率直に発言したり懸念や疑問やアイデアを
話したりすることによる対人関係のリスクを人
びとが安心して取れる環境のこと」（エイミー
Ｃ・エドモンドソン）。「心理的安全性」の高い
職場では、職員のコミュニケーションが活発に
なり、離職の減少のみならず、業務が効率化し
たり、新しい工夫が生まれたり、医療事故のリ
スクも減少するという効果がみられ、ハラスメ
ントをなくすためにも重要。

マイクロ・アグレッション（ＭＡ）

人種や性別、性的指向・性自認などのマイノ
リティー（少数派）に対する無意識の偏見（ア
ンコンシャス・バイアス）で行われる、「日常
的な侮辱や見下し」のこと。差別する意図がな
い会話や褒めたつもりの言動（女性なのに○○
できてすごい。日本語お上手ですね、など）、
組織のありかたや制度（重要な役職は全員男性、
多様性に配慮のない施設など）も含まれる。マ
イクロ・アグレッションを受けた人は、怒るべ
きか思い悩み、相談もしづらく、日常的にくり
返されるため、あからさまな差別よりも心身へ
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の影響は大きいとも言われる（認知機能への影
響やパフォーマンス低下など）。ＭＡを知るこ
とは、自らの偏見や特権、社会の不公正に気づ
くチャンスでもある。

「人が育つ組織」の特徴として ５点

「職員育成指針２０２１年版」第 １章の ３「人が
育つ組織とは～民医連職員の成長の契機」では、
全日本民医連職員育成部の調査（２０２０年１２月か
ら２０２１年 １ 月）にもとづき、次の ５点が大事な
事柄としてキーワードが示されています。①「仲
間との出会い・育ちあい」、②「知識・技術の
獲得（学習）」、③「民医連医療・介護の理念と
実践、運動（たたかい）」、④「役割発揮と評価」、
⑤「安心でき成長できる職場（組織）」。

７ つの具体的指針

「職員育成指針２０２１年版」第 ２章「民医連に
おける職員育成の具体的指針」では、「担当す
る委員会・部署の役割がきわめて重要であると
同時に、職員育成の責任はトップ幹部集団にあ
り、組織の根本にかかわる課題として位置づけ
たとりくみが大事」として、次の ７つの具体的
指針を提起している。（ １）各職場を職員育成
の拠点に～職場教育と職場づくり、（ ２）多職
種協働による育成と各職種のとりくみ、（ ３）
全職員を対象にした制度教育、（ ４）地域との
かかわりのなかでの職員育成、（ ５）青年職員
の育成、（ ６）トップ幹部の育成、（ ７）職員育
成活動の推進体制。

事業継続計画（ＢＣＰ）

Business Continuity Plan。災害などリスクが
発生をしたときに重要業務が中断しないように、
また万が一事業活動が中断した場合でも、目標
復旧時間内に重要な機能を再開させ、業務中断
に伴うリスクを最低限にするために、平時から
事業継続について戦略的に準備をしておく計画。

政府の医師偏在対策、働き方改革

厚生労働省は、医師不足の解消を求める声に
押され、２００８年以降、医学部定員の増員をはか
ったが、依然として医師不足、地域偏在・診療
科偏在は解消されておらず、医学部地域枠制度、
初期研修医定員、新専門医制度定員などを利用

した偏在対策に終始している。そのため医師数
の十分な増員をはからないまま医師の働き方改
革などが強行され、地域医療の現場に困難がし
わ寄せされている。

医学部地域枠プログラム辞退者への高
額な違約金制度

卒業後に特定の地域や診療科で診療を行うこ
とを条件とした医学部医学科の入試選抜枠で入
学した学生は、都道府県から奨学金の貸与を受
けている場合、卒業後、都道府県の指定する地
域で一定の年限職務に従事することにより返還
免除される。しかし、途中で離脱した場合に高
額な違約金制度を設けている都道府県があり、
山梨県では地域枠の学生が医師免許取得後、指
定する地域で ９年間働く約束を守れず離脱した
場合、奨学金とは別に最大８４２万円の違約金を
設けている。消費者機構日本は２０２３年１１月、山
梨県の高額な違約金を求める制度は消費者契約
法に違反して無効だとし、提訴した。

人権としての「医療アクセス」が保障
される社会の実現を目指す決議

日本弁護士連合会は、２０２３年１０月に開催した
第６５回人権擁護大会で、「人権としての『医療
へのアクセス』が保障される社会の実現を目指
す決議」を確認した。決議は、１９８０年代から続
く日本の医療費抑制政策からの転換が必要だと
提起し、過疎地域を中心とした医師・看護師等
の不足や偏在の解消、その労働環境の改善をは
かるために、さらなる施策を講じることを求め
ている。

５００―２００―１００の実現をめざす活動

第４１回定期総会にて提起された「新卒医師
２００人受け入れ、奨学生集団５００人」をめざす運
動方針が起点。医師確保と養成を前進させるこ
とと、継続的に研修医を受け入れて研修医定数
枠フルマッチを展望できる組織となることは、
民医連の将来を左右する課題として運動を開始。
ロードマップはその目標数を経年的に定めたも
ので、２００人の研修医を２０２１年 ４ 月の受け入れ
時点で達成し、その基本となる奨学生集団を
２０１９年の新歓期に５００人の峰に達することと明
記した。その後、第４３期第 ３回評議員会にて、
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２００人の研修医のうち１００人が、民医連事業所も
しくは連携施設の後期研修プログラムを選択す
ることを目標と提起。この目標数値から
５００­２００­１００と呼んでいる。

奨学生 １・ ２・ ３大作戦

２０２３年度全日本民医連医学生委員長会議問題
提起で、今後の奨学生獲得に向けた運動として
提起された。各県連の奨学生空白学年が多いこ
とから、まずは １学年 ０人を克服し、その学年
に「 １人」の奨学生を獲得すること。さらに基
幹型臨床研修病院を有する県連は １学年に最低
「 ２人」、そして学生は集団で成長することか
ら「 ３人」の奨学生集団とすることを提起した。

１１のアクション

２０２３年 ９ 月に開催した研修委員長・プログラ
ム責任者会議で、医師研修に関わる１１のテーマ
別分科会を開催し、テーマ毎に明日から実施で
きるＡｃｔｉｏｎ ３カ条を検討した。１１のテー
マは、①大規模研修病院で民医連を満喫できる
研修のあり方、②初期臨床研修の外来研修をブ
ラッシュアップする方法、③ＴＹ研修のブラン
ド化のための工夫、④初期研修から専門研修へ
の継続のためにできること、⑤魅力ある総合診
療専門研修の創造のための方策、⑥魅力ある内
科専門研修の創造のための方策、⑦いったん外
で専門研修を行ってから、戻って働いてもらう
ためにできること、⑧研修医の働き方改革と働
き甲斐の創出のために、⑨指導医のやりがいと
レベルアップのために、⑩求められる研修担当
事務のあり方は、⑪研修病院を持たない県連・
病院での医師確保を進めるために。

特定行為

診療の補助であり、看護師が手順書により行
う場合には、実践的な理解力、思考力および判
断力、並びに高度かつ専門的な知識および技能
が特に必要とされる行為のこと。現在、特定行
為として定められているのは３８項目（脱水症状
に対する輸液による補正、褥（じょく）瘡（そ
う）の治療における血流のない壊（え）死（し）
組織の除去など）。看護師が特定行為を手順書
によって実施する場合には、当該特定行為区分
の特定行為研修を修了することが定められてい

る。手順書とは、医師または歯科医師が看護師
に診療の補助を行わせるために、その指示とし
て作成する文書であり「看護師に診療の補助を
行わせる患者の病状の範囲」「診療の補助の内
容」などが定められているもの。

健康サポート薬局

厚生労働大臣が定める薬剤師の資質、薬局の
施設など一定基準を満たしていることを都道府
県知事に認められた薬局。かかりつけ薬剤師・
薬局の機能として、薬の調剤だけでなく、市販
薬や健康食品などに関する相談に応じる。また、
介護や食事・栄養摂取に関する相談もでき、地
域の人の健康をより幅ひろく、積極的にサポー
トする。２０１６年 ４ 月 １ 日より開始。

民医連事務集団「 ３つの役割」

第４２期第 ３回評議員会「事務職員育成の新た
な前進をめざして」のなかで提起された。①正
確な実務と統計・情報管理を担い、それを通し
て全職員参加の医療・介護事業と経営の前進に
貢献すること、②無差別・平等の医療と介護の
深化、発展のために、民主的な多職種協働と人
づくりをささえること、③日本国憲法の立場か
ら平和と社会保障拡充の運動を積極的にすすめ、
共同組織とともに安心して住み続けられるまち
づくりの活動の推進者となること。

ＬＩＦＥ

Long­term care Information system For Evidence
（科学的介護情報システム）の略。２０２１年 ４ 月
の介護報酬改定のなかで運用が開始された。事
業所がデータを提出し、フィードバックを受け
てＰＤＣＡサイクルを推進することにより、介
護の質の向上をはかることを目的とする。

ＭＭＡＴ

Min­iren Medical Assistance Teamの略。民医
連にとって災害救援活動は、「困ったところに
民医連あり」の綱領の精神にもとづくもの。Ｍ
ＭＡＴは民医連のなかの「災害に強い」集団で、
災害発生時に救援活動がスムーズに実施できる
よう、対策本部と支援者を援助する。
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ＤＭＡＴ

Disaster Medical Assistance Teamの略。災害時
急性期に活動ができる機動性を持つ、トレーニ
ングを受けた医療チーム。阪神淡路大震災の教
訓から、避けられる災害死をなくすとりくみの
一環として設置された。主に急性の災害医療支
援を担当し、日本ＤＭＡＴ（厚生労働省）と都
道府県ＤＭＡＴ（各都道府県）などがある。

志賀原発

石川県志賀町に立地する北陸電力の原子力発
電所。 １号機・ ２号機ともに２０１１年度より運転

を停止している。２０２３年 ３ 月に、原発直下の断
層は活断層でないとする調査結果が出されたが、
能登半島沖地震では設計上の想定を超える揺れ
を観測し、変圧器破損による油の漏出・外部電
源の一部喪失といったトラブルが生じた。

国連経済社会理事会（ＥＣＯＳＯＣ）

国際連合の主要機関のひとつで、経済および
社会問題全般に関して必要な議決や勧告などを
行いる。国連憲章で定められているＮＧＯ参加
のための公的な体系をもった唯一の国連機関。
民医連はＥＣＯＳＯＣの協議資格を取得してい
る。
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黒
字
法
人
数

2012 52 24 2 21 24 123
2013 44 15 1 18 23 101
2014 45 22 2 20 23 112
2015 47 19 2 18 24 110
2016 38 15 1 19 20 93
2017 43 18 2 18 24 105
2018 46 19 3 21 21 110
2019 44 19 3 14 19 99
2020 54 20 3 20 16 113
2021 61 24 3 21 21 130
2022 56 22 3 18 20 119

赤
字
法
人
数

2012 11 3 1 7 10 32
2013 19 12 2 10 11 54
2014 18 5 1 8 11 43
2015 16 8 1 10 10 45
2016 24 12 2 7 8 53
2017 19 9 1 9 4 42
2018 16 7 0 6 8 37
2019 18 8 0 12 8 46
2020 8 7 0 6 11 32
2021 1 3 0 5 6 15
2022 6 5 0 7 7 25

2012年度黒字法人率 82.5 88.9 66.7 75.0 70.6 79.4
2013年度黒字法人率 69.8 55.6 33.3 64.3 67.6 65.2
2014年度黒字法人率 71.4 81.5 66.7 71.4 67.6 72.3
2015年度黒字法人率 74.6 70.4 66.7 64.3 70.6 71.0
2016年度黒字法人率 61.3 55.6 33.3 73.1 71.4 63.7
2017年度黒字法人率 69.4 66.7 66.7 66.7 85.7 71.4
2018年度黒字法人率 74.2 73.1 100.0 77.8 72.4 74.8
2019年度黒字法人率 71.0 70.4 100.0 53.8 70.4 68.3
2020年度黒字法人率 87.1 74.1 100.0 76.9 59.3 77.9
2021年度黒字法人率 98.4 88.9 100.0 80.8 77.8 89.7
2022年度黒字法人率 90.3 81.5 100.0 72.0 74.1 82.6
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病院 医科診療所 歯科施設 その他事業所 職員数
2004年 152 511 111 908 56,773
2006年 154（＋ 2） 522（＋11） 116（＋5） 977 （＋69） 62,287 （＋5,514）
2008年 151（－ 3） 523（＋1） 111（－5） 1,000 （＋23） 65,101 （＋2,814）
2010年 147（－ 4） 525（＋2） 111（±0） 1,018 （＋18） 67,754 （＋2,653）
2012年 143（－ 4） 520（－5） 113（＋2） 1,041 （＋23） 73,703 （＋5,949）
2014年 143（± 0） 509（－11） 114（＋1） 1,088 （＋47） 77,456 （＋3,753）
2016年 141（－ 2） 504（－5） 115（＋1） 1,084 （－ 4） 80,833 （＋3,377）
2018年 142（＋ 1） 497（－7） 120（＋5） 1,075 （－ 9） 82,330 （＋1,497）
2020年 142（± 0） 489（－8） 120（±0） 1,071 （－ 4） 82,807 （＋477）

2022年 142（± 0） 486（－3） 120（±0） 1,052 （－19） 83,619 （＋812）

2024年 143（＋ 1） 479（－7） 119（－1） 1,033 （－19） 82,154 （－1,465）
＊事業所数は毎年 1月末現在加盟数
＊職員数は前年10月 1 日時点
＊歯科施設は、医科との併設を含みます。

全日本民医連組織概況　20年間の推移 （　 ）内は対前年差
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※～90年は「民医連現勢調査」、95年以降は「経営実態調査」より
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仲間増やしと構成員現勢（２０２２.１.１３暫定値） 「いつでも元気」 参考指標

単位 ２０２３年度
拡大目標

２０２３年度末
到達目標

今年度累計増減（２０２３年 ４ 月〜１２月） 現勢（２０２３
年１２月末）

最新号２０２４年 １ 月 ６ 日締 職員一人あたり部数
拡大数 減数 純増 ２０２３年 ２ 月号 ２０２４年 ２ 月号 増減 正職員数 対比

　北海道　 人 ２,４６４ ６,３４３ ▲ ３,８７９ ２３６,４４８ ６,０８４ ５,８２１ ▲ ２６３ ４０３７ １.４
　青　森　 人 ４,６００ １０８,７９３ １,９２９ ２,９８２ ▲ １,０５３ １０４,１６８ ８２９ ７９９ ▲ ３０ １７２５ ０.５
　岩　手　 人 １,２００ ２６,６２２ ２５８ ３８０ ▲ １２２ ２５,４０９ ２０１ １８５ ▲ １６ ４１５ ０.４
　宮　城　 両方 ８８９ ２,２６７ ▲ １,３７８ ３２,２０７ ２,２２８ ２,０８３ ▲ １４５ １８３３ １.１
　秋　田　 人 ７３ ２５８ ▲ １８５ ４,５２０ １３６ １３８ ２ １０７４ ０.１
　山　形　 人 ２,４７０ １,６３６ ２,３５３ ▲ ７１７ ６９,２０２ ９８１ ９４２ ▲ ３９ １５５１ ０.６
　福　島　 人 ３,３７６ ８０,８４０ ２,５７５ １,９２５ ６５０ ７９,０７３ ３０８ ２９０ ▲ １８ １１４７ ０.３
　茨　城　 両方 １８３ ７５２ ▲ ５６９ １９,１２７ ２８４ ２８１ ▲ ３ ３６４ ０.８
　栃　木　 人 １,０００ １４,０００ ４３５ ９９９ ▲ ５６４ １１,９３４ ８４ ８９ ５ １５２ ０.６
　群　馬　 両方 ３３８ １,０６６ ▲ ７２８ １０２,３９０ ４８３ ４７０ ▲ １３ １７０７ ０.３
　埼　玉　 人 １１,３０２ ６,１３４ ４,２１９ １,９１５ ２４２,８１８ ８０６ ８１６ １０ １６６４ ０.５
　千　葉　 両方 ２９２ １,９８２ ▲ １,６９０ ２８,３６４ １,７８９ １,７１４ ▲ ７５ ９７４ １.８
　東　京　 両方 １,７０５ ５,８５６ ▲ ４,１５１ ２１４,４３０ ５,２００ ５,０５４ ▲ １４６ ６８６１ ０.７
　神奈川　 両方 １,０４４ ２,７０２ ▲ １,６５８ １３０,９２０ １,４５７ １,３７９ ▲ ７８ １７８７ ０.８
　新　潟　 世帯 １,１００ ３６,３１６ ４０９ １,５４６ ▲ １,１３７ ３４,１４８ ５３９ ５４０ １ １３３９ ０.４
　富　山　 両方 １,４００ ２８,２８５ １４７ ５３０ ▲ ３８３ ２５,７０３ ２５６ ２５６ ０ ３６６ ０.７
　石　川　 人 ５１０ ５２,０００ １,０７８ １,３９０ ▲ ３１２ ５１,４６５ １,９７３ １,８９３ ▲ ８０ ９２８ ２.０
　福　井　 人 ３００ ２２,２０８ １５５ ２０９ ▲ ５４ ２１,８６７ ２３４ ２４７ １３ ３０７ ０.８
　山　梨　 世帯 ６００ ２９９ ６３８ ▲ ３３９ １４,４３５ １,０９７ １,０４８ ▲ ４９ １２５２ ０.８
　長　野　 人 １４０,０００ ２,１５５ ３,６４３ ▲ １,４８８ １３９,７７１ ２,３８１ ２,２２１ ▲ １６０ ３２２６ ０.７
　岐　阜　 人 １,２１２ １７,９０７ １９７ ２４７ ▲ ５０ １６,６５１ ６９０ ６７４ ▲ １６ ４３１ １.６
　静　岡　 世帯 １９７ ３４５ ▲ １４８ １５,５０１ ８４２ ８１４ ▲ ２８ ２４５ ３.３
　愛　知　 人 ２,１３３ ７５４ １,３７９ ２１８,３５１ １４０ １３４ ▲ ６ ２３６４ ０.１
　三　重　 両方 １,０００ ３９,２４８ １０７ ２９９ ▲ １９２ ３８,１１７ ５９２ ５７４ ▲ １８ ２８７ ２.０
　滋　賀　 両方 ５００ １１,６００ １３２ １３８ ▲ ６ １０,８２４ ３７６３ ３６２０ ▲ １４３ １４８ ３.３
　京　都　 世帯 １,９３０ １,５６４ １,２８６ ２７８ ５５,２６０ ５１１ ４９１ ▲ ２０ ２１０９ １.３
　大　阪　 両方 ３,３４４ １０,２５７ ▲ ６,９１３ ３４３,１８３ ２,６６７ ２,６９１ ２４ ３０１６ ０.９
　兵　庫　 両方 ７,６７６ １９６,６９９ ２,９２７ ２,９６９ ▲ ４２ １９０,２４３ １,３２９ １,２９３ ▲ ３６ １７８８ ０.７
　奈　良　 人 １,８１４ ３９,５１７ ８０８ １,７０６ ▲ ８９８ ３６,４６８ １,２７２ １,２３７ ▲ ３５ １３８４ ０.９
　和歌山　 人 １,０００ ２４,３０８ ２４４ ２０４ ４０ ２３,３７３ １５７ １４５ ▲ １２ ４１４ ０.４
　鳥　取　 人 １,４８０ ４９,３１５ ６９５ ４,５６５ ▲ ３,８７０ ４４,２９１ ２３０ ２２３ ▲ ７ ６８４ ０.３
　島　根　 人 ２,５６５ ５９,２１９ １,０７４ １,４６８ ▲ ３９４ ５６,５０６ ３３５ ３２８ ▲ ７ １２１３ ０.３
　岡　山　 両方 ５,３８９ ９,８７２ ３,１００ ５,４８７ ▲ ２,３８７ １３８,８９３ ７３９ ７５０ １１ ２２４６ ０.３
　広　島　 人 ５,４００ ４５,８８７ １,８０１ ３,５９３ ▲ １,７９２ ８２,５７２ ２１４ ２０８ ▲ ６ １１９０ ０.２
　山　口　 人 １,０００ ４３５ ３１９ １１６ １８,７８１ ９７ ９３ ▲ ４ ３２１ ０.３
　徳　島　 人 ２,０００ ４６,５０９ ６６０ １,２０９ ▲ ５４９ ４３,８３４ １８５ １７２ ▲ １３ ３９７ ０.４
　香　川　 人 ２,０００ ５０,７３１ ６３２ １,２４９ ▲ ６１７ ４９,０６３ ２１４ ２０１ ▲ １３ ５９２ ０.３
　愛　媛　 人 ３,０００ ４９,４７８ ６０８ １,０４２ ▲ ４３４ ４６,３７５ ３００ ２６９ ▲ ３１ ３７６ ０.７
　高　知　 人 ８００ ４９,８３０ ２２９ ８８２ ▲ ６５３ ４８,９８８ １１０ １０５ ▲ ５ ２０３ ０.５
福岡・佐賀 世帯 ３,３７９ １１０,８３５ １,６９４ １１,５１３ ▲ ９,８１９ ９７,９５１ ４,５０３ ４,４０４ ▲ ９９ ３８８６ １.１
　長　崎　 世帯 ３６３ １１,７０８ １９３ １４０ ５３ １１,３７５ １０９ １０４ ▲ ５ ３６０ ０.３
　熊　本　 人 ２５８ ４８２ ▲ ２２４ １６,６１３ ７０１ ６６６ ▲ ３５ ６２２ １.１
　大　分　 人 １,０００ ５０８ ９９５ ▲ ４８７ ２６,２５９ １３１９ １３００ ▲ １９ ３１４ ２.１
　宮　崎　 両方 １,５００ ４７,０００ ６７２ １,４４２ ▲ ７７０ ４６,７２３ ３９５ ３９１ ▲ ４ ３２６ １.２
　鹿児島　 人 ５,９０４ １７０,２５０ ２,６６７ ３,１４３ ▲ ４７６ １６４,９７０ １,１５６ １,１１１ ▲ ４５ １２５４ ０.９
　沖　縄　 人 ４,０００ １０２,０６２ １,４８１ １,２５３ ２２８ ９８,５０６ ５９１ ５５９ ▲ ３２ １４０２ ０.４

計 １８０,９２４ ２,２３９,４５０ ５２,５５８ ９９,０２７ ▲ ４６,４６９ ３,５２８,０７０ ５０,５１１ ４８,８２３ ▲ １,６８８ ６０,２８１ ０.８
３０１ ３３９ ３８
５６ ５６ ０ ５５ １.０

５０,８６８ ４９,２１８ ▲ １,６５０ ６０,３３６ ０.８
（職員数は２０２３年１０月 １ 日の職員数による）

（年間拡大目標数・到達数は、県連としては数値目標を持っていないところ、あるいは
片方だけきめているところがあります）

個人購読→
全日本→

合計部数→

共同組織関係資料①構成員現勢は２０２４年１月１日現在の数字。月次報告から作成。②『いつでも元気』は２０２４年２月号（２０２４年１月6日締）の数字。保健医療研究所への増減報告書から作成
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年度 加入数 脱退数 実増減数
１９９６年 １５８,７２７ ４９,４９２ １０９,２３５
９７年 １８２,６２３ ７３,８０３ １０８,８２０
９８年 １５８,８７８ ５６,８７５ １０２,００３
９９年 １４７,９０９ ５３,４５５ ９４,４５４
２０００年 １７４,６４１ ５９,２２２ １１５,４１９
０１年 １７５,０２０ ７２,５６１ １０２,４５９
０２年 １５８,１６７ ６３,５４６ ９４,６２１
０３年 １４５,１６０ ６５,０８５ ８０,０７５
０４年 １４９,９３２ ８７,６９６ ６２,２３６
０５年 １５３,４４２ ６５,０６４ ８８,３７８
０６年 １４３,４４１ ４５,０６４ ９８,３７７
０７年 １６４,６９６ ８７,２８２ ７７,４１４
０８年 １６８,１３５ １００,５１８ ６７,６１７
０９年 １５８,１７４ １０７,３２３ ５０,８５１
１０年 １５７,８９５ ９８,９５７ ５８,９３８
１１年 １６２,７１０ １１６,８９０ ４５,８２０
１２年 １６０,５９６ １０９,１１７ ５１,４７９
１３年 １４６,００３ １２３,５６９ ２２,４３４
１４年 １４３,８８０ １０３,９３８ ３９,９４２
１５年 １４７,９４８ ８７,７３４ ６０,２１４
１６年 １２３,２４０ １１５,０２６ ８,２１４
１７年 １１５,８４８ ９９,３８３ １６,４６５
１８年 １０５,０９９ １０１,６２９ ３,４７０
１９年 ８３,２７４ ７１,８４１ １１,４３３
２０年 ７６,８１１ ９１,１４１ ▲１４,３３０
２１年 ８５,０８１ １２０,００７ ▲３４,９２６
２２年 ７６,９１２ １２６,９３５ ▲５０,０２３

共同組織構成員拡大・脱退数（２０２４年 １ 月 ９ 日暫定値）

年間実増 到達部数 活動交流集会
１９９９年 ２ 月号 ２,１６６ ３３,７８３
２０００年 ２ 月号 ６,４６３ ４０,２４６ 第 ５ 回／北海道（１９９９）
０１年 ２ 月号 ２,４５２ ４２,６９８
０２年 ２ 月号 ３,０５９ ４５,７５７ 第 ６ 回／石川（２００１）
０３年 ２ 月号 １,３６２ ４７,１１９
０４年 ２ 月号 ３,６５２ ５０,７７１ 第 ７ 回／東京（２００３）
０５年 ２ 月号 １,３３３ ５２,１０４
０６年 ２ 月号 ７２６ ５２,８３０ 第 ８ 回／岡山（２００５）
０７年 ２ 月号 ５０３ ５３,３３３
０８年 ２ 月号 ６１２ ５３,９４５ 第 ９ 回／長野（２００７）
０９年 ２ 月号 ９６７ ５４,９１２
１０年 ２ 月号 ９６４ ５５,８７６ 第１０回／長崎（２００９）
１１年 ２ 月号 １,０８５ ５６,９６１
１２年 ２ 月号 ４４０ ５７,４０１
１３年 ２ 月号 ▲１１７ ５７,２８４ 第１１回／岩手（２０１２）
１４年 ２ 月号 ▲１１１ ５７,１７３
１５年 ２ 月号 ▲４３６ ５６,７３７ 第１２回／近畿（兵庫）（２０１４）
１６年 ２ 月号 ▲５６３ ５６,１７４
１７年 ２ 月号 ３９８ ５６,５７２ 第１３回／東海・北陸（石川）（２０１６）
１８年 ２ 月号 ５０ ５６,６２２
１９年 ２ 月号 ▲３０８ ５６,３１４ 第１４回／神奈川（２０１８）
２０年 ２ 月号 ▲９３０ ５５,３８４
２１年 ２ 月号 ▲１,７３０ ５３,６５４
２２年 ２ 月号 ▲１,１３８ ５２,５１６ オンラインプレ集会（山梨）
２３年 ２ 月号 ▲１,６４８ ５０,８６８ 第１５回／山梨（２０２２）
２４年 ２ 月号 ▲１,６４４ ４９,２２４

『いつでも元気』　発行部数の推移

県連名 病院 診療所 歯科
診療所

老健
施設 合計

北海道 ９ １９ ５ ３ ３６

青　森 ４ ８ ０ ０ １２

岩　手 １ １ ０ ０ ２

宮　城 ４ ４ ０ ０ ８

秋　田 ０ ０ ０ ０ ０

山　形 ４ １ ０ ２ ７

福　島 ３ １ ０ ０ ４

茨　城 １ ２ ０ １ ４

栃　木 ０ ２ ０ ０ ２

群　馬 ４ ４ ３ １ １２

埼　玉 ４ ８ ２ ２ １６

千　葉 ２ ９ ０ １ １２

東　京 １１ ８ ２ ２ ２３

神奈川 ３ １９ １ ２ ２５

山　梨 ３ ５ ３ ０ １１

長　野 ６ １ ０ ２ ９

新　潟 １ ４ ０ ２ ７

富　山 １ ２ ０ １ ４

石　川 ２ ７ １ １ １１

福　井 １ ２ ３ ０ ６

岐　阜 １ ３ ０ ０ ４

静　岡 １ ３ ０ ０ ４

愛　知 ２ ０ ２ １ ５

三　重 １ １ ０ ０ ２

滋　賀 ０ ４ ０ １ ５

京　都 ４ ２４ ０ １ ２９

大　阪 ４ ４４ ４ ２ ５４

兵　庫 ３ １４ １ １ １９

奈　良 ３ １６ ０ ２ ２１

和歌山 １ ３ ０ ０ ４

岡　山 ６ ０ ０ １ ７

広　島 １ ３ １ ０ ５

鳥　取 ２ ３ １ ０ ６

島　根 ３ １ １ ０ ５

山　口 １ ２ ２ ０ ５

徳　島 １ ０ ０ ０ １

香　川 ２ １ １ ０ ４

愛　媛 ２ ０ ０ ０ ２

高　知 １ １ ０ ０ ２

福岡・
佐賀 ８ １８ ２ ０ ２８

長　崎 １ ４ ０ ０ ５

熊　本 ３ ４ ０ ０ ７

大　分 １ １ １ ０ ３

鹿児島 ４ １ ０ ０ ５

宮　崎 １ ３ ０ ０ ４

沖　縄 ３ ６ ０ ０ ９

総合計 １２４ ２６７ ３６ ２９ ４５６

無料低額診療事業実施事業所数
２０２４年 １ 月２０日現在

0

50万

100万

150万
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350万

400万

15 16 18 21 2219 20171413121110090807200095901985

821,084821,084821,084

1,522,1611,522,1611,522,161

2,239,2172,239,2172,239,217

2,747,8772,747,8772,747,877

3,345,4073,345,4073,345,407
3,460,0873,460,0873,460,087

3,396,2583,396,2583,396,258
3,518,2823,518,2823,518,282

3,563,9343,563,9343,563,934 3,627,8523,627,8523,627,852

3,296,4333,296,4333,296,433

（年度）

3,597,7843,597,7843,597,784 3,635,2403,635,2403,635,240

3,693,5263,693,5263,693,526

3,691,8873,691,8873,691,887

3,710,7493,710,7493,710,749

3,683,0463,683,0463,683,046
3,607,5333,607,5333,607,5333,642,4593,642,4593,642,459

3,557,5103,557,5103,557,510

（人） 共同組織構成員の推移（2022年1月15日現在の集計）
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２０００
年
２００１
年
２００２
年
２００３
年
２００４
年
２００５
年
２００６
年
２００７
年
２００８
年
２００９
年
２０１０
年
２０１１
年
２０１２
年
２０１３
年
２０１４
年
２０１５
年
２０１６
年
２０１７
年
２０１８
年
２０１９
年
２０２０
年
２０２１
年
２０２２
年

Ａ
法人 ７.４ ８.６ １０.３ １１.２ １１.８ １１.３ １１.３ １１.０ １１.３ １１.６ １１.５ １１.５ １１.７ １１.７ １１.７ １１.８ １１.９ １１.９ １１.９ １１.８ １２.０ １１.７ １１.６

Ｂ
法人 １０.３ １１.０ １２.９ １４.７ １５.２ １６.６ １９.３ １９.１ １９.３ ２０.１ １９.９ ２０.６ ２１.６ ２２.３ ２３.０ ２３.３ ２３.６ ２４.２ ２４.５ ２４.９ ２５.５ ２４.５ ２４.２

Ｃ
法人 ７.９ ９.８ １２.３ １３.７ １７.７ １６.７ １５.８ １６.８ １７.３ １６.３ １６.５ １７.４ １８.９ １９.５ ２０.８ ２１.４ ２３.８ ２５.６ ２６.７ ２８.１ ３０.９ ３０.８ ３１.４

Ｄ
法人 １９.４ ２３.１ ２６.９ ３０.５ ３３.６ ３３.４ ３２.３ ３２.７ ３３.８ ３４.７ ３７.２ ３７.７ ４１.１ ４１.９ ４１.４ ４１.２ ４１.５ ４２.４ ４２.１ ４２.６ ４５.４ ４３.９ ４３.３

Ｅ
法人 １９.７ ２２.０ ２５.１ ２８.１ ３２.０ ３３.５ ３４.４ ３４.８ ３５.９ ３６.８ ３６.８ ３５.８ ３７.３ ３７.６ ３８.０ ３８.５ ３９.２ ３８.４ ３７.０ ３７.９ ４０.０ ３８.３ ３８.０

計 ８.３ ９.８ １１.５ １２.６ １３.３ １３.３ １３.５ １３.３ １３.７ １４.０ １４.０ １４.０ １４.６ １４.７ １４.９ １５.０ １５.１ １５.２ １５.２ １５.２ １５.６ １５.２ １５.１
※「経営実態調査」より

介護収益／事業収益比推移（医科法人） 単位：％

２０２２年 ４ 月 ２０２３年 ４ 月
事業所数 利用者数 事業所数 利用者数

訪問介護 ２３７ １３,７４２ ２４０ １３,３１３ 
訪問入浴 ６ １４９ ６ １２８ 
予防訪問入浴 ４ ２ ４ ０ 

訪問入浴 ６ １５１ ６ １２８ 
訪問看護（介護保険） ２７１ １９,１３５ ２６８ １８,４７１ 
予防訪問看護 ２４６ ２,７３８ ２４３ ２,６５５ 

訪問看護 ２７１ ２１,８７３ ２６８ ２１,１２６ 
訪問リハ １５１ ４,５０３ １５４ ４,８１９ 
予防訪問リハ １２７ ７２０ １３９ ７９５ 

訪問リハ １５１ ５,２２３ １５４ ５,６１４ 
■訪問系サービス合計 ６６５ ４０,９８９ ６６８ ４０,１８２ 

通所介護 １８７ １０,４３０ １８６ １０,３９５ 
通所リハ ２１５ １２,２４９ ２１２ １２,０４９ 
予防通所リハ １９６ ４,０２７ １９５ ３,８３９ 

通所リハ ２１５ １６,２７６ ２１２ １５,８８８ 
■通所系サービス合計 ４０２ ２６,７０６ ３９８ ２６,２８２ 

短期入所生活介護（併設型事業所） ４１ １,２０３ ４１ １,１４１ 
短期入所生活介護（単独型事業所） ２２ １,２５９ ２２ １,３０８ 
予防短期入所生活介護（併設型事業所） ３０ １３ ２９ １５ 
予防短期入所生活介護（単独型事業所） １６ １４ １８ ２７ 

短期入所生活介護 ６３ ２,４８９ ６３ ２,４９１ 
短期入所療養介護 ４１ ７３１ ４０ ８０２ 
予防短期入所療養介護 ２７ ３３ ２６ ３５ 

短期入所療養介護 ４１ ７６４ ４０ ８３７ 
■短期入所サービス合計 １０４ ３,２５３ １０３ ３,３２８ 

特定施設入居者生活介護 １２ ３２４ １３ ３７３ 
予防特定施設入居者生活介護 ７ ２６ ６ １８ 

特定施設入居者生活介護 １２ ３５０ １３ ３９１ 
福祉用具貸与 ２８ １１,８３５ ２９ １１,９１７ 
予防福祉用具貸与 ２３ １,４７９ ２３ １,５１２ 

福祉用具貸与 ２８ １３,３１４ ２９ １３,４２９ 
○居宅サービス合計 １,２１１ ８４,６１２ １,２１１ ８３,６１２ 

介護予防支援事業（地域包括作成分） ７５ １０,７６１ ８７ １１,３７６ 
居宅介護支援事業 ３７６ ５２,００１ ３６８ ５０,９５０ 
受託予防ケアプラン ８,８７３ ８,９０２ 
（＊再掲：特定事業所加算算定分） ２２２ ３３,９７９ ２１７ ３２,７２１ 

○介護予防・居宅介護支援合計 ４５１ ７１,６３５ ４５５ ７１,２２８ 
老人福祉施設 ３０ ２,１０１ ３０ ２,０９０ 
老人保健施設 ４７ ３,４２２ ４６ ３,４０３ 
介護療養型医療施設 １ １６ １ １３ 
介護医療院 ７ ４１５ ７ ４１３ 

○施設合計 ８５ ５,９５４ ８４ ５,９１９ 
定期巡回随時対応型訪問介護看護 ３７ ８２１ ４０ ８７９ 
夜間対応型訪問介護 ５ ３６ ４ １７ 
地域密着型通所介護 ８４ ２,４１７ ８９ ２,５８７ 

認知症対応型通所介護 ４６ ７６２ ４６ ７０４ 
予防認知症対応型通所介護 ２９ ４８ ２８ ３４ 

認知症対応型通所介護 ４６ ８１０ ４６ ７３８ 
小規模多機能居宅介護 ７０ １,５０２ ７０ １,４６０ 
予防小規模多機能居宅介護 ４９ １０４ ５１ １１３ 

小規模多機能居宅介護 ７０ １,６０５ ７０ １,５７３ 
認知症対応型共同生活介護 ７９ １,０６４ ８０ １,０６９ 
予防認知症対応型共同生活介護 ２９ ４８ ４１ １ 

認知症対応型共同生活介護 ７９ １,１１２ ８０ １,０７０ 
地域密着型特定施設入居者生活介護 ５ １０９ ５ １２０ 
地域密着型介護福祉施設 １２ ２９２ １２ ２９７ 
看護小規模多機能居宅介護 ３８ ８９８ ３９ ８８８ 

○地域密着型サービス合計 ３７６ ８,１００ ３８５ ８,１６９ 
総　　　計 ２,１２３ １７０,３０１ ２,１３５ １６８,９２８ 

介護保険指定事業所数・利用者数

※各年「介護事業基本調査」より
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２００２年 １１８
２００３年 ９８
２００４年 １６４
２００５年 １９７
２００６年 １６１
２００７年 １４６
２００８年 １３５
２００９年 １４３
２０１０年 １３２
２０１１年 １２３
２０１２年 １４２
２０１３年 １４０
２０１４年 １２９
２０１５年 １４１
２０１６年 １５７
２０１７年 １５５
２０１８年 １７５
２０１９年 １６５
２０２０年 １９０
２０２１年 １８３
２０２２年 １８４
２０２３年 １８５

初期研修医受入数の推移（人）
１９９９年卒 １,２０７
２０００年卒 １,１９３
２００１年卒 １,０５１
２００２年卒 ９５７
２００３年卒 １,０４１
２００４年卒 ９４３
２００５年卒 ９７５
２００６年卒 ９００
２００７年卒 ８５８
２００８年卒 ７７６
２００９年卒 ８９２
２０１０年卒 ９２６
２０１１年卒 ９５８
２０１２年卒 １,０３４
２０１３年卒 １,０６０
２０１４年卒 １,０５４
２０１５年卒 １,１１４
２０１６年卒 １,０８９
２０１７年卒 １,０６２
２０１８年卒 １,１３７
２０１９年卒 １,０７９
２０２０年卒 １,０８０
２０２１年卒 １,１０３
２０２２年卒 １,１２３
２０２３年卒 １,０４６

（看護師、保健師、助産師の合計）

新卒看護師受入数の推移（人）

２０１７年
１０月 １ 日
現在

２０１９年
１０月 １ 日
現在

２０２１年
１０月 １ 日
現在

２０２3年
１０月 １ 日
現在

前回比較 直近 ４年比較

増減数 前回比 増減数 前回比

医科医師 正職員 ３,２６９.２ ３,２３３.０ ３,２４６.５ ３,２17.５ △ ２９.０ ９９.1 △ 1５.５ ９９.５
非正職員換算 ９５９.９ 1,０３５.２ 1,17３.６ 1,２18.９ ４５.３ 1０３.９ 18３.7 117.7

歯科医師 正職員 ３２６.０ ３1９.９ ３５３.４ ３２２.1 △ ３1.３ ９1.1 ２.２ 1００.7
非正職員換算 ６２.２ ６1.7 ５３.４ ６1.7 8.３ 11５.５ ０.０ 1００.０

薬剤師 ２,8４０.３ ２,87６.０ ２,8４４.４ ２,7６8.４ △ 7６.０ ９7.３ △ 1０7.６ ９６.３

看護

保健師 ６17.３ ６1２.０ ６６５.５ ６５６.２ △ ９.３ ９8.６ ４４.２ 1０7.２
助産師 ３５２.９ ４０7.４ ３88.５ ３7３.６ △ 1４.９ ９６.２ △ ３３.8 ９1.7
看護師 ２２,４8９.8 ２２,９９３.7 ２３,２６２.４ ２３,２３8.９ △ ２３.５ ９９.９ ２４５.２ 1０1.1
准看護師 ２,６５２.６ ２,３０５.1 ２,０００.０ 1,7５５.０ △ ２４５.０ 87.8 △ ５５０.1 7６.1
看護業務補助者 1,71３.６ 1,６7２.９ 1,６11.６ 1,６３1.8 ２０.２ 1０1.３ △ ４1.1 ９7.５

介護

介護福祉士 11,３６1.２ 11,６1５.４ 1２,1４９.６ 11,8２３.３ △ ３２６.３ ９7.３ ２０7.９ 1０1.8
介護職員初任者研修修了者（旧
ホームヘルパー ２ 級相当） ２,４５９.０ ２,０９7.５ 1,8９４.４ 1,６４９.1 △ ２４５.３ 87.1 △ ４４8.４ 78.６

実務者研修修了者（旧介護職
員基礎研修及び旧ホームヘル
パー 1 級相当）

２４8.５ ３87.３ ３8４.1 ４1９.５ ３５.４ 1０９.２ ３２.２ 1０8.３

その他の介護職 1,９９９.1 1,６５５.３ 1,５71.２ 1,17３.５ △ ３９7.7 7４.7 △ ４81.8 7０.９

歯科
歯科衛生士 81９.３ 8３３.４ 8２４.４ 8２９.２ ４.8 1００.６ △ ４.２ ９９.５
歯科技工士 1９1.６ 18４.９ 18３.２ 1６３.1 △ ２０.1 8９.０ △ ２1.8 88.２
歯科業務補助者 11６.９ 1０６.９ 11５.０ 11９.４ ４.４ 1０３.8 1２.５ 111.7

放射線 診療放射線技師 1,０６２.６ 1,０５９.５ 1,０６５.8 1,1０４.7 ３8.９ 1０３.６ ４５.２ 1０４.３
診療Ｘ線技師 ５.０ ４５.２ ９.8 1.６ △ 8.２ 1６.３ △ ４３.６ ３.５

検査 臨床検査技師 1,６8４.２ 1,６8２.９ 1,６９1.7 1,６６8.９ △ ２２.8 ９8.7 △ 1４.０ ９９.２
衛生検査技師 ４.３ ２.４ 8.1 1.０ △ 7.1 1２.３ △ 1.４ ４1.7

臨床工学技士 ５8２.６ ６1９.６ ６６7.６ ６8３.０ 1５.４ 1０２.３ ６３.４ 11０.２

リハビリ

理学療法士 ３,５５４.1 ３,71２.０ ３,7９8.２ ３,９００.1 1０1.９ 1０２.7 188.1 1０５.1
作業療法士 ２,178.３ ２,３２２.４ ２,３8０.２ ２,４17.２ ３7.０ 1０1.６ ９４.8 1０４.1
視能訓練士 8２.7 7０.６ 7９.３ 8２.０ ２.7 1０３.４ 11.４ 11６.1
言語聴覚士 ６88.8 7２４.９ 7４０.8 7５０.8 1０.０ 1０1.３ ２５.９ 1０３.６
義肢装具士 1.０ ０.０ ０.０ ０.０ ０.０ ０.０

マッサージ師 ２２.４ 1５.９ 1２.３ 1３.1 ０.8 1０６.8 △ ２.8 8２.４
柔道整復師 ２５.５ ２２.7 ２1.３ 18.1 △ ３.２ 8５.1 △ ４.６ 7９.7
鍼灸師 ３６.６ ２8.7 ２３.1 ２０.２ △ ２.９ 87.４ △ 8.５ 7０.４

栄養

管理栄養士 7０４.３ 7３５.３ 7３５.０ 77４.０ ３９.０ 1０５.３ ３8.7 1０５.３
栄養士 1４９.２ 1６7.1 1６２.7 1４8.９ △ 1３.8 ９1.５ △ 18.２ 8９.1
調理師 1,1０３.６ 1,117.7 1,1２7.０ 1,1２２.３ △ ４.7 ９９.６ ４.６ 1００.４
調理員 ９０４.7 8５０.９ ９４8.３ 771.０ △ 177.３ 81.３ △ 7９.９ ９０.６

その他の技術員 ３３９.２ ３９４.９ ２87.7 ３０7.1 1９.４ 1０６.7 △ 87.8 77.8

ＳＷ
社会福祉士 ９６1.２ ９９２.４ ９18.４ 1,００1.０ 8２.６ 1０９.０ 8.６ 1００.９
精神保健福祉士 1４２.8 1４２.8 1３５.０ 1３４.8 △ ０.２ ９９.９ △ 8.０ ９４.４
その他のＳＷ ２２６.５ ２２９.1 ３０６.４ ２６２.1 △ ４４.３ 8５.５ ３３.０ 11４.４

保育士 ４９1.４ ５２8.1 ５６7.２ ５7５.５ 8.３ 1０1.５ ４7.４ 1０９.０
事務職員 1３,178.３ 1３,０8３.３ 1３,３1９.６ 1３,1２7.３ △ 1９２.３ ９8.６ ４４.０ 1００.３
その他の職員 1,7２1.３ 1,8６０.7 1,8９２.０ 1,8４8.５ △ ４３.５ ９7.7 △ 1２.２ ９９.３
合計 8２,３２９.8 8２,8０６.7 8３,６18.６ 8２,1５４.４ △ 1,４６４.２ ９8.２ △ ６５２.３ ９９.２
＊医科医師・歯科医師以外は正職員＋非正職員換算の合計数

職種別職員数の推移
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第４６回総会スローガン第４６回総会スローガン

○平和的生存権・人間の尊厳を守る立場で、国連憲章・国際
法に反する暴力・戦争を止めるために行動しよう

〇大軍拡を止め、多様性の尊重・ジェンダー平等といのち第
一の政治を実現するために、共同組織とともに地域から人
権・公正の波を起こそう

〇７０年の歴史を力に、「ケアの倫理」を深め、「 ２つの柱」の
全面実践で、「人権の砦」たる民医連事業所を守り、発展
させよう
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２０２２年 ２ 月にロシアによるウクライナ侵略、
２０２３年１０月にはイスラエルによるガザ地区への
軍事攻撃が始まりました。今なお、これらの国
や地域では、市民を巻き込み多くのいのちが奪
われ続けています。平和憲法を守り抜くことを
最大の課題とした第４５期、わたしたちは、これ
らの戦争や軍事攻撃に断固抗議し、即時攻撃停
止を求めて行動してきました。
いのちを守る医療・介護従事者のわたしたち
は、いのちを脅かす軍事大国化も戦争する国づ
くりも許しません。すべての国が国連憲章、国
際人道法に基づき、対話で争いを解決すること
こそ、世界平和実現への道です。日本国憲法の、
武力による威嚇も行使も認めない「非戦」の理
念を学び、語り広げて、いのちと自由、人間の
尊厳を守り、ゆたかに発展させる粘り強い運動
が求められています。

この ２年間、わたしたちはいのちとケアを大
切にする社会をめざし、人権と公正、個人の尊
厳、ジェンダー平等をあらゆる実践に貫く努力
をしながら、日々奮闘してきました。医療や介
護へのアクセスが困難な人びと、地域でいのち
と暮らしを脅かされている人びとに寄り添い、
人権のにない手として「無差別・平等の医療と
福祉の実現」をめざしながら、「ケアの倫理」
を深めてきました。
岸田政権は国会審議も経ずに憲法違反の「安
保 ３文書」を閣議決定し、南西諸島をはじめ日
本各地で戦争準備を強化しています。沖縄では
県民の民意を無視して、地方自治を踏みにじる
「代執行」によって、辺野古新基地建設を推し
進めています。そしてこれら大軍拡の莫大な財
源確保のために、社会保障費が削減されようと
しています。

多くの市民、医療・介護従事者とともに、平
和とくらしを守り、人権としての社会保障を実
現しましょう。マイナ保険証を強要し健康保険
証を廃止するのは、医療へのアクセスを阻害す
る重大な人権侵害です。国民皆保険制度を維持
し、現行の健康保険証の廃止ストップの運動に
全力でとりくむことは急務です。高すぎる国保
保険料引き下げ、在留資格のない外国人の医療
保障、ジェンダー平等の実現、ＬＧＢＴＱ、障
害者などへの差別撤廃や、生活保護制度の改善、
最低年金保障の確立の運動も求められています。

１月に能登半島地震が起きました。いま、被
災した共同組織、患者・利用者や地域住民に寄
り添い、自らも被災した石川民医連の職員とと
もに、全国の仲間がさまざまな支援にとりくん
でいます。復興・再建に向けて、被災者生活再
建支援金の引き上げや対象拡大が急がれます。
大阪万博開催と予算倍増などもっての外です。
政府は大阪万博開催を中止し、人も資材も被災
地に集中させるべきです。
今回の地震は、志賀原発や柏崎刈羽原発でも、
東京電力福島第一原発事故のような過酷事故を
引き起こす危険性を露わにしました。原発によ
る危険を取り除く方法は廃炉しかありません。
原発ゼロ実現に踏み出すときです。

政治資金集めのパーティー券で裏金づくりを
してきた政府自民党の金権政治に対し、国民の
大きな批判が高まっています。来るべき総選挙、
２０２５年の参議院選挙で、大企業・財界優先、金
権・腐敗政治から、いのち最優先の政治、誰も
が安心して暮らせる社会へ大転換させましょう。
「非戦・人権・くらし」を掲げ、憲法を守り
生かして、平和で公正な社会、いのち輝く日本
と世界の実現をめざして大いに奮闘しましょう。

 ２０２４年 ２ 月２４日
全日本民主医療機関連合会　第４６回定期総会

憲法を守り生かして、いのち輝く

日本と世界をめざそう！

特別決議 １
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２０２４年度診療報酬改定は「本体」改定率０.８８
％引き上げとなりましたが、０.８９%を賃上げ
原資として使途を限定するものとなっています。
「薬価」「材料」の△１.０％を加味すれば、実質
全体で△０.１２％となる ６回連続のマイナス改定
です。コロナ禍を経て、多くの医療機関が危機
的な経営状況にある中で迎えた今次改定は、そ
の経営を安定させるような改定にはまったくな
っておらず、むしろ実質マイナス改定によって、
経営危機を更に加速させることになりかねませ
ん。
改定内容を見れば、診療所を中心に地域医療
や経営に深刻な影響を及ぼす「特定疾患療養管
理料」の算定要件の見直し、各地域の急性期病
院や中小規模病院の淘汰・再編を眼目にした「重
症度、医療・看護必要度」の厳格化、そして平
均在院日数のさらなる短縮など、医療やケアを
必要としている人を排除するかのような項目が
並んでいます。そもそも診療報酬は、国民の財
産である安全・安心の医療提供体制を確保し、
医療経営の安定を保障するものです。すべての
医療従事者の処遇改善を実現し、地域医療をま
もるために診療報酬の大幅な引き上げが必要で
す。診療報酬の大幅な引き上げなくして、患者
の受療権と地域の医療体制・経営をまもり、そ
して現場で奮闘するすべての医療従事者の処遇
を改善することはできません。
介護報酬は全体で１.５９％のプラス改定となり
ました。このうち０.９８％分については介護職員
の処遇改善に充てられ、 ２月から公費で開始さ
れている月６０００円の給与引き上げ分が ６月より
介護報酬の加算に組み込まれますが、全産業平
均給与と月額約 ７万円の差を解消するには全く
不十分な内容です。残りの０.６１％分が事業所の

収益分となりますが、水光熱費等の物価が ３％
前後上昇している中では実質的なマイナス改定
であり、事業所が抱えている困難を打開するに
は程遠い改定と言わざるを得ません。とりわけ
ヘルパー不足が深刻な訪問介護の基本報酬が下
げられたのは重大です。
さらに政府は、先送りにした利用料 ２割負担
の対象拡大やケアプランの有料化などの改悪案
の検討を２０２５年から再開させるとしています。
介護報酬の底上げとともに、利用者にさらなる
困難を押しつける改悪の阻止、公費の投入によ
る大幅な処遇改善、経済事情にかかわらず必要
なケアが保障される介護保険制度への転換が求
められます。
医師増員なき医師の働き方改革スタートを前
にし、昨年１２月に民医連も参加する「医師・医
学生署名をすすめる会」が提起した、医師増員
を求める署名運動が各地で拡がりをみせていま
す。一方で政府は、本年 １月に「医師養成課程
を通じた医師の偏在対策等に関する検討会」を
開催し、あくまで医師偏在対策に固執し、今後、
医師養成数削減を進めるかまえです。
過労死水準の医師労働を容認し、地域医療構
想を推進し医療提供体制を縮小することは、地
域医療の崩壊を招き、受療権を侵害するもので
す。一人ひとりの医師の人権と日本の医療を守
るため、絶対的医師不足の解消こそが求められ
るとの認識を、医師・医学生そして地域の中に
拡げることが今ほど求められている時はありま
せん。
診療報酬・介護報酬、そして医師の働き方改
革を含め医療・介護提供体制の施策は、基本的
には政治の枠組みによって決定されています。
診療報酬・介護報酬の再改定を実現し、医師増
員を勝ちとるために、いのちと暮らしを最優先
に掲げる政治への転換に向けて、地域から声を
あげていきましょう。

 ２０２４年 ２ 月２４日
全日本民主医療機関連合会　第４６回定期総会

診療報酬・介護報酬の再改定と医

師増員の実現に向けて、地域から

声をあげよう

特別決議 ２
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◆会長
増田　剛	 留任	 医師	 埼玉

◆副会長
伊藤　真弘	 留任	 医師	 青森
番場　誉	 新任	 医師	 長野
加賀美理帆	 留任	 医師	 茨城
根岸　京田	 留任	 医師	 東京
山田　秀樹	 留任	 医師	 東京
柳沢　深志	 留任	 医師	 石川
大島　民旗	 留任	 医師	 大阪
眞木　高之	 留任	 医師	 島根
山本　一視	 留任	 医師	 福岡
上原　昌義	 留任	 医師	 沖縄
岩下　明夫	 留任	 歯科医師	 東京
川上　和美	 留任	 看護師	 熊本
坂田　薫	 新任	 看護師	 京都

◆事務局長	
岸本　啓介	 留任	 事務	 全日本

◆事務局次長
小内　浩	 留任	 事務	 北海道
牧内　智則	 新任	 事務	 長野
西坂　昌美	 留任	 事務	 東京
寺山　公平	 留任	 事務	 石川
松田　貴弘	 留任	 事務	 京都
佐古　浩之	 留任	 事務	 岡山
堤　　幸春	 新任	 事務	 福岡
入江　敬一	 新任	 事務	 福岡
内田　寛	 留任	 事務	 全日本
加藤　久美	 留任	 社会福祉士	 全日本
木下　興	 留任	 事務	 全日本
木原　望	 留任	 事務	 全日本
西澤　淳	 留任	 事務	 全日本
西村　峰子	 留任	 事務	 全日本
林　　泰則	 留任	 事務	 全日本
山本　淑子	 留任	 事務	 全日本

◆理事
須田　倫子	 留任	 看護師	 北海道
寺島　由美	 留任	 看護師	 青森
吉田　裕也	 留任	 事務・理学療法士	 岩手
土村まどか	 留任	 医師	 宮城
安田　明生	 新任	 事務	 山形
鈴木　由紀	 留任	 事務	 群馬
志村　政美	 新任	 看護師	 埼玉
後藤慶太郎	 留任	 医師	 埼玉
河野　智彦	 新任	 事務	 山梨
本間　丈成	 留任	 医師	 新潟
石塚　俊彦	 新任	 事務	 千葉

加藤　好江	 新任	 看護師	 東京
宇留野良太	 留任	 事務	 東京
阿部　亮	 留任	 事務	 神奈川
宮澤　由美	 留任	 医師	 神奈川
宮腰　幸子	 新任	 事務	 富山
藤牧　和恵	 留任	 看護師	 石川
佐野　誠	 留任	 事務	 福井
武田　修三	 留任	 事務	 愛知
吉岡　モモ	 留任	 医師	 愛知
石橋　薫	 新任	 看護師	 大阪
河原林正敏	 新任	 医師	 大阪
坂田　進	 新任	 事務	 大阪
仁田　勝大	 新任	 事務	 兵庫
津島　寿幸	 留任	 医師	 奈良
横山　洋介	 留任	 理学療法士	 鳥取
山本　明広	 留任	 医師	 岡山
森実　美佐	 新任	 看護師	 愛媛
宮本　真里	 留任	 事務	 徳島
原田　真吾	 留任	 医師	 香川
河本　真理	 留任	 看護師	 福岡
田中　清貴	 新任	 医師	 福岡
小牟田佐知子	 留任	 看護師	 宮崎
樋之口洋一	 留任	 医師	 鹿児島
名嘉　共道	 留任	 事務	 沖縄
中野　亮司	 留任	 医師	 北海道
平田　理	 新任	 医師	 山梨
橘田亜由美	 新任	 医師	 大阪
嘉陽　真美	 新任	 医師	 沖縄
今村　高暢	 留任	 医師	 愛媛
榊原　啓太	 留任	 歯科医師	 山梨
冨澤　洪基	 留任	 歯科医師	 兵庫
久野よし乃	 新任	 歯科医師	 愛知
石井　亮	 新任	 薬剤師	 愛媛
野口　陽一	 留任	 薬剤師	 群馬
中川　直人	 留任	 薬剤師	 京都
鹿又　達治	 留任	 事務	 福島
塩塚　啓史	 留任	 事務	 福岡
浦田　修	 留任	 理学療法士	 福岡
門脇めぐみ	 留任	 介護福祉士	 千葉
矢島　圭	 新任	 介護福祉士	 大阪
篠原　奈緒	 新任	 事務	 青森
下石　晃史	 留任	 事務	 全日本
徳山　通	 留任	 事務	 全日本
宮川喜与美	 留任	 看護師	 全日本
宮澤　洋子	 留任	 事務	 全日本
武内美和子	 留任	 事務	 全日本
江浦　貴洋	 留任	 事務	 全日本

◆会計監査
佐々木隆也	 新任	 事務	 東京
市村　進	 新任	 事務	 神奈川
佐藤　睦紀	 留任	 事務	 山梨

全日本民医連役員全日本民医連役員
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評議員・予備評議員評議員・予備評議員
■評議員

県連名 氏名 事業所名 職種
１ 北海道 黒川　聰則 釧路協立病院 医師
２ 北海道 太田　眞智子 社会福祉法人勤医協福祉会 看護師
３ 北海道 佐藤　秀明 公益社団法人北海道勤労者医療協会 事務員
４ 青 森 田代　実 健生病院 医師
５ 青 森 柳谷　円 一般社団法人あおもり健康企画 事務
６ 岩 手 浮田　昭彦 さわやかクリニック 医師
７ 宮 城 宮沼　弘明 坂総合病院附属北部診療所 医師
８ 宮 城 石津　ひろえ 泉病院 看護師
９ 秋 田 小貫　渉 中通リハビリテーション病院 医師
１０ 山 形 中島　崇博 山形民医連事務局 事務
１１ 山 形 猪口　雄太 至誠堂総合病院 事務
１２ 福 島 北條　徹 医療生協わたり病院 医師
１３ 群 馬 橋本　真也 北毛病院 医師
１４ 群 馬 瀧口　俊生 群馬民医連事務局 事務
１５ 埼 玉 宮岡　啓介 熊谷生協病院 医師
１６ 埼 玉 内村　幸一 医療生協さいたま生活協同組合 事務
１７ 新 潟 岡田　節朗 かえつクリニック 医師
１８ 新 潟 坂下　弘 新潟民医連事務局 事務
１９ 山 梨 深沢　眞吾 巨摩共立病院 医師
２０ 山 梨 渡邊　健一 共立介護福祉センターももその SW
２１ 長 野 佐野　達夫 松本協立病院 医師
２２ 長 野 北原　由江 上伊那医療生活協同組合 看護師
２３ 長 野 西村　高志 諏訪共立病院 事務
２４ 茨 城 加賀美　哲也 茨城民医連事務局 事務
２５ 栃 木 関口　真紀 宇都宮協立診療所 医師
２６ 千 葉 宮原　重佳 船橋二和病院 医師
２７ 千 葉 向　　淳 千葉民医連事務局 事務
２８ 東 京 岡村　博 みさと健和病院 医師
２９ 東 京 杉浦　秀明 東京民医連事務局 事務
３０ 東 京 佐藤　未智子 王子生協病院 看護師
３１ 東 京 石田　美恵 ケアサポートセンター千住 介護支援専門員
３２ 神奈川 野末　浩之 うしおだ診療所 医師
３３ 神奈川 佐々木栄津子 医療生協かながわ生活協同組合 看護師
３４ 神奈川 斎藤　崇 神奈川みなみ医療生活協同組合 事務
３５ 富 山 岩城　光造 水橋診療所 医師
３６ 石 川 中内　義幸 寺井病院 医師
３７ 石 川 奥村　妙美 24時間対応型訪問看護ステーションすみれ 看護師
３８ 福 井 奥村　宗市 光陽生協歯科診療所 歯科医師
３９ 岐 阜 松井　一樹 みどり病院 医師
４０ 静 岡 齋藤　友治 三島共立病院 医師
４１ 愛 知 堀井　清一 協立総合病院 医師
４２ 愛 知 小南　重人 名南病院 医師
４３ 愛 知 椿　　逸雄 尾張健友会 事務
４４ 三 重 田中　久雄 津生協病院 医師
４５ 滋 賀 東　　昌子 膳所診療所 医師
４６ 京 都 中川　洋寿 京都民医連中央病院 医師
４７ 京 都 小泉　智香子 公益社団法人京都保健会 看護師
４８ 京 都 國井　琢磨 公益社団法人信和会 事務
４９ 大 阪 西上　喜房 コープおおさか病院 医師
５０ 大 阪 北芝　典子 耳原総合病院 看護
５１ 大 阪 庄司　修 大阪民医連事務局 事務
５２ 大 阪 近藤　聡 大阪民医連事務局 事務
５３ 兵 庫 大澤　芳清 尼崎医療生活協同組合 医師
５４ 兵 庫 藤岡　裕子 兵庫民医連事務局 事務
５５ 兵 庫 長岡　利恵子 神戸健康共和会 看護
５６ 兵 庫 松永　俊一 神戸協同病院 事務
５７ 奈 良 横山　知司 土庫病院 医師
５８ 奈 良 岩橋　優人 平和会本部 事務
５９ 奈 良 吉兼　未来 吉田病院 事務
６０ 和歌山 佐藤　洋一 和歌山生協病院 医師
６１ 鳥 取 中田　幸雄 せいきょう歯科クリニック 歯科医師
６２ 島 根 大国　圭介 島根民医連事務局 事務
６３ 岡 山 冨家　朱代 岡山協立病院 事務
６４ 岡 山 佐藤　修 林道倫精神科神経科病院 看護師
６５ 岡 山 浅間　仁司 特別養護老人ホーム穂香の里 介護支援専門員
６６ 広 島 山本　純司 ふれあいセンター協同 事務

６７ 広 島 浜田　望 生協さえき病院 看護師
６８ 山 口 野田　浩夫 医療生協健文会 医師
６９ 徳 島 吉野　才治 徳島健康生活協同組合 事務
７０ 香 川 大西　和子 高松平和病院 理学療法士
７１ 愛 媛 末光　一元 若水ハロー薬局 薬剤師
７２ 高 知 渡邊　悠介　 高知生協病院 事務
７３ 福 岡 舟越　光彦 千鳥橋病院 医師
７４ 福 岡 甲斐　光洋 福岡民医連事務局 事務
７５ 福 岡 西山　真希子 福岡民医連事務局 事務
７６ 長 崎 平野　友久 上戸町病院 医師
７７ 熊 本 重岡　伸一 水俣協立病院 医師
７８ 大 分 酒井　誠 大分健生病院 医師
７９ 宮 崎 高田　慎吾 このはな生協クリニック 医師
８０ 鹿児島 橋元　高博 鹿児島生協病院 医師
８１ 鹿児島 岩切　陽一 鹿児島民医連事務局 事務
８２ 沖 縄 座波　政美 沖縄協同病院 医師
８３ 沖 縄 比嘉　勉 沖縄民医連事務局 事務

■予備評議員
県連名 氏名 事業所名 職種

１ 北海道 八重樫　典生 北海道民医連事務局 事務
２ 青 森 宮本　達也 青森民医連事務局 事務
３ 岩 手 遠藤　洋史 オーロラ薬局 事務
４ 宮 城 熊谷　義純 宮城民医連事務局 事務
５ 秋 田 清水　宏一 社会医療法人明和会 事務
６ 山 形 笠原　仁 山形民医連事務局 事務
７ 福 島 渡辺　喜弘 福島民医連事務局 事務
８ 群 馬 金古　功 群馬民医連事務局 事務
９ 埼 玉 日野　洋逸 医療生協さいたま生活協同組合 事務
１０ 新 潟 小網　孝志 新潟民医連事務局 事務
１１ 山 梨 関本　義彦 公益社団法人山梨勤労者医療協会 事務
１２ 長 野 石川　徹 長野民医連事務局 事務
１３ 茨 城 簾内　信行 翠清福祉会 事務
１４ 栃 木 工藤　鉄明 栃木民医連事務局 事務
１５ 千 葉 阿部　礼子 千葉民医連事務局 事務
１６ 東 京 久保田　高穂 相互歯科 事務
１７ 神奈川 安井　圭太 神奈川民医連事務局 事務
１８ 富 山 武田　桂一 富山医療生活協同組合 事務
１９ 石 川 藤牧　圭介 石川民医連事務局 事務
２０ 福 井 平澤　公 岐阜民医連事務局 事務
２１ 岐 阜 土井　正則 岐阜勤労者医療協会 事務
２２ 静 岡 佐宗　健二 浜北医療生協 事務
２３ 愛 知 小岩　朋宏 名南医 事務
２４ 三 重 瀬尾　知広 津生協病院 薬剤師
２５ 滋 賀 楠神　一郎 滋賀民医連事務局 事務
２６ 京 都 佐々木　恵林 京都民医連事務局 事務
２７ 大 阪 宇都宮　励子 （一社）大阪ファルマプラン 薬剤師
２８ 兵 庫 荒川　龍 兵庫民医連事務局 事務
２９ 奈 良 山崎　直幸 奈良民医連事務局 事務
３０ 和歌山 深谷　郁 和歌山民医連事務局 事務
３１ 鳥 取 村口　康生 鳥取民医連事務局 事務
３２ 島 根 有藤　小百合 ひかわ医療生活協同組合 事務
３３ 岡 山 風早　和広 ソワニエ看護専門学校 事務
３４ 広 島 村田　良二 広島民医連事務局 事務
３５ 山 口 深谷　太郎 山口民医連事務局 事務
３６ 徳 島 楠藤　義朝 徳島民医連事務局 事務
３７ 香 川 北原　孝夫 高松協同病院 医師
３８ 愛 媛 坂本　篤 株式会社えひめ保健企画 事務
３９ 高 知 小野川　剛史 高知生協病院 事務
４０ 福 岡 原口　智浩 福岡民医連事務局 事務
４１ 長 崎 川尻　瑠美 社会医療法人健友会 事務
４２ 熊 本 坂本　泰浩 水俣協立病院 事務
４３ 大 分 江藤　崇寛 大分民医連事務局 事務
４４ 宮 崎 吉田　博明 宮崎民医連事務局 事務
４５ 鹿児島 内藤　信一 鹿児島民医連事務局 事務
４６ 沖 縄 當山　浩三 沖縄民医連事務局 事務
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全国からお集まりの代議員の皆さん、代議員
を送り出して頂いた各事業所の仲間の皆さん、
こうして対面で歴史的な沖縄総会を開催できる
ことを、ともに喜び合いたいと思います。
愛情こもった沢山のメッセージ、現地まで駆
け付けて頂いた多くのご来賓の方々、そして、
この総会を準備するにあたって、並々ならぬご
苦労をお引け受け下さった沖縄民医連の皆さん
に心から感謝申し上げます。
丸 ４年が経過し１０回目の波が押し寄せている
新型コロナウイルス感染症に、今この瞬間も対
応している現場の職員、そして、自らが地震被
害当事者となりつつも懸命に住民のいのちと健
康を守るために奮闘している現地の職員と共同
組織の皆さんに心からの感謝と敬意を表します。
前総会以降、愛知民医連の近藤会長、盛岡医
療生協の尾形理事長、富山医療生協の松井理事
長はじめ、計６５人の現役民医連職員が亡くなり
ました。そして、今回の能登地震で、多くの貴
重ないのちが失われました。亡くなられた方々
に心から哀悼の意を表し、第４６回総会の名の下
に黙祷を捧げたいと思います。

皆様、ご起立をお願いします。黙祷、

２週間前、能登地震で大変な被害を受けた輪
島と羽咋の診療所を訪問しました。倒壊した家
屋やへし折れた電信柱、激しい圧力で歪んだ道
路や飛び出したマンホールなど、その凄まじさ
は想像以上でした。そして、発災時の恐怖や当
初の苛烈な避難生活の実態をお聞きし、まさに
言葉を失いました。そんな中、自らも大変な困
難を抱えながら、患者・利用者の方々に対して、
変わらぬ笑顔と優しい眼差しで接する職員の皆
さんの姿には、強く胸を打たれ、心を揺さぶら

れるような思いが致しました。現在、事務幹部、
薬剤師、心理職、看護師、医師といった全国支
援が行われています。帰りの車でご一緒した青
森から支援者の方は自ら志願して参加されたと
仰っていました。水も出ない、買い物も出来な
い、そうした厳しい環境ですが、全国の民医連
の仲間の連帯・支援が復興に向けてその歩みを
進めています。今後も結束した力でこの難局を
乗り切っていきたい、そのことを決意し合いた
いと思います。
２年前の４５回総会と時を同じくして始まった

ロシアによるウクライナ侵略は未だに停戦の兆
しすら見えません。少なくともウクライナの民
間人 １万人以上、両軍合わせて５０万に及ぶ死傷
者が発生していると報じられています。
本日で１３９日目となるイスラエル・ガザ地区
での武力攻撃では、 ２万 ９千に及ぶいのちが奪
われ、その ７割が子どもと女性です。南部へ移
動せよと命じておいて今度は通常の ６倍１４０万
人に膨れ上がった南部のラファを空爆するネタ

増田会長の理事会あいさつ

増田　剛　会長
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ニヤフ首相の振る舞いは狂気の沙汰としか思え
ません。
連日、血に塗れた子どもたちが何か懸命に訴
えている姿が報道されています。許し難い不条
理、人権侵害に他なりません。
規模や背景の違いはあれども、これと通底す
る問題は国内でも多数起こりました。森友学園
の疑惑で公文書改竄に追い込まれて自死した赤
木俊夫さん、「もっといい選択肢はあると思う
けど選べなかった」というメッセージを遺して
過労自殺した甲南医療センターの高島晨伍医師、
コロナ禍でいのちの選別の対象となり亡くなっ
た多くの高齢者、そして、沖縄県民のいのちと
人権を散々踏みにじったあげくの新基地建設に
あろうことか遺骨入りの土砂投入を画策する非
道など。断固受け入れがたい、理不尽な現実が
目の前にあります。
問われているのは「人間の尊厳」、そのよう
な強い問題意識で今回の運動方針案は起案され
ました。
スローガン案第 １文もそのような思いで提案
致しました。国際社会と大きな連帯をつくり、
ウクライナ、ガザ地区での一刻も早い停戦を実
現するために行動することは４６期の重点です。
この点については全国討議で複数のご意見を頂
きました。この後の事務局長の理事会報告の中
で、昨日の四役・理事会での議論状況を報告し
ます。
加えて、スローガン案第 ２文では、あまりに
も劣化が激しい日本の政治状況を変革すること
を掲げました。間違いなく総選挙がある４６期に
臨む民医連の立ち位置を示したものです。そし
て、第 ３文の主要な問題意識は経営問題です。
かつてない程の経営危機という認識がベースに
あります。今春の診療報酬改定での本体０.８８％
の内、約 ８割は使途が限定されており、これを
もって現在の深刻な経営状況を改善させること
は極めて困難であり、事業所の存続がかかって
いる事態だという認識が求められます。政治的
働き掛けを強化し、組織をあげてこの課題に臨
むことを呼びかけます。
第 ２文、第 ３文には、ジェンダー平等や「ケ
アの倫理」といった重要な表現を使用しました。
積極的に支持するご意見を沢山頂いた部分です。
同時に「多様性の尊重」など、更に文案を豊か

にするような提案もございました。
スローガン案全体について、本文の議論と併
せてご討議頂ければと思います。
創立７０年を迎え６０周年からの激動の１０年の振
り返りと引き継ぐべき教訓を １章にまとめまし
た。この１０年は安倍政治の下で新自由主義の害
悪と戦争国家づくりが進行、そこに未曽有のパ
ンデミックが襲いました。自公政権は道を誤り、
防衛費対ＧＤＰ １％枠や殺傷兵器の輸出禁止な
ど、何とか維持してきた最低限のルールをも壊
しました。第 ２回評議員会で「この国のありか
たそのものが、瓦解（がかい）する危機」と表
現される特別な１０年であるという認識でこの章
は書かれています。ご議論下さい。
キーワードの １つでもある「非戦」について
は、勿論その心は、戦争や暴力はいかん、とい
うことです。反戦も不戦も良い言葉ですが、今
回敢えて「非戦」を用いたのは、現在もこれか
らも、紛争解決や平和構築の手段として原則と
して武力を用いない、併せて憲法 ９条を守り常
軌を逸した大軍拡を許さない、という強い意思
表示をする上でこの言葉が相応しいと考えたか
らです。かつて、今は故人となった映画監督の
大林宣彦さんや聖路加国際病院の日野原重明さ
んも同様のコメントをされています。２００１年に
「非戦」という本を編集された故坂本龍一さん
は「反戦と言ってきたけど、“反”って言葉を
使うと、またそこで争いが起きちゃうような感
じがして」と２０１２年の対談記事で述べられてい
ます。
「非戦」という表現から連想するイメージも、
主張する方々のバックグラウンドも様々なのだ
と思います。弱々しくもないし、「無抵抗」と
も違う、むしろ、暴力や戦争に明確に対峙する
立場性を示す適格な表現だと私は思います。「非
戦」が導く運動は、拳を振り上げて反戦を主張
しにくい人も、憲法や防衛政策について様々な
意見を持つ人たちも広く包摂し得るような発展
が期待出来ると感じています。
全国の方針討議では、「ケアの倫理」につい
ての関心の高さが伺えました。 ２年前この表現
を４５期運動方針に記載した影響は極めて大きか
ったと感じています。ケア、ジェンダー、多様
性、ハラスメントなど、人権や倫理に関する議
論や学習が旺盛に行われましたが、そこでは「ケ
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アの倫理」を探求する視点が共有されていたよ
うに思います。
全国一斉休校に代表されるような、長い間こ
の国の政治・経済に根深く浸潤している「ケア
・ケア労働者の疎外」という状況がコロナ禍で
より明瞭になりました。このことは、私たちに
とっての最大の教訓「社会や政治に働き掛けな
いと守れないいのちがある」という見地と軌を
一にしていると捉え、ケアレスな社会・政治を
ケアの視点で変革することの重要性を方針案に
示しました。
４４期の学運交でご講演頂いた岡野八代さんが
先月発刊した「ケアの倫理」という新刊本はこ
んな文章で始まります。「ケアの倫理とは、女
性たちの多くが家庭生活にまつわる営み、すな
わちケアを一手に引き受けさせられてきた社会
・政治状況を批判することから生まれた、人間、
社会、そして政治についての考え方、判断の在
り方である」。岡野さんは、経済的多寡に価値
が置かれ、その成功者が政治的発言力を持つよ
うな新自由主義において、「ケアの倫理」の重
要性が増していると強調し、フェミニストたち
による様々な歴史的論争を経て、「ケアの倫理」
が責任性や非暴力性を纏った公的な規範として

鍛えられていく経緯を詳細に記しています。
２０００年代にＳＤＨの概念に出会い深めたよう
に、この数年間で民医連はフェミニズムと「ケ
アの倫理」に本格的に出会い、学びを深めてい
ると個人的には感じています。
誰もが身体的・精神的ケア無しでは生きられ
ない脆弱性を持った存在である、という事実か
らケアの実践は始まります。そしてその実践の
中で個人の尊厳が最大限尊重され、育まれるこ
とをケア労働者は目指しています。そうした視
点で社会や政治を構想する、この「ケアの倫理」
を深め、 ２つの柱を全面実践することで、私た
ちの事業と経営を守り、運動を前進させたいと
いうのが今回の提起です。
待ちに待ったフルスペックの総会です。米国
に隷従する日本政府の非民主主義的策動に対し
て、平和と人権を断固守る立場で奮闘してきた
沖縄県民のパワーを感じ取りながら、この ３日
間をズキズキワクワクしながら過ごせることを
期待しております。この沖縄総会を大成功させ
るために皆様の主体的で能動的なご参加をお願
いして挨拶とさせて頂きます。
３日間宜しくお願いします。
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全国からご参加いただいた代議員の皆さん、
ご苦労さまです。また、 ２年間に渡り総会準備
に尽力をいただいてきた沖縄民医連の役職員の
皆様に心からお礼を申し上げます。
会場には全日本民医連共同組織全国連絡会の
皆様に、オブザーバーとしてご参加いただいて
います。一緒に第４６回定期総会運動方針案（以
下、方針案）を練り上げていく ３日間、分散会
も含めてご参加、ご発言もいただきます。
お忙しいなか、遠路にもかかわらず、ご列席
いただいた多くの来賓の皆様、心温まるメッセ
ージをいただいた全国の団体、個人の皆様に心
から感謝申し上げます。

（能登半島地震への継続支援を）

初めに、能登半島地震の被害状況などについ
てご報告します。昨日の第２４回理事会で、支援
の継続を確認しました。本総会には石川民医連
代議員団 ９名、全員が参加されています。初め
にご紹介したいと思います。ご起立をお願いし
ます。

［石川民医連代議員起立］（拍手）
ありがとうございます。
石川民医連代議員団のお一人おひとり、そし
て、厳しく困難な環境のなか代議員を送り出し
ていただいた石川民医連の仲間に、理事会を代
表して心から感謝し、連帯します。
先ほど、輪島診療所から本総会に向けたメッ
セージが紹介をされました。「健康友の会と協
力し、奥能登の地が住民にとって安心して住み
続けられる地域として復興していく一助にな

る」との、輪島診療所の職員の思いに寄り添い、
心を寄せ合って全国の連帯の力で乗り越えてい
くことを、総会の冒頭ですが全代議員の意思と
して確認したいと思います。
能登半島地震は、石川県、富山県、新潟県を
中心に甚大な被害となっています。とりわけ石
川県では、 ２月１６日現在で死亡が確認されたの
は２４１人、安否不明が ９人、避難者は １万２９１６人、
住宅被害が ７万近い大規模な被害となっていま
す。いまだに復旧しない水道とあわせて困難な
避難が強いられています。
石川民医連は、自ら被災をしているなかで、
１月 １日の発災直後から、会長、事務局長を先
頭に対策本部を設置されました。全国と連絡を
取り合いながら対策方針を出し、この瞬間も、
いまも、被災者と職員を守りながら奮闘されて

岸本　啓介　事務局長

第４６回総会運動方針案第４６回総会運動方針案
の提案説明の提案説明

理事会からの報告

第４６回総会運動方針案第４６回総会運動方針案
の提案説明の提案説明
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います。
石川民医連、全日本民医連の取り組みの一端
を映像でまとめましたので紹介します。

（映像）

１ 月 １ 日に発生した能登半島地震、石川民医
連は同日のうちに城北病院に対策本部を設置、
週に ３回、被害の大きい輪島市に支援していま
す。
輪島市内の道路は波打ち、家屋はそのまま。
復旧が進まず、断水も続くなか、輪島診療所は
１月 ３日より診療を再開。断水により医療活動
に制限がかかるなか、職員は診療所に寝泊まり
しながら懸命な医療活動が続けられています。
しかし、震災から １カ月が経つなか、ある問
題が浮上しています。避難者が増え、住み続け
る人も移動が容易ではないなかで、受診数が激
減していたのです。もともと高齢者が住民の約
半数を占める輪島、受診が難しい患者が多いな
かで、何とか訪問診療にも出ています。健康状
態の確認だけではなく、生活状況も確かめます。
また、要請があった場合には避難所への往診
も始めました。避難所側が患者の状態を把握し
づらいなか、かかりつけ医の存在が大きな助け
になっています。
介護事業では訪問介護を実施、この日は山水
を利用して １カ月ぶりの入浴介護を行いました。
また、自衛隊にかけ合い、避難所でも入浴介護
を行うなど、取り組みを広げています。患者・
利用者に寄り添い、明るく振る舞う職員たち、
しかし、ほぼ全員が被災者です。
能登半島からの転院、避難者の受け入れで金
沢の医療体制はもう限界を迎えていました。城
北病院のＨＣＵでは病床が常に満床状態。輪島
に限らず、石川民医連事業所のメンタルケアを
行った臨床心理士は言います。「医療従事者の
方って、タフで献身的な方が多いので、結構自
分のことをないがしろというか、そういう方が
多い。職員のためのメンタルヘルス、メンタル
だけではなくてヘルスに対しての支援というの
は必要なんじゃないかな」。
全日本民医連は、 ２月 ５日より城北病院に ４
名、輪島に １名の看護師を派遣。 ２月１６日現在、
石川民医連には全国から延べ２１６人の医療従事
者が支援に入っています。いまだに先行きの見

えない能登半島地震、仲間たちの奮闘を支え、
つながり続けましょう。

支援活動は、全国の尽力で ２月１６日までに、
人的支援は延べで医師１２日、看護師５１日、薬剤
師１６日、心理職３４日、事務幹部１０３日、現地か
らの要請にすべて応えられる形で合計２１６日間
支援してきました。義援金も２４００万、そして、
先週から開始した職員への生活再建基金は２３２
万円になっています。
昨日の理事会で、 ３月以降の医師、看護師、
心理職の支援の継続、そして、新たに能登地域
の地域訪問行動への全国支援を確認しました。
力を寄せ合い、要請に応え抜いていくことの確
認をお願いします。

（総会第１号議案　運動方針案への理事会報告）

〇�沖縄総会を成功させ、平和でいのちが大切に
される社会へ向かう転換を
代議員の皆さん、本総会は沖縄での開催とな
りました。第４６回定期総会の大きなテーマであ
る「平和でいのちが大切にされる社会への転換」
にとって、沖縄での総会での討議で練り上げる
方針案は、大きな財産となり、エネルギーとな
ると確信しています。
開会前の現地企画で「沖縄民医連の歴史」を
観ていただきました。沖縄民医連の職員が自ら
の県連の歴史を調べ、学び、日々の医療と介護、
そして運動と結びつけながら５０年の流れを１７分
に仕上げました。
１９７０年の那覇民主診療所の開設は、①本土復
帰を目指す県民のたたかい、②米軍統治下、病
気に侵されても医療にかかることができない、
全くの無権利状態に置かれた人々のいのちの平
等を求める強い医療要求、③沖縄の地でこそ無
差別・平等の民主診療所の建設を求める沖縄人
民党をはじめとした、住民の存在と運動、④そ
して、それに寄り添い応えようとした多くの医
学生、医系学生の存在、こうしたことを背景に
ここで民主診療所が誕生、⑤あわせて、それに
応え抜こうと全国の民医連が心を寄せ、愛知民
医連のみなみ診療所をはじめ、全国の民医連組
織が研修を受け入れ、そして送り出していく、
その先頭に立ってまいりました。第５０次を迎え
た辺野古支援連帯行動、名護市長選挙、沖縄県



80 月刊民医連資料　別冊（２０2４年 ４ 月）

知事選挙をはじめ、沖縄のたたかいは、脈々と
受け継がれながらとりくまれています。
本日の議事終了後、沖縄協同病院院長、沖縄
医療生協理事長、社会福祉法人沖縄にじの会理
事長を歴任されてこられた仲西常雄先生より、
「沖縄民医連の医療活動―米軍の占領下の医療
状況と民医連建設の悩み」をテーマに、ご講演
をいただきます。講演を通じて、今日に通じる
民医連の医療・介護のありようや理念、そして
何より平和といのちが大切にされる社会へ向か
う上での民医連の役割なども深め、元気をいた
だけることと思います。
沖縄での総会の ３日間、五感で沖縄に民医連
と医療生協が存在する意味を体験し、確認した
いと思います。

〇理事会報告の内容
方針案を発表して １カ月が経過しました。昨
日の理事会までに、すべての県連から論議の報
告があり、方針案を深める提案が寄せられまし
た。ありがとうございました。
「第 １章の１０年論で、時代と情勢の特徴を整
理できた。自分自身の１０年間の頑張りと結びつ
けて深めることができた」「今回の方針案を読
んで最大の気づきは、方針案が来たから読まな
くてはいけないと思いながら読むのではなく、
この方針案には何が書かれているのか？何を学
び、どう実践していくのか？と、読んでいる自
分の変化があった。課題は山ほどあるが、非常
に前向きにワクワクして読んでいる」「はじめ
には、とても自分たちの気持ちにピッタリくる」
といった感想が寄せられています。
昨日の理事会で、全国から寄せられている意
見や論点について共有し、理事会の報告を議論
しました。理事会報告は、方針案との関係で、
方針案を発表してからの情勢の補強、県連討議
の特徴点、昨日の理事会討議も踏まえた論点を
中心にします。

〇総会の任務と方針案の構成について
第４６回定期総会の任務は、方針案 ２ページの
「はじめに」の最後で提案しました。第 １に、
前総会からの総括と４６期運動方針の決定です。
今日の時代認識と民医連の役割、私たちの到達
点を深め、２０２０年代中盤へ向けた民医連の運動

の前進の方針を確立することです。第 ２に、４５
期決算と４６期予算の承認、第 ３に、全日本民医
連会費基準改定の決定、第 ４に、４６期運動方針
の実践に責任を持つ役員の選出です。
方針案の構成もこの課題に対応し、第 １章で
結成７０年を振り返るため、これまでの定期総会
で１０年ごとの教訓を明らかしてきたことを踏ま
えて、創立６０年から７０年の１０年間について、「全
日本民医連結成７０年、今後へ何を引き継ぐか」
という形でまとめ、より実践的に生かしていく
ように、 ４ページの第 ２節で、「引き継ぎ、発
展させていく柱」として、 ５点を記載する内容
になっています。
なお、創立７０周年記念事業のつながる企画第
１弾で、創立から一貫して平和に関わる運動を
続けてきた民医連として、７０周年の節目にあた
り「私たちの平和メッセージづくり」の取り組
みを呼びかけ、各県連に５０㎝四方の布を配布し、
沖縄総会の会場で展示することを準備してきま
した。全県連から寄せられた「わたしたちの平
和メッセージ」を、受付の奥に展示してありま
すのでご覧ください。
そして、方針案のもう １つの基調は、２０２０年
代の中間点に立ち、第４４回総会で提起した
「２０２０年代の ４つの課題」を振り返りながら、
どのように発展させていくかにあります。４６期
の ２年間、直面する課題に向かう上でこの点を
据えながら、具体的な方針としては第 ３章に各
分野を記載しましたので、ご討議をお願いしま
す。

〇総会スローガン案について
総会のスローガン案は、 ３つの内容で方針案
にある情勢や私たちの到達点から求められる役
割、方針について端的に示した内容です。 １号
議案とあわせて、分散会でスローガン案の議論
をお願いします。
事前の県連討議から、寄せられている補強・
修正意見について理事会で検討しました。スロ
ーガン案、全体に関わる問題意識は、冒頭の増
田会長のあいさつで全般的に触れられました。
その上で、理事会で議論したスローガン １につ
いて、修正の提案をします。
具体的には、「国連憲章に背く」という文言
について、「国連憲章は自衛権を認めており、
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一切の暴力、戦争を止める根拠にはならないの
ではないか」「この１０年、力の限り頑張ってき
ている憲法を変えさせないという意味で、憲法
についてはっきり書くべきではないか」などの
意見が寄せられました。この点は方針案の全般
に関わる点ですので、補足説明をいたします。
国連憲章は、国際紛争の平和的解決と武力に
よる威嚇・武力行使を禁止することを、加盟国
に課しているのが最大の特徴であり、最も大切
にすべき理念でもあります。そして、その例外
事項として、国連安保理が実施する軍事的強制
措置を第４２条に定めております。幾つかの制限
を課した上での自衛権が５１条に定められており
ます。
理事会では、目の前で起こっているウクライ
ナ・ロシア戦争と、パレスチナ・ガザでの紛争
の問題を、どうしても止める４６期にしようとい
う問題意識で考えました。ウクライナは個別的
自衛権を、ロシアはドネツク・ルガンスク地域
を独立国と一方的に決めつけて、集団的自衛権
を主張しています。国連安保理が機能不全に陥
るなか、度重なる国連総会でロシアの国連憲章
違反が決議されました。ガザについては、イス
ラエルの自衛権を肯定する意見がある一方で、
あまりに度を超えた行為、国際人道法に著しく
反しているというのが大方の見方です。加えて

「自衛権行使の客体は国家」との原則に立ち、
ガザ地区が「屋根のない監獄」と称され、長い
間イスラエルによる人権侵害が続いてきた支配
地であると捉えれば、そもそも自衛権の行使の
対象にはならず、国連憲章違反という見方がで
きるとも考えました。
この間の国際情勢や国内諸団体の動向も、ウ
クライナ・ガザでの停戦、戦闘停止を目指す旗
印が「国連憲章と国際法」になっていること、
今回の方針案にもそのような基調が貫かれてい
るということを大切にした上で、議論で混乱や
いろいろな意見が出ないように、スローガン案
１の修正を提案いたします。
「平和的生存権から国連憲章」まではそのま
まにしております。「国連憲章」の後に「・」
を置いて「国際法に反する」を入れました。そ
して、すべての戦争や紛争が止まるというよう
な理解にならないように、「一切の暴力の戦争」
の前の「一切」を取るということで改めて提案
させていただきます。
このスローガン案のもと、国際社会と大きな
連帯をつくり、ウクライナ、ガザの一刻も早い
停戦を実現するために、４６期を奮闘しようとい
うことです。分散会でもしっかり討論をお願い
します。

全日本民医連結成７０年、今後へ何を引く
継ぐか

第 １章

事前の県連討議で、多くの共感が寄せられま
した。「綱領の改定からのまとめたとした方が
いいのではないか」という意見も出されていま
すが、２０１４年の第４１回総会方針で「全日本民医
連創立６０年、さらに地域とともに確かな歩み」
において、民医連が地域での信頼を勝ち取り、
事業や規模を前進させることができた理由とし
て、 ３つの要をまとめました。第４４回総会で綱
領改定１０年のまとめをすでに行っていることも
踏まえ、２０２０年代の課題ということを提起しま
した。こうした既にまとめている問題、重要な
教訓を前提に、今回は２０１３年の結成６０年以降の

１０年としてまとめたというのが趣旨です。
そして１０年を振り返ったときに、総会が節目
にありました。皆さんもその都度、考えたこと
だと思いますが、安倍政治という形で１０年は日
本社会が大きく歪められてきました。アメリカ
と財界の要求を背景に、急速に軍事大国化が進
みました。そして、国民生活の苦難の拡大、社
会保障の縮小、憲法を変える、このことまでが
現実のテーマになるなど、それまでの時代と違
う質的にも激変・激突の情勢となってきました。
そのなかで、民医連が「 ２つの柱」をはじめ、
医療理念や介護の理念を発展させながら、幅広
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い団体や個人との連携・連帯、共同を広げてき
ました。 ３・１１の後、原発ゼロを目指す運動が
飛躍的に拡大しました。そして、２０１５年には戦
争法に反対する新しい市民運動が展開をされ、
そのなかから市民と野党の共同や、野党は共闘
せよと、運動のなかで一貫して広がってきまし
た。民医連はその共同の一員として、すべての
地域で奮闘してきたこと、そうした土台にはや
はり２０１０年の、それまでの歴史を引き継いだ憲
法の理念の実現を使命として中心に置き、無差
別・平等の医療と福祉の実現を目指す組織とし
て新しい綱領を決めたこと、それに基づいて前
進をしてきたと、これらを明記し、今後の１０年
に進んでいくことが７０年の節目の総会として大
切ではないかという問題意識です。
第 １章の具体的な内容で、第 １節は、１０年の
時代を改めて振り返りました。軍事大国化と新
自由主義政治、憲法を守り生かす国民運動、そ
して１０年を振り返るときに、この ４年間、私た
ちが向き合ってきた新型コロナウイルスのパン
デミックと、「ケアの倫理」という ２つの切り
口でまとめました。
県連の討議では、「前回の総会から、ケアの
倫理が強調されている。学問的に深めていくと
ともに、職員に説明ができるように方針を練り
上げていくことが総会のポイントではないか。
新自由主義や自己責任の対極にある、だれ一人
置き去りにしない視点、人間は依存し合い共感
と信頼のなかで生きていく倫理観を、身につけ
ていかなければならない」など、「ケアの倫理」
について、方針案の説明を踏まえ、多くの共感
が寄せられました。これからの学習と、民医連
の方針に具体的に生かしていくために、さらに
深めていくという議論もお願いします。
また、それぞれに危機の内容のみを述べるの
ではなく、危機への対抗、新たな運動の高揚を、
事実をもとに述べています。前総会において、
「ケアの倫理」を記載した点もこうした運動の
発展と認識の発展の一つです。第 ２章の情勢論
を深める上でも、第 １節の内容はつながってい
るものとして議論していくことが大切です。
第 ２節は、１０年間の実践の特徴は、憲法を生
かすことを中心に据えた、綱領の全面実践とし
てまとめ、今後に引き継ぐべき教訓を ５点とし
ました。各県の討議では、 ４年間のコロナの状

況、政府の対策の総括、民医連が行ってきたこ
ともまとめ、能登半島地震が超高齢化社会を踏
まえた自治体としての災害対策の発展がなされ
ていないこと、特養あずみの里の裁判について
の記載は、１０年を考えたときに必要ではないか
等の様々な意見が寄せられました。本総会で引
き続き討論をいただいて補強・補足等をお願い
します。
第 １章に関連して １点補強します。第 ２節に、
２０２２年 ２ 月の「旧優生保護法下における強制不
妊手術問題に対する見解」を発表いたしました。
その意義について記載しています。「半世紀近
くも続いた重大な人権侵害を組織として認識で
きず、社会問題として取り組めなかったことに
重い責任を自覚して、被害当事者及び関係者の
皆さんに謝罪をいたします。そして、自らの弱
点として、当事者との結びつきの弱さやパター
ナリズムなど、人権意識・倫理観の不十分さな
どについて自己分析。今後こうした問題を繰り
返さないために、社会進歩と自己変革の視点か
ら学び続け、私たちの倫理規範として、共同の
営みで個人の尊厳を守ることに最大の価値を置
く決意を表明しました」ということを記載しま
した。
この ２年間、人権 Café、LGBTQの学習、様
々な実践が旺盛に取り組まれています。方針案
の第 ６節には、その総括から生まれた人権と倫
理センターの設置と活動の広がりを記載してい
ます。全国で見解が学習、様々な全国会議に障
がい者団体の方から講演をいただくなど、見解
の総括に関わっての実践を強めてきました。
この項目に関連して強調・補強したい点は、
旧優生保護法に基づく強制不妊手術に対して、
損害賠償請求の裁判が全国でたたかわれており
ます。支援を抜本的に強化しようという点です。
国に損害賠償を求めた ５件として、札幌、仙台、
東京、大阪、神戸の訴訟の上告審で、最高裁大
法廷は、双方の意見を聞く弁論期日を ５月２９日
に指定しました。全国的には１５件が争われてお
りますが、今回の ５訴訟は、二審でいずれも「旧
法の規定が法の下の平等を定める憲法１４条に反
するのは違憲である」と認めました。これはす
べての判決に共通しています。違うのは、損害
賠償請求権については、「不法行為から２０年で
損害賠償請求権は消滅する除斥期間を適用する
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かどうか」について判断が分かれています。仙
台高裁のみ、除斥期間が適用されるとし、訴え
を退けました。最高裁大法廷は、判決で救済範
囲などについて統一的判断を夏ごろには示す見
通しです。
見解の結びで、私たちは、「旧優生保護法下
では、だれもが例外なく憲法の基本的人権を保
障されるはずのところ、国から一方的に特定さ
れた人々が、あろうことか、公益の名の下に、
その憲法の外側に置かれた。そのような立法と
行為を今後決して許さない人権の感度と倫理を
私たちは持っていかなければならない」とし、
「私たちは、今後、国賠訴訟をはじめ、できる

限りの被害者支援を進めることはもとより、そ
のような社会の実現のために多くの人々と力を
合わせて、それを拒むものがあればたたかう」
と確認しました。
期日が明確になり、民医連の事業所からは約
１万筆の署名が寄せられていますが、当事者を
含め期待されているのは、非常勤職員も含めた
職員数の約１０万筆の署名です。残り数か月です
が、総会後、各県連ができる限りの力を発揮し
て、署名を原告に届け、最高裁に声を届けたい
と思います。全県連の一層の協力をお願いしま
す。

今日の情勢をどうみるか

第 ２章

第 ２章は、「平和と人権保障をめぐる世界と
日本」と、「一層拡大する格差と貧困、戦争す
る国づくりによるさらなる社会保障の削減」の
２節としました。主に、国際的な流れを １節、
国内状況を ２節としています。
１節は、世界的な焦点とともに、大きな変化

について記載しています。方針案の発表後も、
核兵器禁止条約の締約国は広がりを見せていま
す。また、条約の成立に伴う運動の高揚は大き
なものがあります。
４６期の ２年目にあたる２０２５年は、日本は被爆
８０年を迎えます。被爆者は８３歳、８４歳、８５歳、
その層が一番多くなっています。この間、来ら
れた被爆者の方は、「被爆７０年だとか、８０年だ
とか、そういう節目を聞くたびに自分たちの仲
間が亡くなっていく、そして平均年齢が上がっ
ていく。この苦しみを一刻も早く解決したい」
とおっしゃっていました。
そして、今年はビキニ水爆実験から７０年の節
目にあたります。ビキニ水爆で被災した船の乗
組員は約 ２万人と言われています。被災した船
も千隻を少し切るほどの大きな規模の被害でし
た。謝罪も補償も救済も受けることなく、事件
はなかったこととして多くがお亡くなりになっ
ています。高知民医連が前々総会で呼びかけて

いただいたビキニ船員訴訟への支援は、いま全
国で粘り強く行われています。 ５月には東京で
も弁論が開かれる見通しです。引き続き全国で
の支援をお願いします。
日本原水協が、ビキニ被爆７０年にあたり、マ
ーシャル諸島に代表団を派遣し、被害者の支援
と連帯、被害の調査と島民から被害の聞き取り
などに取り組む予定です。全日本民医連理事会
は、この取り組みに日本原水協から要請を受け
て、愛知民医連から早川医師を健康診断・健康
相談の支援のために派遣することを確認しまし
た。
方針案は、ＡＳＥＡＮの前進・東南アジアで
の努力と変化を北東アジアに広げていく意義に
触れました。本日は、韓国から多くの来賓の方
にご参加いただいています。無差別・平等の医
療、福祉の実践へ向けた交流とともに、北東ア
ジアの平和と核兵器禁止条約への参加を、日韓
共通の課題として一層の協力・共同、交流を進
めたいと思います。

情勢に関わって、最後に通常国会の問題につ
いて触れておきます。
自民党の政治資金パーティーをめぐる巨額の
裏金事件は、主な派閥がそろって政治資金収支
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報告書を偽造していた自民党ぐるみの違法行為
が、長年、組織的に行われていたという腐敗し
た事態が明るみに出ました。この金権腐敗の根
源は、企業・団体献金であり、抜け穴となって
きたパーティー券の購入を全面禁止することに
あります。
同時に強く指摘したいのは、この企業・団体
献金を提供することによって、国の政策が歪め
られてきたことです。社会保障において、長年、
企業負担が軽減されてきた実態を書きました。
そして税金においては消費税を上げ続け、法人
税は下げ続けてきました。結果、いま格差と貧
困が広がり、社会保障が縮小され、健康権その
ものがむしばまれる状況が拡大しています。
第 ２章 ２節の「市民生活の困窮の拡大」で、
その原因を断ち切ろうと呼びかけました。困窮
の広がりがあるなかだからこそ、必要な社会保
障の拡充が必要なときに、大軍拡にお金を使う
ようなことはあってはならず、いのちを破壊す
る政策であるということを厳しく指摘しました。
大軍拡の予算確保のもとで、社会保障の削減
を進める政策が、岸田政権の進める「全世代型
社会保障改革」です。「現在の社会保障制度は、
給付が高齢者中心であり、負担は現役世代中心」
と、この言い分が常に振りまかれています。そ
して、世代間を分断させようと、世代間の公平
を取り戻すかのような宣伝がされ、高齢者の給
付の削減と負担増が進められています。
岸田政権は、少子化対策として「こども未来
戦略」を閣議決定し、今の国会に法律を提出し
ようとしています。児童手当の拡充、多子世帯
の大学無償化、ひとり親世帯への支援等が打ち
出されていますが、最大の問題は財源です。全
体で年間３.６兆円の規模とのことですが、財源
確保の内容として、医療保険から支援金 １兆円、
社会保障の歳出削減１.５兆円、規定予算から１.５
兆円となっています。医療保険からの財源の拠
出は、子育てに使うというのは法的にも認めら
れないですし、国民負担をさらに引き上げるも
のになります。
そして、社会保障の歳出削減には、後期高齢
者を含め７０歳以上の現役並み所得と言われる対
象の拡大、 ２割負担の方の一定以上の所得者の
拡大、年収１５３万円超えの後期高齢者の保険料
の引き上げ、高額療養費の自己負担限度額の引

き上げ、介護利用者負担の引き上げ、多床室の
室料負担全額自己負担、ケアプランの有料化等、
実施する前から大規模な医療機関の受診や介護
サービスの利用をあきらめる人が広がる内容で
す。
２０２３年経済的事由による手遅れ死亡事例調査
は、全国から５０事例が寄せられました。４７歳の
非正規雇用の女性は、２０２２年１１月頃から皮膚に
黄疸が見られるようになりました。飲食店の同
僚の従業員から受診を進められましたが、医療
費が払えないということで受診を拒否されたそ
うです。２０２３年 ３ 月３１日には、食欲が低下し倦
怠感も強くなり、体も動かない状況になって、
４月 ７日に同僚の従業員が本人を説得し、石和
共立病院に連れていき同日に入院となりました。
入院直後から血圧が下がり意識障害となり、わ
ずか１０日後の ４月１１日に、肝硬変症末期・多臓
器不全の合併で亡くなりました。
各地から非正規雇用の影響、後期高齢者医療
制度の ２割負担の影響、低年金、精神疾患によ
る孤立などを背景とした手遅れ死亡事例が報告
されています。
方針案が強調している市民生活の困窮の広が
りの下で、全世代で治療にたどり着けない人々
が広がっています。
方針案は、市民生活の困窮が広がるなかで、
全世代が治療にたどり着けない状況が広がって
いるのではないかということを問題意識に置き
ながら、「コロナ禍の生活困窮調査」「経済的事
由による手遅れ死亡事例調査」「歯科酷書」など、
健康権を侵害している困窮の事実を明らかにし、
可視化する活動や、「 ２つの柱」の実践がます
ます重要ですと、提起しました。また、第 ３章
では、 １職場 １アウトリーチを共同組織ととも
に進めようと提起し、多くの県連討議でその実
践の交流を求める意見や、改めて取り組んでい
くことへの共感が示されています。
必要な医療・介護にアクセスできない社会を、
決してよしとしないことは、ケアが大切にされ
る社会の基本です。国会に提出される全世代型
社会保障改革関連の法案、介護保険制度改悪の
法案への反対など、共同と連帯の運動とともに、
市民生活の困窮の拡大が進むなかで、現場から
の事例を通じ、ＳＤＨの視点で、無差別・平等
の医療と介護の実践に力を尽くすことが、いっ
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そう重要であることを強調しています。
県連の討議で、各地で高齢者の ２割負担反対、
介護保険制度改悪反対の取り組みが旺盛に取り
組まれつつも、「高齢者への手厚い給付のために、
自分たちが負担しているのは不公平」などとい
った声があることが報告されています。
方針案の第 １章の１０年の推移のキーワードに、
「社会保障と税の一体改革」が記載されていま
すが、これも含めて一連の自助・共助の流れに
ついて学ぶこと、方針案にある「民医連の提案」
の発表を新しい理事会の急ぎの課題として具体
化します。
２０２４年度介護報酬改定で、訪問介護の基本報
酬が引き下げられました。収支差率（利益率）
が７.８％と、他のサービス事業よりも高かった
ことが理由とされています。しかし、事業規模
や事業形態によって、収支差率には大きなばら
つきがあり、平均値を根拠に一律に基本報酬を
下げることは適切ではありません。そもそも調
査結果に経営困難を抱えている小規模事業所の
実態が十分に反映されていない可能性があるこ
とは、これまでも指摘されてきました。厚生労
働省は、最上位の処遇改善加算を算定すれば減
収をカバーできると説明していますが、要件が
厳しく設定されており、小規模事業所での算定
は困難です。ヘルパーの不足と高齢化は、年々
深刻化しており、有効求人倍率は１５倍を超えて
います。このままでは訪問介護事業そのものの
崩壊を招きかねません。基本報酬の引き下げの
撤回を強く求めていきたいと思います。
第 ２章の最後に、原発の問題を共有したいと
思います。

能登半島地震は、志賀原発で想定の地殻震動
を記録し、変圧器が破損しました。そして、油
が大量に流出し、電源の一部が途絶しました。
過酷事故を起こしてもおかしくない局面を迎え
ていました。敷地内の真下に指摘されている断
層があり、偶然、連動しなかったことが過酷事
故に至らなかった要因です。
同時に、志賀原発の重大事故時の避難計画が、
道路の寸断などにより全く機能しなかったこと
が示されました。志賀原発の３０㎞圏内の住民１５
万人は、バス、自家用車で避難することになっ
ています。しかも避難先は、輪島市や珠洲市な
どが含まれており、避難計画の実効性は一つも
ありません。自治体の避難計画は、住民を被ば
くから守る最後の壁です。現実に機能しないこ
とが明確になったいま、原発を動かしてはなり
ません。震源域の真上にある中部電力の浜岡原
発、３０㎞圏内に９０万人以上が住む茨城県の東海
原発などは、本来は立地にはあり得ないもので
す。
地震列島の日本への原発立地が世界一危険で
あるにもかかわらず、その備えがないこと、す
べての原発を廃炉にする以外に、国民のいのち
と暮らしは守れないということが、能登半島地
震の教訓です。
原発ゼロを ３・１１以降、福島の現実に寄り添
いながら連帯して進めてきました。また、過酷
事故が原発があるがために繰り返される状況を、
看過できるものではありません。再生可能エネ
ルギーへの大転換を目指す運動を、この面から
も強めていくことを補強したいと思います。

ケアの視点で「非戦・人権・くらし」を高
く掲げ、平和で公正な社会を実現しよう

第 ３章

最後に第 ３章に関わってご報告をします。
第 ３章は、リード部分で基本方向を示しまし
た。改めて２０２０年代の ４つの課題の前進、そし
て、この ２年間、コロナ禍の実践から得たもの、
第 ２章で提起した直近の状況と求められる課題
について深め、各分野で具体的な取り組みと経

験を共有し、討議をお願いします。
理事会では、深刻な経営の危機について改め
て議論になりました。大切なことは、危機の深
刻さを全職員が認識することです。全職員の経
営に徹し、具体的に何がどう深刻な状況を生み
出しているのか、情勢の厳しさという一般的な
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問題に解消するのではなく、自ら分析し解決策
を持つこと、また、自法人のせまい改善ではな
く、民医連運動を守り発展させる立場での県連
レベルでの経営戦略を持つこと、十分な地域分
析を前提として、県全体を見渡してのリポジシ
ョニングや民医連が求められているところに打
って出ることなど、県連の機能を発揮して打開
することです。
各分野の取り組みを総合的に進めていくうえ
からも、県連機能の強化について提起をしてい
ます。この点も含めた議論をお願いします。
なお、診療報酬や介護報酬、医師増員、憲法
・平和のたたかいなど、総会後にすぐに取り組
んでいただきたい課題について、「特別決議」
として提案し、ご審議をいただくことにしまし
た。
各職種の取り組みの項に、介護分野の記載が
ない点について質問がありました。今回は介護
分野について全般的に記載しているところにま
とめて記載していますので、ご理解いただき討
議をお願いします。
「いのちと自由と尊厳を奪っていく戦争の対
極に、私たち医療・介護従事者は立っています。
この文は、様々な場面で取り上げていかなけれ
ばならないと思います。なぜ政治に目を向ける
のかを職員だけでなく、患者や利用者、民医連
外の方々にわかりやすく説明していくことが大
切だと思います。署名活動を取り組むにしても、

この立場に立っていることを明確にしたい」と、
今回の方針案を読まれた職員から寄せられた感
想です。
「おわりに」で、川嶋みどりさんの言葉を同
じ趣旨で引用いたしました。「だれもが尊厳あ
る生を全うして生き抜くために、医療・看護・
介護は、その知と技術を駆使すべきです。いの
ちとくらしを脅かす健康障害、自然災害、感染
症パンデミック、そして最大最悪の戦争、その
すべてに直面しているいまだからこそ、私たち
に何ができるか真剣に問われているのです。平
和と人権のために憲法を守り抜き、民医連綱領
の目標を普及することが人々の尊厳あるくらし
の実現に通じる道です」。
川嶋みどりさんのこの言葉は、多くの職員に
通い合う言葉であり、先ほどの感想を寄せてい
ただいた職員の感想にも通じるものだと思いま
す。
経営、共同組織の前進と後継者づくり、医師
課題や各職種の確保と養成など、様々な直面す
る多くの課題があります。困ったときこそ共同
組織ともに、私たちは集団で議論し、集団に頼
り、全国に頼り学び合うことで、これまで困難
を乗り越えてきました。
本日から ３日間、全体会、分散会を通じて活
発に討議をいただき、方針案を練り上げていた
だくことをお願いして、理事会からの報告とさ
せていただきます。
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代議員の皆さん、本日 ２月２４日は、ロシアに
よるウクライナ侵略から ２年目の日になります。
報告の初めに、改めてこの侵略に対し強く抗議
し、一刻も早い停戦を実現していくことを、い
のちをまもる現場から奮闘していくことを確認
したいと思います。
一昨日からの積極的な討論ありがとうござい
ました。本会議、分散会では、方針案を深め補
強する立場から多くの発言をいただきました。
そして、 ４年ぶりの対面での総会となりました
が、総会に初めてご参加いただいた代議員にも
座長を務めていただき、ありがとうございます。
分散会の工夫については、チェックイン・チ
ェックアウト、午前と午後で席替えを行うなど、
代議員の交流も進み、発言がとてもしやすい雰
囲気になったと共通して報告され、好評でした。
分散会では、６３０人以上の発言をいただきま
した。分散会が終了した後、座長団と理事会の
合同会議を行い、各分散会の特徴、出された意
見などについて共有し、検討しました。
討論の特徴は、４５回総会の以降、深刻なコロ
ナ感染拡大に立ち向かいながらも、４５回総会方
針を具体化し、総合的な実践を進めてきた教訓
にあふれたものでした。
だれが診察したかわからない医師の署名のな
い診療情報提供書を持参する外国人の方がおり、
「在留資格の有無でいのちの価値が変わってよ
いはずがない」と、医療を受ける権利を奪われ
た外国人に懸命に治療・支援を行っている大阪
・うえに病院の代議員からの難民制度への告発
の発言がありました。
コロナ禍で息子さんから感染した５０代の母親
が自宅で急変し、救急搬送で対応できる医療機
関がなく、前橋協立病院に運び込まれました。
転院が必要で高次の医療機関を探しても転院で
きないなか、翌朝、息を引き取られました。重

症になっても受け入れ先がない、こういう事態
は二度と起こってほしくない、コロナ禍で改め
て感じた一人ひとりのいのちの重さ、その重み
を軽視する社会に向かって行く危機感を断ち切
っていくツールが方針案ではないかと、ＳＤＨ、
医療、介護、アウトリーチの活動実践が報告さ
れました。
方針案が提起した第 ３章の課題が、すでに多
彩に実践されています。これらの実践を本総会
で交流され、全国の太い確信となるなら、拡大
する健康の阻害要因、そして、４６期が最悪の戦
争を終わらせ、防いでいく大きな転換点につな
がっていくと感じました。
近畿から、医学生運動への医学対の援助とと
もに、奮闘してきた医ゼミの取り組みが報告さ
れました。看護学生の苦難にこぶしを振り上げ
て怒り、改善を目指す看護学校、看護集団の取
り組みが山梨から報告されました。医学連のビ
デオメッセージは、学生のあるがままの要求に
根差し、実現しようと真っすぐな医学生運動の
姿で、ともに頑張ってきた私たち民医連ヘの信
頼と、目指すべき無差別・平等の医療、医師像
が伝えられました。
職員の確保と養成は、各分散会で苦労してい
る状況が共有されました。根底に、民医連運動
の後継者を生み出すことを据えて、後継者や学
生を信じ働きかけていくことが最も大切なこと
です。また、職員育成指針に基づく職場づくり、
本当に魅力ある安心して働き続けられる職場を
つくっていこうといった実践も、４５期以降は大
きく前進したことも、共有できる内容だったと
思います。
民医連の未来を担う医学生、奨学生は３９９人
となっています。卒業で減少していく奨学生を
どう取り戻して、もう一度５００人を目指そうか
と苦労していますが、前進しつつあるのではな

理事会答弁理事会答弁理事会答弁理事会答弁
岸本　啓介　事務局長
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いかと思います。５００人まではまだ距離があり
ます。医学対の体制を改めて確立し、提起され
ている １・ ２・ ３（ワン・ツー・スリー）を着
実にやり上げていくなら、必ず回復はできると
思います。
憲法、平和の危機に緊張感を持ち、大いに奮
闘をといった意見も出されました。４４期、４５期
と最大の課題として取り組んできた平和憲法を
守り抜く運動は、粘り強く各地で創意あふれる
活動が行われました。日本の市民が、私たちも
含めて憲法を守り抜いて４６期に入ろうとしてい
ます。誇りを持つ大いなる成果だと思います。
変えようとしている勢力は、あきらめているわ
けではありません。方針案で提起している、私
たち自身が平和でなければダメなんだというこ
とを全身で感じながら、４６期は乗り越えていき
たいと思います。

最後に、何点か出されている意見について触
れたいと思います。
１３ページの上から ４段目の振動障害について
の取り組みの項で、「専門医でない医師による
診療が行われている」との記載があります。本
来の意図は、多くの医師が振動障害に取り組ん
でいるという民医連の積極的な実態を表記する
ための記述でしたが、専門医が診るべきと誤っ
た意味合いにとられる記載との指摘がありまし
た。本来の意味を表現できるよう修正します。
２２ページ ３段目で、震災に関わって「助かっ

たいのちを失うことがあってはなりません」の
記載は、削除をします。
１１ページの「食」への総合的支援の項に、セ
ラピストが漏れている点や、人権と倫理センタ
ー設置の経過など、討論で出されている点につ
いて、理事会として受け止めて、補強・修正を
決定の段階で行います。
補強点で、乳腺外科医師の冤罪事件について、
東京民医連から発言がありました。総会ごとに
確認をしてきた課題であります。補強を行いた
いと思います。
最後にスローガンですが、本会議の増田会長
のあいさつで、スローガン全体に込めた理事会
の意図を報告いたしました。先ほど未定稿です
が会長挨拶を代議員に配布をしました。改めて
スローガン全体に込めた思いを参考にしていた
だきたいと思います。第 １の修正については理
事会報告で行い、分散会で討論をしていただき
ました。その上で出されているご意見を踏まえ、
２番目のスローガンのところに「多様性を尊重
し」という言葉を挿入しようということで、再
度の修正案を配布しました。お手元にある内容
が案になりますので、討議をお願いしたいと思
います。
残る半日、しっかりと方針を練り上げていく、
そんな半日にしていただきたいということで、
引き続き １号議案について、本会議での代議員
による討論をお願いして、中間の報告とさせて
いただきます。ありがとうございました。
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コロナ禍では考えられませんでしたが、 ８時
間を超える討論を、皆さんの協力で無事に行う
ことができました。そして、先ほど沖縄民医連
の設営委員会から報告がありましたが、厳しい
なかで設営し、円滑な運営をしていただきまし
た。
最初に、 ４年ぶりですが、全国のみんなで集
まり会えてよかったと思います。そして、円滑
な運営ができ、そのことを支えていただいた沖
縄民医連の職員の皆様、代議員の皆様に感謝を
申し上げたいと思います。ありがとうございま
した。
論議された点は、方針案全体の重要性につい
て代議員の皆さんに意見を出していただいたと
思います。強調しておきたい点は、第 １章です。
民医連綱領と、医療・介護活動の ２つの柱を一
歩一歩コロナ禍のなかでも貫きながら、ゆっく
りと、そして着実に前を向いて進んできた実践
が交流できたのではないかと思います。そうい
った第 ３章の主に具体的な方針の土台は、第 １
章のこの１０年の私たちの頑張りであり、教訓で
あると思います。ぜひじっくり読み込んでいた
だいて学びを深め、進んでいきたいと思います。
仲西常雄先生の記念講演は、第 １章につなが
る内容だったと思います。講演の最後に、新自
由主義社会がもたらすさまざまな害悪、特に弱
肉強食や自己責任、そして、格差、戦争まで準
備をする国、これに対してどうするかというお
話がありました。
１つ目に、人は競争と自己責任では生きては

いけないことを強調しました。医療と福祉の需
要、要求というのは必ず増大していくことは、
必然であるとおっしゃいました。要求に応える
活動を、自信を持ってやろうというのが第 １の
転換の力だとおっしゃいました。 ２つ目に、税
金の集め方と使い方を変えようと、腹がすわっ

たご発言だと思います。そうすれば、いのちの
平等は実現できるとおっしゃいました。大きな
うねりを、沖縄で学んだ内容を力に進めていき
たいと思います。「あわてず、ブレず、あきら
めず、市民の良識と仲間を信じて頑張ろう」と
いうのが最後の訴えでした。民医連を大きく励
ましていただく言葉であったと思うと同時に、
方針案の土台にある第 １章の内容にも通じる教
訓を、私たちが生かしていこうという ２年間を
つくり上げることを確認したいと思います。 ３
つ目に、あらゆる活動のパートナーである共同
組織の役割と位置づけを、改めて方針に明記し
ました。コロナ禍での大きな激励、そして、た
くさんの事業所の活動を支えていただきました。
いつもそこにいて相互にケアする関係が、私た
ちの共同組織と思いながら分散会でのたくさん
の発言がありました。
共同組織も ５年ぶりですが、 ９月にリアルに
集まって岡山で交流しようと準備を進めていま
す。ぜひ全国から駆けつけることを確認したい
と思います。安心して住み続けられるまちづく
りを、この情勢、時代のなかで、地域で苦しん
でいる人がたくさんいるなかでどうやって一緒
につくっていくか。このことを共有するのが交
流集会だと思います。ぜひ研修医や新入職員の
方も一緒に参加していただき、これが共同組織、
これが民医連だということをお互いに実感して、
成功させていきたいと思います。
先ほど沖縄民医連の方から岩手民医連にバト
ンを渡したということが報告されました。実は
今朝が岩手総会のメイン会場を予約する日にな
っています。盛岡観光コンベンション協会の責
任者の方が「民医連の代わりに申請書を提出し
ます」ということで、抽選に並んでいただいて、
朝 ９時に抽選をして、全日本民医連が当たりま
した。岩手の総会会場がそろいましたので、改

総 括 報 告総 括 報 告総 括 報 告総 括 報 告
岸本　啓介　事務局長
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めて、全日本民医連としても岩手民医連と一緒
に第４７回定期総会を準備していきたいと思いま
す。沖縄総会の成果を持って、岩手総会に進ん
でいきましょう。沖縄は ９条の県であり、そし
て、岩手は２５条の県であります。一緒に憲法を

守り抜く ２年間にするという決意が共有できた
総会の議論でした。しっかり頑張っていきたい
と思います。
以上で総括答弁とさせていただきます。あり
がとうございました。
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第 ４分散会は、代議員
４６名、その他来賓とオブ
ザーバー ５名、合わせて
５１名の参加で延べ４５の発
言がありました。
今回の分散会は、参加
者が円卓を囲んで座り、
お互いの顔を見合わせる

形式でした。そのため各グループでの短時間の
フリーな交流も可能だと提案されていたのが特
徴です。私の記憶では、これは民医連総会とし
ては初めての仕組みではないかと思います。
私の分散会では、そのメリットを生かそうと
いうことで、開始直前にあえて座席をシャッフ
ルさせていただいて、知らない者同士でグルー
プをつくりましょうという提案をしたところ快
く応じていただきました。開始に当たり、アイ
スブレイクを兼ねた自己紹介の時間も入れたこ
ともあってか、本番の質疑や追加の意見は予想
以上に活発に行われたことを報告いたします。
発言内容は、全国の民医連の皆さんの日々の
奮闘から得られた貴重な経験に裏づけられた教
訓に満ちたもので、基本的に運動方針案に賛成
し、補強するものでありました。
また、あわせて幾つかの代議員は発言に先立
って、昨年の水害に見舞われた秋田へ、あるい
は突発的な困難に見舞われた北海道へ、そして、
元日の能登地震に見舞われた石川への、それぞ
れの全国的な支援に対する激励やお礼の言葉が
交わされていた、そんなことが印象的でした。
「民医連はひとつ」という思いが参加者の中で
改めて共有されていたことも報告いたします。
さて、第 １章に関しては、岩手から「オール
岩手」に結集して、自民党丸抱えの新人候補を
破って現職の当選を勝ち取ったという経験が報
告されました。「人間の尊厳、生命の尊重こそ

が政治の基本である」の信念のもとで、全国に
先駆けて老人医療費無料などを実現した歴史的
な精神が、いまも岩手で受け継がれていること
に、私は大変感銘を受けました。
徳島と長野からは、新型コロナパンデミック
でマスコミや近所から誹謗中傷の視線を浴びる
など大変な不安の中で、感染対策の必要上、満
足なケアが患者さんや家族に配慮できなかった
という思いから、「大切ないのちが手からこぼ
れてしまうような感覚」「普段なら家へ帰せる
タイミングがあったのに、それがかなわずに見
送った患者さんのこと」など、ケアに関する不
全感、虚しさに襲われた、そのような経験が赤
裸々に報告されました。改めて「ケアの倫理」
を強調する運動方針と呼応する現場の姿が感じ
られました。
第 ２章に関しては、鳥取から「消滅危機にあ
る自治体であっても安心して暮らせるまちづく
りを」との住民や行政の協力・共同のもとで複
合施設づくりを成功させた例。第 ３章に入って
も、無権利状態の外国人の受療権を保障する、
無料低額診療をさらに拡充する運動などの実践
が、都市部だけではなく地方からも複数報告さ
れました。
東京下ではＰＦＡＳ、熊本からはいまだ続く
水俣病の苦しみ、大阪からは熱中症の報告など、
環境に由来する問題に取り組む報告も多数あり、
日本全国どの地域でも健康格差の広がりと社会
保障から取りこぼされる危険があることが報告
され、それをどうにかしようと果敢に挑戦する
日本各地の民医連の姿が共有され、お互いを励
ますものでした。また、薬剤の供給不足や停滞
が、結果的には患者の医療を受ける権利を侵害
していること、その根本原因として国の姿勢を
鋭く問う発言もありました。
このように、私たちが「あってよかった」に

分散会報告

第 ４分散会

番場　誉　代議員（長野・長野中央病院・医師）
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とどまらず「なくてはならない」と思われる状
況が広がっている一方で、コロナ禍以前からの
経営困難、コロナ禍で一層、明らかとなった経
営危機に襲われて、思うような将来像を描き切
れていない経営上の困難の報告が第 ３章では多
数報告されました。
また、医師増員、働き方改革への対応、ケア
マネージャーの不足、看護や介護の人材の不足
などの課題も大きく、そのことの克服について、
ナースアクションの取り組みであるとか、役に
立つＤＸの模索など、何とかするために歩みを
進めているという報告が複数あったのも印象的
です。地域包括ケア時代に対応するため、新し
い医療と介護の連携を法人内に、あるいは法人
外との連携の中でつくる。そもそも自分たちの
地域での立ち位置の確認、地域から望まれてい
る役割の自覚に立ち返ることの大切さの報告も

ありました。
職員育成指針２０２１年版に基づき、現場を育成
の拠点としてさまざまな学習や、心理的安全性
をはじめとした高い職業的な倫理観と変革を養
う活動が確実に広がっていることがわかりまし
た。広島ではジェンダー委員会が設置され、Ｌ
ＧＢＴＱの学習等が進み、その文化が育まれつ
つあることも報告されました。
「 ９条の碑」を建立した宮城の報告など、世
の中を変えていくために、私たち民医連の前進
のためには共同組織との協力・共同が何よりも
力になるということも報告され、スローガン案
を補強するものでした。
以上、活発な発言や討論で運動方針が豊かに
共有されることが確認される分散会であったこ
とを報告し、発言を終わります。ありがとうご
ざいました。

第 ８分散会

河原林　正敏　代議員（大阪・耳原総合病院・医師）

第 ８分散会は代議員４６
名の出席で、発言者が３８
名、延べ４０の発言があり
ました。概ね方針案に賛
成し、補強する立場での
発言でした。特に第 ３章
第 ２節、 ３節、 ４節の方
針案に関する内容が多く、

それぞれの法人や事業所での取り組みや課題が
報告されました。
新型コロナ感染症に関する発言では、コロナ
禍での医療体制や人員体制の困難、処遇改善の
課題、 ５類移行後も続くコロナ禍による経営へ
の多大な影響などが報告されました。
また、医科、歯科、介護分野の連携や、医師、
看護師、介護職の人材確保問題や人材育成に関
する発言が多かったのが特徴です。
心に残った発言を紹介します。
まず貧困と健康格差の問題です。兵庫民医連
の代議員からは、コロナ禍における経済的困窮
による困難事例が報告されました。非正規雇用
の収入と父親の年金で生活する４０歳代の糖尿病

患者が、収入減のために通院を中断し、栄養状
態や血糖コントロールが不良となった状況で新
型コロナによる肺炎で入院となった事例です。
入院継続のために公費支援を活用し、退院後は
無料低額診療を適用して通院継続につなげるこ
とができたとのことです。患者の生活状況を把
握し、経済的困窮を理由に大切ないのちが軽視
されないよう、行政や社会に働きかけることが
患者とともにたたかう民医連看護であり、「ケ
アの倫理」の実践にもつながるのだとの力強い
発言でした。
次に医師の確保と養成の課題です。沖縄民医
連の代議員からは、初期研修カリキュラムに無
料低額診療会議への参加や、地域への班会への
参加を組み込んでいることが紹介されました。し
かしながら、カリキュラムにより参加が義務とな
ると、研修医にはなかなか浸透しない難しさが
あるそうです。やはり「医師は医師の言葉で育
つもの」であり、最終的には上級医の一言が研
修医の心に響くのだということ、上級医は研修医
の話を聞き、研修医に言葉をかけることが大切
なのだと指摘がありました。指導する立場となる
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医師が肝に銘じるべきことだと改めて感じました。
北海道民医連の代議員からは、「これまで民
医連を引っ張ってきた医師たちが高齢化してい
る。やらなくてはならない業務は全く減らない
のに、年齢だけが増えて身も心もボロボロ、も
はや『限界医師集団』になっている」との悲痛
な声がありました。「けれども、全職種の協力
のもとで働き方改革を進め、医師の後継者が確
保できるのであれば、まだもうしばらくは頑張
れるかも。そのためにも多くの職員を巻き込ん
で、民医連ならではの熱い思いや頑張る姿を若
い医師たちに見せつけてほしい。そして中堅世
代の医師や高齢世代の医師をちょっとだけ褒め
てほしい」いった発言がありました。
介護分野からの発言では、長野民医連の代議
員から、法人の介護部組織化に関する報告があ
りました。介護部では役職者や職員との懇談や
人事考課面接を行う介護委員会と、教育育成を
テーマとした企画運営を行う介護職部会を運営
しています。介護部の基本方針として、「介護
を必要とする人たちとともに生きる職能集団で
あり続ける」を掲げ、「大変なときにこそ、日
々の実践に意味づけすることが大切であり、自
分たちのケアに自信を持とう」との訴えでした。
ここでも「『ケアの倫理』を職場づくりや職員育
成の視点に生かしたい」との発言がありました。
平和の取り組みです。和歌山民医連の代議員
から、看護師研修における ２つの平和の取り組
みが紹介されました。 １つ目は、卒後 ３年目の
看護師の初期研修プログラムでの平和の取り組
みです。自分たち自身で憲法について学びたい

と発案し、戦争にまつわる動画の視聴や講師を
招いた憲法の学習を行い、自分たちが学んだこ
とを各部署にプレゼンすることに取り組んだそ
うです。 ２つ目は、看護職責者研修での原水禁
や辺野古支援への参加です。職責者も新しい世
代となり、憲法や平和の研修に参加していない
職責者も多くなり、職責者自身が見てこないと
伝えることができないとの問題意識からの取り
組みだそうです。これらの取り組みを通して、
「戦争からは何も生み出せないこと、平和でな
いと医療・看護・介護ができないことを学び、
正しく伝えることが重要だ」と発言されました。
最後に、石川民医連の代議員から、能登半島
地震での羽咋診療所の被災者支援の活動報告を
紹介します。羽咋診療所では、被災当日から訪
問看護、介護、居宅スタッフが利用者への電話
での安否確認を行い、翌日には「気になる方訪
問」を開始、 １月 ３日には診療を再開し、 １月
５日からは医師・看護師で避難所訪問を開始し
たとのことです。震災を経験して公的支援の少
なさを実感したことから、災害時には何よりも
公助の強化が必要であり、２０２３年度の国の防災
予算は防衛費予算の ４分の １に過ぎないとの指
摘の上で、政府は防衛よりも防災に力を入れる
べきとの主張には大いに共感しました。
第 ８分散会では、発言の合間に少人数での意
見感想交流を適宜挟みながら進行し、活発な討
論ができました。キーワードとして民医連理念、
心理的安全性、多職種連携、「ケアの倫理」な
どの言葉がよく使われていたことを申し添え、
報告といたします。ありがとうございました。

第 ９分散会

河野　智彦　代議員（山梨・甲府共立病院・事務）

第 ９分散会では、合わ
せて５４名の参加で、延べ
４１の発言がありました。
発言は基本的に運動方針
案に賛成する立場での発
言でした。全国からさま
ざまな実践報告がされ、
特徴的な内容について報

告させていただきます。
能登震災に自らが被災された代議員からは、
全国から多大な支援をいただいていることに対
し、感謝の気持ちが述べられました。続けて、
災害時に認知症やせん妄の方を、地域でその方
を知っているからこそ自然にケアにつながって
いた事例が報告され、その姿に、認知症に対す
る私たちが行っている「寄り添う医療・介護」
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の姿と重なったように思いました。
無料低額診療事業については ４件の報告があ
りました。大阪では駅の看板、『ビッグイシュー』
などを使ったさまざまな宣伝方法が行われてい
る取り組みが報告されました。さらに本当に必
要としている人たちに無料低額診療事業の情報
が届くよう、生活に寄り添った広報にしていく
など、工夫を凝らした活動となっています。ま
た、行政の窓口などに無低診の情報が掲載され
たポケットティッシュを配布する活動を行い、
将来的にはアウトリーチ活動として公営団地へ
のポスティングなどの検討もされております。
愛知では、「医療法人でも法人税の減免対象
にしてほしいこと、他の医療機関でも無低診の
取り組みを行ってほしい」との要請を市に対し
て行いましたが、市の回答は大変厳しいものと
なりました。しかし、京都では無低診を行って
いる３８施設のうち、約半数は減免対象となって
おり、粘り強く活動していくことの重要性を共
有しました。
岩手では、薬代が無低診の対象外であること
で相談が途切れてしまう事例があり、町長へ要
請したところ、来年度から実施するという前向
きな回答が得られ、役場と実務的な話し合いが
行われています。
ＬＧＢＴＱと多様性の取り組みでは、埼玉か
ら就業規則や具体的な業務の見直し等について
検討がされ、多職種が参加する「Ａｒａｉチャ
レンジ委員会」を立ち上げ、チーム別に多様性
を尊重した職場づくりが進められています。
岡山では、２０２０年よりミャンマーからの技能
実習生の受け入れの検討が行われ、今年度より
実習生の受け入れが始まっています。単に労働
力確保という側面でなく、新しいつながりの中
で多様性を豊かに発展させていく先進的な報告
がされました。
和歌山のフードバンクの取り組みでは、本当

に困っている人へ取り組みのお知らせが届いて
いるのか？という視点を持って活動が行われ、
さまざまな宣伝活動を行うとともに、約２００人
への電話かけや、仕事や行事のために参加でき
ないという方への対応を行うなど、きめ細やか
な対応を行っています。また、対市交渉におい
て、生活困窮者の実状を知ってもらうことや、
フードバンクの取り組みを見に来てほしいと訴
え、相談窓口にも一緒に座って対応した実践な
ど、行政を巻き込んでの取り組みとなっている
ことは教訓的でした。
宮城では、「地域の困ったに寄り添う取り組
み」として、地域で孤立しないよう、友の会と
職員が一体となって地域の困りごとに対応して
いる報告がされました。そこに配属された作業
療法士が日常の生活支援や傾聴など、専門性を
発揮しながら活動されていることも紹介されま
した。
山梨からは、全職員参加の経営の取り組みに
ついて報告され、職員に経営改善アンケートを
実施し、増収８０件、費用削減１１１件もの意見が
医師を含め幅広い職種から若手中心に寄せられ、
今後も職員自らが考える自走組織を深化させて
いきたいとの抱負が語られました。
心理的安全性についての報告では、山形から
各職員のやり方を尊重しつつ、それぞれの得意
とする分野で力が発揮できるよう職責が支援し、
離職率も低下しているとのことでした。
すべての発言を報告できないのは非常に残念
でありますが、多くの教訓的な実践が報告され
ました。「本当に困っている人へ、どう手を差
し伸べたらよいのか」という視点での発言が多
く、患者さんや利用者さんに職員が寄り添って
いる姿が目に浮かぶ分散会となり、改めて民医
連運動に確信を持つことができました。
以上、私からの報告とさせていただきます。
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はいさい、ぐすーよー
　ちゅー　うがなびら。
こんにちは、皆さん、お
元気でしょうか？
事務局次長の洗川と申
します。ただいまより全
日本民医連第４６回定期総
会を開催いたします。全

国からお集まりの皆さん、開催に当たりごあい
さつを申し上げます。
全日本民医連の結成７０周年の節目、第４６回定
期総会は、ここ沖縄にて ４年ぶりの集合開催と
なりました。先の戦争で唯一地上戦が行われ、
県民の ４分の １が犠牲になった沖縄県は戦後も
米軍の統治下に置かれ、人権抑圧と困窮を強い
られました。１９７２年の日本復帰を前にいち早く
人々の困難に向き合い、いのちの尊厳を掲げて
誕生した沖縄民医連は、その後も日本政府の沖
縄切り捨てともいえる基地負担の押しつけに県
民とともにたたかってきました。全日本民医連
は沖縄の不屈のたたかいに連帯し、５１回を数え
る辺野古支援連帯行動など、多くの職員が学び、
行動してきました。その沖縄にて、ともにたた
かってきた全国の仲間が歴史的な総会に集えた
ことは、今後の運動にとって必ず大きな力とな
るに違いありません。
さて、ことしは年明け早々に石川県能登地方
で大変な災害が発生をし、多大な犠牲とともに、
いまも多くの人々が先を見通せない不安の中で
必死に日々を生きておられます。発災直後から

の石川民医連の支援活動、自らも被災しながら
必死に被災者に寄り添っておられる仲間の皆さ
んに、お見舞いとともに心から敬意を表します。
また、すでに全国から多くの方々が現地支援に
入られています。人々の苦難あるところに民医
連あり、全国の心を一つに生活の再建、生業の
再建に寄り添っていきましょう。
新型コロナウイルス感染症は流行を繰り返し
ていますが、私たちの活動はようやく元の姿に
戻りつつあります。民医連は密に群れることで
知恵を集め、共有し、エネルギーを蓄えて活動
してきました。久しぶりの密な ３日間、大いに
議論を深め、「ケアの倫理」をはじめ、総会議
案で提起をされた民医連の歩む道を確認し合お
うではございませんか！

それでは総会議事運営規定第 ３条に基づき、
本総会の議長団を選出いたします。
東京民医連・東京保健生活協同組合の高野好
枝代議員、大阪民医連・医療福祉生活協同組合
おおさかの山田竜治代議員、沖縄民医連・沖縄
協同病院の伊泊広二代議員の ３名です。ご異議
ございませんでしょうか？

［拍手承認］
ありがとうございます。ご異議がございませ
んので、ご承認いただいたことを確認いたしま
す。
それでは議事運営を議長団に委ねます。どう
ぞよろしくお願いいたします。

開 会 あ い さ つ開 会 あ い さ つ

洗川　和也　事務局次長
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全国の皆様、長い間、
大変お世話になりました。
全日本民医連の役員と
しては２０年、専門部の部
員、委員の時代を含めま
すと２８年にわたって全日
本民医連の仕事に携わっ
てきました。

それを序盤、中盤、終盤に分けてみると、ま
ず序盤は医学生への働きかけと受け入れの活動
が主な仕事でした。民医連の新卒医師受け入れ
は１９８４年卒の１９７人をピークに、その後後退・
停滞し、私が担当したころは最も厳しい時代で
した。みんなで一生懸命に歴史に学び、模索し、
医学生に働きかける活動の基本任務を定めて、
医学生運動との協力共同を軸とする１９９０年代の
活動に必死に取り組みました。そこで全国のた
くさんの医学生や青年医師と結びつき、その多
くがいま医師幹部として活躍していますが、そ
ういう人々との交流、そして語り合いは私にと
ってずっと大切な宝物になっています。
民医連人生の中盤は、２００２年の民医連の医療
福祉宣言づくり、そして２０１０年の民医連綱領改
定という、いわば民医連の根本的なあり方を探
求するプロジェクトを経験しました。そこで全
日本民医連の会長をはじめ、大先輩たちから学
んだことは、幹部として綱領をどう深め身につ
けるか、総会方針をはじめとする重要方針をど
ういう構えと責任でつくっていくかということ
でした。あわせて現場感覚を大事にすること、
理論政策力量を高める努力を怠らないこと、謙
虚な姿勢、そしてユーモアの精神などを教えて
いただきました。
終盤は、職員育成部に所属し、四役や部員の
仲間とともに、２０１５年と２０１７年の憲法カフェ学
習運動、２０１９年の「綱領と歴史の学習ブックレ

ット」の作成と学習運動、２０２１年の人権カフェ
学習運動、そして職員育成指針２０２１年版の策定
など、大変内容の濃い充実した時間を過ごして
きました。
こうして振り返ると、すばらしい仲間に恵ま
れ、民医連という「人が成長できる組織」で生
きてきた幸せをしみじみと感じています。とも
に力を合わせて長野県民医連をつくり上げてき
た同世代の幹部の仲間、さまざまなことを語り
合いながら民医連運動の未来を探求してきた全
日本民医連の四役、理事会、職員育成部の仲間、
さらにたくさんの愛と元気をくれた看護管理者
の仲間、それらの出会いと交流のすべてが私に
とってパワーの源でした。
民医連のすばらしさは、患者・利用者のため
にどうするか、その生きる希望を支えるために、
尊厳を守るためにどうするか、もっとできるこ
とはないか、これにこだわり、こだわるがゆえ
に社会保障や政治の問題、矛盾に悩み、それを
患者、利用者、家族、地域の人々と共有をして、
力を合わせてその解決のために行動することに
あると思います。そのような、人権の尊重と「共
同のいとなみ」を大切にすることが民医連の組
織文化の基本であり、職員の育ち合いの源泉で
す。
私は、それに加えて民医連の組織文化として
２つのことを強調したいと思います。その １つ
は「仲間を大切にする、困っている仲間を助け
る」という文化です。もう １つは、誤りや失敗、
重大な困難に直面したときに、決して目を背け
ず、逃げることなく、それに向き合い、乗り越
えるために力を合わせる。すなわち「自己変革
を探求し、レジリエンスを発揮する」という文
化です。私はそれらを、長野県民医連事務局長
として経験した ２つの大きな試練、「特養あず
みの里刑事裁判」、そして「東信医療生協の経

退 任 役 員 代 表 あ い さ つ退 任 役 員 代 表 あ い さ つ

岩須　靖弘　事務局次長
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営破綻とその再建の取り組み」を通して身をも
って体験してきました。ここで改めて全国の皆
様の温かいご支援に感謝し、そして乗り越えて
きた長野の仲間の奮闘と成長をたたえ合いたい
と思います。
退任するときの総会が沖縄であったことは、
私にとって二重に意義深いものでした。２００８年
の辺野古支援連帯行動で事故によって亡くなっ
た長野県民医連元会長の束原進先生に、海の中
から「よく頑張ってきたな」と言ってもらえる
気がしています。そして、あきらめずにたたか

い続ける沖縄の息吹に励まされて、退任しても、
これからの人生を平和と民主主義のために頑張
ろうと決意を新たにしているところです。
最後に、いま私自身の職業人としての４０年間
を総括して、一言声を大にして言いたいと思い
ます。「民医連があって、本当に、本当によか
った！」。ありがとうございました。（拍手）
これにて少しお休みをいただきたいと思いま
す（笑）
どうぞ皆様、これからもお元気でご活躍くだ
さい。ありがとうございました。
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代議員の皆さん、議案の採択、新しい役員の
選出、ありがとうございました。フルスペック
の総会如何だったでしょうか。大変充実した ３
日間になったと思います。
本総会では、先程ご挨拶頂いた岩須事務局次
長はじめ、２１人の役員が退任されました。明日
から、次の任務に移られますが、引き続き様々
な形で民医連運動を支えて頂きたいと願ってお
ります。
お忙しい中、ご参加頂いたご来賓の皆様あり
がとうございました。駆け付けて激励して下さ
った沖縄統一連の新垣代表、医労連の佐々木委
員長、共同組織活動交流全国連絡会の早川代表
委員、民医連ＯＢの小池晃さん、韓国からイム
先生はじめ友好団体の代表の皆様、群星沖縄の
徳田先生、本当にありがたいと感じました。
ＪＨＰＨ近藤ＣＥＯ、医学連の西上さんから
は非常に丁寧な動画でのご挨拶を頂きました。
多くの連帯のメッセージは私たちを大きく励
ますものでした。玉城デニー知事、日本病院会
相澤会長、日本歯科医師会高橋会長、日本看護
協会、在日キューバ・リベラ大使、フランスか
らリムーザンやメイ先生など、そして、ともに
戦い続けている邊見公雄先生からは「ちばれ―
民医連」と熱いエールが送られてきました。そ
の他紹介出来ないほど沢山のメッセージが寄せ
られました。心から感謝致します。
こうした国内外の仲間と、同じ時代に生き、
心寄せ合いながら諸運動を進められること、本
当に幸せだと感じます。こうした国内外の連帯
は私たちにとって大切な宝であり、運動方針を
実践する原動力でもあります。４６期もこうした
方々との絆を強化して、前進したい、そのよう
に思います。
運動方針第 １章で展開したように、この１０年
での自公政権の劣化は目を覆う程で、まさに「タ

ガが外れた」状況です。２０２２年１２月の安保三文
書の書き換え、「 ５年で４３兆円」、あの財務省も
牙を抜かれたように従順に従いました。今週１９
日、大軍拡を具体的に推進するための「防衛力
の抜本的強化に関する有識者会議」が開かれま
した。座長を務めた榊原日本経団連元会長は「見
直しをタブーとせず、現実を踏まえたより実行
的な水準や国民負担の在り方について議論すべ
き」と発言し、木原防衛大臣も「ポスト４３兆円
の話をいかに進めるか検討する場としたい」と
返したと報道されています。４３兆円では到底足
りぬ、更に国民負担増を、まさにそういうやり
取りであります。軍事力による現状変更に対し
て国際社会で批判が沸き起こっているこの時に、
政・財・軍一体となった大軍拡とそれと切り結
んだ経済政策が進められようとしています。そ
れを不正な裏金に塗れた自民党が主導するとい
うのですから、こんなに国民を馬鹿にした話は
ありません。国の非道な仕打ちに一歩も引かず、
平和と人権の旗を掲げて奮闘し続けている沖縄
県民の気概に学び、何としてもこの亡国の政治
にストップをかけなければなりません。
４６期には必ず総選挙が行われます。医療介護
現場の困難を解決するためにも、当事者である
私たちがどのように社会や政治に働き掛けるか
が問われています。私たちの要求を実現し得る
市民と野党の共闘の在り方を模索し、その構築
に積極的に臨む ２年間にしなければなりません。
その座標軸はいのち・憲法・綱領です。この視
点で大いに学習を進め、いのち第一の政治の実
現に向けて奮闘しましょう。
そして、４６期運動方針を実践し、私たちの事
業と経営を守り抜きましょう。
「国が民意を無視して代執行・強権発動しよ
うとも、「沖縄の心」まで埋め立てることは出
来ない。不公平、不条理を許さない。

新 理 事 会 あ い さ つ新 理 事 会 あ い さ つ

増田　剛　会長
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あわてず、ぶれず、あきらめず、国民の良識
と仲間を信じて。」
記念講演を頂いた仲西先生の、この強いメッ
セージを大切なお土産にして、それぞれの現場
で奮闘することを誓い合いたい、そのように思

います。
４６期、民医連運動の先頭に立って奮闘するこ
とをお約束して、新理事会としての決意表明と
させて頂きます。皆さま、ともに頑張ってまい
りましょう。
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全日本民医連第４６期定
期総会にお集まりの皆さ
ん、 ４年ぶりの熱意にあ
ふれた討議にご参加いた
だき本当にありがとうご
ざいました。また、沖縄
民医連の皆さんの熱いサ
ポートがあり、無事に終

えることができたことを心より感謝申し上げま
す。
皆さんの ２年間の多様な実践の発言で、この
運動方針が大変豊かなものになりました。さて、
明日からどう取り組むか、あれもこれもやって
みようときっと皆さんはズキズキ、ワクワクさ
れていると思います。
２年前の今日始まったロシアによるウクライ

ナ侵攻、イスラエルのガザ侵攻と、国際法に背
く殺りくが行われている今、県民の ４人に １人
が犠牲になった戦争の歴史と、いまなお日本の
基地の７０％があり、民意が無視されている沖縄
で総会が行われた意味を皆さんとともにかみし
め、職員、共同組織の皆さんとともに「非戦」
を訴え、人権・公正の小さな波や大きな波を止
めることなく起こしていきたいと思います。
ケアには ４つの側面があると言われています。
１番はニーズを把握すること、 ２番目はだれが
そのケアに責任を負うのかを決め、そして ３つ

目にケアを提供し、 ４つ目にケアを受けた対象
者が評価するというものです。皆さんからの発
言は、把握したニーズを満たすために、その責
任から逃れることなく行政や政府をケアの責任
者として巻き込む運動であり、民医連だからこ
そできることです。人権の砦である民医連は地
域の宝、何としても全職員参加の経営でこの事
業を継続しなくてはなりません。
沖縄民医連のレジェンドの仲西常雄先生のお
話に、私も本当に大変感動いたしました。「わ
ったー病院」と言われるほどの医療・介護活動
への信頼が沖縄民医連を発展させてきたこと、
「慌てず、ブレず、あきらめず、国民の良識と
仲間を信じること」、そして沖縄民医連青年職
員が作成した感動的な企画にもありました「勝
つこと、あきらめないこと」、これを胸に明日
からチャレンジしていきたい、そんなふうに思
います。
第４５回の総会はＷｅｂ開催で、閉会のあいさ
つをされた加賀美さんが「団結ガンバローはリ
アル開催に残しておく」とおっしゃいましたの
で、きょうはその宿題を受けて「団結ガンバロ
ー」で締めくくりたいと思います。
それでは団結用意、第４６回運動方針の実践と
ケアが大切にされる政治の実現を目指して、そ
して能登半島地震の被災者に心を寄せて、団結
してガンバロー、ガンバロー、ガンバロー

閉 会 あ い さ つ閉 会 あ い さ つ

坂田　薫　副会長
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日　程

☆第 １日目／ ２月２２日（木）
本現地オープニング企画　　 ８：３０～ ９ ：００　　那覇文化芸能劇場なはーと　大劇場
本会議　　　　　　　　　　 ９：１５～１７：００　　那覇文化芸能劇場なはーと　大劇場
役員選挙　　　　　　　　　１２：１０～１３：２０　　那覇文化芸能劇場なはーと　小劇場（ １階）
記念講演　　　　　　　　　１７：２０～１８：５０　　那覇文化芸能劇場なはーと　大劇場
決算予算委員会　　　　　　１９：００～２０：００　　那覇文化芸能劇場なはーと　大スタジオ（ ３階）
選挙管理委員会　　　　　　１９：００～２０：００　　那覇文化芸能劇場なはーと　小劇場（ １階）
分散会座長・理事打合せ　　１９：００～２０：００　　ホテルコレクティブ　大宴会場（ ２階）
☆第 ２日目／ ２月２３日（金）
分散会　　　　　　　　　　 ９：３０～１６：３０　　１３会場（別掲）
座長団会議　　　　　　　　１８：００～２０：００　　ホテルコレクティブ　大宴会場（ ２階）
（保健医療研究所株主総会）１７：００～１８：００　　ホテルコレクティブ　中宴会場（ ２階）
☆第 ３日目／ ２月２４日（土）
本会議　　　　　　　　　　 ９：００～１２：００　　那覇文化芸能劇場なはーと　大劇場

第４６期定期総会の日程第４６期定期総会の日程

―略　歴―
内科医師、糖尿病専門医。１９４３年、沖縄県浦添市生まれ。１９６９年、熊本大学卒業後、平田宗男九州
民医連初代会長（熊本保養院創設者）の勧めで沖縄への診療所建設参加を決意。千鳥橋病院（福岡民
医連）での研修後、１９７１年、沖縄民主診療所、沖縄協同病院院長、沖縄医療生活協同組合理事長、沖
縄県民主医療機関連合会会長、社会福祉法人沖縄にじの会理事長を歴任。現在、沖縄県生活と健康を
守る会連合会会長として活動中。

記念講演　沖縄民医連の医療活動
　　　　　―米軍占領下の医療状況と民医連建設の歩み
講師：仲西　常雄　氏
元沖縄県民主医療機関連合会会長／元沖縄医療生活協同組合理事長
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総会第 １日目◆ ２月２２日（木）　本会議

１ ．開会あいさつ　　　　　　　　　　　　　　　１５．第 ２号議案　決算報告
２．議長団就任のあいさつ　　　　　　　　　　　１６．第 ２号議案　会計監査報告
３．歓迎あいさつ　　　　　　　　　　　　　　　１７．第 ３号議案　２０２２年・２０２３年予算案の提案
４．資格審査委員会の選出　　　　　　　　　　　１８．第 ４号議案　会費基準改定案の提案
５．議事運営委員会の選出　　　　　　　　　　　１９．第 ５号議案　役員選出についての提案・質疑
６．総会書記任命　　　　　　　　　　　　　　　２０．設営案内
７．会長あいさつ　　　　　　　　　　　　　　　　　～昼食・休憩～　　（役員選挙）
８．来賓あいさつ　　　　　　　　　　　　　　　２１．来賓あいさつ
９．名誉役員・顧問紹介　　　　　　　　　　　　２１．第 １号議案質疑討論
１０．祝電・メッセージの紹介　　　　　　　　　　　　～休憩～
１１．資格審査委員会報告（第 １次）　　　　　　　２２．第 １号議案討論続き
１２．総会成立宣言　　　　　　　　　　　　　　　２３．分散会付託、分散会座長の選出
１３．議事運営方針の提案　　　　　　　　　　　　２４．第 ２号・ ３号・ ４号議案の質疑・応答
１４．第 １号議案　運動方針案

総会第 ２日目◆ ２月２３日（金）　分散会

【那覇文化芸能劇場なはーと】　　　　　　　　【ノボテル沖縄那覇】
　第 １分散会　：　小劇場　　　　　　　　　　　第 ９分散会　：　ラーボ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第１０分散会　：　ルシエル
【ホテルコレクティブ】
　第 ２分散会　：　大宴会場・前方　　　　　　【沖縄県市町村自治会館】
　第 ３分散会　：　大宴会場・後方　　　　　　　第１１分散会　：　ホール
　第 ４分散会　：　中宴会場
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【琉球新報ホール】
【ダブルツリー byヒルトン那覇首里城】　　　　  第１２分散会　：　ホール
　第 ５分散会　：　首里の間Ａ
　第 ６分散会　：　首里の間Ｂ　　　　　　　　【沖縄県男女共同参画センターてぃるる】
　第 ７分散会　：　守礼の間Ａ　　　　　　　　　第１３分散会　：　大ホール
　第 ８分散会　：　守礼の間Ｂ

総会第 ３日目◆ ２月２４日（土）　本会議

１ ．議事運営委員会報告　　　　　　　　　　　　１２．議案採決
２．分散会報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　第 １号議案　運動方針案・決議案　採決
３．理事会からの報告　　　　　　　　　　　　　　　第 ２号議案　決算・会計監査報告　採決
４．全体討論　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第 ３号議案　２０２４・２０２５年度予算案採決
５．決算・予算委員会報告　　　　　　　　　　　　　第 ４号議案　会費基準改定案採決
６．第 ２号議案　決算・会計監査報告の討論　　　１３．第 ７号議案　特別決議案提案、採択
７．第 ３号議案　２０２４・２０２５年度予算案の討論　１４．総会スローガン採択
８．役員選挙投票結果の報告、確認　　　　　　　１５．第 ６号議案　評議員・予備評議員提案・採択
９．設営委員会からの報告　　　　　　　　　　　１６．全日本民医連表彰
　　～休憩～　　　　　　　　　　　　　　　　　１７．感謝状の贈呈
１０．理事会からの総括報告　　　　　　　　　　　１８．退任役員の紹介
１１．資格審査委員会報告（第 ２次）　　　　　　　１９．退任役員への感謝状贈呈
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２０．退任役員代表あいさつ
２１．新役員紹介と新会長あいさつ
２２．議長団解任あいさつ
２３．閉会あいさつ
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第４６回定期総会への祝電・メッセージ（団体・個人一覧）第４６回定期総会への祝電・メッセージ（団体・個人一覧）
■地方自治体
沖縄県知事　玉城デニー氏

■団体
あかつき印刷株式会社
沖縄県統一行動連絡会議
海上ヘリ基地建設反対・平和と名護市政民主化を求める協議会
株式会社関西共同印刷所
株式会社きかんし
株式会社教宣文化社
株式会社光陽メディア
株式会社富士国際旅行社
過労死弁護団全国連絡会議
キューバ共和国大使館
憲法改悪阻止各界連絡会議
原水爆禁止日本協議会
公益法人財団日本医療総合研究所
国民大運動実行委員会
国民の食糧と健康を守る運動全国連絡会
消費税をなくす全国の会
新日本医師協会
新日本スポーツ連盟
新日本婦人の会
自治体問題研究所
自由法曹団
全日本教職員組合
全国医師ユニオン
全国公害患者の会連合会
全国借地借家人組合連合会
全国商工団体連合会
全国心臓病の子どもを守る会
全国生活と健康を守る会連合会
全国地域人権運動総連合
全国福祉保育労働組合
全国保険医団体連合会
全国労働組合総連合
全日本国立医療労働組合
全日本視覚障害者協議会

総合社会福祉研究所
治安維持法犠牲者国家賠償要求同盟中央本部
地域医療・介護研究会ＪＡＰＡＮ
中央社会保障推進協議会
とも企画設計
２１世紀・老人福祉の向上をめざす施設連絡会
日朝協会
日本医療福祉生活協同組合連合会
日本看護協会
日本機関紙協会
日本勤労者山岳連盟
日本原水爆被害者団体協議会
日本高齢期運動連絡会
日本国民救援会中央本部
日本歯科医師会
日本自治体労働組合総連合
日本中国友好協会
日本のうたごえ全国協議会
日本母親大会連絡会
日本病院会
日本婦人団体連合会
日本文化厚生農業協同組合連合会
日本民主主義文学会
日本労働者協同組合連合会
農民運動全国連合会
働くもののいのちと健康を守る全国センター
非営利・協同総合研究所　いのちとくらし
非核の政府を求める会
東銀座印刷出版株式会社
婦人民主クラブ
フランス・保健センター運動
文化団体連絡会議
平和電気株式会社
平和・民主・革新の日本をめざす全国の会
民医連退職者の会連絡会
労働運動総合研究所
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民医連綱領

私たち民医連は、無差別・平等の医療と福祉の実現をめざす組織です。

戦後の荒廃のなか、無産者診療所の歴史を受けつぎ、医療従事者と労働者・農民・地域の人びと

が、各地で「民主診療所」をつくりました。そして１９５３年、「働くひとびとの医療機関」として全日本

民主医療機関連合会を結成しました。

私たちは、いのちの平等を掲げ、地域住民の切実な要求に応える医療を実践し、介護と福祉の事

業へ活動を広げてきました。患者の立場に立った親切でよい医療をすすめ、生活と労働から疾病をと

らえ、いのちや健康にかかわるその時代の社会問題にとりくんできました。また、共同組織と共に生活

向上と社会保障の拡充、平和と民主主義の実現のために運動してきました。

私たちは、営利を目的とせず、事業所の集団所有を確立し、民主的運営をめざして活動しています。

日本国憲法は、国民主権と平和的生存権を謳い、基本的人権を人類の多年にわたる自由獲得の成

果であり永久に侵すことのできない普遍的権利と定めています。

私たちは、この憲法の理念を高く掲げ、これまでの歩みをさらに発展させ、すべての人が等しく尊

重される社会をめざします。

一．人権を尊重し、共同のいとなみとしての医療と介護・福祉をすすめ、人びとのいのちと健康を

守ります

一．地域・職域の人びとと共に、医療機関、福祉施設などとの連携を強め、安心して住み続けら�

れるまちづくりをすすめます

一．学問の自由を尊重し、学術・文化の発展に努め、地域と共に歩む人間性豊かな専門職を育成し

ます

一．科学的で民主的な管理と運営を貫き、事業所を守り、医療、介護・福祉従事者の生活の向上と

権利の確立をめざします

一．国と企業の責任を明確にし、権利としての社会保障の実現のためにたたかいます

一．人類の生命と健康を破壊する一切の戦争政策に反対し、核兵器をなくし、平和と環境を守ります

私たちは、この目標を実現するために、多くの個人・団体と手を結び、国際交流をはかり、共同組

織と力をあわせて活動します。

� ２ ０ １ ０ 年 ２ 月 ２ ７ 日

� 全日本民主医療機関連合会　第 ３ ９ 回定期総会
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（名称・所在地）
第一条
　この会は全日本民主医療機関連合会といい、
略称を「全日本民医連」、英語名 Japan Federa-
tion of Democratic Medical Institutions.国際的呼
称は「ＭＩＮ－ＩＲＥＮ」とする。事務所を東
京都内におく。
（使命および目的）
第二条
　この会は民医連綱領が掲げる使命と目的を実
現するために活動する。
（組織）
第三条
　この会は民医連綱領、規約を承認する都道府
県民主医療機関連合会（以下「県連」という）
および直接加盟事業所をもって組織する。
　県連に加盟する事業所および直接加盟事業所
は、民医連綱領、規約を承認し、民医連綱領・
運動方針の実践に務めなければならない。県連
に加盟する事業所および直接加盟事業所の加盟
要件は別に定める。
（活動）
第四条
　この会は第二条の使命及び目的を達成するた
めにつぎの諸活動を行う。
　　 １　 県連、加盟事業所および直接加盟事業

所にたいする指導、援助
　　 ２　 目的達成のために必要な全国・地方会

議、研修会および交流会の開催
　　 ３　人事の交流、職員教育および養成
　　 ４　全国的、地方的な統一行動
　　 ５　 災害救援および国民、住民の様々な活

動にたいする支援
　　 ６　調査・研究活動
　　 ７　 機関紙誌および資料の発行、ホームペ

ージなどでの必要な情報の発信
　　 ８　 医療・福祉関係団体、運動団体、個人、

研究者などとの連携

　　 ９　 諸外国の平和・医療・福祉団体などと
の交流

　　１０　 その他、この会の目的達成に必要な活
動

（機関）
第五条
　この会につぎの機関をおく。
　　総会
　　評議員会
　　理事会
　　四役会議
（総会）
第六条
　 １総会は、この会の最高議決機関で、代議員
および役員をもって構成し、代議員の ３分の
２以上の出席によって成立する。

　 ２代議員は、県連、直接加盟事業所によって、
加盟事業所の役・職員ならびに県連の役・職
員から選出する。代議員の定数は別に定める。
　 　この会の役員は、代議員になることができ
ない。
　 ３総会は隔年 １回、 ２月に会長が招集する。
　 ただし、特に必要がある場合は、 ２カ月をこ
えない範囲で招集の時期を変更することがで
きる。
　 ４総会の議決は、代議員によって行い、特に
定めた事項以外は出席代議員の過半数の賛成
を必要とする。
　５総会の運営は議事運営規程による。
　 ６評議員会が必要と認めたとき、または県連
の ３分の １以上の要求があったときは、臨時
総会を開催する。臨時総会の運営は総会に準
ずる。
　７総会はつぎの事項を決定する。
　　 １　民医連綱領、規約の改廃に関する事項
　　　　 ただし、この事項の議決は、出席代議

員の ３分の ２以上の賛成を要する。
　　 ２　運動方針に関する事項

全日本民主医療機関連合会

規　　　約

規　約
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　　 ３　予算、決算および会費に関する事項
　　 ４　国際的とりきめに関する事項
　　 ５　 評議員および予備評議員承認に関する

事項
　　 ６　役員選出に関する事項
　　 ７　加盟、脱退および統制に関する事項
　　 ８　その他必要な事項
（評議員会）
第七条
　 １評議員会は、総会につぐ議決機関で、総会
から総会までのあいだの必要事項の決定と、
理事会の執行についての承認を行う。
　 ２評議員会は、評議員と役員で構成し、評議
員の ３分の ２以上の出席によって成立する。
ただし、会計監査はのぞく。
　 ３評議員および予備評議員は県連の役員から、
県連ごとに選出し、総会で承認する。評議員
および予備評議員の任期は ２年とする。ただ
し、再選をさまたげない。評議員および予備
評議員の定数は別に定める。
　 ４評議員会は ６カ月に １回以上会長が招集す
る。評議員会の議決は、評議員によって行い、
出席評議員の過半数の賛成を必要とする。
　５評議員会の運営は議事運営規程による。
　 ６評議員の ３分の １以上の要求があったとき
は評議員会を開催する。
　７評議員会はつぎの事項を決定する。
　　 １　総会の運動方針にもとづく活動方針
　　 ２　総会から委任された事項
　　 ３　諸規程の制定および改廃に関する事項
　　 ４　 年次会計報告、補正予算および臨時分

担金の徴収に関する事項
　　　　 ただしやむをえざる場合、総会の決定

にもとづいて総会が招集されない年次
の予算、決算および会費に関する事項

　　 ５　加盟、脱退および統制に関する事項
　　 ６　役員の処分
　　 ７　その他の事項
　　　　 ただし ４、 ５、 ６号については次期総

会の承認を要する。
（理事会・四役会議）
第八条
　 １理事会はこの会の総会方針にもとづき、必
要な決定及び執行にあたる。
　 　理事会は民医連運動の推進をはかるため、

経験と成果を集約し、各県連および直接加盟
事業所に対する指導、援助を行う。
　 ２理事会は、この会の役員をもって構成する。
ただし会計監査はのぞく。
　 ３理事会は、 ２カ月に １回以上会長が招集し、
構成員の ３分の ２以上の出席によって成立す
る。議決には出席者の過半数の賛成を必要と
する。
　４理事会はつぎの事項を執行する。
　　 １　 総会および評議員会の方針にもとづく

活動計画
　　 ２　 総会および評議員会から委任された事

項
　　 ３　 諸規則・諸規定の制定および改廃に関

する事項
　　 ４　 直接加盟事業所の加盟、脱退および統

制に関する事項
　　　　 ただし、この号については次期評議員

会の承認を要する。
　　 ５　他団体への加盟、脱退に関する事項
　　 ６　 理事会の諮問機関としての各種委員会

の設置と委員の任命
　 ５四役会議は、理事会から次の理事会までの
間の会務の執行を行う。ただし、四役会議の
決裁事項は直近の理事会に報告し、承認を受
けるものとする。
　 　四役会議は、会長、副会長、事務局長、事
務局次長をもって構成する。
　 ６理事会は必要に応じて顧問をおくことがで
きる。顧問に関する規則は理事会が定める。
　 ７理事会は、会務を日常的に執行するため事
務局を設ける。
　 ８理事会は県連を強化し、県連間の連携をす
すめるために地方協議会を設置する。地方協
議会は理事会のもと、その地方の民医連運動
の推進に努める。この地方協議会には、当該
地方の直接加盟の事業所を含める。
（役員）
第九条
　１この会はつぎの役員をおく。
　　 １　会長
　　　 会長はこの会を代表し、総会、評議員会、

理事会を招集し、この会の活動を統轄す
る。

　　 ２　副会長
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　　　 副会長は会長を補佐し、会長事故あると
きはこれを代行する。

　　 ３　事務局長
　　　 事務局長は会務の執行に責任を負い、事

務局を統轄する。
　　 ４　事務局次長
　　　 事務局次長は事務局長を補佐し、事務局

長事故あるときはこれを代行する。
　　 ５　理事
　　 ６　会計監査
　　 ７　 各役員の定数は役員選出規程によって

定める。
　 ２役員は加盟事業所の役・職員ならびに県連
の役・職員および全日本民医連の専任役・職
員から選出する。
　 ３役員の任期は ２年とする。ただし再選をさ
またげない。
　 ４副会長や事務局次長に欠員が生じたときは、
評議員会は必要に応じて理事の中から補充す
ることができる。理事に欠員が生じたときは、
評議員会は必要に応じて補充することができ
る。ただし、この事項については次期総会の
承認を要する。
　 ５会計監査は年 ２回、この会の会計を監査し、
総会、評議員会に報告して承認をうけなけれ
ばならない。
　 ６会計監査は、評議員会、理事会に出席する
ことができる。
（事務局）
第十条
　事務局に事務局員をおく。
　事務局員の任免は理事会の承認を必要とする。
（県連・直接加盟事業所）
第十一条
　 １同一都道府県内に ３カ所以上、民医連綱領、
規約を承認する事業所が存在する場合、県連
を結成する。
　 ２県連を結成するにいたらない地方において
は、民医連綱領、規約を承認する事業所は直
接加盟事業所として活動する。
　 ３同一県内に全加盟事業所が単一組織（法人）
をつくっている場合、当該単一組織を県連と
することができる。
　 ４県連は全加盟事業所を結集し、この会の機
関の決定に従い、この会の目的の達成のため

に活動する。
　 ５県連および直接加盟事業所は、この会の機
関にたいし、提案、質問の権利を持つ。
　 ６県連は、その都道府県における民医連を代
表する組織である。また、経験と成果を集中
し、この会の運動の創造的発展に努める。
　 ７県連は定期的に総会をひらき、この会の諸
決定を実行するために、具体的な活動方針を
決定する。
　８県連は理事会および事務局を設ける。
　 ⑼県連は地方的な交流や協力のために理事会
の承認をへて県連間の連絡会議を設けること
ができる。
　 　この連絡会議には、当該地方の直接加盟の
事業所を含める。
　 ⑽県連は事業所の加盟、脱退の決定にあたっ
てはあらかじめこの会と協議し、会の承認を
うる。
（統制）
第十二条
　 １民医連綱領、規約、運動方針から逸脱し指
導にしたがわない県連は、総会、評議員会が
処分を行うことができる。また、民医連綱領、
規約、運動方針から逸脱し指導にしたがわな
い加盟事業所に対し、県連と協議し、総会、
評議員会が処分を行うことができる。
　 　評議員会が行った処分内容は総会に報告し、
承認を求める。
　 ２民医連綱領、規約、運動方針から逸脱し指
導にしたがわない直接加盟事業所に対しては、
総会、評議員会が処分を行うことができる。
　 　評議員会が行った処分内容は総会に報告し、
承認を求める。
　 ３処分は警告、資格停止および除名とする。
　 ４この会の評議員会から処分をうけた県連お
よび加盟事業所、直接加盟事業所は、総会に
不服申立てをすることができる。
　 ５県連から処分をうけた事業所は、この会の
評議員会、さらに総会に不服申立てすること
ができる。
　 ６前項の不服申立てをうけた総会は、この処
分の当否について公平に審議しなければなら
ない。
　 ７除名をうけた県連に所属している加盟事業
所は、直接この会に加盟の申し込みを行うこ
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とができる。この場合の加盟の承認は評議員
会が行う。
　 ８この会の役員が民医連綱領、規約、運動方
針から逸脱し、決定にそむき会の名誉を著し
く傷つけ、会に重大な損害を与えた場合、総
会、評議員会が処分を行う。
　 　評議員会が処分したさいは次期総会に報告
し、承認を求める。処分は解任とする。理事
会は解任理由を明示する。処分をうけた役員
は総会で不服の申立てを行うことができる。
（財政）
第十三条
　 １この会の財政は、会費、事業収入、寄付金
および出資金をもってあてる。ただし、必要
な場合は臨時分担金を徴収する。
　 ２出資金については、別に定める規定による。
（会費および諸規定）
第十四条
　 １県連および直接加盟事業所は、別に定める
規定により毎月会費を納入する。
　 ２本会の会計規定および会計監査規定は別に
定める。
　 ３一定期間会費を滞納した県連および直接加
盟事業所については、理事会は事情を調査し、
評議員会に報告する。

（会計年度）
　この会の会計年度は １月 １日より１２月３１日と
する。

　この会の規約は２０１２年 ２ 月２５日から施行する。
（１９５３年 ６ 月 ７ 日制定）
（１９５７年 ６ 月 ９ 日改正）
（１９５８年 ６ 月２２日改正）
（１９５９年 ６ 月２２日改正）
（１９６１年 ６ 月１８日改正）
（１９６５年 ７ 月１８日改正）
（１９６７年 ６ 月１８日改正）
（１９６８年 ７ 月２８日改正）
（１９７０年 ７ 月１９日改正）
（１９７１年 ７ 月２５日改正）
（１９７４年 ２ 月１７日改正）
（１９７６年 ２ 月２２日改正）
（１９８６年 ２ 月２２日改正）
（１９９２年 ２ 月２９日改正）
（１９９８年 ２ 月２８日改正）
（２０００年 ２ 月２６日改正）
（２００２年 ２ 月２３日改正）
（２００４年 ２ 月２８日改正）
（２０１２年 ２ 月２５日改正）
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